
検討課題 論点番号 例

アマチュア無線局のように、
・免許の期間があらかじめ決まっている
・電波利用料の金額が比較的低い
場合は、徴収費用や事務手続きの軽減のために、免許期間内の一括前納制度を前提にした電波利用料の減額によるインセンティ
ブをセットにした電波使用料の算定を行うことで行政の効率化を図る検討を行うべきである。
低額の電波利用料納付においては、本来の目的に使われない事務費用や徴収費用に関する部分は可能な限り削減することが望
ましい。
また、免許期間内における無線局の廃止に関しても還付請求が可能な制度設計とすれば、これまでの廃止届出の実態から費用
のシミュレーションが可能になるため、全体としての最適化を納付者の立場も考慮して判断することが重要である。

【個人】
[電波利用料制度について]
・電波の適正な利用の確保は重要であり、事務処理に要する費用を無線局免許人に電波共益費用の負担として求める現行の電
波利用料制度の枠組みは適切と考える。

[経済的価値の反映について]
・災害発生時には、国民の生命・財産を守るため重要な役割を果たす放送事業者に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用
料を課すことは、存立基盤を危うくし不適切と考える。

[放送の利用料負担について]
・放送の電波利用料にかかる特性係数は、放送の重要性からも適切な措置と考え、今後も維持すべきである。

【山陽放送株式会社】
２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

a. 電波の経済的価値は「市場」に委ねるべきである。「市場」に委ねる前適な方法周波数オークション制である。総務省は昨年の国
会に法案を提出しながら、今国会では上程しないと言う。ＯＥＣＤ加盟国の中でも、アジア各国の中でも、我が国は周波数オーク
ションを採用していない例外的なマイノリティである。このガラパゴス・ルールを脱しなければならない。我が国に情報通信産業はこ
の3年マイナス成長、国政競争力は18位といわれている。そこには様々な理由によるのだろうが、最大のポイントはガラパゴス・
ルールにあってイノベーション不足にある。総務省は我が国の情報通信産業を成長軌道に乗せていく責任がある。
ｂ.　総務省「電波有効利用研究会」では電波利用料のあり方について検討を重ねてきている。未だ中間答申でとどまり、前終答申
はこれからとされているが、迷うことなく、電波利用料は一般財源とすべきである。総務省に限らず特定財源は排除していくべきで
ある。その上で不法電波の監視や電波資源拡大の研究開発に予算要求していくことが正しい。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

軽減措置は原則として廃止し「特性係数」をゼロベースで見直すべきである。
特に２０１４年に見直すことになっている。放送の「特性係数」扱いは排除すべきである。
放送局は放送の公共性を主張するが、公共の電波、国民の共有資産である電波を利用して,サービスを行う者は全て等しく公共性
を有している。まして放送は営利を目的とする株式会社である。総務省は今年,
放送免許更新にあたって比較審査を導入した。その中でも財務力を入念に調査したと聞く。電波利用料を正しく支払うことのできな
い局はなかった筈である。仮に１局でもあったとすれば、そもそも存在価値がないと考えられる。総務省は電波利用の公平原則を
確立して欲しい。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

そもそも４Gの割当てについては、オークションを導入することになっていた。一度決定したルールは、正しく継承して欲しい。４G参
入事業者が、またもやNTTドコモ、KDDI、ソフトバンクのいつもの3社でいいのだろうか。総務省は４Gの機会に新規参入業者の登
場を促して欲しい。ただし既存業者を新規参入事業者とを無条件に入札させることには、既に豊富な社内留保を確保している既存
キャリアの現状を勘案する必要があるのではないか。仮にオークション価格が￥１５０億であるならば、新規参入事業者は￥１５０
億とて、既存事業者はキャリア事業収益として￥１５０億を拠出して￥３００億とする。イコールフィティングを適用すべきであろう。放
送通信も既得権益を過剰に優先した為に新規参入もなくイノベーションも起こらないまま推移してきた。わが国に情報通信産業が
低調競争力も弱い背景には、総務省の産業政策にも一因あったのではないか

【個人】
１．電波利用共益

事務の在り方
・　電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に電波共益費用の負担を求めるという現行制度の枠組みは適切と考え
ます。電波利用共益事務以外の支出（使途）に充てるべきではありません。
・　歳入、歳出の規模は抑制的にすべきであり、歳入、歳出それぞれの総額は一致するように設計すべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・　平成23年の電波法改正で、電波利用料制度における電波の経済的価値の反映が強まりましたが、これを過度に進めることは
賛成できません。
・　電波利用料制度の設計はさまざまな無線システムの目的や社会的意義に配慮し、バランスをとって行うことが極めて重要であ
り、それが国民の利益に適う在り方です。経済的価値の反映を追求するあまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが存
続し、国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムが排除されるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を
被ると考えます。
・　東日本大震災の発災にあたり、被災地のラジオ局、テレビ局をはじめとする民放事業者は長期間にわたり緊急報道体制をとり、
被災者、国民への情報提供に努めました。緊急時には採算を度外視して報道活動を行う「放送」の無線局に対し、経済的価値を過
度に反映した電波利用料を課すことは不適切です。
・　無線システムを利用して事業を行う無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要です。３
年ごとの見直しで制度が大きく変動し、想定外の料額増加が生じることは経営上の不確定要素となりかねず、慎重に検討すべきと
考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・　「他用途の周波数を確保するための周波数移行の促進等を勘案した料額設定」は妥当なものと考えます。
・　3.9世代移動通信システムの早期導入を可能とするため、放送事業者は700MHz帯放送事業用ＦＰＵの1.2GHz帯／2.3GHz帯へ
の周波数移行に向けた技術検討などを進めています。迅速かつ円滑な周波数移行のためには、移行の過渡期や移行後におい
て、ＦＰＵ免許人の電波利用料負担が過重なものとならないよう配慮が必要と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・　放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努
力義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案し
て規定されています。これは適切な措置であり、今後も維持すべきものです。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・　地上テレビ放送用周波数のホワイトスペースには、二次業務として相当数のエリア放送が開局したほか、特定ラジオマイク等の
導入も具体化しており、周波数共用による電波の有効利用が進んでいます。これは今回の見直しにおいて考慮すべき新たな情勢
変化であり、地上テレビ放送の料額算定には、こうした周波数共用を勘案すべきものと考えます。

【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
・　「電波利用料の見直しに関する検討会」第１回会合では、平成24年度の電波利用料予算の歳入・歳出内訳が示され、あわせて
地上テレビジョン放送事業者と電気通信事業者の電波利用料負担額について参考資料１－３が配付されました。これを受け、放送
事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話事業と放送事業の負担の仕
組みの差異があり、こうした指摘は当たらないと考えます。
・　携帯電話は双方向の通信であり、利用者が購入した携帯電話端末は電波を送受信する無線局です。したがって、携帯電話端
末には電波利用料が課されています。電波利用料の歳入における「携帯電話事業者」の負担額には、携帯電話事業者が自身で
運用する無線局にかかる利用料額だけでなく、契約料を通じて広く携帯電話端末のユーザーから徴収する利用料額も含まれてい
ます。１億３千万台を超える携帯電話端末にかかる利用料の合計が膨大な金額となるため、携帯電話事業者を通じて納付される
電波利用料の負担額が見かけ上、大きくなっているものと認識しています。
・　一方、放送は単方向の送信が基本です。視聴者はテレビ受信機を購入しますが、テレビ受信機は無線局ではないため、電波利
用料は課されません。すなわち、電波利用料の歳入における「放送事業者」の負担額は、放送事業者（送信側）のみが負担してい
ます。
・　こうした負担構造を比較すれば、放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスとの指摘が当たらないことは明ら
かです。

【その他】
・ 　民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収益関
連の指標と比較して多寡を論じるべきものではありません。

提出された意見
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３．その他

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

「電波利用料の見直しに関する意見募集」に対して提出された意見
【意見募集期間：平成25年3月6日（金）～平成25年4月5日（金）】



【一般社団法人日本民間放送連盟】
１．電波利用共益

事務の在り方
・　電波利用共益事務の費用を無線局免許人にその負担を求めるという現行制度の枠組みは適切と考えます。電波利用共益事
務以外の支出（使途）に充てるべきではありません。
・　歳入、歳出の規模は抑制的にすべきであり、歳入、歳出それぞれの総額は一致するように設計すべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・　平成23年の電波法改正で、電波利用料制度における電波の経済的価値の反映が強まりましたが、これを過度に進めることは
賛成できません。
・　電波利用料制度の設計はさまざまな無線システムの目的や社会的意義に配慮し行う事が肝要。経済的価値の反映を追求する
あまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが存続し、国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムが排除さ
れるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を被ると考えます。
・　東日本大震災の発災にあたり、被災地のラジオ局、テレビ局をはじめとする民放事業者は長期間にわたり緊急報道体制をとり、
被災者、国民への情報提供に努めました。緊急時には採算を度外視して報道活動を行う「放送」の無線局に対し、経済的価値を過
度に反映した電波利用料を課すことは不適切です。
・　無線システムを利用して事業を行う無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要です。３
年ごとの見直しで制度が大きく変動し、想定外の料額増加が生じることは経営上の不確定要素となりかねず、慎重に検討すべきと
考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・　「他用途の周波数を確保するための周波数移行の促進等を勘案した料額設定」は妥当なものと考えます。
・　3.9世代移動通信システムの早期導入を可能とするため、放送事業者は700MHz帯放送事業用ＦＰＵの1.2GHz帯／2.3GHz帯へ
の周波数移行に向けた技術検討などを進めています。迅速かつ円滑な周波数移行のためには、移行の過渡期や移行後におい
て、ＦＰＵ免許人の電波利用料負担が過重なものとならないよう配慮が必要と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・　放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努
力義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案し
て規定されています。これは適切な措置であり、今後も維持すべきものです。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・　地上テレビ放送用周波数のホワイトスペースには、二次業務として相当数のエリア放送が開局したほか、特定ラジオマイク等の
導入も具体化しており、周波数共用による電波の有効利用が進んでいます。これは今回の見直しにおいて考慮すべき新たな情勢
変化であり、地上テレビ放送の料額算定には、こうした周波数共用を勘案すべきものと考えます。

【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
・　放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話事業と放送事業の負
担の仕組みの差異があり、こうした指摘は当たらないと考えます。
・　携帯電話は双方向の通信であり、利用者が購入した携帯電話端末は電波を送受信する無線局です。したがって、携帯電話端
末には電波利用料が課されています。電波利用料の歳入における「携帯電話事業者」の負担額には、携帯電話事業者が自身で
運用する無線局にかかる利用料額だけでなく、契約料を通じて広く携帯電話端末のユーザーから徴収する利用料額も含まれてい
ます。１億３千万台を超える携帯電話端末にかかる利用料の合計が膨大な金額となるため、携帯電話事業者を通じて納付される
電波利用料の負担額が見かけ上、大きくなっているものと認識しています。
・　一方、放送は単方向の送信が基本です。視聴者はテレビ受信機を購入しますが、テレビ受信機は無線局ではないため、電波利
用料は課されません。すなわち、電波利用料の歳入における「放送事業者」の負担額は、放送事業者（送信側）のみが負担してい
ます。
・　こうした負担構造を比較すれば、放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスとの指摘が当たらないことは明ら
かです。

【その他】
・ 　民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収益関
連の指標と比較して多寡を論じるべきものではありません。

【青森放送株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題(電波利用共益事務の内容と歳出規模)に対する意見】
・電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に電波共益費用の負担を求める現行制度の枠組みは適切と考えます。
・電波利用料制度は、さまざまな無線システムの目的や社会的意義に配慮するとともに、電波の経済的価値を一層反映させるた
めに使用帯域幅に応じた負担部分の拡大を追求するだけでなく、広く国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムと
のバランスを取りながら国民の利益に適う設計をすることが重要であります。
・また、電波利用料は、電波利用共益事務以外の支出(使途)に充てるべきではなく、歳入と歳出の規模は抑制的に、かつ、歳入と
歳出は一致するよう設計すべきと考えます。
・「新たな分野での電波利用システム」の観点から次期電波利用共益事務として歳出規模をより強化すべき事項はないかとの検討
課題が出されていますが、電波の利用状況等の環境の変化に応じ、受益と負担の関係を明確にし、負担の公平確保と電波利用
料負担者の理解を十分に得られるよう努めるとともに、使途については、その必要性や効果等を十分に検証し、本制度の一層の
適正化を図るべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・現行の制度は、電波の経済的価値の向上に繋がる事務(a群)と電波の適正な利用を確保するために必要な恒常的な事務(b群)に
分類されていますが、平成17年度に電波の経済的価値に応じて負担する考え方がa群に導入され、平成20年度は、その負担する
部分を拡大し、さらに平成23年には電波法改正により、電波の経済的価値を従来よりも反映させてa群比率が高くなっています。こ
のように3年ごとの見直しで電波の経済的価値に応じて負担する料額を改訂してきており、今後、これを過度に進めることについて
は賛成できません。
・無線システムを利用して事業を行う無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要でありま
す。当社の電波利用料は、制度が発足した平成5年と平成24年の電波利用料支払額を単純比較すると約5倍となっております。こ
のように3年ごとの見直し制度が大きく変動し、想定外の料額増加は経営上の不確定要素となりかねず、慎重に検討すべきと考え
ます。
・特にa群の係数部分となる｢電波の経済的価値を一層反映させるために各無線システムの使用帯域幅に応じた負担部分の拡大」
の決定に際しては、その考え方や決定プロセス等についても公表すべきと考えます。
・東日本大震災以降、民放事業者は被災地の各局に対して現在も継続して現地への取材応援に赴き、情報収集と長期にわたる報
道番組を放送し、被災者・国民への情報提供に努めています。また、想定される南海トラフ巨大地震に対する緊急報道訓練の実
施や非常災害時の非常災害放送のためのインフラの整備や放送継続のための安全・信頼性の維持向上にも努めています。この
ように、日頃から国民の安全・安心につながる公共性の高い報道機関として活動を行っている｢放送｣の無線局に対し、経済的価値
を過度に反映した電波利用料を課すことは不適切と考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・｢他用途の周波数を確保するための周波数移行の促進等を勘案した料額設定｣は、妥当なものと考えます。
・3.9世代移動通信システムの早期導入を可能とするため、放送事業者は700MHz帯放送事業用FPUの1.2GHz/2.3GHz帯への周波
数移行に向けた技術検討などを進めています。
・700MHz帯放送事業用FPUの電波利用料は、ローカル民放事業者にとって非常に高額であり、迅速かつ円滑な周波数移行のた
めには、移行の過渡期や移行後において、FPU免許人の電波利用料負担が過重なものとならないよう配慮をお願いします。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・放送の電波利用料にかかる特性係数(1/4)は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」(放送法：あまねく
努力義務)、②｢国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの｣(放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送)の２点を勘案して
軽減措置が規定されているもので、放送の公共性を勘案した適切な措置であり、継続されることを要望します。
・平成22年8月公表の｢次期電波利用料の見直しに関する基本方針｣の使用帯域幅毎の負担の在り方では、“中期的に見直しを行
い、現行の特性係数に替わるべき新たな措置を検討する”との方針が出されていますが、前述のように放送事業が持つ公共性や
社会的機能を電波利用料算定の勘案要素として検討していただき、今後も放送の電波利用料にかかる特性係数が継続されること
を要望します。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・地上テレビ放送用周波数のホワイトスペースには、二次業務として相当数のエリア放送が開局したほか、特定ラジオマイク等の
導入も具体化しており、地上テレビ放送の料額算定においては、今回の見直しで周波数共用による電波の有効利用という新たな
情勢変化を勘案すべきと考えます。
・ホワイトスペースを活用する無線システムは、平成22年8月公表の｢次期電波利用料の見直しに関する基本方針｣で、当該無線局
からは無線局数で按分して負担する部分(b群)のみを徴収するとしていますが、当面は同様な無線局の種別や利用形態に合わせ
て料額を定め、徴収することが適当と考えます。その後は、電波利用料の使途に加えたホワイトスペースの活用を図るために必要
な施策の実施のための経費の負担割合は、当該ホワイトスペース利用者に応分の負担をお願いする検討も必要かと考えます。
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【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
・｢電波利用料の見直しに関する検討会｣第1回会合において放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではない
かとの指摘について意見を申し述べます。
・携帯電話事業者は、以前から放送事業者に対して受益と負担の公平性確保(平成24年電波利用料予算の歳入及び歳出の内訳
によると携帯電話事業者は532億円の負担で受益は47億円、放送事業者は負担が51億円に対して受益が地上デジタル放送総合
対策として318億円)と放送と携帯電話の負担のアンバランス解消を指摘しております。
・まず、携帯電話は双方向の通信であり、利用者が購入した携帯電話端末に電波利用料が課されています。電波利用料は携帯電
話事業者が自ら運用する無線局にかかる利用料だけでなく、契約料を通じて広く1億3千万台を超える携帯電話端末の利用者が負
担している利用料額も含まれています。
・一方、放送は単方向の送信であり、視聴者が購入した受信機に電波利用料はかからず、放送事業者(送信側)のみが負担をして
います。
・このような負担構造を比較すれば、アンバランスではないかという指摘はこうした構造を無視したもので適切ではありません。
・｢地上デジタル放送総合対策費｣の使途についても、国策である地上テレビ放送のデジタル化はVHF(1～12ch)及びUHF(53～
62ch)の合計130MHzをテレビ以外の新たな用途に活用可能とし、地デジ完全移行後は、地上デジタル放送への円滑な移行のため
の環境整備や支援といった国民全体を受益者とするためのものであります。
・携帯電話と放送の電波利用料構造の違いならびに受益と負担の公平性確保についても、歳出額が多い｢地上デジタル放送総合
対策｣は、国民全体を受益者とする使命であって、放送事業者の負担割合と結び付けて議論することは、不適切であります。

【株式会社福岡放送】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題(電波利用共益事務の内容、歳出規模)に対する意見】
電波利用料の使途は、最低限の電波利用共益事務に限定すべきであり、歳入・歳出の規模も抑制的にすべきと考えます。よって、
共益事務に新たな事項を加える必要はないと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

電波利用料制度における電波の経済的価値の反映を過度に進めることには賛成できません。民放事業者は、災害等においては
緊急報道体制をとり国民へ情報提供を行います。公共性を持った放送事業に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課
すことは不適切と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

前述のとおり公共性を持つ「放送」の電波利用料にかかる特性係数は適切な措置であり、今後も維持すべきと考えます。

【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
放送事業者から視聴者へ単方向で送信される「放送」にかかる費用は、視聴者が購入する受信機を除き、全て放送事業者が負担
しています。
一方、携帯電話は双方向の通信であり、携帯電話事業者だけではなく利用者にも電波利用料は課せられており、事業者が利用者
から徴収した電波利用料も合わせて納入しているため膨大な額になっているものと認識しています。
このような実態を受けて、放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかという指摘もあるようですが、前
述のとおり両者の負担構造がそもそも異なるため、アンバランスとの指摘はあたらないと考えます。
【放送事業者の電波利用料に売上高や利益を反映すべきという意見に対する意見】
電波利用料は税ではないので、営業収益関連の指標等で算定するべきものではなく、あくまで電波利用に応じた額を算定すべきと
考えます。よって、使用帯域に応じた負担額と均等割り部分との合計額である現行の考え方が、妥当と考えます。

【株式会社ＴＶＱ九州放送】
（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

弊社は、国土の２２％を占める広大な放送地域に放送を届けるために、大規模中継局を含む156箇所の中継局を整備して、北海
道全域をカバーしている。このため現状で多額の電波利用料を負担している。
デジタル化による減価償却費の負担、関連経費の負担に加え、テレビ広告収入の減少が続き、経営環境は厳しい状況にあるが、
国民の安心・安全を確保するための放送継続にむけた基幹メディアとしての責務を果たすこと、並びにテレビの公共性、視聴者保
護の観点から、防災対策を含めたデジタル放送システムの維持、コンテンツの充実に努めているところである。安定した放送を継
続するためには無線局の特性に応じて適用される軽減係数（特性係数）は、今後も維持されるべきものであり、電波利用料の制
度・料額の継続性、安定性は極めて重要と考える。

【北海道文化放送株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
電波利用料に関しては、今年度の「電波有効利用の促進に関する検討会」において、「電波利用共益費用」であることが確認され
ており、法律に明記された使途に基づいて適正に支出されることを希望する。また歳入・歳出の規模は抑制的であるべきである。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

電波利用料には使用帯域幅に応じた負担部分が設けられており、電波の経済的価値を一層反映させるためとされているが、この
いわゆるａ群の割合が拡大することがないよう、強く要望する。電波利用料に占めるａ群の割合は６４％程度になっており、“経済的
価値はすでに十分に反映”されているものと考える。電波利用について過度に経済的側面から判断をすることは、結果的にユー
ザーや視聴者の不利益につながる恐れがあり、電波を使用している事業者のそれぞれの特性に関する議論を十分行なった上で、
決定をしていただきたい。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

軽減措置については現在適用している特性係数を維持することを強く要望する。先の東日本大震災では災害放送の重要性が改
めて認識されたと理解しているが、これは法令により課せられた「あまねく努力義務」や「災害放送義務」を放送事業者が粛々と果
たしてきた結果ととらえている。また放送事業者は、民主主義を支える「選挙放送」も実施しており、きわめて公共性の高い性格を
持つ事業である。こうした放送事業が持つ社会的機能や公共性といったものを、電波利用料の勘案要素として踏まえ、慎重に議論
すべきである。

検討会の第１回会合で、参考資料として地上波テレビ局と携帯電話事業者の電波利用料の負担額が配布された。携帯電話事業
者の納付額は、無線局である携帯電話端末のユーザーが支払った利用料を含んだ額であり、携帯電話事業者自身が負担してい
る額より多くなっている。納付額の内訳に差異があることから、これらの数字の扱いは誤解を招かないようお願いしたい。

【株式会社テレビ東京】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
・　電波利用共益事務の内容、および歳出規模は、現行制度の枠組みで、適切と思われます。電波利用共益事務以外の用途に充
てるべきではないと思います。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・　電波利用料制度は、平成２３年度の電波法改正により、経済的価値の反映が強まりましたが、これをさらに進めることは賛成で
きません。
・　電波利用料制度の設計は、経済的価値の反映を追求し、高い収益をあげうる無線システムだけになると、国民の利益に反する
ことになります。国民の生命・財産を守る社会的な意義のある無線システムには、配慮をすることが必要であると思います。
・　東日本大震災のような非常時には、放送事業者は、国民の生命・財産を守るために、長時間にわたり、収支を考慮せずに、緊
急報道に努めました。このような放送事業に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課すことは不適切であると思われ
る。
・　放送事業を行う無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の３年ごとの見直しは、大変重要で、料額の大幅な増加が生
じることは経営上の大問題となりかねず、慎重に検討すべきものと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・　放送事業者は700MHz帯放送事業用ＦＰＵの1.2GHz帯／2.3GHz帯への周波数移行に向け、技術検討などを進めていますが、移
行期や移行後において、電波利用料負担が過重なものとならないよう配慮が必要と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

　放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努力
義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案して
規定されています。これは適切な措置であり、今後も維持すべきものです。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・　地上テレビ放送用周波数帯のホワイトスペースでは、今後エリア放送や特定ラジオマイクなどの周波数共用が進むと思われま
す。地上テレビ放送の料額算定には、このような情勢の変化を考慮して、勘案すべきものと考えます。

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

３．その他
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【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
・　放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話事業と放送事業の負
担の仕組みの差異があり、こうした指摘は当たらないと考えます。
・　携帯電話は、利用者が購入した携帯電話端末で電波を送受信する無線局で、携帯電話端末には電波利用料が課されていま
す。携帯電話事業者の電波利用料は、自身で運用する無線局の利用料額だけでなく、携帯電話端末のユーザーから広く徴収する
利用料額も含まれています。携帯電話端末にかかる利用料の合計が膨大な金額となるため、携帯電話事業者の電波利用料の負
担額が見かけ上、大きくなっているものと認識しています。
・　一方、放送では、視聴者はテレビ受信機を購入しますが、無線局ではないため、電波利用料は課されないので、電波利用料の
歳入における「放送事業者」の負担額は、放送事業者（送信側）のみが負担しています。
・　こうした負担の仕組みを考慮すれば、利用料負担がアンバランスとの指摘には、該当しないと思います。

【その他】
・ 　電波利用料は税ではなく、営業収益の指標と比較して多寡を論じるべきものではないと思います。

【株式会社熊本県民テレビ】
１．電波利用共益

事務の在り方
・　電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に電波共益費用の負担を求めるという現行制度の枠組みは適切であ
り、電波利用共益事務以外の支出に充てるべきではないと考えます。
・　歳入、歳出の規模は抑制的かつ継続的にすべきであり、歳入、歳出それぞれの総額は一致するように設計すべきです。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・　電波の経済的価値を過度に電波利用料に反映することについては慎重に検討するべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

②　経済的価値
（周波数幅、周波
数の逼迫状況等）
を勘案した算定方

法の在り方

・　経済的価値を勘案して算定する範囲を見直すこと及び算定する方法を見直すことについては、事業を行う無線局免許人にとっ
て、長期の経営計画に係る部分であり、想定外の料額増加は、事業継続性に影響をあたえるため、配慮が必要と考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・　「他用途の周波数を確保するための周波数移行の促進等を勘案した料額設定」は妥当なものと考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・　放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努
力義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案し
て規定されています。従って、軽減係数を引き続き適用するのが妥当と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

③　被災した無線
局に対する減免を
可能とする措置

・　被災した無線局に対する減免措置については賛成。被災地の無線局免許人は、営業利益より被災者への情報提供を通じて地
域住民の生活の　安全を確保する事を優先しており、その事業活動は減免措置に値すると考えます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・　スマートメータやＭ２Ｍなどの新しいシステムについては、その電波利用状況を十分に精査し、料金設定を行うべきと考えます。

【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
・　地上テレビジョン放送事業者と電気通信事業者の電波利用料負担額について利用料負担がアンバランスではないかとの指摘
がありますが、携帯電話事業と放送事業のビジネスモデルの異なる事業種間で単純な利用料の比較をおこなっており、その指摘
については、利用料負担の構造を的確に検討すれば、その指摘はあたらないと考えます。
【無線システムのグローバルな進展を踏まえた料金設定に関する意見】
・　グローバルな端末の使用については、国際競争力を損なわないよう慎重な検討が必要と考えます。

【その他】
・ 電波利用料は税ではなく、特定の共益事務を実施するための財源であり、その趣旨から、事業収益関連の指標と比較して利用
料金を検討するべきではないと考えます。
・ ２０１１年３月１１日の大震災に際して、ローカルテレビ局の地域における情報の収集と発信の重要性が確認されました。地域住
民の生命と財産を守るためにも、ローカルテレビ局の経営悪化を招きかねない、電波利用料の増額はすべきでないと考えます。

【株式会社テレビ岩手】
２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

電波の公平・効率利用のためには、土地資産が市場価格で売買・賃貸されるのと同じく、電波利用に市場価格を導入する必要が
ある。第1に新規割当にオークションを導入して正当な代価支払を実現し、オークション割当電波の（同一目的）有償譲渡を自由化
する。第2に既存利用者に対し、電波の経済的価値に対応する賃貸料を賦課すべきである。経済的賃貸料を行政判断で定めるこ
とは不可能で、市場メカニズムに拠らなければならない。第1の方法は新規割当にリースオークションを導入し1、その結果を既存
利用者の賃貸料に適用することである。第2の方法は、既存利用者に対して新たに「利用中電波の供給価格（利用終止時の補償
金額）」の表示義務を課し、同供給価格に一定の料率を乗じて賃貸料（利用料）とすることである。この方策は低効率利用電波の再
編成（再配分・再割当）にも有効だが、激変緩和のために低い料率から導入する必要がある2。
　　電波の公平かつ効率的な利用のために上記が検討されることを望む。
注：（ ） 鬼木甫『電波資源のエコノミクス』現代図書、2002年、1部III章。（2） 同「周波数再編成（利用変更・移転）のエコノミクスII―
―新システム（EMM）による再編成加速の提案（前・後編）」『InfoCom REVIEW』第58・59号、情報通信総合研究所、2012年11月、
2013年3月。<http://www.ab.auone-net.jp/~ieir/jpn/publication/201210a.html>

３．その他 電波利用料制度は、当初電波管理費用を賄うために創設されたが、現状では電波諸政策の推進（たとえばテレビのデジタル化）に
も支出されており、法律文言を別にすれば電波目的税と区別できない状態にある。電波の公平かつ効率的な利用のためには経済
的価値による配分・割当が必要である。
　　一般に「価格」は稀少性と重要性の共通尺度であり、これを欠いた利用では公平性・効率性を担保できない。たとえば経済価値
を大幅に下回る現行利用料水準では、電波節約と同節約のための技術開発の双方の誘因が減殺される。また昨年度の「700MHz
帯新規割当」は目に見える不公平を生じた例である。巨大な経済価値を持つ電波が実質無償でE社に割当てられて同社の「含み
資産」になったが、その後S社がE社との提携・合併を発表してE社株式が約3倍に高騰し、事前にE社株式を取得していた海外資本
が電波利用料総額に匹敵する数百億円の利益を得た。もし当初オークションが採用されていたならば、同利益は政府収入の形で
国内に留まったはずである。

【個人】
（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

電波利用料を、適正な経済的価値を反映させて定める新しい方法として、鬼木甫氏が、InfoCom REVIEW（情報通信総合研究所発
行）に「周波数再編成（利用変更・移転）のエコノミクスⅡ」を発表している。
鬼木氏の新方式の概要は、免許人は退出を求められた際に要求したい補償額をあらかじめ宣言し、その額に比例して毎年利用料
を支払うというものである。法外な補償を要求すれば利用料の負担が増す一方、利用料の支払い額を抑えようとすると本当に退出
を求められる恐れがあるため、宣言する補償額は電波の経済的価値を反映する可能性が高い。また、総務省には、電波再編成に
必要な補償額をあらかじめ把握できるという利点もある。
加えて、原理的には、すべての周波数帯域の経済的価値が一気に明らかになるという、オークション制度では達成できない大きな
特徴もある。
総務省は、今までの利用料制度の延長線上だけで考えるのではなく、鬼木氏提案のような斬新な方式についても検討を進めるべ
きである。

12

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

３．その他

３．その他

11

13

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方



（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

スマートメータをはじめとするM2Mシステムが今後市場に導入されると見込まれている。M2Mシステムには、端末数は膨大になる
が個々の端末のトラフィック量は限られるという、今までの無線システム（たとえば携帯電話）とは異なる特徴がある。
この特徴ゆえに、M2Mシステムに携帯電話と同額の利用料を課すと、システム運用費に占める利用料の割合が著しく大きくなる一
方、利用料制度の目的を果たすには高額すぎる収入が入る可能性が高い。
したがって、M2Mシステムに課す料額は軽減すべきである。
加えて、M2Mシステムには輸出商品となる期待もあり、産業育成上からも、M2Mシステムに課す料額は軽減すべきである。
M2Mシステムが携帯電話技術で接続されれば利用料の支払いが発生し、無線LAN技術で接続されれば利用料の支払いが発生し
ないとなれば、M2Mシステムの開発者は無線LAN技術による接続をコスト削減のために選択することになる。このように利用料を
課す・課さないが技術の選択を左右するのは好ましいことではない。
言い換えれば、M2Mシステムに課す利用料は技術中立的でなければならない。利用料は、実際の技術を問わず、すべて無線LAN
技術によって接続したとみなして、当面は無料とするのが適切である。
要約すると、まさに発展しつつあるM2Mシステムの開発と普及を促進するため、また産業競争力に資するために、当面、M2Mシス
テムに課す料額は無料とすべきである。

３．その他 免許不要局は、技術の一層の発展と国民利便の向上に資するために、これまでの方針通り、利用料徴収の対象とすべきでない。

【個人】
（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

基幹放送事業者は放送を通じた公共の福祉、安全・安心のため最大限に努力している。東日本大震災では長期にわたる報道発
信を行い、また定期的に復興に役立つ報道、情報番組を制作し地域貢献している。また災害による設備復旧では、より強固なシス
テムを構築することにより発災時の情報提供確保に努めている。企業として一定の安定経営が前提でこのような活動ができること
を踏まえ、電波の“経済的価値”の反映を過度に進める算定にならない様に強く望む。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

無線システムに一律に利用料が決定されているところを、その特性により是正する措置は適切かつ必要な措置である。地上テレビ
ジョン放送のデジタル化では、難視対策を含め“あまねく普及”に努め、また災害放送の実施でも企業としての「採算性」を超えた取
り組みをしている。公共性の高い無線システムに対する現行の配分係数は妥当であり継続を望む。

【(株)仙台放送】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の歳出規模）に対する意見】
・　電波利用共益事務については、一定の役割を理解するものでありますが、その範囲について際限なく拡大していくことには懸念
を持っています。
・ 歳入歳出規模については、電波利用共益事務として吟味、精査された内容に応じたものとすべきであり抑制的であるべきです。
・ 共益事務として認められたものについても一定の期間ごとに、その事業の成果や継続必要性について見直しが必要と考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・　電波利用料制度において、電波の経済的価値を過度に勘案することは妥当ではないと考えます。
・　電波利用料制度の設計は各種無線システムの目的や社会的意義を考慮して、豊かな社会を実現するよう配慮することが重要
です。経済的価値の勘案により公共性の高い無線システムが排除されるようなことがあってはならないと考えます。
・　地震、風水害、雪害などの災害対応放送では、日頃より、いち早く視聴者へ関連情報の提供に努めており、緊急時にはＣＭを外
して報道に専念することもある「放送」の無線局に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課すことは不適切と考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・　3.9世代移動通信システムの導入を可能とするため、放送事業者は700MHz帯放送事業用ＦＰＵの1.2GHz帯／2.3GHz帯への周
波数移行に向けて技術的協力を進めています。円滑な周波数移行のためには、移行のシステム切替え時期において、ＦＰＵ免許
人の電波利用料負担が過重にならないよう配慮が必要と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・ 放送を隈なく送り届けるためには、事業性の乏しい小電力中継局も多数建設してエリアカバーをしています。放送の公共性を考
慮して設けられた特性係数は、「国民の生命、財産の保護」や「情報取得機会の公平性」を実現するためにも適切な措置であり、今
後も維持すべきと考えます。
・ 基幹放送局における小電力中継局においては、情報格差を生じさせないために、料額区分の緩和など、更なる配慮をお願いし
ます。

【その他】
・ 　民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収支関
連の指標と同列に論じる性質のものではないと考えます。

【札幌テレビ放送株式会社】
【電波利用料共益事務の内容に対する意見】
電波利用料の使途について、時代に応じてある程度柔軟に対応することは必要と考えますが、使途をむやみに拡大するのではな
く、重点的に推進するテーマを再度明確にした上で、効率的に使用することを要望します。また無線局全体の受益を直接の目的と
して行う事務以外の使途を含めるべきではないと考えます。

【電波利用料共益事務の歳出規模に対する意見】
新たな使途により増える予算については、重点項目以外の施策の効率化をはかり予算縮減をはかるなど、全体の歳出規模が現
行水準内に収まるよう要望します。
また、平成22年に策定された「次期電波利用料の見直しに関する基本方針」の通り、歳入歳出の差額が生じることのないよう予算
策定すべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

電波の経済的価値を一層反映させるために各無線システムの使用帯域幅に応じた負担部分をむやみに拡大することは、放送事
業者の負担額が大幅に増加することが予想され大きな懸念があります。特に地上基幹放送事業者は公共性が求められ、放送に
係る安全信頼性についても強く要求されていることから、経済的価値に過大なウェイトを置くことは不適切であると考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

700MHz放送事業者用ＦＰＵの1.2GHz、2.3GHzへの移行が進められようとしていますが、移行過渡期においては移行元ＦＰＵ及び移
行先ＦＰＵの2重の電波利用料の支払いとなる可能性があり、何らかの軽減措置を要望します。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

特性係数については放送における公共性、携帯事業者との電波利用料の負担構造の違いを十分に認識し、引き続き維持するよう
要望します。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

地上テレビ放送用周波数を利用するホワイトスペースの利用が今後も増えることが予想され、周波数共用による地上テレビ放送波
の料額の減額を検討いただきたい。

【関西テレビ放送株式会社】
①　電波利用共益
費用のうち経済的
価値を勘案して算
定する範囲を見直

すことの是非

・業務局と非業務局で利用料額に格差が必要．　現在の制度では，業務用が安すぎる．

②　経済的価値
（周波数幅、周波
数の逼迫状況等）
を勘案した算定方

法の在り方

・使用周波数の独占度の高い局（通信・放送等）と周波数を用している局においても格差が必要．利用料額は，チャンネル/局数と
し，共用局を安くすべき

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・1チャンネルあたりの利用帯域が広い局には利用料額を高く，チャンネルあたりの利用帯域が狭い局には利用料額を安くすべき．

１．電波利用共益
事務の在り方

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

14 ２．次期電波利用
料の見直しの考え

方
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15

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

３．その他

17 ２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方



①　電波利用共益費
用のうち経済的価値
を勘案して算定する
範囲を見直すことの
是非

・上記案

②　新規参入事業者
に対する軽減措置

・必要なし

③　被災した無線
局に対する減免を
可能とする措置

・現在の利用料額では必要なし．　電波を発信しない，
　または出来ないならば廃局扱いにし徴収しない．
　その周波数を新規参入局用としてオークションに掛ける．

①　第４世代携帯
電話システム

・現行の携帯電話システムの利用料額より安くし，利用促進を図る

②　スマートメー
ターやＭ２Ｍシステ

ムなどの新しい
データ通信システ

ム

・携帯電話システムを利用するならば，携帯電話と同額．上記検討課題(1)1についてより利用料額が低く抑えることが出来る．

③　被災した無線
局に対する減免を
可能とする措置

・不明

①　電気通信事業
者の設置する免許
不要の無線ＬＡＮ
基地局に対する電
波利用料徴収の是
非

・免許不要局は，現行通り，利用料額は不要．

②　無線通信シス
テムのグローバル
な使用の展開を踏
まえた料額設置の
在り方

・常時ローミングで海外で使用される局は利用料額を徴収すべき．　また，海外の端末を　国内で使用する場合も利用料額を徴収
すべき．

【個人】
1 地デジ対策費については二重取りの疑いがあります。
平成26年度から28年度の電波利用料の歳出規模のうち、地デジ対策費が後年度負担と
して平成28年度まで毎年300億円程度必要となっているがとても不思議です。
この費用は、「平成22年度電波の利用状況調査」の調査結果及び評価結果の概要（平成23年7月）によれば、次のように書かれて
いる。900MHz帯と同様に、近年のトラヒックの急増に対応するとともに、早期に3. 9世代携帯電話システムの普及を図るため、
700MHz帯に実施10MHz帯×2を3者に割り当てる改正電波法に基づき、周度数以降を、当該周波数を希望する者による費用負担
（新設機器代金・工事費用等）で実施携帯電話による地上デジタル放送の受信障害の防止・解消処置を割当てを受けた者が実施
割当ての審査は絶対審査基準（最低限満たすべき基準）と競願時審査基準により実施（ 900MHz帯の割当てとほぼ同一）
周波数をより多くの者が利用できるよう、割当てに当たっては、900MHz帯を割り当てられた者を劣後させると書かれています。そう
して、競願時審査基準には次のように書かれています。
700MHz帯（ 3者）については、周波数移行に係る費用（上限1500億円下限600億円）をより多く負担可能な者となっており、900MHz
帯（1社）は、周波数移行に係る費用（上限2100億円下限1200億円）となっている。
少なくても、900MHz帯については、平成24年2月の3. 9世代移動システムの普及のための特定基地局の開設計画の認定に係る審
査概要により、2122億5000万円でソフトバンクモバイルが負担しているはずで、毎年300億円（3年間で900億円）は二重取りではな
いだろうか。少なくても、ソフトバンクモバイルは、900MHz帯をプラチナバンドと称して営業をしているので、この負担金は支払って
いると思うがどうだろうか。それとも別の用途に流用されたのか？この辺りの決算がされていないように感じます。

2 本気で電波利用料を節約しようとているか疑問を感じます。
不法無線の監視ですが、非常に無駄が多いです。私も監視調査業務を行った者ですが、そもそも不法無線局は誰が悪いのです
か？割り当てる周波数そもそもなかったのですか？アメリカでは昔から市民ラジオ（CB無線）は5Wまで運用出来ていました。日本
から大量に無線機は輸出されていました。日本では、それを不法無線局として扱い社会問題化させました。
私が今思うのは、電波を極端に希少なモノとして扱い、職員の外郭団体等への天下りの手段として使っていたのではないでしょう
か。全電波労働組合（全通信労働組合）の組合員、退職する前には大部分の人は地方局の課長級の管理者となり、次々に退職後
外郭団体に天下りました。単に、この体制を維持する為にトラックの運転手や漁師を警察や海上保安庁と共同取締りを行い検挙し
て、処罰していたのではないですか。東日本大震災で多くの人が死にました。しかし、トラック等の自動車に無線機が付いていたら
多くの命は救われたと思います。また、救援物資を積んだトラックも帰りの燃料の調達ができない為に、大分待ちされたようです。ト
ラックに無線機が積んでいたら、お互いに連絡がついて、どこに燃料があるか判ったと思うのです。それにより寒さで死んだ高齢者
も減っていたと思います。天下り体制の維持＝人殺しだと思います。私は、共同取締りは嫌でたまりませんでした。
総合無線局監理システムの構築・運用についても、本気で安くしようと考えているか疑問があります。私は、2002年8月～ 2004年7
月までの約2年間、企画課（企画調整課）の係長をしていました。その時にタマタマ、会計検査院の検査があり、IBMへの業務委託
の在り方を問われていました。対応者は課長です。それを聞いてて、会計検査院の言うことの方がマトモでした。本省からは何が
何でも予算を守れという指示がありました。
こうした行為は、国民に対する背信行為ではないでしょうか。当時は使いきれないような予算が来ていました。
年度末に特別に必要のないモノも沢山買いました。私が辞める頃には大分良くなっていたが、かなりひどい状態です。
特に、総合無線局監理システムは特定の委任者に任せるのではなく、契約が切れる時には公正に入札をして欲しいと思います。
確かに、それにより担当者に負担がかかると患いますが、より良いシステムを安く提供してもらうにはやむを得ないと思います。私
としては、研究開発や安全性の調査、携帯電話のエリア調査、電波遮へい対策等は細かくは分かりませんが、電波利用料の多く
が携帯電話事業者の負担（平成24年度予算は、WiMAX事業者やPHS事業者まで含めれば全体の84. 2 %）であり、携帯電話事業
者が納得するような使い方もして欲しいと思います。

3 小規模な無謀局の免許人の電波利用料の扱いについて
アマチュア無線家、簡易無線の免許人、MCA無線の免許人等の小規模な免許人は、少額の電波利用料を毎年支払わせるのは、
とても煩雑です。こうした免許人への対策は、免許申請時や再免許時の手数料と一緒にして、免許人の負担を軽減すべきです。ア
マチュア無線の免許人に毎年300円を支払わせるために、納付書を印刷して発送を行い、免許人はその納付書を持って金融機関
（多くは郵便局）に行き、納付作業を行うのは効率的かどうです。たしか、郵便局は手数料として400円以上の為替手数料を得てい
るはずです。それに納付書の発送事務も郵便局で、行っているのではありませんか。そうした郵政省時代からの癒着を断つべきで
す。
小規模免許人の電波利用料は、事務手続きも含めれば赤字のはずです。免許人にも手間をかけさせ、事務処理に赤字というのは
馬鹿げていませんか。アマチュア無線局等は電波利用料全体の0. 2%に過ぎません。それとMCAの免許人については、MCAを運
用する移動無線センターで一括して納めれば免許人の負担も少なく黒字化されます。全体を整理する必要があると思います。
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（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

３．その他



4 防災行政無線のデジタル化の支援について
移動系の消防無線や救急、無線局の260MHz帯への移行にともなう支援ですが、電波利用料による支援より、無線機の値段を下
げさせる支援の方が効果的だと思います。昨年12月27日の日経産業新聞に富士通ゼネラルの記事で消防救急無線のデジタル無
線機の値段が35～40万円と出ています。これは無線機の値段があまりにも高すぎるので、タクシー無線機並みに下げてもらいた
いです。
その代わりに、ひとつのメーカーが作って、それをOEM （相手方ブランド）で販売すれば、沢山のメーカーが小さな市場で争わなくて
も利益が上がる構造が出来ます。それに別々に作れば、本当の大規模災害時に全部のメーカーが接続できるとは限りませんよ。
アナログの無線機なら周波数が同じで変調方式が同じなら確実にどのメーカーを持ってきたも相互利用できますが、デジタル機の
場合はそうはいかないかもしれません。携帯電話に比べて著しく小さい市場で、何社もメーカーが争うのは賢い選択ではありませ
ん。無線機の値段が半分以下になるならば、特に支援の必要はなくなると思います。全面移行する場合は、そうは云っても大量の
無線機が作られます。
それにタクシー無線等もデジタル化の対象です。そんなにメーカーや工事業者が大儲けしなくても大丈夫だと思います。無線の工
事業者も高齢化が進んでいるので、そんなに儲けなくてもよいと思います。多くの工事業者は最後のご奉公になると思います。そう
して、若干の工事業者が残るだけになると思います。これだけ携帯電話が安く販売されている時代ですから、商売の方法も考えな
いといけません。これからどうやって、防災行政無線（同報無線を含む）や消防救急無線、タクシー無線や簡易無線、船舶無線等
の自営無線をどのようにするかを考える必要があると思います。既に携帯電話が急速に普及し始めて、約18年になります。3年後
の防災行政無線等のデジタル化ということですが、携帯電話のデジタル化から見たら20年遅れです。技術的にも20年遅れていま
す。無線機の値段が高いと効率的なシステムになりません。少し頭を柔らかくして自営無線の普及を目指せばどうですか。

5 電波利用料の徴収方法の問題点について
これについては、地域系WiMAXが何故普及しなかったかを考えないといけません。これについては、移動通信課の「広帯域移動無
線アクセスシステムに係る臨時の利用状況調査の評価結果（案）の意見にも3月20日にも述べましたが、煩雑な電波利用料の徴収
体系に原因があります。毎月、一局増えても届け出が必要なシステムでは、小さな事業者は端末を売る気になりません。電波法は
本当に建前的には開かれているが、個々に云えば非常に遅れています。個別免許を建前にしているので、煩雑で手間がかかり、
国民は電波を使えないシステムになっています。電波は莫大な国民の資産です。それを如何に上手に解放するかを真剣に考えな
いと、今のままでは日本は情報通信分野で沈没します。
今は、インターネット放送をすれば1000万円程度の資金があればできるようです。放送界も煩雑な手続きをしろと言われたら、次第
にインターネット放送に主力を移すと思いますよ。インターネット放送なら全世界に放送できるからです。私は、kinkin.ｔｖをよく見てい
るが、愛川欽也のパックインラジオなどには、よくドイツやアメリカの日本人からお酒等の荷物が届いています。そんな世界になって
いるという現実を見てほしいです。幾ら朝日ニュースターを潰しても、愛川欽也のパックインジャーナルはインターネット放送の
kinkin.tvで、愛川欽也のパックインニュースとして生き残り、さらにデモクラシーテレビとして、4月6日からは生まれ変わります。こん
なにタブレット端末やスマートフォンが普及した時代lこ情報の統制が効くかです。さらに、ツィッターやフェイスブック等のSNSも盛ん
です。私は、民主主義を支持する人間です。こうした権力に負けない放送やSNSが出てきたことが、日本の民主主義にとって素晴
らしいことだと思います。日本国憲法は納税の義務を除き、権力者を縛るものであることを公務員は肝に銘じるべきです。すべて公
務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。（憲法第15条第2項）を忘れないでいただきたいです。

【個人】
１．電波利用共益

事務の在り方
電波利用料制度は電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に公平に負担を求める現行制度の枠組みは適切と考
える。
電波利用料は使用目的が明確に限定されており、電波利用共益事務以外の使途は適切ではないと考える。また、電波利用料は
税ではなく、電波を利用する事業の営業収益と比較して論じるべきものでないと考える。

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

平成２３年の電波法改正により、電波利用料制度は、電波の経済的価値を従来よりも反映させる形となったが、これを過度に進め
る事に賛成できない。
経済的価値を追求するあまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが存続し、国民の安全・安心につながる公平性の高い
無線システムが排除されるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を被ると考える。
東日本大震災では、民放事業者は長時間に渡って緊急報道番組を放送し、被災者・国民への情報提供に努めた。このような放送
事業に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課し、その存立基盤を危うくする事は不適切と考える。
無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要であり、３年毎の見直しにより制度が変動し、想
定外の料額増加が生ずることは経営上の不確定要素となりかねず、慎重な検討を望みたい。

３．その他 放送と携帯電話の電波利用料負担がアンバランスとの指摘が有るが、携帯電話に係わる電波利用料は携帯電話事業者だけでな
く、契約料を通じて広く利用者が負担する仕組みで携帯電話端末の普及数が膨大であることから、見かけ上、携帯電話事業者を
通じて納入する電波利用料が大きくなっているものと認識する。
携帯電話は双方向通信のため利用者が購入する携帯電話端末にも電波利用料が課せられているが、放送は単一方向への送信
のため視聴者の購入する受信機は無線局でないため電波利用料は徴収されていない。このため電波利用料は放送事業者（送信
側）のみが負担する仕組みのため負担額が少なく見えている。
放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた「国民への電波利用の普及に係る責務等」、「国民の生命、財産の保
護に著しく寄与するもの」の２点を勘案して規定されており、適切な措置であり、今後も維持すべきものと考える。

【株式会社新潟放送】
１．電波利用共益

事務の在り方
・　電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に電波共益費用の負担を求めるという現行制度の枠組みは適切と考え
ます。電波利用共益事務以外の支出（使途）に充てるべきではありません。
・　歳入、歳出の規模は抑制的にすべきであり、歳入、歳出それぞれの総額は一致するように設計すべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・　平成23年の電波法改正で、電波利用料制度における電波の経済的価値の反映が強まりましたが、これを過度に進めることは
賛成できません。
・　電波利用料制度の設計はさまざまな無線システムの目的や社会的意義に配慮し、バランスをとって行うことが極めて重要であ
り、それが国民の利益に適う在り方です。経済的価値の反映を追求するあまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが存
続し、国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムが排除されるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を
被ると考えます。
・　東日本大震災の発災にあたり、被災地のラジオ局、テレビ局をはじめとする民放事業者は長期間にわたり緊急報道体制をとり、
被災者、国民への情報提供に努めました。緊急時には採算を度外視して報道活動を行う「放送」の無線局に対し、経済的価値を過
度に反映した電波利用料を課すことは不適切です。
・　無線システムを利用して事業を行う無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要です。３
年ごとの見直しで制度が大きく変動し、想定外の料額増加が生じることは経営上の不確定要素となりかねず、慎重に検討すべきと
考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・　「他用途の周波数を確保するための周波数移行の促進等を勘案した料額設定」は妥当なものと考えます。
・　3.9世代移動通信システムの早期導入を可能とするため、放送事業者は700MHz帯放送事業用ＦＰＵの1.2GHz帯／2.3GHz帯へ
の周波数移行に向けた技術検討などを進めています。迅速かつ円滑な周波数移行のためには、移行の過渡期や移行後におい
て、ＦＰＵ免許人の電波利用料負担が過重なものとならないよう配慮が必要と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・　放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努
力義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案し
て規定されています。これは適切な措置であり、今後も維持すべきものです。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・　地上テレビ放送用周波数のホワイトスペースには、二次業務として相当数のエリア放送が開局したほか、特定ラジオマイク等の
導入も具体化しており、周波数共用による電波の有効利用が進んでいます。これは今回の見直しにおいて考慮すべき新たな情勢
変化であり、地上テレビ放送の料額算定には、こうした周波数共用を勘案すべきものと考えます。
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【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
・　「電波利用料の見直しに関する検討会」第１回会合では、平成24年度の電波利用料予算の歳入・歳出内訳が示され、あわせて
地上テレビジョン放送事業者と電気通信事業者の電波利用料負担額について参考資料１－３が配付されました。これを受け、放送
事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話事業と放送事業の負担の仕
組みの差異があり、こうした指摘は当たらないと考えます。
・　携帯電話は双方向の通信であり、利用者が購入した携帯電話端末は電波を送受信する無線局です。したがって、携帯電話端
末には電波利用料が課されています。電波利用料の歳入における「携帯電話事業者」の負担額には、携帯電話事業者が自身で
運用する無線局にかかる利用料額だけでなく、契約料を通じて広く携帯電話端末のユーザーから徴収する利用料額も含まれてい
ます。１億３千万台を超える携帯電話端末にかかる利用料の合計が膨大な金額となるため、携帯電話事業者を通じて納付される
電波利用料の負担額が見かけ上、大きくなっているものと認識しています。
・　一方、放送は単方向の送信が基本です。視聴者はテレビ受信機を購入しますが、テレビ受信機は無線局ではないため、電波利
用料は課されません。すなわち、電波利用料の歳入における「放送事業者」の負担額は、放送事業者（送信側）のみが負担してい
ます。
・　こうした負担構造を比較すれば、放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスとの指摘が当たらないことは明ら
かです。

【その他】
・ 　民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収益関
連の指標と比較して多寡を論じるべきものではありません。

【株式会社サガテレビ】
２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・　東日本大震災時には、多方面にわたるご支援を頂きありがとうございました。被災県におきましては災害報道など被災地の情
報発信に努めておりが、その基盤となる財務状況は未だ震災以前まで戻る状況下にはありませんので、減免措置等の料額につい
ては配慮をお願い申し上げます。

【株式会社テレビユー福島】
１．電波利用共益

事務の在り方
【電波利用共益事務に対する意見】
・電波利用料の共益事務に関しては、法律により定められた使途に基づき処理されるべきものであるが、定められた使途において
も業務が収斂していくものについては歳出の削減を行い、電波利用料額の逓減に反映されるべきである。
・法律に基づかないような、なし崩し的な電波利用料の使途の拡大は行われるべきではない。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・電波利用においては、情報通信のように経済的価値に置き換えやすい分野もある一方で、電波天文学やレーダーのように経済
的価値に置き換えることが必ずしも適切とはいえない分野も存在するので、電波資源の価値判断を経済的価値にのみ従うことは
良策ではないと考える。
・災害時に国民に信頼できる情報を届けることは放送局の使命であるが、そのための投資の効果は経済的な尺度で評価できるも
のとは限らない。よって、電波利用料においても電波の経済的価値だけを尺度に料額設定を行うことは、今後放送局が国民に向け
て安全・安心情報を提供し続けることに悪影響を及ぼすと考える。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・地上テレビジョン放送は、この３年間にデジタル化に伴い130MHzの周波数帯域を開放したほか、地デジ用周波数帯域はホワイト
スペースとしても周波数の有効利用に寄与している。次期料額設定にあたってはこうした事情も配慮されるべきである。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・地上テレビ放送局はデジタル化において、放送を広く国民が受信できるように送信所の整備を行ったほか、東日本大震災以降、
テレビ、ラジオ共に国民に安全、安心情報を確実に届けるために、これまで以上に耐災害性の向上が求められていることから、放
送に関して現在適用されている特性係数は妥当であると考える。

３．その他 【電波利用料予算歳入の内訳に対する意見】
・これまで電波利用料の歳入の統計において、ユーザーが使用する端末機器が電波を発射することによりユーザーが支払ってい
る電波利用料が特定の事業者の負担部分に合算されて、事業者間での負担割合の解釈に誤解を生じさせている面がある。今
後、次期電波利用料の検討する際にはこの点にご配慮をいただきたい。

【朝日放送株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
・電波利用共益事務は、無線局全体の受益のため今後も継続して実施していく必要があると考えます。そのため実施費用を無線
局免許人より公平に負担するということは妥当と考えます。
・限られた資源である電波を有効に活用し、国民の生活に寄与する電波を使った新しいインフラやサービスを確立するため、研究
開発等を強化すべきと考えます。
・電波利用共益事務の費用以外の経費、特に恒久的な社会インフラの構築等には使用しない配慮が必要です。
・歳出については中長期と短期の両面で歳出内容を精査し、必要最小限に抑制することで電波利用料負担の軽減に努めてもらい
たいと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・無線システムの中には、高い収益をあげるものから公益を優先するものまで多種多様であります。今後大きな震災などが想定さ
れる中、経済的価値を考慮しすぎず、国民の安心・安全を確保するための公共性の高いメディアとのバランスを重視すべきだと思
います。よって、電波利用料は電波の経済的価値と公益性とを勘案しながら各無線局への負担をバランスよく配分するべきである
と考えます。
・過度な電波利用料の見直しは、事業者の安定的な経営に影響を与えかねず、看過できません。それよりも問題点は、その使途で
あり、年々増加している電波利用料財源としての総額は、内容を精査して必要最小限に抑制すべきと考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

・電波の公益性を加味するためにも無線局の特性に応じて軽減措置が適用されるのは妥当であると考えます。
・震災時における被災地の民放事業者に対しては、局舎および送信所の被災状況を勘案し、時限的な電波利用料の軽減が可能と
なる法整備を望みます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

・第４世代携帯電話システムの普及により、今後周波数の逼迫状況に変化が生じると予想されます。この周波数の逼迫状況に応
じた周波数ごとの電波利用料の配分を設定しなおす必要があると考えます。
・スマートメータやM2Mシステムなどは変化の激しいICT分野なので、現行の電波利用料の負担を等しく求めることは、今後の技術
革新にとって重荷になり得ると考えます。

（１）免許不要の無線ＬＡＮ基地局に対する電波利用料徴収の是非について
・営利目的であれば電波利用共益事務による受益を受けているという観点から、その通信事業者は本来電波利用料を公平に負担
するべきであると思われますが、一様に電波利用料を徴収することで、すでに社会インフラの中に浸透した無線LANやRFIDシステ
ムの利用促進に歯止めをかけかねないと考えます。そもそもの制度を変えない限り徴収は難しいと考えます。
（２）グローバルな使用の進展を踏まえた料額設定について
・携帯電話端末が自国の通信事業者の端末であるならば自国の制度に従い電波利用料を負担することは妥当であるが、他国の
通信事業者の端末に対し自国の制度を当てはめるのは不適当だと考えます。
（３）放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関して
・別紙１の17頁のグラフだけを見ると、平成24年度では電波利用料の72%を携帯電話事業者、７％を放送事業者が負担しているこ
とが読み取れ、利用料負担が不公平ではないかとの指摘がありますが、必ずしもそうではないと考えます。携帯電話は、双方向の
無線システムであり、携帯電話事業者が利用者から一定の負担金を預かり、その代表として免許人が電波利用料を支払っていま
す。放送事業者は、単一方向の無線システムで、送信は放送局のみであり、極めて公共性の高い電波の公平かつ能率的な利用
を確保することによって、公共の福祉を増進しています。
このような、システムの現状を十分に比較検討すれば、利用料負担が不公平であるという指摘にはあたらないと考えます。

【四国放送株式会社】
２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

北海道は国土の２２％を占める広大な地域である。当社は、この地域に放送を届けるため、テレビ１５６局、ラジオ１７局もの中継局
をもってエリアをカバーしている。このため、既にエリアの経済力から考えて過大と思える電波利用料を負担している。更に、親局
以外の送信所エリアは過疎化により人口が減少しているのが現状である。このような状況の中でも、地域メディアとしての責任、テ
レビ・ラジオの公共性を鑑み、放送システムの維持、コンテンツの充実に努力しているところである。安定した放送を継続するため
には、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要であり、その見直しは、エリアの特殊性を充分考慮して慎重に検
討すべきと考える。

【北海道放送株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
・ 電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に電波共益費用の負担を求めるという現行制度の枠組みは適切と考え
ます。電波利用共益事務以外の支出（使途）に充てるべきではありません。
・ 無線局免許人に負担を求める以上、電波利用共益事務の内容として適切かどうか、使途を精査することが必要です。3年ごとの
見直しにおいては、歳出・歳入の規模を縮小することも含めて検討し直すべきです。また、歳出・歳入それぞれの総額は一致する
ように設計すべきと考えます。

３．その他
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地上放送事業者は、地デジ移行によって合計130MHzの周波数を返上しています。さらに700MHz帯のFPU・特定ラジオマイクの移
行や、受信障害解消のための「リパック」などによって、電波の有効利用に大きな貢献を果たし、その取り組みは現在も続いていま
す。
鹿児島讀賣テレビは、放送が担っている公共性を十分に認識し、日々の災害報道や、大災害時であっても放送を継続するための
体制構築にむけて日本テレビをはじめ系列局と連携して取り組んでいるところです。次期電波利用料額の見直しにあたっては、こ
れらの点を十分勘案しておこなうべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・ 平成23年の電波法改正で、電波利用料制度における電波の経済的価値の反映が強まりましたが、これを過度に進めることは賛
成できません。
・ 電波利用料制度の設計はさまざまな無線システムの目的や社会的意義に配慮し、バランスをとって行うことが極めて重要であ
り、それが国民の利益に適う在り方です。経済的価値の反映を追求するあまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが存
続し、国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムが排除されるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を
被ると考えます。
・ 東日本大震災の発災にあたり、鹿児島讀賣テレビでは長期間にわたり日本テレビ及び当該系列局と緊急報道体制をとり、被災
者、国民への情報提供に努めました。緊急時にはメディアとしての使命を果たすべく採算を度外視して報道活動を行う「放送」の無
線局に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課すことは不適切です。
・ 無線システムを利用して事業を行う無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要です。３年
ごとの見直しで制度が大きく変動し、想定外の料額増加が生じることは経営上の不確定要素となりかねず、慎重に検討すべきと考
えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・ 放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努力
義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案して
規定されています。放送の特性係数は適切な措置であり、今後も維持すべきものです。
・ 鹿児島讀賣テレビでは、上記①について、あまねく努力義務を果たすべく、鹿児島県という複雑な地形に点在する地域やほぼ６
００キロにもわたる広範囲に点在する多くの島々に放送しており、局の経営にとって厳しい状況の中、中継局を建設し地デジ完全
移行後も受信環境整備のための努力を継続しております。
②については、「電波有効利用の促進に関する検討会」報告書（平成24年12月25日）のp3において「東日本大震災等の大規模災
害時に
おける避難、復旧活動等を通じ、社会インフラとしての無線システムの重要性・有効性が再認識され、災害に強い通信・社会インフ
ラの整備が必要とされている」とあり、災害時における放送の役割の重要性・有効性が指摘されています。
鹿児島讀賣テレビは、系列局と連携し甚大な被害が予想される南海トラフ巨大地震をはじめ、国民の生命・身体・財産の保護に関
する情報を日々報道しています。緊急地震速報の高速化にも取り組みました。同時に、災害時に放送を継続してゆくための体制の
構築にむけて全力で取り組んでいるところです。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

・ 去年12月に公表された「電波有効利用の促進に関する検討会」の報告書（p25）に、電波利用料額の見直しの課題として「電波利
用料の軽減措置の在り方」が挙げられていて、具体例に「国等の無線局の減免措置」が含まれています。例④として、「国等の無
線局の減免措置」を追加すべきと考えます。
・ 災害時の報道をはじめ、公共性の役割を担っている放送に対しては、国等の無線局と同様な減免措置が必要であると考えま
す。

【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
・　「電波利用料の見直しに関する検討会」第１回会合では、平成24年度の電波利用料予算の歳入・歳出内訳が示され、あわせて
地上テレビジョン放送事業者と電気通信事業者の電波利用料負担額について参考資料１－３が配付されました。これを受け、放送
事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話事業と放送事業の負担の仕
組みの差異があり、こうした指摘は当たらないと考えます。

【その他】
・ 民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収益関連
の指標と比較して多寡を論じるべきものではありません。

【株式会社鹿児島讀賣テレビ】
（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

経済的価値を優先するあまり、公共性の高い無線システムが排除される仕組みにならないよう求める。
・地上ローカルテレビ局は、災害発生時に県民や地域住民の生命安全にかかわるニュースや情報をいち早く正確に伝えるため、
多額の設備投資をし、人員を常時配置し、地域住民向けの取材活動及び放送を行っている。公共性の高い地域の放送局が最も
優先するべき使命、役割であるから。
・ローカルテレビ局にとって、安定かつ継続性のある電波利用料の制度が必要である。経済的価値が優先され、かつ３年ごとに変
動する不安定な制度は、民間放送局の経営に大きな影響を与え、国民、県民の不利益になる。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

放送の電波利用料にかかる特性係数は、放送法の「あまねく努力義務」や「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」を勘
案し規定されている。地域の地上民間放送局はこれを遵守し、災害放送や選挙放送を実施している。例①の「無線局の特性に応
じた軽減係数の在り方」は今後も維持するべき。

【株式会社チューリップテレビ】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
・現行制度は適切であり、電波利用共益事務以外の使途に充当してはならないと考えます。
・歳入・歳出の総額については抑制的にすべきで、その総額は一致すべきだと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・平成23年の電波法改正において、電波の経済的価値の反映が強まりましたが、経済的価値が過度に反映されてはならないと考
えます。
・電波の経済的価値に過度に重きが置かれることになれば、公共性の高い無線システムの排除に繋がると考えます。
・放送局には災害時の支援や国民の知る権利への対応等の責務があり、公共性は非常に高いものがあります。営利事業としての
みの側面で捉えることは不適切であり、放送の社会的価値等を勘案した上で、電波利用料の軽減を図っていくべきであると考えま
す。
・電波利用料の３年ごとの見直しで制度が大きく変動する事は、放送事業者の経営不確定要素になりかねません。想定外の料額
増加によって放送事業者の経営基盤に影響を与えないよう、制度・料額の継続性・安定性は重要であると考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・3.9世代移動通信システムの早期導入を可能とするため、放送事業者は700MHz帯放送事業者用FPUの周波数移行に向けて検
討しています。
　迅速かつ円滑な周波数移行に向け、FPU免許人である放送事業者の電波利用料負担について、過重にならないよう配慮を要望
します。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

・放送の電波利用料の軽減措置は、放送法における「国民への電波利用の普及に係る責務等」、「国民の生命、財産の保護に著
しく寄与するもの」、の2点を勘案して規定されているものであり、今後も特性係数は維持すべきであると考えます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

・テレビ放送のデジタル化によって使用周波数帯域幅の一部が順次返還されており、周波数共用による電波の有効利用が進んで
います。地上テレビ放送の料額算定においては、こうした状況も勘案するべきであると考えます。

３．その他 【「放送事業者の電波利用料の負担額」に対する意見】
・携帯電話事業者の負担額には、事業者自身の無線局にかかる利用料に加え、携帯電話端末のユーザーから徴収する利用額も
含まれており、見かけ上大きな金額になっています。この為、放送事業者の電波利用料負担額と単純に比較するべきではないと考
えます。
・民間放送事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとの比較については、電波利用料は税ではなく、営業収益と関連づけ
て論じるものではないと考えます。

【名古屋テレビ放送株式会社】
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３．その他



１．電波利用共益
事務の在り方

【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
・電波利用料が、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務（電波利用共益事務）の処理に要する費用を、その受益者である
無線局免許人が公平に分担することは適切と考えます。
・電波利用共益事務の内容について電波法上で具体的に限定列挙されていることは、電波利用料の適正かつ厳正な運用のため
に必須と考えます。
・歳出規模全体は、その安易な拡大が将来的に電波利用料制度の破綻を招かないよう、常に抑制的であるべきと考えます。
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
・電波利用料が、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務（電波利用共益事務）の処理に要する費用を、その受益者である
無線局免許人が公平に分担することは適切と考えます。
・電波利用共益事務の内容について電波法上で具体的に限定列挙されていることは、電波利用料の適正かつ厳正な運用のため
に必須と考えます。
・歳出規模全体は、その安易な拡大が将来的に電波利用料制度の破綻を招かないよう、常に抑制的であるべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・電波の経済的価値の反映のみに着目して電波利用料制度の設計を行うことは、国民の安全・安心に大きく関わる公共性の高い
無線システムの存続を阻むことに繋がり、その結果、国民が不利益を被ることになるため、適当でないと考えます。
・東日本大震災の発災時は勿論のこと、ラジオ・テレビを始めとする民間放送事業者は過去の様々な災害報道において、長期的
かつ献身的に被災地域の住民に有用な情報提供を行いました。また全国に対しても被災地情報を継続的に発信するとともに、被
災者の皆さんへの全国的規模の援助を訴えてきました。同時に、その真実の映像は世界に向けても発信され、世界レベルでの被
災地救援活動の動きにも繋がりました。そのような放送事業者に対して、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課すことは適
当ではありません。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・放送の電波利用にかかる特性係数は放送法等に定められている「国民への電波利用の普及に係る責務」および「国民の生命、
財産の保護に著しく寄与するもの」が勘案されたものであり、適切な措置と考えます。また、この措置は今後も維持されるべきもの
であります。

・地上テレビ放送用周波数のホワイトスペースには、二次業務であるエリア放送が相当数開局し、また、特定ラジオマイクの導入も
現在進んでいるところですが、このような従来には無かった周波数の新たな共用状態が発生していることを十分に勘案した上で、
地上テレビ放送の電波利用料の料額算定を行うべきと考えます。

【日本海テレビジョン放送株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
・ 　電波利用共益事務について、電波利用システムの変遷によるサービスの多様化･高度化を今後も円滑に発展させるためには、
無線局免許人がその費用を負担する現行制度の枠組みは適切である。
・ 　予算規模については縮減に努めるべきであり、歳入全てが電波利用共益事務の歳出に充てられるよう使途について十分精査
し、同時に歳出の効率化も図るべきである。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・ 　電波利用料見直しの考え方については、経済的価値を過度に料額へ反映することは不適切であると判断する。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・ 　電波利用料の軽減措置については、今後も存続が必要と考える。特に放送について、先の大震災で「国民の生命・財産の保護
に著しく寄与」する事が再認識され、今後も法令規定に基づく高い公共性が課せられていることから、現行制度における特性係数
の維持は肝要と考える。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・ 　新たな情勢として、ホワイトスペースを活用する無線システムの導入により、地上テレビ放送用周波数の有効利用が図られて
いることを鑑み、周波数の共用を地上テレビ放送の料額算定に反映させるよう要望する。

３．その他 【放送事業者と携帯事業者の利用料負担に関する意見】
・ 　電波利用料の歳入内訳において、携帯電話事業者と放送事業者を比較し、放送事業者の負担割合が低くアンバランスである
という指摘があるが、これは両事業の電波の利用形態が異なることから適切さを欠くものである。
　携帯電話事業における電波利用料は、基地局等の事業者設備によるものよりも、多くは携帯電話端末の契約者が支払った電波
利用料を納付する仕組みとなっている。一方、放送ではラジオ・テレビ等の受信機器は受信専用で、視聴者には負担を求めていな
い。この様な無線システムとしての特性の違いがあるため、両事業が負担する電波利用料の割合を一概に比較することは甚だ不
適切であると考える。

【中部日本放送株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
・ 電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に電波共益費用の負担を求めるという現行制度の枠組みは適切と考え
ます。電波利用共益事務以外の支出（使途）に充てるべきではありません。
・ 無線局免許人に負担を求める以上、電波利用共益事務の内容として適当かどうか、使途を精査することが必要です。3年ごとの
見直しの際には、歳出・歳入の規模を縮小することも含めて検討し直すべきです。また、歳出・歳入それぞれの総額は一致するよう
に設計すべきと考えます。

地上放送事業者は、地デジ移行によって合計130MHzの周波数を返上しています。さらに700MHz帯のFPU・特定ラジオマイクの移
行や、受信障害解消のための「リパック」などによって、電波の有効利用に大きな貢献を果たし、その取り組みは現在も続いていま
す。静岡第一テレビは、放送の公共性・災害時の情報源としての重要性を認識し、放送継続のための設備の新設・増設に取り組
んでおり、本取組についても十分勘案する必要があると考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・ 平成23年の電波法改正で、電波利用料制度における電波の経済的価値の反映が強まりましたが、これを過度に進めることは賛
成できません。
・ 電波利用料制度の設計はさまざまな無線システムの目的や社会的意義に配慮し、バランスをとって行うことが極めて重要であ
り、それが国民の利益に適う在り方です。「電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目
的とする」電波法の趣旨に則り、出来るだけ多くの国民が電波による恩恵を享受できるよう考慮すべきと考えます。
・ 東日本大震災の発災にあたり、長期間にわたり緊急報道体制をとり、被災者、国民への情報提供に努めました。緊急時には採
算を度外視して報道活動を行う「放送」の無線局に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課すことは不適切です。
・ 無線システムを利用して事業を行う無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要です。３年
ごとの見直しで制度が大きく変動し、想定外の料額増加が生じることは経営上の不確定要素となりかねず、慎重に検討すべきと考
えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・ 放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努力
義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案して
規定されています。放送の特性係数は適切な措置であり、今後も維持すべきものです。
・ 上記①について、あまねく努力義務を果たすべく、地デジ完全移行後も受信環境整備のため中継局の建設、難視解消対策を継
しており、放送を出来るだけ多くの国民が受信可能な環境づくりに取り組んでおります。
②については、「電波有効利用の促進に関する検討会」報告書（平成24年12月25日）のp3において「東日本大震災等の大規模災
害時における避難、復旧活動等を通じ、社会インフラとしての無線システムの重要性・有効性が再認識され、災害に強い通信・社
会インフラの整備が必要とされている」とあり、災害時における放送の役割の重要性・有効性が指摘されています。
日本テレビ系列局との連携のもと、甚大な被害が予想される南海トラフ巨大地震をはじめ、国民の生命・身体・財産の保護に関す
る情報を日々報道しています。緊急地震速報の高速化にもいち早く対応いたしました。同時に、災害時に放送を継続してゆくため
に人的・設備的な体制の構築に取り組んでおり災害に強い放送維持を目指しております。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

【検討課題（２）の例に追加】
・ 去年12月に公表された「電波有効利用の促進に関する検討会」の報告書（p25）に、電波利用料額の見直しの課題として「電波利
用料の軽減措置の在り方」が挙げられていて、具体例に「国等の無線局の減免措置」が含まれています。例④として、「国等の無
線局の減免措置」を追加すべきと考えます。
・ 災害時自治体等からの情報を国民に提供する重要手段として、公共性・重要性が高い放送に対しては、国等の無線局と同様な
減免措置が必要であると考えます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム
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【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
・　「電波利用料の見直しに関する検討会」第１回会合では、平成24年度の電波利用料予算の歳入・歳出内訳が示され、あわせて
地上テレビジョン放送事業者と電気通信事業者の電波利用料負担額について参考資料１－３が配付されました。これを受け、放送
事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話事業と放送事業の負担の仕
組みの差異があり、こうした指摘は当たらないと考えます。

【その他】
・ 民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収益関連
の指標と比較して多寡を論じるべきものではありません。

【株式会社静岡第一テレビ】
１．電波利用共益

事務の在り方
「検討課題　電波利用共益事務の内容や歳出規模」に対する意見
・ 無線局全体の受益を直接の目的として行う事務（電波利用共益事務）の処理に必要な費用（電波利用共益費用）を、その受益者
である無線免許人が公平に分担するという現行制度の枠組みは適切と考えます。
・ 受益者負担金である現行の電波利用料制度の趣旨を踏まえれば、無限定に使途を拡大すべきではなく、電波利用料を電波利
用共益事務以外の使途に充てるべきではないと考えます。
・ 将来的には、歳出増加に歯止めをかける仕組みを設けた上で、可能な限り予算規模の縮減に努めるべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・ 平成23年の電波法改正により「電波の経済的価値」を従来よりも反映させる仕組みとなりましたが、電波の経済的価値を追求す
るあまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが優先され、国民の安全・安心につながる無線システムが排除されるような
仕組みなっては、結果的に国民の不利益につながると考えます。経済的価値の過度な反映については慎重であるべきと考えま
す。
・ 放送事業は、正確な情報を迅速、的確、安定的に提供するなどの使命を負っています。東日本大震災の際には、被災地の各局
をはじめ放送事業者は長期間にわたり緊急報道番組を放送し、被災者・国民への情報提供に努めました。緊急時には採算を度外
視してでも取材・報道を行う放送の無線局に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課すことはなじまないと考えます。
・ また、取材活動で集めた情報等をエリア内の視聴者に一斉に効率的に届けるため、放送は広い周波数帯域幅を用いる高出力
のシステムが必要となります。使用する周波数帯域や帯域幅が広いことをもって、ただちに電波の経済的価値が高いとみなし、そ
れをそのまま放送事業に適用するのは不適切と考えます。電波利用料制度の設計にあたっては、さまざまな無線システムの目的
や社会的意義に配慮し、バランスをとることが重要であり、放送事業が持つ公共的役割と事業特性についても十分配慮することが
必要です。
・ 無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要です。3年ごとの見直しのたびに制度が大きく
変動し、料額増加が生じることは経営上の不確定要素となりかねません。この点についても慎重に検討すべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・ （例）③の「他用途の周波数を確保するための周波数移行の促進等を勘案した料額設定の在り方」については妥当なものと考え
ます。3.9世代移動通信システムの早期導入を図るため、放送事業者は700MHz帯を使っていた放送事業用FPUを1.2GHz帯／
2.3GHz帯へ周波数移行すべく技術検討などを進めています。円滑な周波数移行のためには、移行の過渡期や移行後に、FPU免
許人の電波利用料負担が過重なものとならないよう配慮が必要と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・ （例）①「無線局の特性に応じて適用される軽減措置（特性係数）の在り方」について、放送に対する電波利用料は法律に定めら
れた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努力義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するも
の」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）－の2点を勘案して、規定されています。これは上記で述べた理由などから
適切な措置であり、維持すべきものと考えます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・ （例）③「ホワイトスペースを活用する無線システム」について、地上テレビ放送用周波数のホワイトスペースには、二次業務とし
て相当数のエリア放送が開局したほか、特定ラジオマイクなどの導入も具体化しており、周波数共用による電波の有効利用が進ん
でいます。地上テレビ放送の料額算定に当たっては、こうした周波数共用による有効利用についても勘案するよう要望いたします。

３．その他 「放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担」に関する意見
・ 電波利用料の見直しに関する検討会第１回会合では、平成24年度の電波利用料予算の歳入・歳出内訳と、地上テレビ放送事業
者と電気通信事業者の電波利用料負担額が示されました。こうしたデータを基に、しばしば放送事業者と携帯電話事業者の利用
料負担のアンバランスが指摘されますが、それぞれのシステムの違いに起因するものであり、こうした指摘は事実に反すると考え
ます。
・ 携帯電話は双方向の通信であり、利用者の携帯電話端末も電波を送受信する無線局であり、電波利用料が課せられています。
電波利用料の歳入における携帯電話事業者の負担額には、携帯電話事業者自身が運用する無線局にかかる利用料に加え、携
帯電話ユーザーから徴収する利用料も含まれています。１億3000万台を超える携帯電話端末にかかる利用料の合計が膨大なた
め、携帯電話事業者を通じて納付される電波利用料の負担額が見かけ上大きくなっています。
・ 一方、放送は単方向の送信を基本としています。テレビ受信機は無線局ではないため電波利用料の徴収対象にはなっていませ
ん。この結果、電波利用料の歳入における放送事業者の負担額は、放送事業者（送信側）のみが負担しているため、携帯電話事
業者に比べて、放送事業者の負担額が小さく見えるというのが実情です。こうした負担構造を比較すれば、放送事業者と携帯電話
事業者の利用料負担がアンバランスとの指摘が当たらないことは明白です。

【株式会社テレビ朝日】
１．電波利用共益

事務の在り方
電波利用料の使途は、費用を負担している無線局免許人全体の受益に真に必要な場合に限定するとともに、現在の全体の歳出
規模が増えないよう要望します。

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

放送事業者は、国策である地上テレビ放送のデジタル化については、自らも膨大な費用を負担して取り組み、完遂した結果、周波
数帯域を 2/3に圧縮して、 1/3は通信事業者等に解放されました。このほか、放送事業者は、地上デジタル放送のホワイトスペー
スを他システムと共用するなど周波数再編に対応し、経済的価値が高いとされる周波数帯域の有効利用に貢献してきました。
ＮＨＫは、視聴者が負担する受信料によって運営されている公共放送であり、電波の利用によって利益を得る企業とは基本的に性
格は異なります。ＮＨＫは、あまねく全国に、豊かで良い放送番組を届け、また、災害時には必要な情報を迅速かつ的確に提供す
るなど、放送法で規定された公共放送としての使命があり、その責務を果たしてきています。今後とも、いかなる災害時にも放送を
継続できるよう、機能強化の投資を積極的に行うなど、公共放送としての使命の達成に向けて取り組んでゆきます。
現行の電波利用料の「基本方針」では、料額の算定に当たって各無線システムの特性を勘案した方法（特性係数）を採用していま
す。国民共有の財産である電波の適正かつ有効な利用を確保する観点から、地上デジタル放送の特性係数については、周波数
共用形態や放送事業の有する公共性について今後とも十分に考慮されることを要望します。また、「電波の経済的価値」の考え方
は、営利を目的としないＮＨＫの電波利用の趣旨とはそぐわない部分があるので、その一層の拡大には賛成できません。電波利用
料の見直しによって、ＮＨＫの負担増につながることのないよう要望します。

【日本放送協会】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
電波利用料は基本的に電波の適正な利用の確保のための財源であり現状通りに『電波利用の共益費用』としてとらえられるべき
でその他の目的に使用するのは適当ではないと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

東日本大震災発生時に民放は視聴者に必要な情報を確実に伝えるために『ＣＭをカットして』災害放送を継続することに力を注ぎ
ました。屋外での情報取得の手段として頼りになるはずの『携帯』は発信規制がかかりパケット通信（メールによるデータ通信）につ
いても遅れて届くという状況でした。これに対してラジオとワンセグの放送は確実に視聴者に届きました。放送については再免申請
時に『安全・信頼性の向上』『災害時の対応』を求められております。公共的な使命を担う放送に対して経済的価値を過度に反映し
た電波利用料を適用することには賛成できません。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

エリア拡大について言えば『携帯』は基地局建設により確実に収入増となりますが『民間放送』はその収益構造が異なるために難
視地区で中継局を建設しても収入増につながるというものではありません。中継局の建設については国の支援を受けて利益を上
げているという指摘がありますが、公共的な使命を果たすためにあまねく努力義務に基づき当初のアナログエリアの外で対策を進
めて視聴者保護に努めているというのが実情です。
電波利用料の約7割を携帯電話事業者が負担していますが、実際は端末利用者の負担割合が大きく送信側の放送事業者のみが
負担する放送とは単純に比較できません。
放送については国民の生命、財産の保護に寄与するものとしてその公共性を勘案し現状通りの軽減係数を適用すべきと考えま
す。

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方
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地上テレビ放送用周波数内のホワイトスペースの利用についてはすでに福島県南相馬市において17箇所のエリア放送が開局して
いるという実績があります。これについては住民に災害情報を提供するという理念に賛同し推進を図るために福島県内の民放とし
て積極的に同意を与えたという経緯があります。
また、特定ラジオマイク等の周波数再編についても具体的に進捗しており、国民共有の財産である電波についてその有効利用は
確実に進んでいると考えております。
地上テレビ放送のデジタル化にあたっては130ＭＨｚの帯域を国に返却しており、電波利用料については料金を上げるよりもむしろ
低減の方向に向かうべきと考えます。

【株式会社福島中央テレビ】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題に対する意見】
電波利用料は、電波利用の共益費用であり、無線局の免許人がその期間に必要な費用を負担している現行制度は適切であり、
引き続き、電波の適正な利用の確保を目的としてのみ活用されるべき。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

特定地上基幹放送局は、災害放送等によって、広く国民の生命・財産の保護に著しく寄与し、また、放送対象地域内は、分け隔て
なくユニバーサルサービスを実現することを責務としているという公共性を勘案すると、負担額の軽減措置は、当然必要。

３．その他 【その他】
民間放送事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見があるが、電波利用料は税ではなく、営業収益関連
の指標と比較して納付額の多寡を論じるべきものではない。

【株式会社テレビ西日本】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】

・ 電波利用料を活用し電波利用共益事務を実施する現行制度は、適正なものであると考えます。また、その使途についても電波
の適正な利用の確保という観点から問題ないものと考えます。今後も電波利用料は、電波利用共益事務のみで使用すべきもの
で、これ以外の使途に充てるべきものではありません。
また、歳入、歳出規模はともに抑制的にすべきです。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・ 平成２３年の電波法改正により、電波利用料額の算定に経済的価値をより反映させた結果、負担が380億円から455億円と増額
することとなりましたが、今回の見直しで、さらにこれを進めることには賛成できません。

・ 経済的価値の反映を過度に進めることは、国民の安心・安全につながる公共性の高い無線システムを排除する事にもなりかね
ません。高収益の無線システムばかりが存続するようでは、国民の不利益につながるものと考えます。電波利用料制度の設計
は、さまざまな無線システムの目的や社会的意義に配慮しバランスを取っていくことが肝要と考えます。

・ 放送事業者は、先の震災に際しても、緊急報道番組を長時間にわたり放送し、被災者及び国民に有益な情報の提供に努めまし
た。当然のことながら震災発生時から被災地へ赴いて取材を行い、今現在も現地での取材活動を継続し報道を行っており、被災地
の復旧の一助となるよう心がけています。このように採算を度外視して報道活動を行う「放送」の無線局に対し、経済的価値を過度
に反映した電波利用料を課すことは不適切です。

 

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・ 放送局は放送法に基づき国民の安心・安全確保のため様々な努力をしてきており、放送の電波利用料に関する軽減措置（特性
係数）は、適切なものであり今後も維持すべきと考えます。

・ この特性係数は、法律に定められた①「国民の電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努力義務）、②「国民の生命、
財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送)、の２点を勘案して規定されており適切と考え
ます。

３．その他 【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】

・ 電波利用料の見直しに関する検討会の中で、放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘
がありますが、こうした指摘は当たらないと考えます。
 携帯電話事業者は、自身が運用する無線局のほか、利用者が購入し使用する１億４千万台を超える携帯電話端末の電波利用料
を併せて支払っています。ただし、この携帯電話端末の電波利用料は、利用者から徴収しているもので、携帯電話事業者ではなく
利用者が負担しているものです。このため携帯電話事業者から納付される電波利用料が、見かけ上膨大な金額となっています。
 これに対し、テレビ視聴者・ラジオ聴取者の受信機は無線局ではないため電波利用料の支払いはありません。つまり、放送におい
ては、放送事業者のみが自身の無線局の電波利用料を納付するのみで、利用者は負担していません。
 以上のように、放送事業者と携帯電話事業者の電波利用料の負担構造が異なるため、その額だけで比較し論じるべきでは無く、
放送事業者と携帯電話事業者の負担がアンバランスとの指摘が当たらないことは明らかです。

【ＲＫＢ毎日放送株式会社】
２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

九州・四国・山口県を合わせた面積に相当する広大な北海道にあまねく放送波を届けるためテレビ北海道は１１５の中継局を整備
して安定放送に努めている。今後、未設置地域に中継局を建設する予定もあり、中継局数の多さからすでに多額の電波利用料負
担となっている。デジタル化に伴う減価償却負担が当分の間続く上に、地上波テレビの広告収入が今後わずかな成長しか期待で
きない見通しであることを考え合わせると、放送法の理念 (「国民への電波利用の普及に関わる責務」や「国民の生命・財産の保
護に著しく寄与する」 )を遂行するために現在の特性係数の維持は最低限の必須措置であり、今後も継続すべきである。民間放送
事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘があるが、民間放送事業と携帯電話事業との負担の
仕組みの差異があり、同一に論じることはできないと考える。

【株式会社テレビ北海道】
漁業指導監督用海岸局に対する電波利用料の減免要望について
　漁業指導監督用海岸局（連絡回線用の固定局を含む。以下同じ）は、都道府県が自ら無線設備を整備し、あるいは漁業用海岸
局の無線設備を共用して開設している無線局であり、電波法においても公共業務用無線局として位置づけられており、漁業用船舶
局を通信の相手方とし、それぞれの都道府県下における漁業に関する指導監督の通信を行うとともに漁船と漁民の安全確保、海
上における災害防止等の公共の通信業務を行なっています。
　最近では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災において、全国の漁業指導監督用海岸局と連携をとり、人命の救助・捜索
等に公共業務用無線局としての役割を果たすとともに自然災害に関する情報周知の徹底を図っています。
また、北朝鮮による飛翔体（ミサイル）関係情報への対応など、我が国の漁船と漁民の安全確保、災害防止に努めております。
　このように公共性の高い業務を遂行している漁業指導監督用海岸局について、電波利用料の減免措置を講じていただきたく、お
願い申し上げます。

【一般社団法人全国漁業無線協会】
１．電波利用共益

事務の在り方
・　電波の適正な利用の確保に関して、無線局全体の受益を目的とし、その受益者である無線局免許人が公平に負担をする現行
制度は適切と考えます。またその主旨に鑑み、使途は電波利用共益事務の範囲に限られるべきであります。
・国民の安心・安全を守るための電波利用を推進していく上で、災害時等における電波の確保を目的とする無線局の災害対策事
業に対し、適切な支援がおこなわれる必要があると考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・　我々放送事業者は、自然災害や事件事故が発生した際には国民の安心・安全の確保のための情報を提供する使命を担ってお
り、現に東日本大震災の際には経済性を度外視して長期間にわたって緊急報道をおこなっています。よって放送に対して、その経
済的価値ばかりを過度に反映させることは不適切です。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・　前述のように放送は国民の生命、財産の保護に著しく寄与するものであり、引き続きその責務を遂行していく上で、電波利用料
にかかる特性係数は今後も維持される必要があります。

【山口放送株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
 ・電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に電波共益費用の負担を求めるという現行制度の枠組みは適切と考え
ます。電波利用共益事務以外の支出に充てるべきではないと考えます。
勿論、歳出・歳入それぞれの総額は一致するよう設計すべきと考えます。

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方
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方



・南海放送では、「南海トラフ地震」発生の可能性を鑑み、単独個社によるBCP(事業継続計画)について多方面から検証し、緊急報
道体制の組織構築、その維持計画を策定中です。
と、同時にこの4月1日付で『緊急時の四国4社のラジオ・テレビ放送継続のための相互援助に関する申し合わせ』協定を発効して
おり、四国放送、西日本放送、高知放送ともども、四国4社による協力連携体制を作り上げました。
このように、放送が担っている公共性を十分に認識し、日常的な災害報道や、大災害時であっても放送を継続するための取り組み
を真摯に行っています。
次期電波利用料額の見直しにあたっては、こうした点を十分勘案しておこなうべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・電波の経済的価値の反映が電波利用制度の中で重要視されてきましたが、それ以前の大切な「前提」があることを忘れてはいけ
ないと思います。 即ち、国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムがまず先にあるという事です。
さきの東日本大震災での「放送」の果たした役割をみればそれは明らかです。高い収益をあげる電波利用システムばかりが優先さ
れ存続した場合は、国民に結果的に不利益がもたらされます。社会的配慮とバランスある差配をお願いいたします。

 ・3年ごとに電波利用料の制度チェックをおこなうことに異論はありませんが、ローカル局にとって、しかも当社のようなラジオをもっ
た兼営局にとってはその3年ごとに見直しにより大きく制度が変動するなど、料額増加が生じることは「経営上」の不確定要素となる
こともありますので、ローカル局への慎重な配慮をお願いいたします。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

・再免許申請に於いても、今後更に送信予備機や予備システムの完備要求があり当社もそうしたことの取り組みを間断なく考えて
おります。受信障害解消のための「リパック」などにより電波の有効利用にも貢献してきたと自負しています。さらに地域情報を伝え
るめの番組制作に必要な700MHz帯のFPU・特定ラジオマイクの移行についても取り組んでいます。
 ・冒頭述べましたが、南海放送では四国4県が連携して災害報道に立ち向かうべく放送の継続体制構築に取り組んでいます。こう
した公共性を担っている放送に対しては、公的機関等の無線局と同様な減免措置が必要であると考えます。

３．その他 【放送事業者と携帯電話事業者の利用負担に関する意見】

・放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスという指摘があるそうですが、この2業種にはそもそも負担の仕組み
の差異があり、その上に「報道部門」などの情報収集と分析能力のあるなしなど、根本的には違う業種であると考えます。
双方が連携協力することは大事ですが、利用料の面で同列に論ずることには反対いたします。

【南海放送株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（元気・便利・安全等、より強化すべき事項）に対する意見】
・情報機器・インバータ搭載機器等の普及により、電波の受信環境は悪化する一方です。国民の安心・安全を確保するため、受信
環境改善に関する調査・研究に取り組むべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・電波の経済的価値の反映を過度に進めることには賛成できません。
・電波の経済的価値の反映を追及するあまり、高い収益性をあげる電波利用システムばかりが存続し、国民の安全・安心につなが
る公共性の高いシステムが排除されるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を被ることになると考えます。
・東日本大震災において、民放事業者は、発災後ただちに緊急報道体制をとり、長期にわたり、被災者、国民への情報提供に努
め、自ら被災しながらも採算を度外視して報道を行いました。弊社も原爆投下による悲惨さや今もなお続く苦しみ、環境破壊など
様々な観点から国内はもとより世界に情報を発信し続けております。また平時、災害時を問わずライフライン情報を放送対象地域
に発信しております。こうした「放送」の無線局に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用料を科すことは不適切と考えます。
・経済的価値を過度に反映し、想定外の料額増加が生じることは、無線システムを利用して事業を行う免許人にとって、経営上の
大きな問題であり、慎重に検討すべき事項と考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・「他用途の周波数を確保するための周波数移行の促進等を勘案した料額設定」は妥当なものと考えます。
・周波数移行の過渡期や移行後において、移行する免許人の電波利用料負担額が過重なものとならないよう配慮が必要と考えま
す。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・放送の電波利用料に係る特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努力義
務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案して規
定されています。これは適切な措置であり、今後も維持すべきものと考えます。
・弊社は、デジタル放送への完全移行後の現在も設備の信頼性改善、近隣県からの混信回避を目的とした補完局の新たな設置、
新たな難視対策など、国民に放送が安定にあまねく伝わるよう様々な努力を継続しているところです。たとえば、ラジオやテレビの
ＳＴＬは周波数が高く降雨減衰などの影響を受けやすく、音質･画質劣化などの元となっています。これらを改善すべく予備回線を
構築しさらにネットワークの安定化に向けて様々な手法を検討しています。また、他地域からの同一周波数による季節的フェージン
グによる混信対策として該当地区の協力を得ながら混信量を削減したり、補完局を設置、キャンセラーなどのハードを追加してい
ます。アナログ放送時代と同等の安定したネットワーク構築にはまだまだ時間が必要と考えます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

②　スマートメー
ターやＭ２Ｍシステ

ムなどの新しい
データ通信システ

ム

・スマートメータやＭ２Ｍシステムの電波利用料額を安くすべきとの指摘は不適当と考えます。これらのシステムは利用者の環境に
より、電波利用の時間や頻度が異なってきます。現在は頻度が少なくても、将来的にはどのように変化するかわかりません。このよ
うな利用者都合により料額を決めた場合、公平性の確保が難しくなると考えます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・地上テレビ放送用周波数のホワイトスペースにより、エリア放送や特定ラジオマイクの利用等周波数共用による電波の有効利用
が促進されております。地上テレビ放送の料額算定には、こうした周波数共用の環境も考慮すべき事項と考えます。

【株式会社中国放送】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
・ 電波利用料の使途（電波利用共益事務）は、電波法第１０３条の２第
４項において限定列挙されており明確化されています。現行制度と運用については適切と考えており、電波利用共益事務以外の
使途に充てるべきでは無いと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・　基本的に電波利用料制度は【電波の適正な利用の確保が目的】であり、その事務費用を免許人に求めるものです。したがっ
て、税金とは異なる性格を持ち、電波の経済的価値の反映を強化することには賛成できません。
・　有料サービスで多数の無線局（顧客）を抱える通信事業者や無料で多数の受信者に対して行う無線局（放送局）など、多様な無
線システムの中で公平な電波利用料制度を適用するには難しい問題があります。放送法が改正されて、放送局には安心・信頼性
基準への厳格な適合が求められています。また、民間放送局であっても緊急時には経済的活動を休止して緊急報道体制をとり、
国民への情報提供を行います。このような公共的使命を果たす無線局（放送局）に対して、経済的価値を過度に反映することは不
適切と考えます。
・　放送事業者において、電波利用料は軽微な負担ではありません。電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要で
あり、３年ごとの精度の見直しで想定外の費用増となる事は、経営計画において避けるべき事態であり慎重にお願いしたいと考え
ます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・　放送局の電波利用料にかかる特性係数は、営利事業のみならず放送法における【あまねく努力義務】や【災害放送義務、公職
選挙法：選挙放送】として、無線局の特性に応じて適用されています。これについて極めて妥当な措置と考えており、今後も継続す
るべきと考えます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・　地上テレビ放送用周波数のホワイトスペースには、周波数利用の為に特定ラジオマイク等の導入もすでに計画が具体化してい
ます。デジタル化で返納して帯域を空けた上に、さらなる周波数の効率的な運用を進めていることに関して、地上テレビ放送の料
額算定には特別な配慮をお願いしたいと考えます。

【株式会社テレビ新潟放送網】
２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

北海道は国土の２２％も占めるエリアです。この広大なエリアに放送を届けるため、現状１５６局の中継局で全道をカバーしていま
す。このような中継局の多さから既にローカルの放送事業者にとっては多額の電波利用料を負担しています。これに加え、今後の
テレビ広告収入の伸びが厳しい見通しであること、デジタル化に伴う減価償却費負担が当分の間続くこと、数年後には社屋を含め
た新たな設備投資が控えていることなどを考えると、経営的には楽観視できる状況にありません。
今後も基幹放送事業者として、国民の安心、安全を守り、テレビの公共性、視聴者保護を担保していく責務を負っています。安定し
た放送を継続するために、無線局の特性に応じて適用される軽減係数（特性係数）は今後も維持されるべきものであると考えま
す。

【北海道テレビ放送株式会社】

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方
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方

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方



１．電波利用共益
事務の在り方

【電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に電波共益費用の負担を求めるという現行制度の枠組みは適切】
・歳入と歳出は一致するように設計すべきで、その使途は限定的なものとし、抑制的にすべきである。そのため、電波利用料を共
益事務以外の支出に充てるべきではない。

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

【電波利用料制度で、電波の経済的価値を過度に進めることには反対する】

・電波利用料制度は、公共性を重視し、さまざまな無線システムの目的や社会的意義に配慮することが重要。過度な経済的価値
の
追求により、ついては競争入札いわゆる「電波オークション」のような考え方は、収益性の高い電波利用システムばかりが存続し、
国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムが排除されるようになり、結果的に国民は不利益を被ることになる。
したがって、経済的価値を過度に進めることには反対する。

【放送と携帯電話の利用負担がアンバランスだという指摘は当たらない】

・放送と携帯電話では、そもそも電波の利用方法に違いがある。携帯電話は双方向の通信で、携帯電話端末からも電波を出すこと
から、携帯電話端末にも電波利用料が課せられている。そのため携帯電話端末の普及数が電波利用料の総額を大きくしている
が、
これは事業者だけが支払っているのではなく、契約者（国民）も負担している。一方で、放送は電波を出しているのは事業者だけな
ので、事業者は電波利用料を負担しているが、利用者（受信者）は無線局ではないので電波利用料の負担はない。そのため、電
波利用料の負担額が少なく見える。したがって、アンバランスだという指摘には合理性がないと考える。

・放送の電波利用にかかる特定係数は、「国民への電波利用の普及に係る責務等（あまねく）」と「国民の生命・財産の保護に著し
く寄与するもの（災害放送義務）」の２つを考慮され規定されている。これは適切な措置であり、今後とも維持すべきと考える。

【東北放送株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模に対する意見】
現在の制度の枠組みは適切であり、電波利用共益事務以外の使途に充てるべきではないと考えます。また、歳入、歳出の規模は
抑制的にするべきであると考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

平成23年の電波法改正で、電波の経済的価値の反映が強まったところですが、これを過度に進めることには賛成できません。
　高い収益をあげうる電波利用システムのみが存続し、公共性の高い、国民の安全・安心につながる無線システムの存続が危うく
なるようなことがあると、結果的に国民が不利益を被ることとなると考えます。
　東日本大震災や阪神淡路大震災の発生時には、被災地をはじめとする民間放送事業者は緊急報道体制をとり、長期間にわたり
被災者、国民への情報提供を行ってきました。緊急時には採算を度外視して報道活動を行う「放送」の無線局に対して経済的価値
を過度に反映した電波利用料を課すことは適切ではないと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

この料額設定は妥当なものと考えます。放送事業者は3.9世代移動通信システムの導入を可能にするため、700MHz帯放送事業用
ＦＰＵの1.2GHz帯／2.3GHz帯への周波数移行に向けた技術検討などを進めているところです。円滑で迅速な周波数移行のために
は、移行の過渡期や移行後にＦＰＵ免許人の電波利用料負担が過重なものとならないよう配慮が必要と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

放送の電波利用料にかかる特性係数は、法定の「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法で定める「あまねく努力義
務」）、「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法で定める災害放送義務、公職選挙法、で定める選挙放送）の２点
を勘案して規定されているものであり、これは適切な措置であり、今後も維持すべきものであると考えます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

地上テレビ放送用周波数のホワイトスペースには、二次業務としてエリア放送がすでに相当数開局した他、特定ラジオマイクなど
の導入も具体化していて周波数の共用による電波の有効利用が進んでいます。このような情勢変化をふまえ、地上テレビ放送の
料額算定には、周波数共用を勘案する必要があると考えます。

【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に対する意見】
携帯電話は電波を送受信する無線局です。従って携帯端末に対しては一台ずつ電波利用料が課されており、利用者も契約料を通
じて電波利用料を負担する仕組みです。利用料の納付は通信事業者が行いますので通信事業者が納める総額が非常に大きな金
額となっているわけです。こうした仕組みそのものの違いを考慮せずに単純比較することは合理的とは言えないと考えます。

【　その他　】
　民間放送事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などと比較する意見がありますが、電波利用料は税金ではありませんの
で、営業収益関連の指標と比較して納付額の多い少ないを論じるべきものとは思えません。

【株式会社毎日放送】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題に対する意見】
電波利用料を活用して、電波利用共益事務の費用に充てるために、無線局の免許人が、その期間に必要な費用を負担する現行
制度の枠組みは適切と考えます。引き続き、電波の適正利用の確保を目的としてのみ活用されるべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

災害時において、民放事業者は、緊急報道体制をとり、被災者、国民への情報提供に努めております。緊急時には採算を度外視
して報道活動を行う「放送」の無線局に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課すことは不適切と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

特定地上基幹放送局は、放送対象地域内において分け隔てなくユニバーサルサービスを実現することを責務としているほか、国
民の生命、財産の保護に著しく寄与してきました。今後も同様の放送を実現する為と公共性を勘案すると、負担額の軽減措置は、
適切であり、今後も維持すべきと考えます。

３．その他 【その他】
民間放送事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収益
関連の指標と比較して納付額の多寡を論じるべきものではないと考えます。

【株式会社テレビ熊本】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
＊　電波利用料は、『不法電波の監視等の電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的とし行う事務（電波
利用料共益事務）の処理に要する費用を、その受益者である無線局の免許人に公平に分担していただく、いわゆる電波利用の共
益費用として負担を求めるもの。』とあります。この意味で、電波利用共益事務以外の使途や、拡大解釈された使途がない限り、受
益者の立場からみた現行制度の枠組みは適切と考えます。
＊　電波利用料の使途については、いたずらに追加・拡大することなく、十分に検討されるべきと考えます。無線局免許人としての
受益は、現在免許を受けている電波の適正な利用の確保に関するものに限定すべきであり、「研究開発」のような使途は将来の受
益を想定したものであるため、他の予算にて行われることが適切と考えます。
＊　歳入、歳出の規模は抑制的にすべきであり、歳入、歳出それぞれの総額は一致するように設計すべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

＊電波利用料額に電波の経済的価値を過度に反映させることには賛成できません。
＊　電波利用料は無線局全体の受益を直接の目的としていますが、最終的には国民の利益に適うものでなければならないと考え
ます。したがって、制度設計にあたっては、無線局の目的や社会的意義に配慮し、バランスをとって行うことが重要であり、電波の
経済的価値のみならず、非常時や災害等の緊急時における国民の利益に対する貢献度（実績）も考慮されるべきと考えます。
＊　東日本大震災において、弊社では（弊社に限らず他社でも）発生直後からラジオ・テレビの緊急報道体制を取り、以後、長期間
にわたり被災者、県民への情報提供に努めました。緊急時には採算を度外視して報道活動を行う「放送」の無線局に対し、経済的
価値を過度に反映した電波利用料を課すことは不適切と考えます。
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３．その他
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（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

＊「他用途の周波数を確保するための周波数移行の促進等を勘案した料額設定」は妥当なものと考えます。
＊　3.9世代移動通信システムの早期導入を可能とするため、放送事業者は700MHz帯放送事業用ＦＰＵの1.2GHz帯／2.3GHz帯へ
の周波数移行に向けた技術検討などを進めています。迅速かつ円滑な周波数移行のためには、移行の過渡期や移行後におい
て、ＦＰＵ免許人の電波利用料負担が過重なものとならないよう配慮が必要と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

＊　放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努
力義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案し
て規定されています。これは適切な措置であり、今後も維持すべきものと考えます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

＊地上テレビ放送用周波数のホワイトスペースには、二次業務として相当数のエリア放送が開局したほか、特定ラジオマイク等の
導入も具体化しており、周波数共用による電波の有効利用が進んでいます。これは今回の見直しにおいて考慮すべき新たな情勢
変化であり、地上テレビ放送の料額算定には、こうした周波数共用を勘案すべきものと考えます。

【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
＊　参考資料１－３における電波利用料負担額の比較のみで、利用料負担が不公平であるとの指摘は当たらないと考えます。
＊　携帯電話は双方向の通信であり、利用者が所有する携帯電話端末にも電波利用料が課されています。携帯電話事業者が納
付する電波利用料には、このユーザーの利用料も含まれているため、見かけ上の負担額が大きくなっていると認識しております。
一方、放送は単方向の送信でありテレビ受信機に電波利用料は課されないため、放送事業者（送信側）のみが電波利用料を負担
しています。
＊　こうした負担構造を比較すれば、放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担が不公平との指摘が当たらないと考えます。

【その他】
＊　民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収益関
連の指標と比較して多寡を論じるべきではないと考えます。

【山形放送株式会社】
２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

【検討課題に対する意見】
わが国においては、エネルギー基本計画にて、「２０２０年代の可能な限り早い時期に原則全ての需要家にスマートメーターの導入
を目指す」との目標が設定され、当社としては、上記目標達成に向けたスマートメーターの早期導入を計画しています。
スマートメーターにおける通信は、固定されたスマートメーターから少量かつ低頻度のデータ（数千パケット／月程度）を通信するも
のであり、広範囲に移動しながら音声通信やインターネット接続を行う一般の携帯電話（平均数百万パケット／月）と比べて、電波
の利用量がかなり少ないものと考えます。
また、スマートメーターの通信料は、月額数十円程度でなければ、費用面で厳しく、その場合において、現行の電波利用料が通信
料に占める割合は３割程度と大変大きいものとなります。
つきましては、スマートメーターに組み込まれる１：Ｎ無線の通信装置の電波利用料は、使用している周波数幅や無線局での均等
割とするのではなく、電波の利用量の差を考慮するなど、携帯電話よりも減額した料金の適用をお願いします。

【九州電力株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
電波利用料は、電波利用共益費用として、その使途を電波法に明記し、運用の透明性を確保する現行制度は適正と考える。歳出
は、歳入と一致するよう設計し、規模は抑制的にするべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

電波利用額の算定について、平成２３年度の利用料額改定では、すでに電波の経済的価値に応じて負担する部分を拡大してお
り、次期電波利用額の見直しにあたり、これ以上の経済的価値の反映は、公共性の高い無線システムまでにも負担分が増え、結
局は、国民の不利益につながってしまうと考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

無線システムの負担額の配分における特性の勘案事項において①国民への電波利用の普及に係わる責務②国民の生命、財産
の保護に著しく寄与するもの
この２つの事項は、放送法の定めによるものであり、この軽減措置は、今後も継続すべきものと考えます。

【テレビ静岡】
２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

テレビをはじめとする放送局の電波利用料を引き上げるべきと考える

なぜ放送局の電波利用料がこれほど安いのか不思議である。民放各局は広告収入が減少しているとはいえ、テレビ局の収入は
莫大であり、従業員の給料は一般企業と比較して、あまりにも高額である。又、第4の権力といわれるほど国民に与える影響力は
絶大であるため、放送法により、公正中立な報道が義務付けられている。にもかかわらず、放送内容は、ある特定企業・団体・国
家・政党の利益を考えた放送に偏重しており、とても公正中立とはいいがたい。政治家もマスメディアの国民に対する影響力を気に
するあまり、マスメディアに逆らえず、電波利用料の引き上げができないのではないかとさえ勘ぐってしまう。

 電波は国民の共有財産である。それを現民放各局は独占しているのであるから、電波利用料によって、国民・国家に寄与すべき
と考える。

【タナカ司法書士事務所】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題に対する意見】
「タクシー無線基地局のデジタルナロー化への円滑な移行のための環境整備」を使途対象に加えていただきたい。
　タクシー無線局は、データー伝送速度の高速化と電波の有効利用を促進するため、平成28年5月末までに、占有周波数帯幅の
狭帯域（1/2）化を図るデジタルナロー化移行を進めているところであるが、そのデジタル無線エリアを確保するためのデジタル基
地局等の環境整備に、１タクシー事業者では負担できない膨大な費用が掛り、デジタルナロー化が進まない状況にある。
タクシーは、地域の公共交通として、高齢者の運送、地域経済の活性化、便利な暮らしと地域の安全・安心の見守り等を図る手段
として、タクシー無線が利用されていることから、公共的事業のひとつである。
従って、ナロー化による電波の有効利用を促進し、地域の公共交通として使用するタクシー基地局のデジタルナロー化の環境整備
を防災行政無線のデジタル化、携帯電話エリア整備事業と同様に電波利用共益事務の使途対象として、検討願いたい。

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

【検討課題に対する意見】
デジタルタクシー無線局の電波利用料額について、軽減措置の適用を検討願いたい。
タクシー無線局は、平成28年5月末までにデジタルナロー化移行を進めているところである。デジタルタクシー無線局は、アナログ
波の1/2以下の占有周波数帯幅の使用で電波の有効利用を促進している。
電波利用料額の算定にあたって、使用周波数幅等の経済的価値を反映した料額算定が行われているが、従来のアナログ波を使
用するものと同額とすることは不公平となること、また電波の有効利用を促進するデジタルナロー化のインセンティブとすることから
も、デジタルナロー波を使用するタクシー無線局への軽減措置を検討願いたい。

【一般社団法人全国自動車無線連合会】
１．電波利用共益

事務の在り方
電波の公平かつ効率的な利用を確保する観点から、役割を終えた電波利用共益事務の使途分については、電波利用料の低減が
図られることを要望いたします。
また、電波利用料の使途をより一層明確化すると共に、実施内容の更なる効率化及び予算規模の適正化を図ることを要望いたし
ます。

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

山間地や離島などのエリアへの電気通信サービス及び災害対策用通信などの法令等に基づく通信については、公共性の高い用
途であることから、電波利用料減免措置の適用の継続及び適用拡大を含めた値下げを要望いたします。

３．その他 ①　電気通信事業
者の設置する免許
不要の無線ＬＡＮ

基地局に対する電
波利用料徴収の是

非

電気通信事業者の設置する免許不要の無線ＬＡＮ基地局に対する電波利用料徴収については、利用可能エリアの拡大など公衆
無線ＬＡＮ事業の発展の妨げになる可能性があることから、現行どおり電波利用料を徴収しないことを要望いたします。

【西日本電信電話株式会社】
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３．その他
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１．電波利用共益
事務の在り方

・電波利用共益事務費用を受益者である無線局の免許人が公平に分担するという現行の電波利用料制度の基本的な枠組みは適
切であり、堅持すべきと考えます。
・電波利用料の歳出規模については、免許人全体の負担を軽減するためにも、内容について十分精査して透明性と効率性を確保
するとともに、あらかじめ上限を設定するなどして、総額を抑制する努力が必要と考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・電波利用料制度において、平成17年度に電波の経済的価値に応じて負担する考え方が導入されて以来、このウェイトが強まる
傾向にあります。（電波の経済的価値の向上につながる費用：恒常的な業務に係る費用は、平成17年～19年度平均＝３：７、平成
20年～22年度平均＝６：５、平成23年～25年度平均＝９：５）。この傾向が行き過ぎれば、公共の利益のためにも電波を利用してい
る免許人に必要以上の負担を与えるほか、事業継続上の不安定要因にもなる恐れがあります。前述したように、電波利用料制度
の基本的な枠組みは、「共益事務費用」であり、経済的価値を反映させることは、本来の制度趣旨にそぐわないと考えます。いま一
度基本に立ち返った議論がなされるよう要望します。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・周波数の有効利用のため、デジタル化により利用周波数を圧縮して返還したり、他の周波数への移行要請に応じたりした免許人
について、電波利用料を軽減するなど、料額算定に一定の配慮を講じることは、妥当な措置と考えます。
・地上テレビ放送事業者は、周波数の有効利用に資する目的でデジタル化を遂行しアナログ放送用周波数を返還しましたが、その
後も平成24年7月にリパックを完了し、さらなる周波数返還に及んでいますので、今回の見直しにあたっては、この返還分を料額算
定に反映いただくよう要望します。
・また、地上テレビ放送事業者は現在、携帯電話用周波数を確保のため、700MHz帯の放送事業用FPUと特定ラジオマイクを他の
帯域へ移行させる計画に協力中です。移行期間中には、新旧周波数を並行運用する等の状況が考えられますが、これによって電
波利用料が急増することのないよう要望します。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・放送事業者の料額については、「国民への電波利用の普及に係る責務等」「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」の2
点を勘案して特性係数が措置されています。放送事業者に災害放送やあまねく普及等が法的に義務付けられていることを考えれ
ば適切な措置であり、これを変更する特段の理由は見当たらず、今後も継続すべきと考えます。
・放送事業者は災害放送においては、東日本大震災発災直後から長時間にわたって採算度外視で報道特別番組を編成するな
ど、国民に必需の情報を提供するライフラインとしての役割を果たしています。
・また、あまねく普及について、放送事業者は加入電話におけるユニバーサルサービス制度のように、その負担金の一部をユー
ザーから徴収することなく、自助努力で行うなど公共的責務に対し不断の努力を続けていることも考慮していただくよう要望します。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・ホワイトスペース利用のように、1つの周波数帯を複数の免許人で利用する場合においては、周波数を有効に利用するインセン
ティブを免許人に与えるためにも、例えば複数免許人の間で電波利用料を応分負担し合う等の措置をとることが妥当と考えます。
・地上デジタル放送用周波数帯においては、「ホワイトスペース利用システムの共用方針」等に基づき、既に複数のエリア放送が利
用を開始しているほか、特定ラジオマイクの利用も予定されています。

・放送事業者の電波利用料額が、その売上額に比較して少ないとの指摘があるようですが、電波利用料の基本的枠組みは共益
費用の公平分担であり、売上や利益と関連を有するものではありません。免許人の売上と料額を連動させることは、電波利用料制
度を「税制」に変更することにほかならず、賛成できません。
また、「電波利用料」という名称が、売上や利益との相関を連想させている面がありますので、例えば「電波監理料」「電波共益費」
といった名称への変更も検討に値すると考えます。

・放送事業者と携帯電話事業者の負担割合が公平性に欠けるとの指摘があるようですが、両者の負担の仕組みの相違を理解し
た上での議論が必要と考えます。
電波利用料は電波を発信する基地局単位で負担すべきもので、携帯電話端末1台1台に電波利用料が発生しています。したがっ
て、携帯電話事業者の負担額は、自らの電波利用料と、端末契約ごとにユーザーも負担している電波利用料（1億台以上分）が合
算されているため大きく見えており、放送事業者の負担額と単純比較はできないものと考えます。

【株式会社フジテレビジョン】
１．電波利用共益

事務の在り方
・ 電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に電波共益費用の負担を求めるという現行制度の枠組みは適切と考え
ます。電波利用共益事務以外の支出（使途）に充てるべきではありません。
・ 歳出・歳入の規模を縮小することも含めて検討し直すべきです。また、歳出・歳入それぞれの総額は一致するように設計すべきと
考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・ 平成23年の電波法改正で、電波利用料制度における電波の経済的価値の反映が強まりましたが、これを過度に進めることは賛
成できません。
・ 電波利用料制度の設計はさまざまな無線システムの目的や社会的意義に配慮し、バランスをとって行うことが極めて重要であ
り、それが国民の利益に適う在り方です。経済的価値の反映を追求するあまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが存
続し、国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムが排除されるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を
被ると考えます。
・ 東日本大震災の発災にあたり、当社では長期間にわたり緊急報道体制をとり、被災者、国民への情報提供に努めました。緊急
時には採算を度外視して報道活動を行う「放送」の無線局に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課すことは不適切
です。
・ 無線システムを利用して事業を行う無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要です。３年
ごとの見直しで制度が大きく変動し、想定外の料額増加が生じることは経営上の不確定要素となりかねず、慎重に検討すべきと考
えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・ 「他用途の周波数を確保するための周波数移行の促進等を勘案した料額設定」は妥当なものと考えます。
・ 3.9世代移動通信システムの早期導入を可能とするため、放送事業者は700MHz帯放送事業用FPUの1.2GHz帯/2.3GHz帯への
周波数移行に向けた技術検討などを進めています。迅速かつ円滑な周波数移行のため、FPU免許人の電波利用料の負担が移行
の過渡期に2重になったり、移行後も過重なものとならないよう配慮が必要と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・ 放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努力
義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案して
規定されています。放送の特性係数は適切な措置であり、今後も維持すべきものです。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

・ 去年12月に公表された「電波有効利用の促進に関する検討会」の報告書（p25）に、電波利用料額の見直しの課題として「電波利
用料の軽減措置の在り方」が挙げられていて、具体例に「国等の無線局の減免措置」が含まれています。例④として、「国等の無
線局の減免措置」を追加すべきと考えます。
・ 災害時の報道をはじめ、公共性の役割を担っている放送に対しては、国等の無線局と同様な減免措置が必要であると考えま
す。

【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
・　「電波利用料の見直しに関する検討会」第１回会合では、平成24年度の電波利用料予算の歳入・歳出内訳が示され、あわせて
地上テレビジョン放送事業者と電気通信事業者の電波利用料負担額について参考資料１－３が配付されました。これを受け、放送
事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話事業と放送事業の負担の仕
組みの差異があり、こうした指摘は当たらないと考えます。
・　放送は単方向の送信が基本です。視聴者はテレビ受信機を購入しますが、テレビ受信機は無線局ではないため、電波利用料
は課されません。すなわち、電波利用料の歳入における「放送事業者」の負担額は、放送事業者（送信側）のみが負担していま
す。
・　こうした負担構造を比較すれば、放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスとの指摘が当たらないことは明ら
かです。

【その他】
・ 民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収益関連
の指標と比較して多寡を論じるべきものではありません。

【株式会社秋田放送】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容やその歳出規模）に対する意見】
・　電波利用共益事務の処理に要する費用として、その受益者である無線局の免許人に公平に負担を求めるという現行の制度は
適切であると考えます。電波利用共益事務の内容は具体的に限定列挙されておりますが、電波利用が拡大している事や妨害や混
信等の発生が複雑になっており、電波利用の良好な環境を維持するため充分な検討が必要と考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・　平成23年の電波法改正で電波利用料制度における電波の経済的価値に応じて負担する部分が拡大されました。見直しによ
り、この負担が過度に拡大されることは慎重であるべきと考えます
・　東日本大震災発災直後から民放各社は、被災地域だけでなく全国の視聴者に正確な情報を伝えるべく、特別番組を編成し全
力を傾注して緊急事態に対応しました。経済的価値に応じて負担する部分の拡大が国民の安心・安全に寄与している「放送」に影
響が出ることは避けなければならないと考えます。

３．その他
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（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・放送事業者は700MHz帯で運用している放送事業用FPUを、1.2GHz帯／2.3GHz帯へ移行すべく技術検討を進めています。周波
数移行を順調に進めるために、FPU免許人の電波利用料の料額設定が移行の過渡期や移行後においても過度のものとならない
様にするべきと考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・　放送は「国民への電波利用の普及に係る責務等」「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」に該当する無線システムと
して、その公共性が勘案されています。放送の特性係数は適切な措置であり、これは今後とも維持していくべき措置であると考え
ます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・地上デジタルテレビ放送用周波数のホワイトスペースの利用はさまざまなシステムが提案され、ホワイトスペースの有効利用が
推進されつつあります。周波数共用により新たな電波利用の便益の付与や、安心・安全への寄与など変化がうまれつつあります。
地上デジタルテレビ放送の料額設定にもこの様な変化を反映すべきであると考えます。

３．その他 【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
・　放送事業者と携帯電話事業者の電波利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話事業と放送事業
の負担の仕組みの差異があり、こうした指摘は当たらないと考えます。

【西日本放送株式会社】
２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

ネット社会といわれる現代においても、非常災害時、被災者、国民が最も接触し、頼りにするメディアは「放送」であるということが、
東日本大震災後の調査でも実証されました。
特に、災害時におけるラジオの有用性は再認識されました。
しかしラジオ、中でも中波ラジオは、広告費の減少など経営環境の悪化、都市難聴による受信環境の悪化、そして送信設備の老
朽化など厳しい状況下にあります。
こうした状況下においても、いつ起きるとも限らない災害に対し、ライフラインとしての公共的責務を果たすためには、「放送」の公共
性等を勘案して規定されている現行の特性係数の堅持は、必須と考えます。

【株式会社文化放送】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
・ 無線局免許人に負担を求める以上、電波利用共益事務の内容として適当かどうか、使途を精査することが必要です。3年ごとの
見直しの際には、歳出・歳入の規模を縮小することも含めて検討し直すべきです。また、歳出・歳入それぞれの総額は一致するよう
に設計すべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・ 平成23年の電波法改正で、電波利用料制度における電波の経済的価値の反映が強まりましたが、これを過度に進めることは賛
成できません。
・ 電波利用料制度の設計はさまざまな無線システムの目的や社会的意義に配慮し、バランスをとって行うことが極めて重要であ
り、それが国民の利益に適う在り方です。経済的価値の反映を追求するあまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが存
続し、国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムが排除されるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を
被ると考えます。
・ 大災害発生にあたり、放送事業者は採算を度外視して国民への情報提供に努めます。こういう報道活動を行う無線局に対し、経
済的価値を過度に反映した電波利用料を課すことは不適切です。
・ 無線システムを利用して事業を行う無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要です。３年
ごとの見直しで制度が大きく変動し、想定外の料額増加が生じることは経営上の不確定要素となりかねず、慎重に検討すべきと考
えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・ 放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努力
義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案して
規定されています。
・テレビ大分では上記①のあまねく努力義務を果たすべく、６８局のデジタル中継局を建設して受信環境を整えています。
　②については、甚大な被害が予想される南海トラフ巨大地震や大水害など県民の生命、財産の保護に関する情報を積極的に報
道しております。緊急地震速報の高速化にも取り組むとともに、大災害時での放送継続計画も全力で取り組んでおります。以上の
ことからも放送の特性係数は適切な措置であり、今後も維持すべきものと考えます。

【株式会社テレビ大分】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
・　電波利用料制度が電波監視等の電波の適正な利用の確保に関し無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の費用（電
波利用共益費用）を受益者である無線局の免許人等に公平に負担を求める制度として導入されたことに鑑み、電波利用共益事務
の内容やその歳出規模については、抑制的にすべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・ 電波利用料制度において、電波の経済的価値の反映が電波利用の経済的合理性を促進する面があることは否定しませんが、
それを過度に進めることは、国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムの排除に繋がりかねず、賛成できません。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・　無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要です。周波数移行の促進等を勘案した料額
設定においても、免許人の電波利用料負担が過重なものとならないよう配慮が必要と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・ 電波利用料の軽減措置は、無線局の公共性や社会的意義に着目して適用することが適当と考えます。
・ 放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努力
義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案して
規定されていますが、これは適切な措置であり、今後も維持すべきと考えます。
・ 特に上記②に関しては、災害時における放送の役割の重要性・有効性が改めて認識されており、当社もその責任を果たすべく、
設備の構築や他局との連携を含めた体制の整備に全力をあげて取り組んでいるところです。

３．その他 ・ 電波利用料は税ではなく、売上高や利益などの経営数値でもってその多寡を論じるべきではないと考えます。電波利用共益費
用を受益者である無線局の免許人等が負担するという、その性格は維持すべきです。
・ 放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、その仕組みの差異から放送は
事業者のみが負担し、携帯電話では事業者と利用者の双方が負担しており、こうした指摘は当たらないと考えます。
・ また、歳出の中で「地上デジタル放送総合対策」が最大の歳出項目とされていて歳入のアンバランスがより強調される形となって
いますが、そもそもテレビのデジタル化は電波の有効利用のための国策であって、その対策費が放送事業者のための歳出である
かのような誤解を受けるのは適切ではないと考えます。

【北日本放送株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題】（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見
・ 電波利用料制度によって不法電波の監視や地デジへの円滑な移行のための環境整備等の財源が確保されており、国民の安
心・安全につながる大切な制度と認識しています。「電波利用共益費用」という制度本来の目的を見失って一般財源化などに使途
の拡大がなされないよう望みます。
・ 制度が導入された平成5年度には75億円だった電波利用料総額は平成24年度には745億円になっています。使途を電波利用共
益費に限定して歳入および歳出計画ともに極力、抑制的にすべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・ 公共財である電波の利用について最大限に尊重されるべきことはその社会的意義です。当該の電波利用が長期にわたって安
定的に国民の安心・安全にどう関わるかという判断基準が最優先されなければなりません。「どれだけの収益を期待できるか？」な
ど経済的な側面を偏重することの無いよう希望します。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・ 放送局は700MHz帯のＦＰＵ、特定ラジオマイクについては、携帯電話会社のトラフィック増大のため、テレビ帯ホワイトスペース、
1.2、2.3GHzへの周波数移行を行うことが既に定められています。特にＦＰＵは常時運用する種類の無線機ではないものの、ロード
レース等の番組制作に必須の機材です。しかしながら今回移行によって数種類の他システムと周波数を共用することとなり、かな
り制限のある運用が見込まれています。また、移行後の帯域に関しても現状は同様の料額となっています。移行後の運用形態や
円滑な移行への協力も鑑みていただき、配慮ある料額の設定を望みます。

58

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

55

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

57

56



（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・ 放送事業者については「国民への電波利用の普及に係る責務等」「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」の２点を勘
案して負担軽減がなされています。これは適切な措置であり今後も維持されるべきと考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

③　被災した無線
局に対する減免を
可能とする措置

・ 東日本大震災では、当該地域の放送局は多大な損害を受けながらも、ネットワークの協力を受けて放送を確保しました。このよ
うな被災のあった無線局への減免に関しては、その配慮に感謝するものです。将来にわたってこうした柔軟な対応がなされるよう
制度整備を望みます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・ テレビチャンネル帯でのホワイトスペースを活用する無線システムに関しては現在特定ラジオマイクとエリア放送との共用条件を
慎重に検討しています。よって新たな参入者に関しては現行運用者に配慮し、料額設定含め慎重な扱いが必要と考えます。

３．その他 【主な検討課題以外の課題】
（通信事業者の電波利用料負担額と比較して放送事業者の負担が小さいという指摘に対する意見）
・ 携帯電話は電波を送受信する無線局です。したがって携帯端末に対しては一台ずつ電波利用料が課されており、利用者も契約
料を通じて電波利用料を負担する仕組みです。利用料の納付は通信事業者が行いますので通信事業者が納める総額が非常に大
きな金額となっているわけです。こうした仕組みそのものの違いを考慮せずに単純比較することは合理的とは言えないと考えます。

【株式会社TBSテレビ】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
・ 電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に電波共益費用の負担を求めるという現行制度の枠組みは適切と考え
ます。電波利用共益事務以外の支出（使途）に充てるべきではありません。
・ 無線局免許人に負担を求める以上、電波利用共益事務の内容として適当かどうか、使途を精査することが必要です。3年ごとの
見直しの際には、歳出・歳入の規模は抑制的にすべきであり、歳出・歳入それぞれの総額は一致するように設計すべきと考えま
す。

地上放送事業者は、地デジ移行によって合計130MHzの周波数を返上しています。さらに700MHz帯のFPU・特定ラジオマイクの移
行や、受信障害解消のための「リパック」などによって、電波の有効利用に大きな貢献を果たし、その取り組みは現在も続いていま
す。日本テレビは、放送が担っている公共性を十分に認識し、日々の災害報道や、大災害時であっても放送を継続するための体制
構築にむけて系列局あげて取り組んでいるところです。次期電波利用料額の見直しにあたっては、これらの点を十分勘案しておこ
なうべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・ 平成23年の電波法改正で、電波利用料制度における電波の経済的価値の反映が強まりましたが、これを過度に進めることは賛
成できません。
・ 電波利用料制度の設計はさまざまな無線システムの目的や社会的意義に配慮し、バランスをとって行うことが極めて重要であ
り、それが国民の利益に適う在り方です。経済的価値の反映を追求するあまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが存
続し、国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムが排除されるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を
被ると考えます。
・ 東日本大震災の発災にあたり、日本テレビでは長期間にわたり緊急報道体制をとり、被災者、国民への情報提供に努めました。
緊急時には採算を度外視して報道活動を行う「放送」の無線局に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課すことは不
適切です。
・ 無線システムを利用して事業を行う無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要です。３年
ごとの見直しで制度が大きく変動し、想定外の料額増加が生じることは経営上の不確定要素となりかねず、慎重に検討すべきと考
えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・ 「他用途の周波数を確保するための周波数移行の促進等を勘案した料額設定」は妥当なものと考えます。
・ 3.9世代移動通信システムの早期導入を可能とするため、放送事業者は700MHz帯放送事業用FPUの1.2GHz帯/2.3GHz帯への
周波数移行に向けた技術検討などを進めています。迅速かつ円滑な周波数移行のため、FPU免許人の電波利用料の負担が移行
の過渡期に2重になったり、移行後も過重なものとならないよう配慮が必要と考えます。

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・ 放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努力
義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案して
規定されています。放送の特性係数は適切な措置であり、今後も維持すべきものです。
・ 日本テレビでは、上記①について、あまねく努力義務を果たすべく、地デジ完全移行後も受信環境整備のため中継局の建設を
継続しています。アナログ放送当時約100ヶ所だった中継局は現在約180ヶ所になっています。
②については、「電波有効利用の促進に関する検討会」報告書（平成24年12月25日）のp3において「東日本大震災等の大規模災
害時における避難、復旧活動等を通じ、社会インフラとしての無線システムの重要性・有効性が再認識され、災害に強い通信・社
会インフラの整備が必要とされている」とあり、災害時における放送の役割の重要性・有効性が指摘されています。日本テレビは、
系列局との連携のもと、甚大な被害が予想される南海トラフ巨大地震をはじめ、国民の生命・身体・財産の保護に関する情報を
日々報道しています。緊急地震速報の高速化にもいち早く取り組みました。同時に、災害時に放送を継続してゆくための体制の構
築にむけて系列局をあげて全力で取り組んでいるところです。

【検討課題（２）の例に追加】
・ 去年12月に公表された「電波有効利用の促進に関する検討会」の報告書（p25）に、電波利用料額の見直しの課題として「電波利
用料の軽減措置の在り方」が挙げられていて、具体例に「国等の無線局の減免措置」が含まれています。例④として、「国等の無
線局の減免措置」を追加すべきと考えます。
・ 災害時の報道をはじめ、公共性の役割を担っている放送に対しては、国等の無線局と同様な減免措置が必要であると考えま
す。

【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
・　「電波利用料の見直しに関する検討会」第１回会合では、平成24年度の電波利用料予算の歳入・歳出内訳が示され、あわせて
地上テレビジョン放送事業者と電気通信事業者の電波利用料負担額について参考資料１－３が配付されました。これを受け、放送
事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話事業と放送事業の負担の仕
組みの差異があり、こうした指摘は当たらないと考えます。

【その他】
・ 民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収益関連
の指標と比較して多寡を論じるべきものではありません。

【日本テレビ放送網株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題に対する意見】
　電波利用料の使途に関しては、電波利用の共益事務に係る費用の範囲で無線局全体として負担し合うものであるので、現行の
電波利用料共益事務の内容は適切と考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

　電波利用料制度において経済的価値の反映を過度に進めることには賛成できません。テレビ放送は非常災害時の重要なインフ
ラとしての役割を担っており、２年前の東日本大震災の時には長期間にわたり、採算を度外視して報道活動を行い、被災地の視聴
者や国民の皆様に情報を提供し続けました。電波利用料の見直しに際しては慎重な対応をお願いします。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

放送の電波利用料にかかる特性係数は適切と考えます。①「国民への電波利用の普及に係る責務等」②「国民の生命、財産の保
護に著しく寄与するもの」の２点は放送の公共性を勘案して妥当なものと考えます。今回の制度見直しのおいても、この特性係数
は継続すべきものと考えます。

①　電気通信事業
者の設置する免許
不要の無線ＬＡＮ

基地局に対する電
波利用料徴収の是

非

今後、無線での通信トラフィックが増え、更なる電波共益費用が発生する可能性があります。無線LAN基地局にも一定の基準の下
で電波利用料を徴収する方式を検討するべきと考えます。

【その他】
　電波利用料は事業を営む者の税金的なものではなく電波利用の共益費用であるので、その事業の売上高や利益と比較して論ず
るものではありません。

【中京テレビ放送株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
・ 電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に電波共益費用の負担を求めるという現行制度の枠組みは適切と考え
ます。電波利用共益事務以外の支出（使途）に充てるべきではありません。
・ 無線局免許人に負担を求める以上、電波利用共益事務の内容として適当かどうか、使途を精査することが必要です。3年ごとの
見直しの際には、歳出・歳入の規模を縮小することも含めて検討し直すべきです。また、歳出・歳入それぞれの総額は一致するよう
に設計すべきと考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

60

３．その他

61

59

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

３．その他

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方



地上放送事業者は、地デジ移行によって合計130MHzの周波数を返上しています。さらに700MHz帯のFPU・特定ラジオマイクの移
行や、受信障害解消のための「リパック」などによって、電波の有効利用に大きな貢献を果たし、その取り組みは現在も続いていま
す。
放送事業者は、放送が担っている公共性を十分に認識し、日々の災害報道や、大災害時であっても放送を継続するための体制構
築にむけて局をあげて取り組んでいるところです。次期電波利用料額の見直しにあたっては、これらの点を十分勘案しておこなうべ
きと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・ 平成23年の電波法改正で、電波利用料制度における電波の経済的価値の反映が強まりましたが、これを過度に進めることは賛
成できません。
・ 電波利用料制度の設計はさまざまな無線システムの目的や社会的意義に配慮し、バランスをとって行うことが極めて重要であ
り、それが国民の利益に適う在り方です。経済的価値の反映を追求するあまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが存
続し、国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムが排除されるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を
被ると考えます。
・ 県内の水害等発災時において、福井放送では長期間にわたり緊急報道体制をとり、県民への情報提供に努めました。緊急時に
は採算を度外視して報道活動を行う「放送」の無線局に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課すことは不適切です。
・ 無線システムを利用して事業を行う無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要です。３年
ごとの見直しで制度が大きく変動し、想定外の料額増加が生じることは経営上の不確定要素となりかねず、慎重に検討すべきと考
えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・ 「他用途の周波数を確保するための周波数移行の促進等を勘案した料額設定」は妥当なものと考えます。
・ 3.9世代移動通信システムの早期導入を可能とするため、放送事業者は700MHz帯放送事業用FPUの1.2GHz帯/2.3GHz帯への
周波数移行に向けた技術検討などを進めています。迅速かつ円滑な周波数移行のため、FPU免許人の電波利用料の負担が移行
の過渡期に2重になったり、移行後も過重なものとならないよう配慮が必要と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・ 放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努力
義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案して
規定されています。放送の特性係数は適切な措置であり、今後も維持すべきものです。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

【検討課題（２）の例に追加】
・ 去年12月に公表された「電波有効利用の促進に関する検討会」の報告書（p25）に、電波利用料額の見直しの課題として「電波利
用料の軽減措置の在り方」が挙げられていて、具体例に「国等の無線局の減免措置」が含まれています。例④として、「国等の無
線局の減免措置」を追加すべきと考えます。
・ 災害時の報道をはじめ、公共性の役割を担っている放送に対しては、国等の無線局と同様な減免措置が必要であると考えま
す。

【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
・　「電波利用料の見直しに関する検討会」第１回会合では、平成24年度の電波利用料予算の歳入・歳出内訳が示され、あわせて
地上テレビジョン放送事業者と電気通信事業者の電波利用料負担額について参考資料１－３が配付されました。これを受け、放送
事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話事業と放送事業の負担の仕
組みの差異があり、こうした指摘は当たらないと考えます。

【その他】
・ 民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収益関連
の指標と比較して多寡を論じるべきものではありません。この件に関し広く一般に周知及び理解を求めるよう要望します。

【福井放送株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題(電波利用料共益事務の内容や歳出規模に対する意見】
・ 電波監視業務や電波遮蔽対策事業など、電波利用に関する環境整備等に関する費用を無線局の免許人から徴収し、電波利用
共益事務費として利用する現行の制度は、より円滑な電波の利用を促進する大切な制度であると考えております。
電波利用共益事務の費用という制度本来の目的に沿った使途を今後も維持継続すべきと考えます。

・ ラジオ事業者は大変厳しい経営環境の中、災害時という非常時への備えのみならず、平常時から地域に向けて正しい情報を安
定的に届ける役割を担っております。今後の電波利用料の検討にあたっては、ラジオ事業者に過度な負担とならないような設計を
お願いいたします。また歳入、歳出の規模は、更なる見直しの中で抑制的にするとともに、歳入歳出それぞれの総額が一致するよ
う設計すべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・ 電波利用料制度において、電波の経済的価値の反映が強まる傾向にありますが、経済的な価値を追求するあまり、国民の安
全、安心につながる公共性の高い無線システムが排除されるような仕組みになっては、結果的には、国民が不利益を被ると考えま
す。
　　電波利用料制度の設計には、放送の持つ社会的意義を充分に配慮する必要があると考えます。
先の東日本大震災において、被災地の放送局とともに、多くの放送局が、長時間、長期間にわたり緊急報道体制をとり、被災者、
国民への情報提供に努めております。大きな災害が発生した際には、採算を度外視して地域に向けた重要な情報提供を行う放送
の無線システムに、経済的価値に偏重した電波利用料を課すことは不適切であると考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・　放送事業者に対しては、｢国民への電波利用の普及に係る責務等｣(あまねく努力義務)、｢国民の生命、財産の保護に著しく寄
与するもの｣（災害放送義務等）の２点を勘案して負担の軽減措置がとられております。これは適切な措置であり、今後も維持継続
すべきと考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

③　被災した無線
局に対する減免を
可能とする措置

・ 東日本大震災のような災害時に対し、被災した無線局に対して減免を可能とする措置を設けることは適切であると考えます。

３．その他 【おもな検討課題以外の課題について】

・　　放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見

放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、これについては、放送事業者と携
帯電話事業者の負担についての仕組みが違うことから、この指摘は当たらないと考えております。
携帯電話事業者が扱う携帯電話は、電波を送受する無線局として、携帯電話ごとに電波利用料が課せられており、利用者も契約
料を通して電波利用料を負担する仕組みになっていることから、
携帯電話事業者が納める総額が非常に大きな金額になっていると理解しております。
こうした負担の仕組みを考えれば、両者がアンバランスであるとの指摘が当たらないことは、明らかであると考えます。

【株式会社ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズ】
２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

次期電波利用料について、今後導入が見込まれる新たな電波利用システムが考慮され、電波のより一層の有効利用に資する料
額設定が検討されることに賛同します。

「② スマートメーターやＭ２Ｍシステムなどの新しいデータ通信システム」については、以下の通りと考えます。

 Ｍ２Ｍはエネルギー、医療、物流、自動車などの様々な分野において急速に市場が拡大することが予測されている。
 Ｍ２Ｍの中でも、既に全世界に普及しており世帯カバー率が非常に高い状況に至っている携帯電話のネットワークを有効に活用
できるオプションが必要であるが、そのサービスに課せられている相対的に高額な電波利用料は、日本におけるＭ２Ｍ普及と産業
の立ち上がりを大きく阻害する可能性が高い。
 中でもスマートメーターは喫緊の課題となるが、スマートメーター向けの電波利用料は減免する必要がある。
 東京電力は「総合特別事業計画」に基づいて２０１８年度までに約１７００万戸のスマートメーターを集中導入する計画であるが、
この普及が進めば、日本のＭ２Ｍ市場が一挙に拡大することが期待されるものの、現行の電波利用料の料額設定がスマートメー
ターに適用された場合、携帯電話等の公衆網を利用するスマートメーターの場合、想定される利用料金に対して電波利用料の割
合が高くなるため、Ｍ２Ｍ市場の要諦となるスマートメーター普及の障害となる。
 東京電力のスマートメーターは政府国際調達対象案件であるが、電波利用料負担は国際スマートメーター調達の側面から日本
の特異な事案となる可能性がある。
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２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

３．その他



【クアルコムジャパン株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題に対する意見】
国から平成27年3月末までの暫定的なサービスとして各ケービルテレビ事業者へ要請がなされたデジアナ変換サービスは、電波利
用料を財源に行われた地上デジタル放送への円滑な移行のための環境整備の一環として、各ケーブルテレビ事業者へ装置導入
の補助事業が行われました。
デジアナ変換サービスを円滑に終了させるために、各ケーブルテレビ事業者が主体となり取り組んでいるところですが、平成24年7
月25日付情報通信審議会の答申「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」の提言では、「総
務省は、ケーブルテレビ事業者に対するデジアナ変換サービスの導入を要請した経緯を踏まえ、当該サービスの終了にあたって
は、地方公共団体等の協力を得ながら、周知広報の徹底に務める必要がある。」と提言されています。
このことから、平成27年度のデジアナ変換サービスの円滑な終了のための周知広報予算について、平成26～28年度に必要となる
電波利用共益事務の用途として充てるべきと考えます。

【一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
・電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に電波共益費用の負担を求めるという現行制度の枠組みは適切と考え
ます。電波利用共益事務以外の支出（使途）に充てるべきではありません。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・経済的価値の反映を追求するあまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが存続し、国民の安全・安心につながる公共
性の高い無線システムが排除されるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を被ると考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・「電波有効利用の促進に関する検討会」報告書（平成24年12月25日）の３頁に「東日本大震災等の大規模災害時における避難、
復旧活動等を通じ、社会インフラとしての無線システムの重要性・有効性が再認識され、災害に強い通信・放送インフラの整備が
必要とされている」とあり、放送は極めて高い公共性を有する社会基盤の一つと定義・期待されています。放送法で「放送設備の安
全・信頼性の確保」を義務付け、それに対応すべく設備・維持を行っている事からも、放送の特性系数は適切な措置であり、今後も
維持すべきものと考えます。

【株式会社山梨放送】
２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムは、その有用性と電波の経済的価値（周波数幅、周波数のひっ迫状況な
ど）とは必ずしも比較の対象とはならないものです。
電波利用料制度における電波の経済的価値が、利用料の料金に与える度合いを強めることは、ひいては国民の不利益をもたらす
こともあるため、その度合いが過度になることは避けるべきと考えます。

【株式会社アール・エフ・ラジオ日本】
１．電波利用共益

事務の在り方
1.電波利用料共益事務の内容及びその歳出規模について 新たに追加を検討する電波利用共益事務については、「電波の適正な
利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用（電波利用共益費用）」と定義
される電波利用共益費用の使途に、真に即したものであるかを厳密に精査して、費用を負担する免許人全体の受益に資する使途
とするとともに、費用を負担する免許人のコンセンサスの取得が必要であると考えます。
また既存の使途についても、電波利用料の更なる支出効率化は、免許人の負担軽減につながるとともに、中長期的には利用者利
益の向上につながると考えることから、支出の実績を踏まえて必要性を見直していただくことを要望いたします。

「電波利用料見直しに係る料額算定の具体化方針」（平成23年1月公表）によれば、現行、「3～6GHz」の帯域を含む各種無線シス
テムについては、「電波の経済的価値の向上につながる事務（以下「a群」）」の「各種無線システムへの負担額の配分」において、a
群拠出額がその使用帯域幅に応じて算出されています。また、個別無線局のa群拠出額は、原則として、各種無線システムごとの
配分額を個別無線局に配分して決定することとされています。
しかし、「3～6GHz」の帯域を含む人工衛星局には、本邦内に居住する利用者の需要に支障を与えない範囲において、専ら本邦外
の場所相互間の通信に使用されている帯域を有する局があります。
当該帯域については、「電波の経済的価値の向上につながる事務（a群）」を要しないものと思料するため、その利用形態に応じた
算出方法としていただきたく、例えば以下2点を提案いたします。

① 【「a群」に係る金額の計算方法【第2段階】<各種無線システムへの負担額の配分>への要望】
現行において、各種無線システムの使用周波数帯域幅を算出する際に3MHz以上の未使用周波数帯幅が存在する場合は、当該
帯域幅を減ずることとされています。
次期電波利用料額の算定にあたっては、専ら本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行っており国内においては未使用で
ある帯域幅についても、算定より除外していただくことを要望いたします。
②　【「a群」第3段階<個々の無線局への負担額の配分>への要望】
個別無線局への負担額の配分の際に、個別の免許を受けている人工衛星局の対象周波数の一部あるいはその全てにおいて本
邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行っている帯域幅については、国際競争力強化の観点からも、算定より除外していた
だくことを要望いたします。

現行、「電波の経済的価値の向上につながる事務に係る費用（a群）」において各種無線システムの負担額を算定する際（第2段階）
に、一部の無線システムについては、それぞれの特性を考慮して軽減係数（特性係数）が適用されております。これについて以下3
点を要望いたします。
① 電波利用料負担の公平性の観点より、各システムの利用形態などの特性を十分に考慮して不利益が生じることのないようにす
ることが必要であると思料するため、引き続き各システムの特性に応じて軽減係数（特性係数）を適用することを要望いたします。

② 衛星システムに用いる電波は、広域性・国際性を特徴に持ち、ビームの照射範囲は日本だけでなく広く外国も含むため、電波法
等の国内法に基づく手続きに加えて、利用開始前は勿論、利用を開始した後も、ITUが定める無線通信規則に基づき外国の無線
局との周波数調整が必要です。周波数調整結果によって、衛星システムに割り当てられた周波数の利用条件は変化することとな
るため、引き続きその特性を勘案し軽減いただくことを要望いたします。

③ 東日本大震災などの大規模災害発生時には、衛星システムはその耐災害性・柔軟性などの特徴を活かして確実な通信手段を
提供しており、復興過程においても国民の生命、身体の安全及び財産の保護に著しく寄与しております。引き続き、確実なライフラ
インの提供という公共性の高い利用形態である旨を勘案し軽減いただくことを要望いたします。

次期電波利用料額の見直しにおいては、経営の安定性の観点、また安定的な利用提供の観点より、電波利用料額の負担が増加
しないよう考慮して頂きたいと考えております。
また、やむなく電波利用料額改定前後で負担額が増加することとなる無線システムが発生する場合には、料額改定前後で電波利
用料負担額が増加すると、無線システムの提供者・利用者双方に多大な影響を及ぼすため、料額の増額率が一定の水準に留め
る等の仕組み等について、ご検討いただくことを要望いたします。

期間の途中で無線局を廃局した場合には、残期間に相当する電波利用料を還付する制度の導入を希望します。
現行制度では、電波利用料は１年分を前払いすることになっており、その期間の途中で無線局を廃局しても支払った電波利用料は
還付されません。特に人工衛星局については、一局に係る電波利用料額は非常に高額となるため、期間の途中で無線局を廃局し
た場合には、残期間に相当する電波利用料を還付する制度の導入を要望いたします。

【スカパーJSAT株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
・　電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に電波共益費用の負担を求めるという現行制度の枠組みは適切と考え
ます。電波利用共益事務以外の支出（使途）に充てるべきではありません。
・　電波利用料制度の導入以来、携帯電話の普及とともに歳入・歳出の規模は増加の一途であります。現在大きなウェイトを占め
ている地デジ対策への歳出終了後は、電波利用共益事務の内容・使途を十分精査した歳出と歳入設計を行い、規模縮小すること
も含めた抑制的なものにすべきであると考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・　電波の経済的価値を過度に進めることは賛成できません。
・　電波利用料制度の設計はさまざまな無線システムの目的や社会的意義に配慮し、バランスをとって行うことが極めて重要であ
り、それが国民の利益に適う在り方です。経済的価値の反映を追求するあまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが存
続し、国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムが排除されるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を
被ると考えます。

・　東日本大震災の発災にあたり、被災地のラジオ局、テレビ局をはじめとする民放事業者は長期間にわたり緊急報道体制をとり、
被災者、国民への情報提供に努めました。また、発災直後の通信トラフィックの輻輳発生時には情報伝達手段として、「放送」の果
たした役割は大きいものがありました。緊急時には採算を度外視して報道活動を行う「放送」の無線局に対し、経済的価値を過度
に反映した電波利用料を課すことは、このような緊急報道体制の維持が困難になりかねず不適切です。
・　無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は重要です。３年ごとの見直しで制度が大きく変動し、想定
外の料額増加が生じることは経営上の不確定要素となりかねず、慎重に検討すべきと考えます。
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（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

促進等を勘案した料額設定の在り方）に対する意見】
・　「他用途の周波数を確保するための周波数移行の促進等を勘案した料額設定」は妥当なものと考えます。
・　3.9世代移動通信システムの早期導入を可能とするため、放送事業者は700MHz帯放送事業用ＦＰＵの1.2GHz帯／2.3GHz帯へ
の周波数移行に向けた技術検討などを進めています。迅速かつ円滑な周波数移行のためには、移行の過渡期や移行後におい
て、ＦＰＵ免許人の電波利用料負担が過重なものとならないよう配慮が必要と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・　放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努
力義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案し
て規定されています。これは適切な措置であり、今後も維持すべきものです。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・　地上テレビ放送用周波数のホワイトスペースには、二次業務として相当数のエリア放送が開局したほか、特定ラジオマイク等の
導入も具体化しており、周波数共用による電波の有効利用が進んでいます。これは今回の見直しにおいて考慮すべき新たな情勢
変化であり、地上テレビ放送の料額算定には、こうした周波数共用を勘案すべきものと考えます。

【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
・　「電波利用料の見直しに関する検討会」にて地上テレビジョン放送事業者と電気通信事業者の電波利用料負担額について、放
送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話事業と放送事業の負担の
仕組みの差異があり、こうした指摘は当たらないと考えます。
・　携帯電話は双方向の通信であり、携帯電話端末は電波を送受信する無線局であるため、携帯電話端末には電波利用料が課さ
れています。電波利用料の歳入における「携帯電話事業者」の負担額には、携帯電話事業者が自身で運用する無線局だけでな
く、契約料を通じて携帯電話端末ユーザーから徴収する利用料額も含まれているため、携帯電話事業者を通じて納付される電波
利用料の負担額が見かけ上、大きくなっているものと認識しています。
・　一方、放送は単方向の送信が基本です。視聴者はテレビ受信機を購入しますが、テレビ受信機は無線局ではないため、電波利
用料は課されません。すなわち、電波利用料の歳入における「放送事業者」の負担額は、放送事業者（送信側）のみが負担してい
ます。
・　こうした負担構造を比較すれば、放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスとの指摘が当たらないことは明ら
かです。

【その他】
・ 　民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収益関
連の指標と比較して多寡を論じるべきものではありません。

【株式会社長崎国際テレビ】
１．電波利用共益

事務の在り方
ア　電波利用共益事務の内容として、電波の有効利用を促進し、経済的価値の向上にもつながる、「ホワイトスペースの利用環境
整備」や「他の周波数帯におけるホワイトスペース利用」等を含めた電波資源拡大のための研究開発等を充実していただきたい。

イ　限られた電波資源の効率的利用を促進するため、地方自治体や事業者等が２次利用の無線システムを導入する場合に、電波
利用料を財源とした支援策を創設していただきたい。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

ウ　ホワイトスペースを利用する２次利用の無線局のうち、優先利用の無線局（特定ラジオマイクの無線局）に劣後する無線局（エ
リア放送を行う地上一般放送局等）に対する減額制度を検討していただきたい。

エ　被災した地域で新たに開設されるエリア放送を行う地上一般放送局にかかる電波利用料を免除または減額する制度を検討し
ていただきたい。

オ　被災時・非常時等の利用に備えて平時から開設されるエリア放送を行う地上一般放送局にかかる電波利用料を免除または減
額する制度を検討していただきたい。

カ　住民や利用者等の利便性向上のために非営利で運用、または地方自治体が運用するエリア放送を行う地上一般放送局にか
かる電波利用料を免除または減額する制度を検討していただきたい。

キ　ホワイトスペースを利用する２次利用の無線局のうち、１次利用である基幹放送局の電波とＯＦＤＭフレーム同期をとって干渉
を減らす等の機能を備えて、更なる電波の有効利用を図ろうとする無線局に対する電波利用料を軽減する制度を検討していただ
きたい。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

ク　現行制度では、エリア放送を行う地上一般放送局の空中線電力は、無線設備規則第３７条の２７の２５第４項で１３０ｍＷ以下と
定められており、さらに電波法関係審査基準の別紙２の第５の８で１０ｍＷ以下とすることが求められている。
一方で、利用条件が最も近い区分の基幹放送局と比較すると、エリア放送を行う地上一般放送局はホワイトスペース利用であり基
幹放送局よりも優先順位が低い利用であるにも関わらず、空中線電力が大きな一部の基幹放送局よりも電波利用料が高額になっ
ており利用実態と大きく乖離した料額設定となっている。
また、エリア放送を行う地上一般放送局よりも優先され、空中線電力５０ｍＷが認められるホワイトスペースを利用する特定ラジオ
マイクの無線局と比較すると、劣後するエリア放送を行う地上一般放送局の電波利用料が６０倍を超える高額になっており利用実
態と大きく乖離した料額設定となっている。
これらの問題を解消するため、速やかにエリア放送を行う地上一般放送局に対する料額を見直していただくとともに、２次利用の無
線局間で優先利用の無線局の料額を劣後する無線局の料額が上回ることがないように、優先利用の無線局に劣後する無線局に
対する減免措置を導入していただきたい。（上記ウ参照）
＜比較例＞
●エリア放送を行う地上一般放送局の電波利用料
［区分１］　９　その他の無線局
［区分２］　３，０００ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用するもの
［区分３］　使用する電波の周波数の幅が３ＭＨｚ以下のもの
　（備考⑤の減免措置により周波数の幅を1/2に換算後）
　年　額　　３１，８００円　（フルセグ型もワンセグ型も同額）
●基幹放送局のうち最も利用条件が近い区分の電波利用料
［区分１］　６　基幹放送局
［区分２］　６，０００ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用するもの
［区分３］　テレビジョン放送をするもの
［区分４］　空中線電力が０．０２Ｗ未満のもの
　年　額　　９００円
●特定ラジオマイクの無線局の電波利用料
［区分１］　１　移動する無線局
［区分２］　３，０００ＭＨｚ以下の周波数の電波を使用するもの
［区分３］　その他のもの

［区分４］　使用する電波の周波数の幅が６ＭＨｚ以下のもの
　年　額　　５００円

【エリア放送開発委員会】
１．電波利用共益

事務の在り方
・「電波は国民共有の財産」「電波の公共性」に鑑み、現行の電波利用共益事務は継続していく必要があると考えます。従って、電
波利用共益事務の費用を、無線局免許人が負担するという現行制度の枠組みは適切と考えます。
・歳入、歳出の規模は抑制的にすべきであり、歳入、歳出それぞれの総額は一致するように設計すべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・平成23 年の電波法改正で、電波利用料制度における電波の経済的価値の反映が強まりましたが、これを過度に進めることは賛
成できません。
・電波利用料制度の設計はさまざまな無線システムの目的や社会的意義に配慮し、バランスをとって行うことが極めて重要であ
り、それが国民の利益に適う在り方です。経済的価値の反映を追求するあまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが存
続し、国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムが排除されるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を
被ると考えます。
・災害時・非常時には、放送局は緊急報道体制をとり、被災者、国民への情報提供に努めます。緊急時には採算を度外視して報
道活動を行う「放送」の無線局に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課すことは不適切です。
・無線システムを利用して事業を行う無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要です。３年
ごとの見直しで制度が大きく変動し、想定外の料額増加が生じることは経営上の不確定要素となりかねず、慎重に検討すべきと考
えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・「他用途の周波数を確保するための周波数移行の促進等を勘案した料額設定」は妥当なものと考えます。
・3.9 世代移動通信システムの早期導入を可能とするため、放送事業者は700MHz 帯放送事業用ＦＰＵの1.2GHz 帯／2.3GHz 帯へ
の周波数移行に向けた技術検討などを進めています。迅速かつ円滑な周波数移行のためには、移行の過渡期や移行後におい
て、ＦＰＵ免許人の電波利用料負担が過重なものとならないよう配慮が必要と考えます。
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（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努力
義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案して
規定されています。これは適切な措置であり、今後も維持すべきものです。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・地上テレビ放送用周波数のホワイトスペースには、二次業務として相当数のエリア放送が開局したほか、特定ラジオマイク等の
導入も具体化しており、周波数共用による電波の有効利用が進んでいます。これは今回の見直しにおいて考慮すべき新たな情勢
変化であり、地上テレビ放送の料額算定には、こうした周波数共用を勘案すべきものと考えます。

３．その他 ・放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話事業と放送事業の負担
の仕組みには差異があります。 携帯電話は双方向の通信であり、利用者が購入した携帯電話端末は電波を送受信する無線局で
す。したがって、携帯電話端末には電波利用料が課されています。電波利用料の歳入における「携帯電話事業者」の負担額には、
携帯電話事業者が自身で運用する無線局にかかる利用料額だけでなく、契約料を通じて広く携帯電話端末のユーザーから徴
収する利用料額も含まれています。１億３千万台を超える携帯電話端末にかかる利用料の合計が膨大な金額となるため、携帯電
話事業者を通じて納付される電波利用料の負担額が見かけ上、大きくなっているものと認識しています。
一方、放送は単方向の送信が基本です。視聴者はラジオやテレビ受像機などの受信装置を購入しますが、それらは無線局ではな
いため電波利用料は課されません。すなわち、電波利用料の歳入における「放送事業者」の負担額は、放送事業者（送信側）のみ
が負担しています。 こうした負担構造を比較すれば、放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスとの指摘が当た
らないことは明らかです。
・ 民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収益関連
の指標と比較して多寡を論じるべきものではありません。

【株式会社高知放送】
３．その他 免許不要局に対する電波利用料負担については、2007年の「電波利用料制度に関する研究会」で議論され、意見募集で寄せられ

た多くの意見をふまえ、以下のように報告されています。
『周波数帯を占有して使用する免許不要局については、電波監理がなされており、安定的な電波利用が期待されるものであること
から、負担について検討していくことが必要である』
以上から、周波数帯を占有する免許不要局に対する電波利用料負担については検討が必要、との結論になりました。
しかし、現在普及している無線LANを使用する機器類は、周波数帯を占有しない免許不要局です。上記報告では言及されておりま
せんが、ICT社会の確立への貢献が期待されるという観点から、新しいワイヤレス産業創出の芽を摘むことが無いようにする必要
があると考えます。
また無線LANは、携帯電話トラヒックのデータ・オフロードの手段として利用され、電波有効利用に貢献しております。その手段に電
波利用料を課す政策は、電波資源の有効活用を阻害する恐れがあります。
上記の理由から、無線LANについては電波利用料負担の検討対象としないことを強く要望します。

【一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会】

１．電波利用料共
益事務の在り方

電波利用料の使途につきましては「電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要
する費用（電波利用共益費用）」という現行の枠組みを維持すべきであり、現行の枠組みの拡大解釈等により予算規模が肥大化す
ることがないようにするべきであると考えます。
また、電波利用料制度の趣旨に照らし歳出額と歳入額はバランスを図るべきであり、歳入額が歳出額を上回った場合にはその差
額を翌年度歳入に繰り越す等の制度についても検討するべきであると考えます。
なお、電波利用料の使途については、以下の取り組みを充実すべきであると考えます。
・国民の電波に対する不安を取り除くための電波の安全・安心のための研究及び国民に対する広報・啓蒙活動

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

以下の観点から、無線局毎の電波利用料徴収制度を見直し、周波数帯域による電波利用料徴収制度への一本化を検討するべき
であると考えます。
・1の端末に免許人の異なる複数の無線局が搭載される事例が増加していることや、M2Mシステム等各種機器への組み込み型の
通信モジュールの普及が進むことから想定される今後の無線局数の急激な増加に適切に対応する必要があること。
・無線局数の急激な増加に対応するためには周波数の有効利用を促進するインセンティブが機能する環境を整備することが重要
であること。
・無線局数の増加に伴い、免許人における事務手続きの煩雑さも増加すること。

②　経済的価値
（周波数幅、周波
数の逼迫状況等）
を勘案した算定方
法の在り方　及び

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

周波数帯域による電波利用料徴収制度への一本化が図られれば、設備投資等により周波数利用効率を向上させ収容局数を増加
させた場合には無線局あたりの実質的な利用料は減少することから、自主的に適用する無線通信技術等を高度化するインセン
ティブは働くものと考えます。

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

携帯電話やBWA等の無線通信機器については国民1人に1台以上を保有する状況になっており、またサービス内容についても通
信と放送の垣根がなくなり、災害時において通信が国民にとってなくてはならないものとなっている状況において、「国民への電波
利用の普及に係る責務等」「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」といった現在の特性係数の根拠となっている事項に
ついては通信と放送の間の差異は無くなっているものと考えます。従って、放送事業者と通信事業者との周波数利用帯域に応じた
負担のアンバランスを解消する必要があることから、現在の特性係数については廃止するべきであると考えます。

②　新規参入事業
者に対する軽減措

置

帯域電波利用料については現在年額全額を一括して前払い納付する方式となっており事業者にとっては大きな負担となっていま
すが、帯域電波利用料は個別事業者毎に支払額が固定していることから、新規事業者にも配慮する観点から、月単位や分納での
納付の併用も可能とするべきであると考えます。

③　被災した無線
局に対する減免を
可能とする措置

大きな災害を受けた地域における無線局に対しては例えば当該の総合通信局単位の帯域電波利用料を減免する等一定の減免
措置を検討するべきであると考えます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

②　スマートメー
ターやＭ２Ｍシステ

ムなどの新しい
データ通信システ

ム

東日本大震災後の電力供給の問題等からスマートメータ導入の検討が活発化していることや、特に無線通信を利用した防災・防
犯システムの導入等の高まりから今後スマートメータ等のM2Mシステムが急激に増加することが想定されますが、電波利用料制
度がその導入の妨げにならないようにする必要があると考えます。従って、前述のとおり電波利用料を周波数帯域による電波利用
料徴収制度へ一本化するべきであると考えます。
なお、無線局毎に電波利用料を徴収する従来型の電波利用料制度を継続するのであれば、M2Mシステムについては従来の陸上
移動局ではなく、新たな管理方式（無線局種別）を創設し、電波利用料を減免して頂きたいと考えます。

【主な検討課題以外の課題】
（課題①　電波利用料の減免の対象）
（課題に対する意見）
現在国及び地方自治体が開設する無線局については電波法に基づき電波利用料が減免されていますが、特に今国会で「市町村
が行う防災無線及び消防・救急無線のデジタル化」等へ電波利用料の使途が拡大されようとしているように、国及び地方自治体も
電波利用共益事務の受益者であることから電波利用料の減免を廃止するべきであると考えます。

（課題②　未使用無線機に対する電波利用料の課金見直し）
（課題に対する意見）
当社が採用している WiMAX方式については１契約複数機器利用サービスにおいて同時には利用出来ない追加機器に対しても電
波利用料が徴収されている一方で、同様の態様のサービスを行うＳＩＭ方式については徴収されておりません。このような採用する
方式間での電波利用料の不平等を解消するために、WiMAX方式についても１契約複数機器利用サービスにおいては１契約１無線
局と見なして電波利用料を徴収するようにして頂きたいと考えます。なお、本件につきましては前述のとおり電波利用料を周波数
帯域での徴収に一本化することが実現すれば解消するものと考えております。

【ＵＱコミュニケーションズ株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
電波利用料は、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務のための費用（いわゆる電波の共益費用）として位置づけられて
いるものと認識しております。電波利用料の使途の追加、既存の使途の範囲を拡大する場合には、共益費用としての位置づけに
合致するものであるか否かを充分に精査し、安易に使途が追加・拡大とならないようにすることが重要と考えます。電波利用料の
歳出は年々増加傾向にあります。電波利用料は共益費用としての必要性はあるものの、免許人に一定の負担を課すものですの
で、前述した使途の精査だけではなく、既存の使途も含めて各使途に要する費用を十分精査し歳出規模を抑制すること、その結果
歳入及び電波利用料額の低減を図ることが重要と考えます。
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（２）電波利用料の
軽減措置の在り方
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２．次期電波利用
料額の見直しの考

え方

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

３．その他



（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

電波利用料額検討の際には、電波利用料が共益費であるという原則に基づいて、全ての免許人に対して公平であり、かつ、免許
人自らが、より周波数利用効率のよい技術、システムに積極的に置き換えていくことを促進するための仕組みを組み込むことが重
要と考えます。現行算定式は、電波の経済的価値に応じて負担する課金部分（ａ群）と、無線局数で按分する課金部分（ｂ群）とで
構成され、特に、携帯電話については、ａ郡について“広域専用電波”という考え方が適用されております。平成２２年に実施された
電波利用料制度に関する専門調査検討会および平成 23年 1月に公表された電波利用料の見直しに係る料額算定の具体化方針
においては、「広域専用電波では、一定の帯域幅の中で電波の有効利用に努め、収容無線局数が増加するほど１局当たりに換算
した電波利用料に係る負担金額が減少することを通じて、電波有効インセンティブが働くことを期待しています」と説明されていま
す。
この考え方自体は、免許人自らが電波を有効に活用しようとする仕組みとして非常に有益であると考えます。しかし、広域専用電
波による課金が適用されている免許人に、無線局ごとに課金するｂ群も適用することは、矛盾していると考えます。つまり、限られ
た周波数帯域の中で多くの無線局を運用し周波数を有効に活用している携帯電話システムでは、1局あたりのａ群の料額は減るも
のの、ｂ群の料額は増大しつづけることになるからです。次期電波利用料の見直しにおいては、広域専用電波を適用している免許
人には、無線局数による課金を廃止することが適切と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

電波利用料額等の制度の枠組みを検討する際には、電波利用料が共益費であるという原則に基づいて、全ての免許人に対して
公平かつ公正であることが重要と考えます。
電波利用料の歳出に対して、携帯電話事業者が納付している料額の比率は非常に高くなっています。軽減措置の在り方を検討す
るにあたり、無線局の位置付けや利用状況を踏まえて現在軽減措置を受けている無線局と受けていない無線局との間の公平性、
歳出や使途に対する負担額の公平性・公正性が確保されているかを十分に検討して頂く必要があると考えます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

①　第４世代携帯
電話システム

電波利用料の歳出は年々増加傾向にあり、免許人の負担が大きくなってきております。そのため、前述したように、歳出規模を抑
制することにより、歳入及び電波利用料額の低減を図ることが重要と考えます。仮に、既存の料額や配分比率が、新たな電波利用
システムに適用された場合、歳入総額が増大することとなり、歳入と歳出のバランスが崩れることになります。新たな電波利用シス
テムについては、それらにより実現されるサービス、利用する周波数帯を精査し、歳入と歳出のバランスが崩れないような、料額、
配分比率の見直しが必要と考えます。例えば、３ＧＨｚ超などの高い周波数帯の利用が想定される第４世代携帯電話システムの場
合は、その周波数特性、高い周波数に対応した装置の開発や基地局等の設置に費用を要すること等を考慮した料額及び配分比
率の設定が必要と考えます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

②　スマートメー
ターやＭ２Ｍシステ

ムなどの新しい
データ通信システ

ム

M2Mシステム等が普及拡大した場合、携帯電話の無線局数は膨大になると想定されます。そのため、前述したように、現行の算定
式において無線局数で按分する課金を適用すると、周波数を有効に活用しているにも関わらず、膨大な利用料を負担するというこ
とになりかねません。従って、使用する周波数帯域幅に応じた課金に統一することが適当と考えます。

①　電気通信事業
者の設置する免許
不要の無線ＬＡＮ

基地局に対する電
波利用料徴収の是

非

無線 LANについて、現行制度では免許不要局となっており、また、他の利用者と周波数を共用するシステムであることから、電波
利用料を徴収する対象になっていない認識です。無線 LANは既に広く普及しており、運用されている全ての無線 LANの把握や運
用主体の把握は困難と思われ、特定の利用者のみに電波利用料を課すことは公平性・公正性の観点からも適当ではないと考えま
す。したがって、従来の制度における考え方の通り、全ての無線 LANに対して電波利用料の徴収は不要と考えます。

常時ローミング端末やＭ２Ｍ端末への料額設定が課題とされていますが、弊社は、これらの課題は、いずれも最近の携帯電話端
末の利用方法の多様性が著しく拡大していることについて、電波利用料制度をどのように適合させるかという命題と捉えておりま
す。今回の議論の中で、安易に端末種類や免許種類の分類といった方法で対策を立案したとしても、携帯電話システムの利用形
態は、今後もさらに拡大していくことが想定されるため、恒久的な解決策になるとは思えません。上述したように、携帯電話システ
ムに対しては、広域専用電波による電波利用料課金に統一することが適切と考えます。

【株式会社ＮＴＴドコモ】
１．電波利用共益

事務の在り方
・　電波利用料制度は夫々の無線システムの目的や、社会的意義への配慮を前提に適切に考えます。然し、歳出の在り方につい
ては基本的に電波利用共益事務以外の支出に充てるべきではないと考えており、その使途については電波利用共益事務として適
切かどうかについての精査を行うと共に、歳出・歳入が一致するように設計すべきです。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・　電波利用料制度は夫々の無線システムの目的や、社会的意義への配慮し、バランスをとって行うことが極めて重要であり、それ
が国民の利益に適う在り方です。経済的価値の反映を追求するあまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが存続し、国
民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムが排除されるような仕組みになってはならないと考えます。
・　東日本大震災の発災にあたり、当社は被災地の放送局としてNNN系列各局の強力なバックアップのもと長期間にわたり緊急報
道体制をとり、全社・系列を挙げて被災者、県内外への情報提供に努めました。報道機関として緊急時には経済原則を超えた使
命を旨とする「放送」の社会的意義には十分な配慮を行うべきであり、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課すことは不適
切と考えます。
・　又、無線システムを利用する事業者にとって、制度とりわけ料額の料額の継続性、安定性は極めて重要であり、３年ごとの見直
しで制度が大きく変動することは経営上の不確定要素となりかねず、慎重に検討すべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

・　「他用途の周波数を確保するための周波数移行の促進等を勘案した料額設定」は妥当なものと考えます。
・　3.9世代移動通信システムの早期導入を可能とするため、放送事業者は700MHz帯放送事業用ＦＰＵの1.2GHz帯/2.3GHz帯への
周波数移行に向けた技術検討などを進めています。迅速かつ円滑な周波数移行のため、ＦＰＵ免許人の電波利用料負担が移行
の過渡期に２重になったり、移行後も過重なものとならないよう配慮が必要と考えます。

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・　放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努
力義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案し
て規定されています。「放送」の特性係数は適切な措置であり、今後も維持すべきものです。
・　特に今回の東日本大震災に際しては、被災地はもとより国民の間に災害時に於ける放送の重要性、有効性が改めて認識され
たものと考えます。大災害時に如何に放送を継続し、国民の安心と生命、財産の保護に寄与するかは放送にとって引き続き最重
要テーマであります。当社でも放送が極めて公共性が高い無線システムであるとの認識のもと、緊急地震速報の高速化の他、放
送・電源設備の多重化、燃料系の容量増強など数々の有事放送継続体制の強化に積極的に取り組んでおります。電波料の算定
に際して、こうした無線局の特性については当然、考慮されるべきであり、現行の軽減措置（特定係数）については今後も適切に継
続されるべきと考えます。

・ 去年12月に公表された「電波有効利用の促進に関する検討会」の報告書（p25）に、電波利用料額の見直しの課題として「電波利
用料の軽減措置の在り方」が挙げられていて、具体例に「国等の無線局の減免措置」が含まれています。例④として、「国等の無
線局の減免措置」を追加すべきと考えます。
・ 災害時の報道をはじめ、公共性の役割を担っている放送に対しては、国等の無線局と同様な減免措置が必要であると考えま
す。

３．その他

・放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話については事業者だけ
ではなく、契約料を通じて広く携帯電話利用者が負担する仕組みであり、携帯電話事業者の電波利用料負担が見かけ上大きく
なっています。一方、放送事業は携帯端末に相当する受信機を所有する視聴者に電波利用料負担はなく、放送事業者のみが負
担する仕組みであります。こうした仕組みの差から放送事業者の負担が少なく見えているものであり、アンバランスとの指摘は当た
らないと考えます。
・ また、民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収
益関連の指標と比較して多寡を論じるべきものではないと考えます。又、民放事業者は電波利用のみで収益をあげているわけで
はなく、電波利用料納付額と収益等の比較とを一律に論ずることは意味を持ち得ないと考えます。

【株式会社宮城テレビ放送】
○電波利用料制度について

電波利用料は当初の目的は「免許制度」のための手数料的な性格として、電波利用共益費用として導入されたものと認識してい
る。ところが、使途の拡大により年々増加している。放送局の地デジ化に当たっては、アナーアナ変更費用として電波利用料から
賄われた。放送事業者としては、こうした費用は国の一般会計から賄われるべきであると再三再四主張してきた。
今回の見直しに当たり、基本的に「電波利用共益事務以外の支出（使途）」に充てるべきではない。また、電波利用料が年々増額
となっていることから、歳入と歳出は一致するように設計すべきで、できるだけ支出は抑制すべきである。元々電波利用料の性格
は「税」ではなく、「電波共益費用」であることから営業収益と比較して論じるものではない。
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○経済的価値の反映について

平成２３年度の電波法改正により、電波利用料制度は、電波の経済的価値を従来よりも反映させる形となったが、これを過度に進
めることには、以下の理由により賛成できない。
① 電波利用料制度の設計は、様々な無線システムの目的や社会的意識に配慮し、バランスをとって行うことが肝要であり、国民
の利益に適うものであるべきである。経済的価値の反映を追及するあまり、高い収益をあげうる電波利用システムばかりが存続
し、国民の安全・安心につながる公共性の高い無線システムが排除されるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を被る
と考える。
② 東日本大震災の発災にあたり、被災地の各局は取材および情報収集を続け、長期間にわたり緊急報道番組を放送し、被災者・
国民への情報提供に努めた。このような放送事業に対し、経済的価値を過度に反映した電波利用料を課し、その存立基盤を危うく
することは不適切である。

○放送の利用料負担について

放送と携帯電話の利用料負担がアンバランスとの指摘は以下により当たらない。
① 携帯電話は双方向の通信であり、利用者が購入した携帯電話端末にも電波利用料が課せられている。電波利用料は携帯電話
事業者だけでなく、契約料を通じて広く利用者が負担する仕組みとなっている。携帯電話端末の普及数が膨大であるため、見かけ
上、携帯電話事業者を通して納入する電波利用料の負担額が大きくなっているものと認識している。
② 一方、放送は単方向の送信が基本である。携帯電話と同様に、視聴者は受信機を購入するが、受信機は無線局でないため、
電波利用料は徴収されていない。電波利用料は放送事業者（送信側）のみが負担する仕組みのため、負担額が少なく見えてい
る。
③ 放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた「国民への電波利用の普及に係わる責務等」（放送法：あまねく努
力義務）、「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案して
規定されている。これは、適切な措置であり、今後も維持すべきである。
④ 地上民放テレビ・ラジオは番組制作と電波送信が一体となった無料広告放送のビジネスモデルである。電波のみで収益を上げ
ているとの指摘は誤解であり、不適切である。

【福島テレビ株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
本基本方針においては、電波利用料の使途の追加項目として、「地方自治体の防災行政無線、消防・救急無線に対する補助」が
記載されているが、上記観点より防災行政無線と同様に、現在サービス開始に向け検討されているV-Lowマルチメディア放送も、
非常災害時の情報提供サービスを担い防災行政無線を補完するメディアとして期待されている。
従って、 V-Lowマルチメディア放送に対しては、防災行政無線に準じるものとして、民間では整備が困難な地域に対して、既存の
放送事業者とは別に、補助が行われるべきである。

ラジオ放送が「国民への電波利用の普及に係る責務等」に規定され、かつ、「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」と位
置づけられた上で、これらの公共性を勘案した軽減措置が適用されている現行制度は適切であり、災害発生時におけるラジオ放
送の担う役割を考慮すると、今後も維持すべきである。
また、新規参入業者についても、ラジオ放送と同様の社会的使命、社会インフラサービスを想定するものについては、軽減措置が
適用されるべきである。

新しい放送サービス の実施については、電波の有効利用および国民への利便性の供与、安心安全な国民生活に資するサービ
ス、という観点より常に促進されるべきである。従って、新しい放送サービスに 対する料額設定において、従来の放送サービスと相
違した設定をすることなく、既存の放送サービスと同様の軽減措置を適用すべきである。

【株式会社エフエム東京】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題に対する意見】
■ 電波利用料を電波の共益費用と位置づけ、法律で使途を限定列挙し、歳出に応じて歳入を徴収する現行制度は理にかなった
ものと考えます。
その上で、電波利用料の歳出については、平成24年12月の「電波有効利用の促進に関する検討会」の報告書にもあるように、
○ 周波数の移行・集約等により、将来的に他の用途に新たに利用できる帯域を確保することができる場合
○ 国民生活における必要性や公共性が高い場合であって、周波数の逼迫
　　対策として効果が明確である
という基準に照らして厳格に査定を行い、支出を効率化し、歳出総額を抑制的にすべきと考えます。

■ 経済的価値の反映の関連
平成17年度の料額改定で初めて導入されて以来、電波の経済的価値に応じた負担部分は拡大の一途となっています。
しかし、改めて指摘するまでもなく、電波は高い公共性を有する、国民生活に欠くことのできない社会インフラでもあり、放送事業者
には基幹メディアとして災害などの緊急時には営利にとらわれず報道・情報提供を行うなどの責務があります。料額設定において
過度に経済的価値を反映させれば、むしろ電波の本来の役割を損ない、国民生活に悪影響を及ぼす恐れがあります。電波利用料
の見直しに際しては、慎重な対応を要望します。

■ 受益と負担のバランス、及び、特性係数の関連
① 電波利用料の歳入と歳出に関して、特に携帯電話事業者との比較において放送事業者の負担が少なく、公平性を欠くとの意見
がありますが、以下の諸点から誤った認識に基づくものと考えます。

　 ア) 放送事業者の歳入負担割合と地デジ関連歳出がバランスを欠 いているという指摘がありますが、そもそも国策である地デジ
化では放送事業者自身も長年にわたる多額の出費を負担し、地デジ移行の結果、多くの周波数が一気に開放され、電波有効利
用と無線局全体の共通の利益に大きく貢献しています。
しかし、このようなことは歳入・歳出の統計数値には反映されていません。

　 イ）電波利用負担額の単純比較から、携帯電話事業者に比べ放送事業者の負担が少ないという意見があります。しかし、携帯
電話の利用者には年額200円の電波利用料が課されており、ほぼ日本の人口に匹敵する膨大な数の携帯電話に課された電波利
用料が携帯電話事業者から納付されていることから、携帯電話事業者の負担総額が見かけ上大きくなっていると考えます。
一方、民間放送事業者は無料広告放送であり、視聴者から電波利用料の対価を徴収することはできず放送事業者自身が負担し
ています。
　　 電波利用料の負担のあり方に関しては、このように事業モデルが全く異なることを踏まえた冷静な検証や議論が行われるべき
と考えます。

　　ウ） 民間放送事業者、特にローカル局は携帯電話事業者と比べ、経営規模も利益額も比較にならないほど小さいことから、電
波利用料が経営に与える負担は大きなものとなっています。
更に民間放送事業者は地域免許制度に基づいて基本的に県域単位で、且つあまねく普及義務に従っており、採算性のみで事業
エリアを選択できません。
このように事業経営の実態が全く異なっていることから、利用料負担総額の単純比較で公平性は判断できないと考えます。

② 特性係数について
特性係数はそもそも、電波の公平かつ能率的な利用の確保による公共の福祉の増大という電波法の基本理念に基づき、電波利
用における公共性や共同利用を勘案する必要があることから導入されているものです。その必要性は全く変わっておらず、今後も
維持することが適切と考えます。

３．その他 ■ 制度や料額が大幅に見直される場合の配慮
電波利用料の見直しに際してはこれまでも、免許人の負担の急激な変化に　留意し、増加分を一定の水準にとどめられてきました
（20％増に抑えるなど）。制度や料額の変更は、経営の安定性や事業継続に大きな影響をおよぼすことから、今後も急激な変化へ
の配慮が存置されるよう要望します。

【讀賣テレビ放送株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
周波数効率化、共同利用の促進など、限りある電波資源の拡大につながる研究開発費用について賛同いたします。さらに予算規
模について地デジ対策が完了した以後は、歳出に準じた歳入とすることが適当と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

特性に応じて適用される現行措置について、有線方式による提供が困難な離島・山間部や国定公園などのライフラインへは措置
を継続し、さらに国民の生命、財産の保護に著しく寄与するものとして、人工衛星局のみに限らず災害対策用無線全体へ措置の
拡大を要望します。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

③　被災した無線
局に対する減免を
可能とする措置

被災した無線局に対する減免を可能とする措置は必要と考えます。

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

２．次期電波利用
料額の見直しの考

え方
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無線LAN無線局などの免許不要局は、回線の品質が担保されておらず、排他的権利も有しないことから電波利用料の徴収は適当
でないと考えます。
さらに、このような自由な領域は、新しいサービスを生み、利用可能なエリアの拡大が期待できるなど、利便性向上のためには必
要と考えます。

【東日本電信電話株式会社】

１．電波利用共益
事務の在り方

・ 電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に電波費用共益費用の負担を求める現行制度の枠組みは適切と考え
ます。電波利用共益事務以外の支出（使途）に充てるべきではありません。
・ 電波利用料の使途の追加は、電波利用共益事務の内容として適当かどうか充分精査すべきと考えます。
・ 歳入、歳出の規模は抑制的にすべきであり、歳入、歳出それぞれの総額は一致するように計画すべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・ 基本的に電波利用料制度は【電波の適正な利用の確保が目的】であり、その事務費用を免許人に求めるものです。電波利用料
の算定に電波の経済的価値の反映を強化することには反対します。
・ 放送局は、放送を継続するための冗長設備を用意し、信頼の確保に努力しております。また災害時には、民放事業者であっても
経済的活動を休止して緊急報道体制をとり、国民に安心・安全の情報提供を行なっています。このような公共的使命を果たす無線
局（放送局）に対して、経済的価値を過度に反映することは不適切と考えます。
 ・ 無線局免許人にとって、電波利用料の制度・料額の継続性、安定性は極めて重要であり、３年ごとの見直しで想定外の料額増
加が生じることは、経営上の不確定要素となりかねず、慎重に検討すべきと考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・ 放送の電波利用料にかかる特性係数は、法律に定められた①「国民への電波利用の普及に係る責務等」（放送法：あまねく努力
義務）、②「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」（放送法：災害放送義務、公職選挙法：選挙放送）、の２点を勘案して
規定されています。これは適切な措置であり、今後も維持すべきものです。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

③　ホワイトスペー
スを活用する無線

システム

・ 地上テレビ放送用周波数のホワイトスペースには、二次業務として相当数のエリア放送が開局したほか、特定ラジオマイク等の
導入も具体化しており、周波数共用による電波の有効利用が進んでいます。これは今回の見直しにおいて考慮すべき新たな情勢
変化であり、地上テレビ放送の料額算定には、こうした周波数共用を勘案すべきものと考えます。

【放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】

・ 「電波利用料の見直しに関する検討会」第１回会合では、平成24年度の電波利用料予算の歳入・歳出内訳が示され、あわせて
地上テレビジョン放送事業者と電気通信事業者の電波利用料負担額について参考資料１－３が配付されました。これを受け、放送
事業者と携帯電話事業者の利用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話事業と放送事業の負担の仕
組みの差異があり、こうした指摘は当たらないと考えます。

【その他】

・ 民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などとを比較する意見がありますが、電波利用料は税ではなく、営業収益関連
の指標と比較して多寡を論じるべきものではありません。

【株式会社テレビ信州】
３．その他 【主な検討課題以外の課題】

（課題）　電波利用料の免除について
（課題に対する意見）
　鬼北町は、東南海・南海地震の防災対策推進地域に指定されており、大地震の発生に備え、山間部の土砂災害対策や避難所
施設等の耐震化対策など実情に応じた防災対策事業を推進している。四方を山に囲まれ、河川が縦横に流れ、集落が町内全域
に点在する中山間特有の地理地形である当町では、災害発生時に点在する被災地域からの情報収集や、災害対策本部からの迅
速で正確な情報伝達を行う、防災情報通信施設の整備が必要不可欠である。
　そこで、大規模災害時の情報伝達手段であり、被災地域との正確な情報共有手段として有効であるデジタル同報系防災行政無
線（防災行政用の無線局）を整備することとしている。当町の計画では、親局１局、中継局２局、子局１１０局を整備することとしてお
り、これらの電波利用料について、半額免除で年間１，８１２，６００円が発生する見込みである。
　この電波利用料について、現在は消防用、水防用となるものの電波利用料は全額免除であることに対して、防災行政用となるも
のは半額免除となっている。小規模自治体である当町においては、防災行政用と言いながらも、水防及び消防の主力を担う消防
団及び自主防災組織への周知連絡などを防災行政用で行うこととなり、当町においては、全額免除となるものとほとんど変わらな
い目的で運用されることとなる。
　また、当町では、大規模災害時の情報伝達方法の多様化という観点から今回の整備を実施する。既に有線（光ファイバケーブ
ル）設備による告知放送のシステムを有しており、平時や大規模以外の災害時においては、この有線設備をはじめ、ホームページ
や電子メールでの運用で対応しており、デジタル同報系防災行政無線は、いわば大規模災害時のために整備するものである。
　国においては、「専ら非常時における国民の安全・安心の確保を直接の目的とする無線局」という位置付けがあるが、大規模災
害時という非常時に、現場の住民にまさに直接に対応できるのは、当町においては、防災行政用の無線局であり、運用の目的に
おいてはまったく変わらないと考える。
　大規模災害時においては、国と地方がともに対応に当たる必要があり、地方公共団体として、また、国の責務の一端を担う一地
方組織として、この設備を運用するという側面から、国を挙げて防災対策を推進する今日、防災対策目的で整備する防災行政用
無線の電波利用料については、全額免除されるべきである。

【愛媛県鬼北町】

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

災害放送や選挙放送をはじめ、基幹放送事業者は、国民の生命、財産を守るとともに、国民生活に必要不可欠で公共性の高い責
務や役割を果たしています。なかでも民間放送事業者が放送で提供している情報は、受益者である国民は無料で享受することが
できます。従来よりも経済的価値を反映した電波利用料を課すことになれば、その経営的存立基盤を危うくしかねず、結果として放
送によってもたらされる情報を享受していた国民の生活に大きな影響が出かねません。この点から、電波利用料額について、経済
的価値をより反映したシステムにすることは不適切と考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

基幹放送事業者は、放送法により、災害の発生及び被害の軽減に役立つ放送を行ない、放送を国民にあまねく届けるようにして
いく責務があります。現在、放送の電波利用料にかかる軽減措置の特性係数は、この点を考慮して規定されていることから、今後
も継続していくことが必要と考えます。

民間放送事業者のビジネスモデルは、番組制作と広告によるもので、放送の受益者である国民は無料で情報を享受していること
等をご考慮いただいた制度設計をお願い致します。

【東海テレビ放送株式会社】

［意見］
周波数移行の促進等を勘案した料額設定の在り方におけるデジタル化のインセンティブを 適用するアナログシステムの選考につ
いては、例示のとおり「デジタル化への移行の必要性が高く、また技術的にも可能であるにも関わらず、長期にわたりアナログシス
テムを使い続けるシステム」に限定するなど十分検討をお願いします。

［理由］
電気事業者が利用するアナログ方式の無線システムは、電波伝搬特性上エリアのカバーが難しい山間部等においても電気の供
給に対する著しい支障を防ぎ、かつ保安を確保する為の連絡設備として必要不可欠となっております。

［意見］
スマートメーターや M2Mシステムに係る電波利用料を安くする（免除すべき）というご意見に賛同します。

［理由］
スマートメーターにおける通信は、音声通信やインターネット接続を行う一般の携帯電話と比べて、データ通信量も少なくなることが
想定される為、これを考慮した電波利用料額を設定いただきたい。

【電気事業連合会】
３．その他 【主な検討課題以外の課題】

（課題）
電気通信事業者の設置する免許不要の無線 LAN基地局に対する電波利用料徴収の是非
（課題に対する意見）
無線 LANは周波数帯域を占有しない免許不要局であるため、営利目的か否かによらず、電波利用料は徴収すべきでないと考え
る。

【一般社団法人電子情報技術産業協会】
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１．電波利用共益
事務の在り方

次期電波利用料の歳出規模については縮小についても検討すべきと考えます。支出料額については、それぞれの支出項目の中
で真に支出が必要かどうかを精査し、また、必要な場合についても、その支出額の妥当性についての議論を行う必要があると考え
ます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

【ＶＨＦ帯の経済的価値の適正な反映の在り方について】

第１回検討会の「資料１－２」の２ページにある通り、電波帯域の需要は無線用システムの技術的進展に伴い伝送できる情報量多
い、より高い周波数帯であるＵＨＦ帯以上へ移行しており、これらに対応する各種施策に対して支出が行われています。
一方アナログ放送終了後の空き帯域（７０ＭＨｚ）では、放送・災害時対応を中心に割り当てられ、具体的サービスが実現している
のはＶ－Ｈｉｇｈマルチメディア放送のみ（１４．５ＭＨｚ）となっています。他の空き帯域で具体化しているサービス・システムは有りま
せん。
これらのことからもＶＨＦ帯の経済的価値は、相対的に低下していると考えられることから、その経済的価値の見直しを要望いたし
ます。

 

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

【特性係数の適用について】

東日本大震災では、携帯受信機による放送メディアからの災害情報・避難情報の取得が有効でした。
Ｖ－Ｈｉｇｈマルチメディア放送のソフト事業者は放送法上の基幹放送事業者として、災害放送等が義務付けられています。また、
ハード事業者である弊社は基幹放送局提供事業者として、当該放送をあまねく受信できるよう努める責務を負う事が放送法で定
められ、使用する帯域は基幹放送用として割り当てられる周波数帯であり、他の基幹放送と同等の責務が課せられています。しか
しながら他の基幹放送は、その公益性を考慮して特性係数が適用されていますが、マルチメディア放送はこれが非適用となってお
ります。
Ｖ－Ｈｉｇｈマルチメディア放送は、対応端末の普及が進むに従ってラジオ・ワンセグと同様に防災上有効な放送メディアの１つとなり
得、他の基幹放送と同等の公益性を有することから特性係数についても同等の扱いとしていただきますよう要望いたします。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

【新規参入者に対する軽減措置について】

新規サービスの導入立ち上げ期は、そのインフラ整備に多額の資金を要します。また参入当初は利用者数も少なく、収入も少ない
ことから、財務的に厳しい状態に置かれます。
マルチメディア放送はハード事業者とソフト事業者の両方が揃って放送サービスが可能となります。弊社はハード専業会社であり、
電波利用料はその利用者であるソフト事業者に相当額（年額約４２００万円／セグメント）として負担していただいています。 一方ソ
フト事業者としては、番組制作・調達・権利処理等のノウハウを有するＢＳ／ＣＳ放送の事業者などが有力候補と考えられます。ＢＳ
放送を例に取ると、受信普及件数は約２５００万件（※１）と、広く普及した市場環境であり、１事業者あたりの平均売上高を試算す
ると約５９億円（※２）といった事業規模になります。この様な事業環境の中で、ソフト事業者がハード事業者に支払う放送料は、１
番組あたりに換算すると約２．５億円（※３）になり、これに占める電波利用料の割合は、０．１％以下（※４）と推定されます。一方弊
社の１セグメントあたりの伝送料は、４．５億円で、これに加え電波利用料相当額を負担していただいており、その割合は約８％とな
ります。このことからソフト事業者の負担額はかなり大きく、新規参入の障害の１つと想定されます。また、最終的にそれは視聴者
が負担することになります。 新たなサービスの導入を阻害することなく、広く電波の利便性を享受し、電波の有効利用を図るため
に、新規参入・立ち上げ期にある事業者への新たな軽減措置の検討を要望いたします。

※１：総務省資料「衛星放送の現状」の「ＢＳ放送の受信普及数の推移」より
※２：総務省資料「衛星放送の現状」の「ＢＳ放送の収支状況」より、衛星放送事業収益と、ＢＳ放送事業者数より算出
※３：（株）放送衛星システム「事業報告（平成２３年度）」に記載の、「基幹放送局提供収入」と、総務省資料「衛星放送の現状」の
「ＢＳ放送のテレビ番組のチャンネル配列図」に記載の番組数より算出
※４：総務省「電波利用ホームページ」のＢＳ放送に関する免許数と、ＢＳ放送の番組数（※３に同じ）より算出

【株式会社ジャパン・モバイルキャスティング】
１．電波利用共益

事務の在り方
【検討課題（電波利用共益事務の内容や歳出規模）に対する意見】
・電波利用共益事務の費用に充てるため、無線局免許人に費用負担を求めるという現行制度の枠組みは適切と考えます。その一
方で、その使途を精査することも必要です。
・電波利用共益事務の内容として適当かどうか、見直しの際には、歳出・歳入の規模を縮小する方向で検討すべきです。また、制
度が大きく変り、負担額が急減増することがないように内容や料額を検討し、年度ごとの負担バランスを考慮して決定すべきと考え
ます。従って、電波利用共益費以外の支出（使途）に充てるべきではありません。

・東日本大震災の発災にあたり民放事業者は長期間にわたり緊急報道体制を設けて被災者や国民・県民へ情報提供しました。緊
急時にはＣＭをカットし採算を度外視して災害報道に努めるなど、公共性を十分に認識し放送を担っている無線局であるため、電
波利用料の見直しにあたっては、この点も十分勘案すべきと考えます。さらに、経済的価値が過度に反映した電波利用料を課すこ
とは不適切であると考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

・広島テレビは、甚大な被害が予想される南海トラフ巨大地震を想定し大災害時であっても放送継続のため災害報道の訓練を系
列局と共同して行い、独自に社内訓練も行いました。今後も継続する計画です。
また、緊急災害報道は極めて重要との認識で、大津波による地下浸水で社内電源設備が使用不能になった場合を想定し、放送維
持のため社内電源設備の見直しを行いました。結果、新たに非常用発電設備と燃料タンクを上階に設置するなど防災設備投資を
行いました。
こうした訓練や防災設備投資の目的は国民・県民の安全・安心につながる公共性の高い放送を行う無線局としての役割を担うた
めのものです。
経済的効率だけを優先したがために、こうした無線局が排除されるような仕組みになっては、結果的に国民が不利益を被ると考え
ます。
よって、電波利用料制度における改定で経済的価値の反映が過度に進められることは賛成できません。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

・ 放送の電波利用料にかかる特性係数は、「国民への電波利用の普及に係る責務等」と「国民の生命、財産の保護に著しく寄与
するもの」を勘案して規定されており、適切な措置であり、今後も維持すべきと考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

【検討課題（２）の例に追加】
・ 昨年１２月に公表された「電波有効利用の促進に関する検討会」の報告書で電波利用料の見直しの課題として「国等の無線局の
減免措置」が含まれていますがその項目は追加すべきと考えます。そして、放送局は災害時の報道をはじめ、公共性の役割を
担っている放送を行う無線局に対しても、国等の無線局並みの減免措置が必要であると考えます。

放送事業者と携帯電話事業者の利用料負担に関する意見】
・「電波利用料の見直しに関する検討会」で、平成24年度の電波利用料予算の歳入・歳出内訳が示され、あわせて地上テレビジョ
ン放送事業者と電気通信事業者の電波利用料負担額について配付されました。これを受け、放送事業者と携帯電話事業者の利
用料負担がアンバランスではないかとの指摘がありますが、携帯電話端末は電波を送受信する無線局であり、携帯電話事業者は
利用者からの携帯電話の無線利用料を徴収しているのに対して、民放事業者は無線局利用料のみを負担しているのであって利
用料負担の仕組みが違っており、こうした指摘は当たらないと考えます。

【その他】
・ 民放事業者の電波利用料納付額と売上高や利益などと比較する意見がありますが、営業収益関連の指標と比較して論じること
になると、公平性を欠いた負担方式なることに繋がり、比較して多寡を論じるべきものではないと考えます。
・電気通信事業者の設置する免許不要の無線ＬＡＮ基地局に対する電波利用料徴収に関し、現行では免許不要局は電波利用料
の徴収対象外となっていますが、営利目的の場合と非営利の場合を区分し徴収することが必要と考えます。電気通信事業者から
の公衆無線ＬＡＮシステムの利用料徴収は営利目的のものであり、電波の経済的価値から勘案すれば利用料徴収はすべきと考え
ます。

【広島テレビ放送株式会社】
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方
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１．電波利用共益
事務の在り方

平成23年7月24日にアナログ放送を終了するにあたり、デジタル放送を視聴できない世帯が当時相当数に及ぶと想定されたため、
ケーブルテレビ事業者は総務省からの要請を受け、デジアナ変換(地上デジタル放送をアナログ方式に変換し、アナログテレビでも
地上デジタル放送を受信できるサービス)を平成27年3月末まで行うこととし、現在もアナログ放送を行っています。
　弊社グループでも、国の要請に従い平成23年2月からいち早く導入を行うとともに、総務省と協力して視聴者向けに本サービスの
周知広報を行いました。デジアナ変換装置導入に際しては国の補助がありましたが、貴重な周波数帯域を本サービスに割り当て
たほか、装置の保守運用費用は事業者負担となっております。
　デジアナ変換により、業界全体では2,400万世帯超、弊社グループだけでも900万世帯を超える視聴者に対し本サービスが提供さ
れておりますが、その70％近くは無償提供となっております。また、昨年業界団体で行ったアンケート調査によると、全体の20%超
(約500万世帯)の方に本サービスを利用いただいており、視聴者保護の一翼を今もなお担っているのは明らかです。
本サービスは暫定的なサービスであり、平成27年3月末日をもって終了します。今後本サービスを提供するにあたっては、規模が
異なるとはいえアナログ放送終了時と同様の取り組みが必要となります。早い段階から現在も本サービスを利用されている数百万
の視聴者に対し、デジタル化への取り組みの周知広報を、国と放送事業者、ケーブルテレビ事業者が一体となって行う必要がある
と考えます。
　弊社グループも周知広報を行うのは当然ですが、本来デジアナ変換が国の要請により行われたことを考えれば、｢地上デジタル
放送への円滑な移行｣を完遂するために、平成26～28年度に必要となる電波利用共益事務の用途として、「デジアナ変換終了の
ための費用」とりわけ「デジアナ変換のための周知広報」を追加いただきたいと存じます。

【株式会社ジュピターテレコム】
２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

②　新規参入事業
者に対する軽減措

置

モバキャス（Ｖ-Ｈｉｇｈマルチメディア放送）は、受信機の普及を一から始める新しいサービスであり、そのサービスの普及と発展の
観点には、新規事業者の参入と既存事業者の事業基盤の確保が重要であり、その促進のため電波利用料の軽減処置を要望しま
す。

【ＩＳＤＢ－Ｔマルチメディアフォーラム】
２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

現在、M2Mシステム等、様々な分野での電波利用の推進が検討されているが、車車間通信、路車間通信等を使って交通事故や
CO2排出の削減を図るITSもその一つである。
今後、国民の安心・安全、新産業の創出等に資する端末で、組込み型、モジュール型等、比較的利用頻度の低い端末が普及して
いくことが予想されるので、こうした端末については、公共性、利用頻度等も考慮した上で、実用化、普及を加速させる新しい制度
設計をお願いしたい。
このような観点も含めて、免許不要局については、電波の適正利用に大きな混乱を生じさせる恐れがほとんどなく、排他的権利も
有していない等、受益も間接的であることから、従来通り非徴収とするべきであると考える。

【トヨタ自動車株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
電波利用料の歳出（決算ベース）は、平成5年の導入当時の66億円から平成23年度には740億円と約11倍になり、導入以来増加
の一途をたどっています。従って、現在の電波利用料の歳出が、電波法に定義されている「無線局全体の受益を直接の目的として
行う事務の処理に要する費用」に限定されているかどうか、精査して頂くことを要望いたします。
さらに、電波法の定義に合致する既存の使途についても不断の見直しを行い、歳出削減に努めていくべきと考えます。また、使途
拡大の歯止めとして電波法における限定列挙を継続すべきと考えます。

（個別無線局の電波利用料の廃止）
現在、携帯電話事業者等には帯域ごとと個別無線局ごとの二種類の電波利用料が課されていますが、基地局や、利用者の持つ
端末（陸上移動局）が増加すると、それに比例して個別無線局ごとの電波利用料が増加する形となります。
事業者が持つ帯域をより多くの利用者、より広い基地局ネットワークで利用すること、すなわち多数の無線局の利用を可能にする
ことが周波数の有効利用につながり、またその周波数の経済的価値が上昇することにつながります。
今後モバイルブロードバンド市場は更なる発展が見込まれることを鑑みれば電波利用料は帯域ごとのみの徴収とし、個別無線局
の電波利用料を廃止とすることで、周波数有効利用のインセンティブにつながると考えます。

（国・地方公共団体の電波利用料免除の廃止）
現在、国及び地方公共団体が免許（承認）を受けた無線局に係る電波利用料は、全額免除または半額の免除とされています。し
かし、電波利用料を用いて行われる電波利用共益事務は無線局全体の受益を目指して実施されている以上、国及び地方公共団
体が免許（承認）を受けた無線局であってもその受益の対象であるので、電波利用料を免除とせず、他の無線局と同等に徴収すべ
きであると考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

（特性係数の在り方）
電波利用料の負担状況は、依然として携帯電話事業者とBWA事業者で81.5％と高い負担割合である一方、歳出状況を見ると地上
デジタル放送総合対策費が43.3％であり、地上テレビジョン放送事業者の受益に対して地上テレビジョン放送事業者の負担が小さ
すぎるのではないかという指摘は現在も解消していません。
特性係数については、「国民への電波利用の普及に係る責務等」ならびに「国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの」として
地上テレビジョン放送を始めとした放送事業が勘案されています。前者について、携帯電話設備は放送設備と同様に国民保護法
施行令第27条第5項で生活関連等施設に指定されており、公共性の面で地上テレビジョン放送事業者とほぼ同等と考えられます。
後者についても、災害時のライフラインとしての携帯電話の重要性を考慮すると、携帯電話事業についても同様の定義が適用でき
るものと考えられます。
一方で、携帯端末向けマルチメディア放送は、放送法関連審査基準において、地上テレビジョン放送と同等に災害放送の義務が
課されているにもかかわらず、特性係数の適用除外となっており、同じ放送事業者間でも適用される特性係数にアンバランスな負
担状況となっています。
また、総務省殿においても、平成22年8月30日「『次期電波利用料の見直しに関する基本方針』の公表及び意見募集の結果 基本
方針」において、「各無線システムの使用帯域幅に応じて負担する部分については、各無線システムの特性を勘案しているが（特
性係数の適用）、次期については免許人の負担の急激な変化にも留意し、現在適用している特性係数に関しては基本的に維持す
るが、中期的に見直しを行い、現行の特性係数に替わるべき新たな措置を周波数帯毎の電波伝搬やシステム毎の電波利用形態
等も踏まえ、検討する」と取り纏められています。 以上を考慮し、地上テレビジョン放送事業者に対して適用されている特性係数は
今期限りで廃止することで、免許人間における不公平な負担状況を解消すべきと考えます。

（被災した無線局に対する減免）
 被災した無線局に対する減免措置は前向きに検討すべきと考えます。ただし、海外での事例等を調査の上、適用条件や期間等を
十分議論の上で進展させるべきと考えます。

（無線ＬＡＮ基地局に対する料額設定の是非）
別紙２「電波利用料の見直しに関する主な検討課題」によると、電気通信事業者の設置する公衆無線LANシステムからの電波利
用料徴収が例として挙げられていますが、対象を電気通信事業者が設置する無線LANに限定することは、同じ帯域を利用している
にもかかわらず課金される局と課金されない局が存在することになり、受益者全体で電波利用料を負担するという公平性を著しく
欠いていると考えます。
さらに、無線LANは免許ならびに登録を必要としない無線局として既に国内各地に普及しており、これらすべてから電波利用料を
正しく徴収できるのかという課題もあります。仮に新規の無線局のみに電波利用料を課し、既存の無線局には課さないといった整
理を行ったとしても、受益者全体で電波利用料を負担するという公平性は担保されません。
以上より、無線LANに対して電波利用料を徴収する制度は導入すべきでないと考えます。また、世界的に同様の事例があるのか、
調査して頂くことを要望いたします。

【イー・アクセス株式会社】
（１） 電波利用共益事務の使途は、電波の適正な利用の確保に関わるものに限定するべきである

電波利用料は、電波法第103条の2第4項に“無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用”として定義され
ており、電波の適正な利用の確保に関わる使途以外のものに使用するべきではないと考えます。
現状、電波の適正な利用の確保とは明らかに異なる「子供手当て」「児童手当て」等に電波利用料が充てられていますが、電波法
に定義されている無線局全体の受益とは関係のない使途であるため、本来の電波利用料の無線局全体の受益を直接の目的とし
て行う事務の処理に要する費用以外は排除するべきであり、定義されている以外の使途は際限がなく広がる懸念があるため、歯
止めをかけるためにも電波法に使途を明文化するべきと考えます。
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３．その他

１．電波利用共益
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（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方



（２）新たな使途として電波法改正に盛り込まれている、人命又は財産の保護の用に供する無線設備の整備のための補助金の交
付（防災行政無線等のデジタル化）は、全国一律で使用できるシステムを導入するべきである

新たな使途として電波法改正に盛り込まれている、人命又は財産の保護の用に供する無線設備の整備のための補助金の交付
は、電波有効利用の促進に関する検討会において電波利用料使途の追加が検討され、新たな使途追加に向けて現在第183回国
会に電波法の一部を改正する法律案として提出されていますが、これは地方公共団体が設置する防災行政無線システム等のデ
ジタル化のための補助金と理解しております。
現在の防災行政無線は、全国の地方公共団体が個々に導入しているために、地方公共団体間で相互に通信することが出来ず、
情報の共有化等の地方公共団体間の広域連携を行うことが出来ません。
補助金の交付を行うのであれば、防災行政無線等のデジタル化は、広域連携が出来るように全国一律で同一のシステムとし、ま
た、災害に強いシステムを導入するべきであると考えます。
実際に、内閣府「東日本大震災における災害応急対策に関する検討会」の総務省消防庁「東日本大震災における防災行政無線に
よる情報伝達について」資料中、「東日本大震災における市町村防災行政無線の使用状況について」によると、東日本大震災では
被災地の市町村防災行政無線のシステムが使用出来なかったとの事例が報告されています。
地上系のシステムが被災して使えなくなることを考え、災害時でも中継線の切断や基地局の倒壊、機器の故障等のリスクが少な
く、地上系システムと連携した衛星系のシステムの活用が電波の有効利用にもつながると考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

（１）放送と通信の利用する周波数幅に対する料額のアンバランスは今回の改正で解消し、地上テレビジョン放送事業者に適用さ
れている特性係数は廃止するべきである

電波利用料の見直しに関する検討会において、事業者別に平成23年度の電波利用料負担額が示されましたが、地上テレビジョン
放送事業者の電波利用料は約55億円（割当て帯域幅約240MHz）に対して、携帯電話・BWA事業者の電波利用料は約625億円（割
当て帯域幅約380MHz）となっており、それぞれを1MHz幅に換算すると、0.23億/MHz：1.6億/MHzとなり、携帯電話・BWA事業者は
放送事業者の7倍支払っていることとなり放送と通信の利用する周波数幅に対する料額にはアンバランスが生じております。
また、地上テレビジョン放送事業者は、公共性を理由に二つの特性係数「国民への電波利用の普及に係る責務等」「国民の生命、
財産の保護に著しく寄与するもの」を合わせて１/４の減免が適用されています。
基幹放送普及計画において全国各地域においてあまねく受信できること、また、放送法関係審査基準において災害放送の義務が
地上テレビジョン放送と同等に課されている携帯端末向けマルチメディア放送は、特性係数の適用除外となっており、同じ放送事
業者の中においてもアンバランスが生じております。
通信・放送の融合化により放送の設備において通信用途にも使用が可能となっていること、更に携帯電話事業も東日本大震災で
はライフラインであることが国民に認識され、携帯電話事業も放送事業と同じく公共性を有していますが特性係数が適用されてい
ないため、地上テレビジョン放送事業者の特性係数を廃止し、電波利用料における放送と通信の利用する周波数幅に対する料額
のアンバランスは今回の改正で解消するべきであると考えます。

③　周波数の有効
利用状況や他用途
の周波数を確保す
るための周波数移
行の促進等を勘案
した料額設定の在

り方

（２）国・地方公共団体の電波利用料の免除は、撤廃するべきである

国及び地方公共団体は、電波利用料が全額免除または半額免除されていますが、電波利用料制度は、電波監視等の無線局全
体の受益を直接の目的として行う行政事務（電波利用共益事務）の処理に要する費用について、その受益者である免許人全体で
負担する手数料制度であり、国及び地方公共団体が免許を受けた無線局も受益を受けているため、電波利用料を全額徴収する
べきであると考えます。
免許人によって、電波利用料を全額免除または半額免除するといったアンバランスは解消し、受益者負担の考え方を国及び地方
公共団体に適用することによって、免許を取得する側にコスト意識が生まれるため、より周波数を有効利用しようというインセンティ
ブが働くものと考えます。

②　経済的価値
（周波数幅、周波
数のひっ迫状況

等）を勘案した算定
方法の在り方

（３）広域専用電波の帯域は帯域利用料のみとし、個別の無線局の利用料は廃止するべきである

広域専用電波を利用する携帯電話事業者各社は、トラヒック対策のため小セル化や、屋内対策でフェムト基地局によるトラヒックオ
フロードを行う等電波の利用効率を高め、多数の無線局の利用を可能にすればするほど、電波利用料の負担が重くなるので、周
波数有効利用のインセンティブが働くように、携帯電話事業者等が使用する広域専用電波の帯域は帯域利用料のみとし、個別の
無線局の利用料は廃止するべきであると考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

（４）運用制限帯域は、特性係数を新たに設定し、減免するべきである

運用制限のある帯域や周波数を共用している帯域では、輻射方向・EIRPの制限や、運用場所を屋内等に限定する等、免許人等
が自由に無線局を設置出来ない等の制約が生じており、運用制限の無い帯域とは経済的価値が異なると考えます。
例えば、2.5GHz帯BWA帯域における2545～2555MHzの10MHz幅は、平成26年12月末まで隣接帯域を使用している端末との干渉
を防ぐため、屋外に基地局を設置することは出来ませんが、運用制限の無い帯域と同じ電波利用料が発生しております。
このように運用制限のある帯域は、特性係数を新たに設定し、電波利用料を減免するべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

②　経済的価値
（周波数幅、周波
数のひっ迫状況

等）を勘案した算定
方法の在り方

（５）ITS等は周波数の経済的価値に見合った電波利用料を支払うべきである

電波利用料の負担について、ある特定の免許人のみに対して優遇をするべきではなく、公平性を担保し、それぞれの免許人が負
担するべきと考えます。
例えば、ITSの周波数は今回地デジの周波数移行によって新たに利用可能となった755～765MHzで携帯電話用国際標準バンド
（3GPP Band28）として規定されている703～748MHz/758～803MHzに合致していますが、日本固有の周波数配置として割当てら
れています。また、同様に特定ラジオマイクも710～714MHz帯に割当てられています。
700MHz帯を割当てられた携帯電話事業者は電波利用料を支払うのと同様に、ITSや特定ラジオマイクの免許人も割当てられてい
る700MHz帯の経済的価値に見合った帯域の電波利用料を支払うべきであると考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

③　被災した無線
局に対する減免を
可能とする措置

（６）被災した無線局に対する電波利用料については減免を可能とするべき

大韓民国では、2012年8月に発生した台風によって特別災難地域で宣言された全南（チョンナム）、長興郡（チャンフングン）など23
市・郡・区に開設されている無線局に対する電波使用料を被害復旧支援の一環で6ヶ月間全額減免したとのことで、電波利用料を
減免することによって被災地域の復旧支援を行なっております。
今回の改正において、激甚災害や局地激甚災害に指定された地域の被害復旧支援の一環として、指定された地域に開設されて
いる無線局の電波利用料について、災害の翌年に電波利用料の減免を可能なものとする制度にするべきと考えます。

【主な検討課題以外の課題】
（課題）
「１つの端末で複数の通信が利用可能（BWA と携帯電話システム等）な陸上移動局の電波利用料徴収の在り方」

（課題に対する意見）
広域専用電波の帯域は帯域利用料のみとし、個別の無線局の利用料は廃止する経過措置として、MNOがMVNOやローミングを行
なっている陸上移動局は、電波利用料を免除するべき

近年の携帯電話端末は、1つの端末で複数の方式（W-CDMAとLTE等）やシステム（携帯電話とBWA等）、複数の周波数帯に対応
した通信が可能となっております。
現在は携帯電話端末の陸上移動局の免許毎に電波利用料を負担し、例えば携帯電話とBWAが一つの携帯電話端末で通信が可
能な場合は二重免許として扱われ、携帯電話事業者とBWA事業者それぞれが一つの携帯電話端末に対して電波利用料を負担し
ています。将来のモバイル通信技術の発展を考慮すると、第４世代携帯電話等さらに方式やシステムが増えると予測されますが、
その際にはそれぞれの免許ごとに電波利用料を負担するべきでないと考えます。
携帯電話やBWAの特定基地局の開設計画の認定において、特定基地局の促進としてMVNOについては「他の電気通信事業者等
多数の者に対する、卸電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための
具体的な計画がより充実していること」として競願時審査基準とされており、非常に重要な項目となっております。
また、大韓民国においても昨年末にMNOがMVNOやローミングを行っている無線局に対して電波使用料を減免するよう制度化され
ております。
　MNOがMVNOやローミングを行っている無線局に関しては電波利用料を減免し、MVNO事業者が負担する電波利用料を不要とす
ることにより、MVNO市場の活性化や移動体通信市場の競争を通じて、電気通信事業の健全な発展となると考えます。

３．その他

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方



①　電気通信事業
者の設置する免許
不要の無線ＬＡＮ

基地局に対する電
波利用料徴収の是

非

無線LAN帯域に対して電波利用料を徴収する制度は導入するべきではない

電波利用料は無線LAN等の免許及び登録を要しない無線局から徴収するべきではないと考えます。
免許及び登録を要しない無線局は、
・発射する電波が著しく微弱な無線局
・市民ラジオの無線局
・小電力の特定の用途に使用する無線局
として規定されており、届出を必要としないことから設置されている場所を特定できない無線局と理解しております。
また、無線LANは割当てられている周波数帯が世界的に共通の周波数帯域であり、ISMバンドとして高周波利用設備との共用帯
域である2.4 GHz 帯、日本では一部レーダーと共用している5GHz帯が割当てられていますが、無線LANは電波監視等の電波利用
料の恩恵を免許局と同程度に受けていないこと、並びに他の無線局に混信を及ぼさないこと、ワイヤレス産業の受益者はユー
ザーであることから、徴収の対象とするべきではないと考えます。
電波利用料の徴収は、ある特定の利用者のみから徴収するといったようなアンバランスな制度ではなく、基地局と端末、新規と既
存といったアンバランスを解消し、受益者全体で負担する公平性を担保しなければならないと考えます。

【ソフトバンクモバイル株式会社・ソフトバンクテレコム株式会社・ソフトバンクBB株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
（１） 電波利用共益事務の使途は、電波の適正な利用の確保に関わるものに限定するべきである

電波利用料は、電波法第103条の2第4項に“無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用”として定義され
ており、電波の適正な利用の確保に関わる使途以外のものに使用するべきではないと考えます。
現状、電波の適正な利用の確保とは明らかに異なる「子供手当て」「児童手当て」等に電波利用料が充てられていますが、電波法
に定義されている無線局全体の受益とは関係のない使途であるため、本来の電波利用料の無線局全体の受益を直接の目的とし
て行う事務の処理に要する費用以外は排除するべきであり、定義されている以外の使途は際限がなく広がる懸念があるため、歯
止めをかけるためにも電波法に使途を明文化するべきと考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

（１）放送と通信の利用する周波数幅に対する料額のアンバランスは今回の改正で解消し、地上テレビジョン放送事業者に適用さ
れている特性係数は廃止するべきである

地上テレビジョン放送事業者は、公共性を理由に二つの特性係数「国民への電波利用の普及に係る責務等」「国民の生命、財産
の保護に著しく寄与するもの」を合わせて１/４の減免が適用されています。
基幹放送普及計画において全国各地域においてあまねく受信できること、また、放送法関係審査基準において災害放送の義務が
地上テレビジョン放送と同等に課されている携帯端末向けマルチメディア放送は、特性係数の適用除外となっており、同じ放送事
業者の中においてもアンバランスが生じております。
通信・放送の融合化により放送の設備において通信用途にも使用が可能となっていること、更にＰＨＳ・携帯電話事業も東日本大
震災ではライフラインであることが国民に認識され、ＰＨＳ・携帯電話事業も放送事業と同じく公共性を有していますが特性係数が
適用されていないため、地上テレビジョン放送事業者の特性係数を廃止し、電波利用料における放送と通信の利用する周波数幅
に対する料額のアンバランスは今回の改正で解消するべきであると考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

（２）国・地方公共団体の電波利用料の免除は、撤廃するべきである

国及び地方公共団体は、電波利用料が全額免除または半額免除されていますが、電波利用料制度は、電波監視等の無線局全
体の受益を直接の目的として行う行政事務（電波利用共益事務）の処理に要する費用について、その受益者である免許人全体で
負担する手数料制度であり、国及び地方公共団体が免許を受けた無線局も受益を受けているため、電波利用料を全額徴収する
べきであると考えます。
免許人によって、電波利用料を全額免除または半額免除するといったアンバランスは解消し、受益者負担の考え方を国及び地方
公共団体に適用することによって、免許を取得する側にコスト意識が生まれるため、より周波数を有効利用しようというインセンティ
ブが働くものと考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

（３）運用制限帯域は、特性係数を新たに設定し、減免するべきである

運用制限のある帯域や周波数を共用している帯域では、輻射方向・EIRPの制限や、運用場所を屋内等に限定する等、免許人等
が自由に無線局を設置出来ない等の制約が生じており、運用制限の無い帯域とは経済的価値が異なると考えます。
例えば、2.5GHz帯BWA帯域における2545～2555MHzの10MHz幅は、平成26年12月末まで隣接帯域を使用している端末との干渉
を防ぐため、屋外に基地局を設置することは出来ませんが、運用制限の無い帯域と同じ電波利用料が発生しております。
このように運用制限のある帯域は、特性係数を新たに設定し、電波利用料を減免するべきと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

②　経済的価値
（周波数幅、周波
数の逼迫状況等）
を勘案した算定方

法の在り方

（４）ITS等は周波数の経済的価値に見合った電波利用料を支払うべきである

電波利用料の負担について、ある特定の免許人のみに対して優遇をするべきではなく、公平性を担保し、それぞれの免許人が負
担するべきと考えます。
例えば、ITSの周波数は今回地デジの周波数移行によって新たに利用可能となった755～765MHzで携帯電話用国際標準バンド
（3GPP Band28）として規定されている703～748MHz/758～803MHzに合致していますが、日本固有の周波数配置として割当てら
れています。また、同様に特定ラジオマイクも710～714MHz帯に割当てられています。
700MHz帯を割当てられた携帯電話事業者は電波利用料を支払うのと同様に、ITSや特定ラジオマイクの免許人も割当てられてい
る700MHz帯の経済的価値に見合った帯域の電波利用料を支払うべきであると考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

③　被災した無線
局に対する減免を
可能とする措置

（５）被災した無線局に対する電波利用料については減免を可能とするべき

被災した無線局に対する電波利用料については、減免を可能とするべきと考えます。
なお、制度化にあたっては、諸外国での事例等を参考に十分議論し、適用条件等を明文化しておくべきと考えます。

３．その他 ①　電気通信事業
者の設置する免許
不要の無線LAN基
地局に対する電波
利用料徴収の是非

（１）無線LAN帯域に対して電波利用料を徴収する制度は導入するべきではない

電波利用料は無線LAN等の免許及び登録を要しない無線局から徴収するべきではないと考えます。
免許及び登録を要しない無線局は、
・発射する電波が著しく微弱な無線局
・市民ラジオの無線局
・小電力の特定の用途に使用する無線局
として規定されており、届出を必要としないことから設置されている場所を特定できない無線局と理解しております。
また、無線LANは割当てられている周波数帯が世界的に共通の周波数帯域であり、ISMバンドとして高周波利用設備との共用帯
域である2.4 GHz 帯、日本では一部レーダーと共用している5GHz帯が割当てられていますが、無線LANは電波監視等の電波利用
料の恩恵を免許局と同程度に受けていないこと、並びに他の無線局に混信を及ぼさないこと、ワイヤレス産業の受益者はユーザ
であることから、徴収の対象とするべきではないと考えます。
電波利用料の徴収は、ある特定の利用者のみから徴収するといったようなアンバランスな制度ではなく、基地局と端末、新規と既
存といったアンバランスを解消し、受益者全体で負担する公平性を担保しなければならないと考えます。

【株式会社ウィルコム】
１．電波利用共益

事務の在り方
電波利用共益事業の内容として、「ホワイトスペースの利用環境整備」や「他の周波数帯におけるホワイトスペース利用」、「ホワイ
トスペース利用システムの高度化」等を含めた電波資源拡大のための研究開発等を充実していただきますようお願いいたします。

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

・電波利用料額の算定に当たって考慮すべき事項
特にホワイトスペースを活用するエリア放送は災害時の避難所でのコミュニティ情報配信への活用が有効とされており、自治体と
の防災協定に基づく災害時の運用などが期待されています。平時の運用を続けることにより事業性を確保することにより、対応を
可能とすることになります。さらにエリア放送の運用自体新規参入事業ということになります。エリア放送にはこうした特性があるた
め、利用額の軽減措置を配慮していただきますようお願いします。
・無線局データベースの作成・管理
エリア放送については、エリア放送の識別子管理ということで電波技術協会内にホワイトスペース利用システム普及推進室が設け
られており、４月から「エリア放送のネットワーク識別などの登録管理料」が徴収されることになっています。
こうした管理業務団体への支援についても考慮していただきますようお願いいたします。

【株式会社ハートネットワーク】
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２．次期電波利用
料の見直しの考え

方
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３．その他 ①　電気通信事業
者の設置する免許
不要の無線ＬＡＮ

基地局に対する電
波利用料徴収の是

非

意見：電気通信業者の設置する無線LAN基地局に対する電波利用料徴収に反対である。

理由１：他の免許不要局の中にも営利目的で利用されているものがあり、電波利用料の賦課の衡平性に欠ける。

理由２：免許不要局への徴収はそもそも請求先をどう把握するのか。把握できないのであれば、局数は自己申告ベースとならざる
を得ない。
　
理由３：ビジネスの普遍的な構造として、追加負担コストの吸収・転嫁に対応する必要が生じた場合、業界・市場の成長速度が低
下することになる。経済成長を回復させ、日本の国力を維持・増大させ国益に貢献することに反することとなることを強く懸念する。

「電気通信業者の設置する無線LAN基地局に対する電波利用料徴収」により、Wi-Fiを利用した新しいビジネスの出現・成長を阻害
することを強く懸念する。

【無線LANビジネス推進連絡会】
意見：電気通信業者の設置する無線LAN基地局に対する電波利用料徴収に反対します。

　無線LAN/Wi-Fiは通信を利用できるアクセスポイントから非常に短距離での利用に限定される制約がありつつも、ブロードバンド
通信技術の中でも最高速度の通信速度で、手軽に、ワイヤレスで利用できるメリットによって市場に受け入れられてきたものです。
　その特性故に、また、アンライセンスであるために、Wi-Fi機能を搭載した端末の多様性は他の通信方式にはないものとなってお
ります。市場にはパーソナルコンピュータをはじめ、携帯端末、ゲーム機、カメラ等の様々なWi-Fi搭載機器が市場に提供されてい
ますし、アンライセンスであるが故に、消費者に受け入れられる価格で提供されるようになっております。
　このような無線LAN/Wi-Fiは、ライセンスを伴う通信方式ではハードルの高い要件に対して現実解を提供することができるため、
自治体でのベストソリューションとして結実しております。
　さらには、学校において電波の有効利用を図るために、学校・事業者共用アクセスポイントを設置するに至っております。
　提供エリアの拡大のために、様々な主体が投資を行い、設置場所の所有者も様々な形で貢献をしてきた結果、需要の高い場所
への提供がすすみ、カバーエリアも拡がってきました。
　このように、無線LAN/Wi-Fiは提供エリア拡大について、アンラインセンスであるが故に、柔軟かつ迅速に対応できること、通信速
度を向上させる技術の提供速度が速いことから、急激に増大した携帯網のデータ通信需要に対して通信トラフィックをWi-Fi網へオ
フロードするということにも使われることとなっております。
　最近では、大規模災害時等の安否確認、避難情報の入手、帰宅困難者対策にて、携帯3G、LTEを利用しないPC、タブレット、
ゲーム機等を含めたWi-Fi対応の全端末に対しての接続性を提供する情報提供手段の拡充が進められていることも、このような背
景を踏まえてのことだと考えます。
　無線LAN基地局に対する電波利用料徴収が行われた場合には、これらの利用者の利便性向上に資する流れが現在より遅くな
る、あるいは、現在より後退する恐れがあると思っております。
 最後になりますが、当社としましては、マルチSSIDの導入等、通信事業者横断の仕組みを作り上げ、提供エリアでの電波有効利
用に対して努力し、開発等に投資を行ってきましたことにつきましてご理解をいただけますようお願い申し上げます。

【エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
（１） 電波利用共益事務の使途は、電波の適正な利用の確保に関わるものに限定するべきである

電波利用料は、電波法第103条の2第4項に“無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用”として定義され
ており、電波の適正な利用の確保に関わる使途以外のものに使用するべきではないと考えます。
現状、電波の適正な利用の確保とは明らかに異なる「子供手当て」「児童手当て」等に電波利用料が充てられていますが、電波法
に定義されている無線局全体の受益とは関係のない使途であるため、本来の電波利用料の無線局全体の受益を直接の目的とし
て行う事務の処理に要する費用以外は排除するべきであり、定義されている以外の使途は際限がなく広がる懸念があるため、歯
止めをかけるためにも電波法に使途を明文化するべきと考えます。

（２）新たな使途として電波法改正に盛り込まれている、人命又は財産の保護の用に供する無線設備の整備のための補助金の交
付（防災行政無線等のデジタル化）は、全国一律で使用できるシステムを導入するべきである

新たな使途として電波法改正に盛り込まれている、人命又は財産の保護の用に供する無線設備の整備のための補助金の交付
は、電波有効利用の促進に関する検討会において電波利用料使途の追加が検討され、新たな使途追加に向けて現在第183回国
会に電波法の一部を改正する法律案として提出されていますが、これは地方公共団体が設置する防災行政無線システム等のデ
ジタル化のための補助金と理解しております。
現在の防災行政無線は、全国の地方公共団体が個々に導入しているために、地方公共団体間で相互に通信することが出来ず、
情報の共有化等の地方公共団体間の広域連携を行うことが出来ません。
補助金の交付を行うのであれば、防災行政無線等のデジタル化は、広域連携が出来るように全国一律で同一のシステムとし、ま
た、災害に強いシステムを導入するべきであると考えます。
実際に、内閣府「東日本大震災における災害応急対策に関する検討会」の総務省消防庁「東日本大震災における防災行政無線に
よる情報伝達について」資料中、「東日本大震災における市町村防災行政無線の使用状況について」によると、東日本大震災では
被災地の市町村防災行政無線のシステムが使用出来なかったとの事例が報告されています。
地上系のシステムが被災して使えなくなることを考え、災害時でも中継線の切断や基地局の倒壊、機器の故障等のリスクが少な
く、地上系システムと連携した衛星系のシステムの活用が電波の有効利用にもつながると考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

（１）放送と通信の利用する周波数幅に対する料額のアンバランスは今回の改正で解消し、地上テレビジョン放送事業者に適用さ
れている特性係数は廃止するべきである

電波利用料の見直しに関する検討会において、事業者別に平成23年度の電波利用料負担額が示されましたが、地上テレビジョン
放送事業者の電波利用料は約55億円（割当て帯域幅約240MHz）に対して、携帯電話・BWA事業者の電波利用料は約625億円（割
当て帯域幅約380MHz）となっており、それぞれを1MHz幅に換算すると、0.23億/MHz：1.6億/MHzとなり、携帯電話・BWA事業者は
放送事業者の7倍支払っていることとなり放送と通信の利用する周波数幅に対する料額にはアンバランスが生じております。
また、地上テレビジョン放送事業者は、公共性を理由に二つの特性係数「国民への電波利用の普及に係る責務等」「国民の生命、
財産の保護に著しく寄与するもの」を合わせて１/４の減免が適用されています。
基幹放送普及計画において全国各地域においてあまねく受信できること、また、放送法関係審査基準において災害放送の義務が
地上テレビジョン放送と同等に課されている携帯端末向けマルチメディア放送は、特性係数の適用除外となっており、同じ放送事
業者の中においてもアンバランスが生じております。
通信・放送の融合化により放送の設備において通信用途にも使用が可能となっていること、更に携帯電話事業も東日本大震災で
はライフラインであることが国民に認識され、携帯電話事業も放送事業と同じく公共性を有していますが特性係数が適用されてい
ないため、地上テレビジョン放送事業者の特性係数を廃止し、電波利用料における放送と通信の利用する周波数幅に対する料額
のアンバランスは今回の改正で解消するべきであると考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

（２）国・地方公共団体の電波利用料の免除は、撤廃するべきである

国及び地方公共団体は、電波利用料が全額免除または半額免除されていますが、電波利用料制度は、電波監視等の無線局全
体の受益を直接の目的として行う行政事務（電波利用共益事務）の処理に要する費用について、その受益者である免許人全体で
負担する手数料制度であり、国及び地方公共団体が免許を受けた無線局も受益を受けているため、電波利用料を全額徴収する
べきであると考えます。
免許人によって、電波利用料を全額免除または半額免除するといったアンバランスは解消し、受益者負担の考え方を国及び地方
公共団体に適用することによって、免許を取得する側にコスト意識が生まれるため、より周波数を有効利用しようというインセンティ
ブが働くものと考えます。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

②　経済的価値
（周波数幅、周波
数の逼迫状況等）
を勘案した算定方

法の在り方

（３）広域専用電波の帯域は帯域利用料のみとし、個別の無線局の利用料は廃止するべきである

広域専用電波を利用する携帯電話事業者各社は、トラヒック対策のため小セル化や、屋内対策でフェムト基地局によるトラヒックオ
フロードを行う等電波の利用効率を高め、多数の無線局の利用を可能にすればするほど、電波利用料の負担が重くなるので、周
波数有効利用のインセンティブが働くように、携帯電話事業者等が使用する広域専用電波の帯域は帯域利用料のみとし、個別の
無線局の利用料は廃止するべきであると考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

（４）運用制限帯域は、特性係数を新たに設定し、減免するべきである

運用制限のある帯域や周波数を共用している帯域では、輻射方向・EIRPの制限や、運用場所を屋内等に限定する等、免許人等
が自由に無線局を設置出来ない等の制約が生じており、運用制限の無い帯域とは経済的価値が異なると考えます。
例えば、2.5GHz帯BWA帯域における2545～2555MHzの10MHz幅は、平成26年12月末まで隣接帯域を使用している端末との干渉
を防ぐため、屋外に基地局を設置することは出来ませんが、運用制限の無い帯域と同じ電波利用料が発生しております。
このように運用制限のある帯域は、特性係数を新たに設定し、電波利用料を減免するべきと考えます。
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（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

②　経済的価値
（周波数幅、周波
数の逼迫状況等）
を勘案した算定方

法の在り方

（５）ITS等は周波数の経済的価値に見合った電波利用料を支払うべきである

電波利用料の負担について、ある特定の免許人のみに対して優遇をするべきではなく、公平性を担保し、それぞれの免許人が負
担するべきと考えます。
例えば、ITSの周波数は今回地デジの周波数移行によって新たに利用可能となった755～765MHzで携帯電話用国際標準バンド
（3GPP Band28）として規定されている703～748MHz/758～803MHzに合致していますが、日本固有の周波数配置として割当てら
れています。また、同様に特定ラジオマイクも710～714MHz帯に割当てられています。
700MHz帯を割当てられた携帯電話事業者は電波利用料を支払うのと同様に、ITSや特定ラジオマイクの免許人も割当てられてい
る700MHz帯の経済的価値に見合った帯域の電波利用料を支払うべきであると考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

③　被災した無線
局に対する減免を
可能とする措置

（６）被災した無線局に対する電波利用料については減免を可能とするべき

大韓民国では、2012年8月に発生した台風によって特別災難地域で宣言された全南（チョンナム）、長興郡（チャンフングン）など23
市・郡・区に開設されている無線局に対する電波使用料を被害復旧支援の一環で6ヶ月間全額減免したとのことで、電波利用料を
減免することによって被災地域の復旧支援を行なっております。
今回の改正において、激甚災害や局地激甚災害に指定された地域の被害復旧支援の一環として、指定された地域に開設されて
いる無線局の電波利用料について、災害の翌年に電波利用料の減免を可能なものとする制度にするべきと考えます。

【主な検討課題以外の課題】
（課題）
「１つの端末で複数の通信が利用可能（BWA と携帯電話システム等）な陸上移動局の電波利用料徴収の在り方」

（課題に対する意見）
広域専用電波の帯域は帯域利用料のみとし、個別の無線局の利用料は廃止する経過措置として、MNOがMVNOやローミングを行
なっている陸上移動局は、電波利用料を免除するべき

近年の携帯電話端末は、1つの端末で複数の方式（W-CDMAとLTE等）やシステム（携帯電話とBWA等）、複数の周波数帯に対応
した通信が可能となっております。
現在は携帯電話端末の陸上移動局の免許毎に電波利用料を負担し、例えば携帯電話とBWAが一つの携帯電話端末で通信が可
能な場合は二重免許として扱われ、携帯電話事業者とBWA事業者それぞれが一つの携帯電話端末に対して電波利用料を負担し
ています。将来のモバイル通信技術の発展を考慮すると、第４世代携帯電話等さらに方式やシステムが増えると予測されますが、
その際にはそれぞれの免許ごとに電波利用料を負担するべきでないと考えます。
携帯電話やBWAの特定基地局の開設計画の認定において、特定基地局の促進としてMVNOについては「他の電気通信事業者等
多数の者に対する、卸電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための
具体的な計画がより充実していること」として競願時審査基準とされており、非常に重要な項目となっております。
また、大韓民国においても昨年末にMNOがMVNOやローミングを行っている無線局に対して電波使用料を減免するよう制度化され
ております。
　MNOがMVNOやローミングを行っている無線局に関しては電波利用料を減免し、MVNO事業者が負担する電波利用料を不要とす
ることにより、MVNO市場の活性化や移動体通信市場の競争を通じて、電気通信事業の健全な発展となると考えます。

無線LAN帯域に対して電波利用料を徴収する制度は導入するべきではない

電波利用料は無線LAN等の免許及び登録を要しない無線局から徴収するべきではないと考えます。
免許及び登録を要しない無線局は、
・発射する電波が著しく微弱な無線局
・市民ラジオの無線局
・小電力の特定の用途に使用する無線局
として規定されており、届出を必要としないことから設置されている場所を特定できない無線局と理解しております。
また、無線LANは割当てられている周波数帯が世界的に共通の周波数帯域であり、ISMバンドとして高周波利用設備との共用帯
域である2.4 GHz 帯、日本では一部レーダーと共用している5GHz帯が割当てられていますが、無線LANは電波監視等の電波利用
料の恩恵を免許局と同程度に受けていないこと、並びに他の無線局に混信を及ぼさないこと、ワイヤレス産業の受益者はユー
ザーであることから、徴収の対象とするべきではないと考えます。
電波利用料の徴収は、ある特定の利用者のみから徴収するといったようなアンバランスな制度ではなく、基地局と端末、新規と既
存といったアンバランスを解消し、受益者全体で負担する公平性を担保しなければならないと考えます。

【Wireless City Planning株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

（課題）
オフロード対策に係る受益と負担の在り方について

（課題に対する意見）
無線LANによるモバイルトラヒックのオフロードについて、「電波有効利用の促進に関する検討会 報告書（案）に対する意見募集の
結果について」（平成24年12月25日公表）によれば、次の考え方が示されているところです。
一般的に、トラヒックのオフロード対策として、無線LANを活用することは、携帯電話のための周波数帯域のひっ迫に伴う将来的な
追加割当の頻度やその帯域の節約に資すると考えられ、結果的には無線局免許人全体の受益に資すると考えられます。

一方、「無線LANビジネス研究会報告書」（平成24年7月20日公表）によれば、「オフロードの取組に対する影響」として、
携帯電話事業者は本来実施すべき自社携帯網の増強（設備投資）が軽減されることとなる
と示されていることを踏まえると、オフロード対策により携帯電話事業者が得る受益は、無線局免許人全体の受益に比べてはるか
に大きいことは明らかです。さらに、受益が得られる時期にも明らかな格差があり、即時に受益が得られるのは携帯電話事業者の
みです。
そのため、オフロード対策により携帯電話事業者が得る受益の規模および経済的価値について明確にすべきと考えます。
また、オフロード対策を過度に推進することとなれば、携帯電話事業者は設備投資を抑制できる反面、固定通信事業者やISP事業
者が設備投資を強いられることとなり、競争上の不公平を生むこととなります。そのため、国としてオフロード対策を推進するのであ
れば、まずは、モバイルトラヒックの増加に伴って生ずる設備コストの公平な負担の在り方を整理いただくことを要望します。この課
題に対する考え方が整理されていない段階において、オフロード対策の費用（電波利用料の使途「電波の能率的かつ安全な利用
に関するリテラシー向上」）を電波利用料として広く負担を求めることは不適当であり、直接的に受益を得ることとなる携帯電話事
業者が負担すべきと考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

無線局の特性に応じて適用される軽減措置を一部見直すべきと考えます。
近年、インターネットをはじめとする情報通信技術の急速な発展・普及および通信・放送の融合が進展していることに伴い、国民の
一人一人が必要とする情報とそのアクセス手段（固定電話、携帯電話、インターネット、放送）は、多様化しています。
同様に、国民の生命、財産の保護に資する無線システムも多様化しており、それぞれのシステムは、同等の役割を果たしているこ
とから、国民の生命、財産の保護に寄与する無線システムに対する特性係数の適用対象を見直すべきと考えます。

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方

②　スマートメー
ターやＭ２Ｍシステ

ムなどの新しい
データ通信システ

ム

新しいデータ通信システム（スマートメーターやM2Mシステムなど）に対する電波利用料の料額および免除の要否の検討にあたっ
ては、当該無線局の免許要否を勘案すべきと考えます。
当該システムの無線局が免許不要局であるならば、利用する周波数帯における排他的権利は有しないことから、他の無線システ
ムと同様に電波利用料を免除すべきです。
一方、免許を要する無線局であるならば、周波数の占用により受益が保証されることから、電波利用料を徴収すべきと考えます。
ただし、当該システムによる通信が低頻度であって周波数を占用する時間が小さくなる場合については、その通信特性を考慮し、
料額を安くすることは適当と考えます。

免許不要の無線LAN基地局に対する電波利用料徴収の是非について、次の理由から、引き続き、電波利用料徴収の対象とすべ
きではないと考えます。
・電波利用料の徴収対象としないことにより、無線LANによるICT利活用の促進や新たな産業・ビジネスの創出等が期待され、利用
者利益の拡大に寄与するため
・無線LANが利用する周波数帯は、複数の無線局による共用が前提であり、排他的権利を有していないことから、他の無線局の利
用状況によっては輻輳等により一定の通信品質が確保できない可能性があり、無線局の受益が保証されているものではないため
・特定の免許不要局のみに対して電波利用料を徴収することとなれば、負担の公平性が損なわれ、電波利用の共益費用とする電
波利用料の趣旨に反するため
・電気通信事業者の事業内容や規模等によって得られる受益に格差があるため
（例えば、無線LANへのオフロードにより、大幅な設備投資の削減効果が期待できるモバイル事業者（上位３社グループ）と公衆無
線LAN設置事業者との間で得られる受益に格差がある。）

【株式会社ケイ・オプティコム】
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１．電波利用共益
事務の在り方

「電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務（電波利用共益事務）の処理に要する費用を
受益者である無線局免許人等が公平に分担する」という現行制度の趣旨を今後も維持すべきと考えます。
使途の拡大や強化を行う場合には、電波利用共益事務の範囲においてその必要性や歳出規模等を十分に精査し、現在の歳出規
模がこれ以上拡大しないよう必要最小限の歳出にすべきと考えます。
地デジ対策の国庫債務負担行為による歳出が終了する平成２９年度以降については、歳出総額削減の可能性について検討され
ることを希望します。

（１）経済的価値の
適正な反映の在り

方

③周波数の有効利
用状況や他用途の
周波数を確保する
ための周波数以降
の促進等を勘案し
た料額設定の在り

方

多種多様な携帯電話端末の利用状況、電波利用料の受益と負担のバランス、電波有効利用の度合い、新たな利用形態（例えば
Embedded-SIM（E-SIM）時代の到来）に応じた利用料負担の在り方の検討などを考慮すると、包括免許（端末）の局数単位の料額
制度を廃止し、広域専用電波利用料への一本化について検討すべきと考えます。

（２）電波利用料の
軽減措置の在り方

①　電波利用料の
算定の際に無線局
の特性に応じて適
用される軽減措置
（特性係数）の在り

方

携帯電話サービスは、国民生活に広く普及しており、サービスエリアの拡大や品質の向上、さらには災害時の対策を事業者自らが
構築するなどその責務を果たしてきており、今や極めて公共性の高い電波利用システムと認識しております。現在、公共性を有す
るなどを根拠とする特性係数が適用される仕組みとなっていることから、携帯電話システムにも特性係数を適用するなど、電波利
用料の受益と負担の公平性について見直す必要があると考えます。

①　第４世代携帯
電話システム

第４世代携帯電話への割当が計画されている帯域は、固定衛星業務の無線局との共用の可能性があるため、携帯電話での利用
が制限される場合には、料額負担を軽減するなどの措置を希望します。また、周波数が隣接する他の電波利用システムとの干渉
回避のために、第４世代携帯電話に割り当てられた周波数の中にガードバンドを設ける必要がある場合には、当該ガードバンドに
対して利用料が課せられないように考慮いただくことを希望します。

②　スマートメー
ターやＭ２Ｍシステ

ムなどの新しい
データ通信システ

ム

スマートメータ等に組込んで使用されるモジュール端末は、従来型の携帯電話、スマートフォン、データ通信端末などの一般端末と
比較し、通信頻度や通信量は格段に少ないうえに利用シーンが異なり、普及促進の観点で一般端末とは異なる料額の仕組みにつ
いて考慮すべきと考えます。

免許不要の無線ＬＡＮにより電波を利用しているという点においては、電気通信事業者であってもそれ以外の者であっても同等で
あり、電気通信事業者が設置する無線局のみに利用料を課すことは、公平性の観点で適切でないと考えます。一方、すべての無
線ＬＡＮから電波利用料を徴収するとした場合には、徴収方法などの大きな課題があることから、免許不要の無線ＬＡＮから電波利
用料を徴収すべきではないと考えます。

【ＫＤＤＩ株式会社】
１．電波利用共益

事務の在り方
電波利用料を財源に行われた「地上デジタル放送への円滑な移行のための環境整備」の施策の一環として、ＪＣＮグループ各局で
は、地上デジタル放送の「デジアナ変換サービス」を2011年3月より順次開始し、2015年3月31日までの期間限定で提供しておりま
す。
今般、デジアナ変換サービスの円滑な終了に向けて、弊社グループ各局においてもお客様に混乱を生じさせることのないように積
極的に取り組む所存ですが、「デジアナ変換サービス」が総務省の要請により導入行われた経緯を踏まえ、当該サービスの終了に
あたっては、平成26～28年度に必要となる電波利用共益事務の用途として、「デジアナ変換サービス」を終了するための周知広報
活動を国としても積極的に行うことについて追加して頂きたいと考えます。

【ジャパンケーブルネット株式会社】

上記のほか、テレビ放送の電波利用料が安すぎるとの意見や、今回の意見募集の対象と直接関係の無い放送番組の内容に関連した意見等が個人の方を中心に多数提出されました。これらの意見
の中には同文のものや同旨のものも多く含まれており、代表的な意見の概要は以下のとおりです。また、全文については、次ページ以降に掲載しています。

・電波利用料の８割は携帯電話事業者を通じて利用者が負担。一方、テレビ局は２割程度。このような状態は是正すべき。
・テレビ局の電波利用料を大幅に増額すべき。
・放送免許はオークションにすべき。
・電波オークション制度を導入すべき。

なお、ご提出いただきましたご意見のうち、個人の氏名やその他属性に関する情報は、非公表としています。

①　電気通信事業
者の設置する免許
不要の無線ＬＡＮ

基地局に対する電
波利用料徴収の是

非98

97

２．次期電波利用
料の見直しの考え

方

３．その他

（３）新たな電波利
用システムに対す
る料額設定の在り

方



1 電波利用料を入札制にし 各テレビ 携帯電話各社から ２０００億円程度の年間使用料を徴収すべきです 

なぜ 政府は 入札制を導入しないのか 

政府に転がり込む 徴収金がそこにあるのに 

2 どうも、電波利用料制度とは、平成 5 年に不法電波の監視を目的に、受益者である免許人にその費用負担を押

し付けたところから始まっているようだが、いつのまにか主体は、地上デジタル放送の電波行政失敗の尻拭い

に使われてしまっているようである。そして地上デジタル放送とは関係ない携帯電話事業者が負担しているとい

う実態である。そもそも、デジタル放送化をしようとしたとき、本来なら地震大国であり台風の通り道でもある日

本において、ＵＨＦ帯による地上波で行うこと事態が大間違いだったのである。そして東日本大震災では全く使

い物にならなかったのは当然の結果である。衛星放送電波にすべきだったのである。そもそも高層ビルが立ち

並び、密集した住宅地域になってしまっている日本では、直進性の高いＵＨＦ帯地上波は無理なのである。違法

電波が無くても受信障害が起こってしまうのである。だから、ＣＡＴＶや光ファイバー事業者が売り込みに回って

いる。今やＡＭやＦＭラジオでさえ受信は困難になりつつある。ちなみに私の地域は地上電波でのテレビ受信を

あきらめてＣＡＴＶで受信している。毎年毎年高額な地デジ対策をしているようだが、おそらく衛星放送にせず

に、このまま継続していくと永久に収束はしないだろう。携帯電話も真の災害対応を考えれば衛星電話にすべき

であると言える。二重課税としか言いようがない電波利用料制度は即刻廃止し、真の電波行政を推進して欲し

いと提言致します。 

以上 

3 1.欧米各国と同水準となるよう、今の１０倍の金額にして下さい。 

 

2.NHK は解体し、政府専用チャンネルを新設して下さい。 

 

3.英国のメディア規制法にならい、公共電波を使った捏造報道には最高額無制限の罰金刑と、謝罪広告の義務

化を科す法律を制定して下さい。 

義務や責任を負わない報道の自由は日本国民にとって有害で迷惑です。 

4 平成２３年度電波利用料 

 

単位百万円 電波利用料   営業収益 

ＮＨＫ   １８６７．２  ６９４，５７７ 

日本テレビ  ４１９．１  ２６４，８２０ 

ＴＢＳ    ４１６．１  ２０８，５８１ 

フジテレビ  ３８８．１  ３２９，０１３ 

テレビ朝日  ３９８．２  ２０５，２３５ 

テレビ東京  ３８７．３   ９１，２４９ 

 

河野太郎議員のブログで読みましたが、おかしいですよね。 

殿様商売辞めさせてください。 

 

他国に比べても格安の電波使用料は、もっと引き上げるべき 

だと思います。 

5 現在の電波使用料は諸外国に比べ極めて安すぎると思います。 

またテレビ局職員平均給与は 1 千万円以上であり日本国内の各産業の労働者の平均給与と比べ飛びぬけて

高い水準です。故に各テレビ局は経営的にかなりゆとりがあり電波料を相当額上げても問題ないと思われま

す。私は電波オークションを行い電波使用料を国際水準の適正額にまで値上げし、同時にそれによる国家の歳

入増加を図るべきだと思います。 

 

【同意見他 5 件】 

6 いつもお世話になっております。 

 

国民の共有財産である電波、その使用料金がわが国では 

諸外国に比較して割安だと聞きました。 

公平・公正な金額への是正を希望します。 

 

どうぞご検討よろしくお願いいたします。 

7 ・NHK と民放 127 社の 2010 年度の利用料の総額は約 60 億円ですが、同年度のテレビ業界の売上総額は約 2

兆 8157 億円に達します。テレビ局は売上高の 0.2％しか電波利用料を支払っていない状況は不自然です。 

 

・さらに、2011 年度にテレビ業界が支払った電波利用料の総額は、前年度に比べて 5 億円も減っていたとの報

道もあります。 

http://www.news-postseven.com/archives/20130305_174725.html 

 

・放送免許という国民の財産が既得権益として既存のマスコミに安価に独占され、国民のための報道提供を怠

る現状を改め、また新たな財源とするために、電波オークション制度の導入をお願い申し上げます。 

 

・近年、ある特定国の文化を過剰に賛美し、逆にある政党に対して、政策ではなく政治家個人のささいな言い間

違いなどを始めとした人格攻撃を行うなど、放送局の偏向報道が目に余ります。また、以下のような問題がある

と考えられます。 

 

 1．韓国など特定国の音楽や映像に関する著作権を放送局の子会社に管理させ、恣意的に放送でブームを捏

造し、著作権料で子会社を経由して利益をあげる 

 2．上述の1に関連して、消費者に宣伝と気づかれないように宣伝行為を行う「ステルスマーケティング」の横行 

 3．特定政党への過剰な応援やネガティブキャンペーン、党首への誹謗・中傷などによる人権侵害 

 

・日本国民における公共の利益を最優先すべき放送電波が、外国人や特定国の利益を優先し、影響力の大き

さを自制するどころか、ステルスマーケティングに用いるなど言語道断です。 

 

・放送局の偏向報道に対し、昨年から 1 年以上にわたり数十回の偏向報道デモ（数千人が参加したデモもあり

ます）が日本の各地で開催されていますが、まったく報道されません。一方、原発やオスプレイへのデモは例え

少人数でも報道されています。 

 

・現状を鑑みると、放送局に自浄作用があるとはとても思えません。国民の声がまったく報道に反映されない状

況はあまりに異常です。総務省には、この機会に免許制度について、既存の放送局に対してより厳しい審査基

準を設け、利用料の引き上げ、オークション制度の導入、既存放送局の免許取り消しを含めた取り締まりを厳格

化していただきたく存じます。 

8 ディスカバリーチャンネルなど良質でオモシロイ番組がサブで 

 

悪質な健康番組（科学的根拠なしにむしろ人体に悪影響のある大量の水摂取やマイナスイオンの効能を喧伝

するなどのオカルト的なもの）を地上波で 

”大量に誰にでも見られる”ようにしているなど非常に疑問を感じます。 

 

NHK やアサヒも BS のほうが地上波より遙かに良心的な 

番組（特にニュース番組）が多いです。 

 

できれば、このような良質な番組の救済のためにも 

地上波の電波使用料金の値上げ。 

もしくはもっと言えば地上波の局番を大幅に減らし３局程度に減らし 

悪質な番組の量を少しでも減らしていただきたいです。 

9 既存テレビ局の電波使用料が安すぎると思う。 

そのテレビ局の純利益に合わせた料金設定が必要だと思う。 

10 儲けすぎているテレビ局に対して、原材料費にあたる電波使用料があまりにも安すぎる。 

なぜ携帯電話会社が高く、テレビ局などは安いのか、意味不明。 

 

昨今の日本のマスメディアの低すぎるモラル、放送の内容の下劣には目に余る。 

これを優遇することはまったく理解ができない。 

電波使用料の見直しを求める。 

11 公共の電波は日本国民の意識形成に極めて強い影響を持ちます。国民の意識が日本の弱体化や不健全な偏

向に向かうことは絶対に許されません。そういう意味では、電波利用料の高低はあまり関係がないように思われ

ます。国益への奉仕と中立性こそが公共の電波を使用する者に課せられた使命です。 

 では電波利用料を諸外国並みに引上げたらどうなるか。企業にとっては利益への圧迫になるのですから、ス

ポンサー獲得のため、国益や中立性をないがしろにする恐れが無いでしょうか。しかも電波オークションを実施

した際、新規事業者が参入しにくくなる恐れもあります。つまり過度の引上げは放送のモラール崩壊をもたらす

ものであり、適度を目指すべきであります。現行の利用料は安価過ぎることは確かでありますから。 

 但し、NHK の利用料に関しては意見が異なります。この組織は国民から放送法で視聴料金を取ることが認め

られているのですから、民法と同列に論ずることは出来ません。当然民法とは区別化し、国際水準に合致した

電波利用料を適用すべきです。１０倍にしても宜しかろうと思います。 

 総務省に置かれましては、NHK の反公共性と非中立性に鑑み、厳しい処断を下されますよう、よろしくご配慮

頂きますようお願い申し上げます。 

12 電波は貴重な国民の財産である、現在のテレビ局の電波使用料は諸外国に比べても不当に安すぎます。 

不当に安すぎる電波を使用してテレビ局は不当は利益を甘受しすぎています。 

テレビ局員の高額な給与を見ても明らかです。 

私は電波オークションを行い、適正な電波使用料を徴収し国庫に収め財政の健全化に役立てるべきです。 

13 電波使用料の値上げまたはオークション化に大賛成です。国民の限られた財産とも言える放送電波を、既存の

テレビ局が独占しているという状況はおかしいと思います。放送業界に健全な競争や淘汰を促すためにも必要

だと思います。 

14 電波使用料は諸外国に比べ極めて安すぎる。テレビ局職員平均給与は 1 千万円以上であり飛びぬけて高い水

準。テレビ局は経営的にゆとりがあり電波料を上げても問題ない。電波オークションを行い電波使用料を国際水

準の適正額にまで値上げし、国家の歳入増加を図るべき。 

15 「現在の電波使用料は諸外国に比べ極めて安すぎると思います。 

またテレビ局職員平均給与は 1 千万円以上であり日本国内の各産業の労働者の平均給与と比べ飛びぬけて

高い水準です。 

故に各テレビ局は経営的にかなりゆとりがあり電波料を相当額上げても問題ないと思われます。 

私は電波オークションを行い電波使用料を国際水準の適正額にまで値上げし、同時にそれによる国家の歳入

増加を図るべきだと思います。」 

 

【同意見他 1 件】 

16 今のテレビ局はテレビ黎明時代からの既得権益のまま、不当に安い電波料金でコンテンツを流しています。 

電波料金はもっと上げて、その増えた歳入分を国家、国民の為に使うべきと思います。 

電波料金を適正価格にする為に必要なら、電波オークションもするべきではないでしょうか。 

ただし、外国資本はどうしても入れてはいけません。 

スパイ防止法を作って、日本国籍がありながら、外国のために電波オークションの参入の顔になるようなスパイ

を排除する手当も考えておく必要があると思います。 

17 テレビ局の電波利用料を大幅に値上げする。 

アマチュア無線など非営利な無線局に対して電波利用料の廃止 

18 １．民放の電波利用料は安すぎる。民放の収益を見た場合、１桁上げるべき。 

２．地上波における既存テレビ局の独占状態は明らかな独占禁止法違反である。電波利用権の入札を実施す

べき。 

３．携帯電話の利用料を下げ使用者の負担を減らすべき。 

19 現在の電波使用料は諸外国に比べ極めて安すぎると思います。また、テレビ局職員の平均給与は１千万円以

上であり日本国内の各産業の労働力の平均給与と比べ飛びぬけて高い水準です 

電波オークションを行い電波使用料を国際水準の適正額にまで値上げし国家の歳入増加を図るべきと思いま

す。 

20 電波オークションを導入するなり、電波使用料を上げて頂きたいです。 

以前からテレビの放送内容が同じようなものが多くなり、尚且つかなり偏向してきていると感じていました。 

ネットの方ではテレビの放送を呆れて見ているようなものも多く見かけます。 

これも競争なく、スポンサーなどの意向ばかりを反映させて番組を作ってるせいではないかと思われます。 

どうか魅力ある番組作りをさせるよう行政からも何か手を打ってほしいです。 

21 テレビ局職員平均給与は 1 千万円以上であり日本国内の各産業の労働者の平均給与と比べ飛びぬけて高い

水準です。 

故に各テレビ局は経営的にかなりゆとりがあり電波料を相当額上げても問題ないと思われます。 

私は電波オークションを行い電波使用料を国際水準の適正額にまで値上げし、同時にそれによる国家の歳入

増加を図るべきだと思います。 

22 現在の電波使用料は諸外国に比べ極めて安過ぎると思う。 

またテレビ局職員平均給与は 1 千万円以上であり日本国内の各産業の労働者の平均給与と比べ飛び抜けて

高い水準だ。 

故に各テレビ局は経営的にかなりゆとりがあり電波料を相当額上げても問題ないと思われる。 

私は電波オークションを行い電波使用料を国際水準の適正額にまで値上げし、同時にそれによる国家の歳入

増加を図るべきだと思う。 

23 日本の電波使用料は諸外国に比べ極めて安すぎると思います。 

またテレビ局職員平均給与は 1 千万円以上であり日本国内の各産業の労働者の平均給与と比べ飛びぬけて

高い水準です。 

 故に各テレビ局は経営的にかなりゆとりがあり電波料を相当額上げても問題ないと思われます。 

 私は電波オークションを行い電波使用料を国際水準の適正額にまで値上げし、同時にそれによる国家の歳入

増加を図るべきだと思います。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

24 放送局（ＮＨＫ・民放地上波）の電波使用料を引き上げてください。 

法外な利益を得ています。 

25 既存のテレビ局は暴利をむさぼりすぎです。 

電波利用料はオークションを行い、国際水準の適正額にまで引き上げるべきです。 

それにより国の歳入増加を図るべです。 

26 NHK と民放 127 社の 2010 年度の利用料の総額は約 60 億円。 

同年度のテレビ業界の売上総額は約 2 兆 8157 億円。テレビ業界は売上高に対し 0.2％しか支払っておりませ

ん。 

一方で平成 23 年度の電波利用料の歳入額約 745 億円のうち、携帯電話会社が 80％近く（約 590 億円）を負担

しています。これはユーザーが端末 1 台ごとに電波利用料として年間 200 円を支払い負担しています。 

電波オークションでもなんでも手段はかまいませんが、適正な負担を放送事業者には求めます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

27 今、電通（＆博報堂）がＴＶ業界を席巻して、独占状態であり、様々な悪影響が出ている。 

番組の企画を独占して、番組の低年齢化、芸の無い芸人の排出、韓流、・・・、日本文化の危機と言えると心配

している。 

さらに、最近はＮＨＫにもその勢力を伸ばして、役員人事まで影響を与えて、経営件を完全に手中に収めている

様子。 

本来なら、独占禁止法で電通を解体すべきだろうが、それをしないのであれば、放送料金を大幅にあげて、放送

業界の利権を圧縮する方法もある。 

特に、電通が宣伝する洗剤は、合成界面活性剤が、人体の健康と環境に重大なダメージを与えている。 

健康（人体）破壊税と環境破壊税を合わせて徴収するのが筋だとも思う。 

なお、電通は、TV・新聞のマスコミを支配している為に、これらの合成界面活性剤による健康被害や環境破壊

の報道は出ない。 

このようにスポンサー企業の反社会事件を表に出さないで、守ってやる事が、企業支配に繋がり、電通を肥え

太らせる原因であり、電通のマスコミ支配を無くす事が、電通を正常な姿にすることであり、日本の経済活動を

国民に奉仕させる活動へ向かわせる、その為の、緊急課題である。 

とにかく、電通の力を削ぐ、放送電波料金政策が必要だろう。 

そうしないと、政府よりも強い影響力を行使して、日本政治を機能不全に貶める危険があると、とても心配してい

る。 

極論すれば、全てのＴＶ事業者は電通の影響下にあり、まともな報道をしていない。 

全部のＴＶ儀業者を潰す料金体系を設定して貰いたい。 

そうしないと、日本は、まともにならないだろう。 



28 電波利用については公共性に鑑み、入札制にすべきである。 

 

公共性については下記諸点が配慮されるべきである。 

１、放送内容が国民の資質向上により有益である。 

２、事件事故の報道のほかに、見て心が和む、励まされる、向上心が生まれるような 

    話題を一定の割合で報道する。 

３、国会等の機関の中継は編集することなく報道する。 

４、海外へ向けて、日本の真実の姿の理解に貢献できる放送に注力する。 

５、他国の放送内容と比較検証した放送白書を発表する。 

29 現在の電波使用料は諸外国に比べ極めて安すぎる反面、テレビ局の職員平均給与は、国内の各産業の労働

者の平均給与と比べ飛びぬけて高いのが実態です。 

そのため、報道各局は経営的にゆとりがあり、電波料を相当額上げても問題ないと考えています。 

電波使用料を国際水準の適正額にまで値上げし、国家の歳入増加を図るべきだと思います。 

また、外国番組の放送には電波料を割り増し課金し、もっと国内の番組を保護するべきです。 

30 NHK 解体を希望いたします。 

 

日本のために正しい行いをなさっている政治家の方々を叩いたり韓国や中国の不都合な真実を隠蔽し、よいと

ころだけを報道する NHK があまりにも異常過ぎます。 

日本人として許せないことですので解体は必須だと思われます。 

 

また、政治家の活動を正しく伝えているテレビ局があまりないのが実情ですので、新しいテレビ局を設立してい

ただきたいと思います。 

日韓トンネルをつくるより一番有益のあることかと思います。 

 

「人権擁護法案」「東海表記問題」などを一度もテレビ局で報道されて 

いないこと自体にも大問題です。設立されたら（願望を強く込めていますが、、）是非報道して欲しいのです。 

 

どうか宜しくお願い致します。 

31 平成２３年度電波利用料  

 

単位百万円 電波利用料   営業収益  

ＮＨＫ   １８６７．２  ６９４，５７７  

日本テレビ  ４１９．１  ２６４，８２０  

ＴＢＳ    ４１６．１  ２０８，５８１  

フジテレビ  ３８８．１  ３２９，０１３  

テレビ朝日  ３９８．２  ２０５，２３５  

テレビ東京  ３８７．３   ９１，２４９  

 

ＮＨＫ (1867.2/694577)*100= 0.268825%  

日本テレビ (419.1/264820)*100= 0.158258%  

ＴＢＳ (416.1/208581)*100= 0.199491%  

フジテレビ (388.1/329013)*100= 0.117959%  

テレビ朝日 (398.2/205235)*100= 0.194021%  

テレビ東京 (387.3/91249)*100= 0.424443%  

 

 国民全体の財産である電波帯域を、ほとんどタダで使ってＮＨＫは受信料まで取っているなんて・・・ 

アメリカやイギリス等、外国はもっと徴収しています。 

 

 日本の放送局も、同じ位徴収してもいいと思いますね。 

32 なぜ「電波オークション」導入を撤回することになったのでしょうか？ 

欧米のようにオークション方式にして財源にしてください。 

 

テレビ局の電波使用料は安すぎます。年間 50 億円くらいでしたっけ？ 

それでテレビ事業は 4 兆円くらいの売上があるのでしょう？ 

 

使用料の使い道が 300億円くらい地デジ対策のために使われてるようですが、帯電話 1台 200円の使用料を携

帯電話会社から徴収されていて、その総額が大体同じくらいの金額になる筈です。 

 

国民から使用料をもらい、それがテレビのために使われ、テレビ事業者は微々たる使用料しか払わなくてもいい

というのは納得できません。 

 

アメリカはアナログ放送の帯域をオークションに出したら確か 2 兆円くらいになったとかいう記事を見たことがあ

ります。地デジ対策費はそれで間に合うではないですか？ 

 

第一現在のテレビはロクな放送をしていません。 

 

教育上悪いような内容の番組が多いし、報道では偏向、虚偽と思われる放送が多く、報道して欲しいような内容

のものは「放送しない自由」で報道されません。 

 

オークションを導入する、もしくはテレビの電波使用料金は 10 倍以上に上げてもいいでしょう。確かイギリスでは

2500 億円くらいをオークションで財源にしてるし、放送事業料みたいなものを何百億円ももらってる筈です。 

 

使用料のことではありませんが、地上波テレビ放送は有害と思うことが多いです。 

 

《放送法》 

第４条 放送事業者は、国内放送及び内外放送 （以下「国内放送等」という。） 

の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 

1．公安及び善良な風俗を害しないこと。 

2．政治的に公平であること。 

3．報道は事実をまげないですること。 

4．意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 

 

とありますが、全く守られているとは思えません。 

 

BPO が機能しているようにも全然思えません。逆に何か問題が起きたら BPO が「軽い措置」をとり、ガス抜きし

ているようにしか感じません。 

 

「表現の自由」「言論の自由」「放送の自由」ばかりで、何か不都合なことや自社の利益や方針にそぐわないこと

は「放送しない自由」ばかり行使する。 

 

多くの国民がこのようなことを感じていると思います。 

 

前回の退任後に再度の安倍政権をずっと望んでおりましたが、それが実現したこ 

とをとても喜んでいます。 

 

現政権で、電波使用料、放送事業に関する改革を望みます。 

" 

33 現在の社会情勢と照らすと、テレビ関係者の収入がかなり多いと思われます。 

そんな中、本当に中立な監督機関もなく、下らないお笑いタレントを使った番組を制作して垂れ流しています。 

それらの無駄を無くし、もっと適正な電波利用料に引き上げるべきと感じております。 

そして、電波の利用に関してはほぼ独占状態で他の入る余地を与えないのは、明らかな独禁法違反ではないで

しょうか。 

電波利用料を引き上げるのは当たり前として、きちんと入札をさせる制度を確立して頂きたいです。 

それには、大前提として、日本のテレビ局なのですから、当然外国勢力は排除していただかなくては困ります。 

日本人の不利益になるような「嘘」も平気で放送してしまう現状は、かなり深刻です。もっと、一般の日本人の意

見が反映される仕組みを取り入れなければならないと考えます。 

日本国民はしっかりと見ています。 

今でさえだんだんとテレビに興味をなくしていますが、このままではテレビそのものの存在意義はなくなるかもし

れません。 

そうなるのが困るならば、独りよがりな考えは捨てて、テレビ業界が真摯に取り組む様にしっかりと指導をして下

さい。 

あと、それに付随して「広告税」の導入もしっかりお願いします。 

私の働く業界は、現在進行形で人員削減の嵐です。民間の会社はみな必死でやっています。 

テレビ関係者だけが優遇されているのはおかしいですし、その様なお金があるのであれば、電波利用料を見直

し（上げ）て日本国内のお金を回した方がよっぽど良いです。 

以上、宜しくお願いいたします。 

34 欧米のようにオークション方式にしてください. 

テレビ局があまりにも安すぎる。既得権益となっている 

35 平成 23 年度の電波利用料の歳入総額７４０．３億円のうち携帯電話が支払うのはそのうちの８２％（約 590 億

円）にのぼり、テレビ局は携帯電話の１.４倍の周波数帯域を使っているのに、テレビ局・ラジオ局は合計で６％

（約 60 億円） 

特に民放各局は、広告費で莫大な利益をあげています。 

 

本来は公共性の高い放送をする責務を負っているはずですが、放送内容には問題が多く、世論のミスリード

や、特定国の擁護、日本国民にデモで抗議される放送局もあるほどで、国民に不利益をもたらしていると言える

と感じます。 

 

私はかつてアマチュア無線基地局を設置・開局しておりましたが、電波は目に見えず、申告せずに違法に発信

したりと電波を使用する事もできるのです。 

 

しかし、電波は有限な国民共有の資源です。 

そんな限られた国民の財産をお借りする以上所定の手続きでルールを守る事は当たり前の責務だと思っていま

した。 

 

公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきですが、現在の民放は、公共性が極めて低く、広告費など

での利益が莫大です。 

本来税収や電波使用料として、納められる莫大な金額は放送局の傘下で消化されてしまっています。 

税金は国民全員で支払う物です。 

一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、国民の財布からその民放の利益分を負担しているようなも

のです。 

ルールを守り納税している国民にとっては、不公平感を募る内容です。 

 

よって、電波使用料の算出方法は海外各国を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対しても、しかるべき

税率を掛け、放送内容を監査する公共機関の設立を求めます。" 

36 現在の電波使用料は諸外国に比べ極めて安すぎると思います。 

またテレビ局職員平均給与は 1 千万円以上であり日本国内の各産業の労働者の平均給与と比べ飛びぬけて

高い水準です。 

故に各テレビ局は経営的にかなりゆとりがあり電波料を相当額上げても問題ないと思われます。 

私は電波オークションを行い電波使用料を国際水準の適正額にまで値上げし、同時にそれによる国家の歳入

増加を図るべきだと思います 

37 電波利用料の歳入について、携帯電話は８２％、テレビ・ラジオは６％であり、海外に比べて格段に安いと聞き

ます。電波は国民共有の財産であります。特に民放は、広告費で莫大な利益があり、その内容も日本国民を不

利益な方向にもっていっております。また、電波を違法に発信することもできるとよく言われます。海外を参考に

しながら適正な電波利用料を決定し、収入についても税率をかけること、放送内容を正しく監査する機関が必要

だと思います。 

38 電波利用料は、放送局に対する値上げをして頂きたく意見致します。 

 

理由１ 

緊急時に使用する媒体として、携帯電話やインターネットが増加してきていること。視聴者が減っていく中で、使

用料据え置きや値下げは、単に悪化させるだけだと思います。視聴者が増えているならば、据え置きや値下げ

も理解できます。 

放送局としての使命をまっとうして頂く為に、使用料を値上げして頂きたいです。 

 

理由２ 

放送局は、広告費がたくさん入っておりますし、ＮＨＫは国民からの受信料で成り立っている中で、平均年収は

国民からかけ離れた高い給料をもらっていること。これだけの余力が放送局にあるということだと思います。安

い利用料のままですと、放送局の資質が落ち、国民の生命の保護に関する責務が薄れる心配が視聴者として

あります。 

 

理由３ 

日本国民の生命、財産の保護に著しく寄与するはずの放送局が、現在では日本国民の為にならない番組をど

んどん作成し、流し続けていること。また、政府見解とは違う放送を堂々と行っていること。 

個人が使用し広めるために電波を使用する場合は別ですが、主要放送局は、日本全体を巻き込み、様々な情

報を発信するという大きな影響を与えるものだと思います。 

 

以上です。どうぞ宜しくお願い致します。 

39 日本における電波利用料は安すぎます。 

今日本国内にあるテレビ局は安易に番組を作りすぎ、面白くないし教養のかけらも無い無駄な番組を垂れ流し

ています。しかも、反日工作の激しい番組ばかり。 

局の努力もなしに低予算で番組を作り、しかも局内には朝鮮人がはびこり、反日メディアと化しています。 

番組の視聴率の悪さを反省することもなく、毎日をダラダラ反日番組を垂れ流してスポンサーから収入を得てい

ます。 

 

もっともっと電波利用料を高くし、局自体の努力無しに反日工作にあけくれる局なぞ潰してかまいません。 

反日を止め視聴率を取れる番組を作れば収入も増え、電波利用料が高くても潰れる事はないでしょう。局の反

省を促し、努力して良い番組を作らせるためにも電波利用料を高額にすべきです。一桁多くしても良いと思いま

す。 

40 TV 局が支払っている使用料と、電話会社の支払っている使用料との差があると認識しております。 

そこに差のないよう TV 局からもきちんと支払ってもらうべきではないでしょうか。 

 

 

また、NHK の電波塔が SoftBank へと引き渡されたという情報がありますが、NHK の使用しているものは国民の

料金から出ている財産です。それを平等に競売にかけるならまだしも、1 社に譲り引き渡されるのは問題のない

ことなのでしょうか。 

 

 

電波を使う様々な競争関係の会社が不利にならないよう、ご配慮お願いいたします。 

41 テレビ局の電波使用料安すぎると思います。テレビ局が儲かるようなシステムになってませんか？営業収益か

なり高いですよ。公共の電波を使用するんだから、もっと高くてもいいと思います。 

42 コンテンツの単一化、報道に関する見解も横並び。電波利用料を高くすることで 

国の財政が潤うのであれば欧米以上にとっても良いと思います。今の報道はもう 

見るに耐えません。偏向してるならまだしもヤラセや嘘が横行しています。 



43 現在の電波使用料はテレビ局の負担が異様に少なく、携帯電話会社を通じて大部分が国民に転嫁されている

由々しき事態が続いている。 

また、近年TVにおける偏向報道、報道の自主規制は著しく、TV局は事実ではなく放送局が見せたい、信じ込ま

せたい情報のみを送り続けるプロパガンダ機関に堕している。 

TV 局の電波使用料分担割合を大幅に増やし、同時に放送免許制度もオークション制に移行するべきである。 

なお、近年は民間以上にNHKの偏向、事実歪曲報道が酷く、もはや国営の名を与えるべきではないレベルに陥

っている。 

このような状態が続き、国民に多大な不利益を与えている NHK は、もはや一定額の受信料を受け続けるに値し

ない。 

一度国民投票規模で、NHK の放送内容が国営放送として妥当であるか？ 

今の受信料を払うべき価値があるのか広く意見を募集してほしい。 

もしくは NHK の国営放送という立場を取り消し、民営化にすることを強く求める 

44 現在の放送事業は、実態として放送法の第１条の一、三、第４条の二、三、四などが平然と踏みにじられた無法

状態である。 

しかるに行政はこの状態の打開の為の何等の方策も実行していない。 

その為に国民の利益、所謂、民主国家、国民主権国家に於ける国益、公共の福利はいずれも達成されていな

い。 

それ故に、今回の改正に際し、電波料の金額を１０倍に値上げし、それを原資として放送内容を監視し、国民の

代表により審査する機関を設立すべきである。 

国民の代表の選定は裁判員や検察審査会と同様で良い。 

また、その際、放送法違反の捏造報道については、重くこれを罰するシステムも新たに法として成立させるべき

である。 

                                以上 

45 現在、電波使用料を国民がほとんど負担し、テレビ局がわずかしか負担していないのは明らかに不公平です。

テレビ局が電波使用料全てを負担すべきです。特に最近テレビ局は偏向、反日報道ばかりしているので、国民

がはらうのは我慢なりません。電波使用料をオークション制度にするべきだと思います。 

46 今、電通（＆博報堂）がＴＶ業界を席巻して、独占状態であり、様々な悪影響が出ている。 

 番組の企画を独占して、番組の低年齢化、芸の無い芸人の排出、韓流、・・・、日本文化の危機と言えると心配

している。 

 さらに、最近はＮＨＫにもその勢力を伸ばして、役員人事まで影響を与えて、経営件を完全に手中に収めてい

る様子。 

 本来なら、独占禁止法で電通を解体すべきだろうが、それをしないのであれば、放送料金を大幅にあげて、放

送業界の利権を圧縮する方法もある。 

 特に、電通が宣伝する洗剤は、合成界面活性剤が、人体の健康と環境に重大なダメージを与えている。 

 健康（人体）破壊税と環境破壊税を合わせて徴収するのが筋だとも思う。 

 なお、電通は、TV・新聞のマスコミを支配している為に、これらの合成界面活性剤による健康被害や環境破壊

の報道は出ない。 

 このようにスポンサー企業の反社会事件を表に出さないで、守ってやる事が、企業支配に繋がり、電通を肥え

太らせる原因であり、電通のマスコミ支配を無くす事が、電通を正常な姿にすることであり、日本の経済活動を

国民に奉仕させる活動へ向かわせる、その為の、緊急課題である。 

 とにかく、電通の力を削ぐ、放送電波料金政策が必要だろう。 

 そうしないと、政府よりも強い影響力を行使して、日本政治を機能不全に貶める危険があると、とても心配して

いる。 

 極論すれば、全てのＴＶ事業者は電通の影響下にあり、まともな報道をしていない。 

 全部のＴＶ儀業者を潰す料金体系を設定して貰いたい。 

 そうしないと、日本は、まともにならないだろう。 

  

追記 

 電通がマスゴミの司令塔であり、政府は全力を挙げて電通を解体すべき、と考えます。 

 安倍政権の、転覆を計られたら、長くは持ちません。 

47 TV 局の使用料が安すぎます。 

ある意味独占してぼろ儲けできるんですから、その分高い使用料払うべきです 

48 日本は電波使用料が安すぎます。 

日本の放送局は安い料金で不動産業や通販業などを手がけ、宣伝広告で巨額な利益を得ています。 

使用料の大幅な負担増をお願いします。 

 

あとＮＨＫは国営権を廃止してください。 

国営でありながら、日本国民のための放送をしていません。 

国民のための放送をしていないのに強制的に料金を徴収されるのは納得いきません。 

放送免許はオークション制にして下さい。 

49 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV 局は二割程度です。 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を求めたいです。 

また、在日犯罪者を通名で日本人のように報道するNHKの国営権廃止、放送免許のオークション制など厳正化

もお願いします。 

 

 

NHK は本当に目にあまるものがあると思ってます。 

中山成彬議員の動画削除や東日本大震災追悼式での諸外国の献花シーンのカット、教育 TV の高校講座（朝

鮮史）の捏造など、どう考えても日本の国営放送とは思いがたい現状です。 

もう受信料を払う価値も無いと感じます。 

早急な改善を願っています。 

50 偏向報道を繰り返すＴＶ局に電波使用料負担増額を希望します。現在電波使用料は携帯会社を通じて八割を

我々が負担しています。ＴＶ局は二割程度です。 また、偏向報道をして私物化している NHK 民営化、放送免許

のオークション制など厳正化を希望します。ＴＶ局に電波使用料負担増額を希望します。 

51 既存放送局の公共性強化。 

 

電波使用料の大幅な値上げを希望します。 

 

世論誘導形の放送を禁止すべきです。 

 

NHK は、国営放送局にして下さい。 

52 携帯電話会社に比べ、テレビ局の電波使用料負担が軽すぎる。そもそも、日本のテレビ局の電波使用料負担

は海外に比べて低すぎるので、外国並みの負担に引き上げるべきである。 

53 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。 

  

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。  

また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

放送免許のオークション制希望。 

 

【同意見他 1 件】 

54 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV 局は二割程度。こんなことはすぐ是正

すべき。 

 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求める。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくださ

い。 

55 現在の電波利用料金は携帯電話が普及する以前の状態を想定しており、携帯電話利用者に費用負担の著し

い不利益が発生しています。またテレビ等の通信業者に対しては非常に厚遇されており、費用負担の不公平が

著しくなっております。またインターネットの爆発的な拡大に伴い、テレビ等の既存メディアの視聴が大幅に減少

しており、逆にインターネットの利用の急拡大により、携帯電話の回線が混雑する状況に至っております。 

現在の電波料金の負担割合、利用効率を考えた場合、テレビ等の利用者が減少している帯域に関しては、利

用料金をあげることにより、テレビ局等の再編成を促し、携帯電話各社には帯域を拡げ、利用者の利便性をあ

げることが必用と考えます。 

災害発生時の広報に関しては、既存メディアの広報性、速報性がすぐれますが、東日本大震災における携帯電

話の役割を考えてみても、安否確認に関しては携帯電話の方がすぐれており、また組織の連絡方式に関しても

SNS の存在が広く認識されました。 

上記を考えてみると、各地方も含めてテレビ等のデジタル化により複数局の存在も不要となり、帯域を有効利用

するためにも、電波のオークション制度の導入が望まれます。またテレビ局に関しては、地上局以外にも、

BS,CS 等の手段があり、地上波に固執する必要はないと考えます。但し利用者の便益を考慮すれば、現在の

NHK に該当する公共的（はなはだ疑問ではあるが）な放送局は必要である。 

今回はオークション制度の導入のための良い機会であり、是非導入の判断をしてほしいと考えます。 

                               以上 

56 公平負担が実質不可能なＮＨＫ受信料を廃止し、有料放送化するか、政府直轄の無料放送とし、不公平感を解

消する。 

民放を含め、放送内容の国民による審査制度を設定し、内容の適正化を図る。また国益に適わない内容を放

送した局の免許を取り消し、運営者を再公募する。 

パチンコ等、公序良俗に反する企業のＣＭを放送しない。 

以上により、国民が納得する使用料負担にして頂きたい。 

57 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。 

 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。  

また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

放送免許のオークション制希望 

 

【同意見他 53 件】 

58 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々国民が負担しており、TV 局は二割程度です。  

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を求めます。 

また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、放送免許のオークション制など厳正化も求めたいです。 

59 現存するテレビ局は、既得権益として固定化されている恩恵に胡坐をかいて放送法を逸脱する内容を公共電波

に垂れ流し続けていると感じます。番組内容の低俗化や政治的偏向は言うに及ばず、特定の人や国にとって不

都合な事を「報道しない自由」の行使と、反社会的業種のスポンサーの氾濫は目に余るものがあります。下請け

孫請けの制作会社の過労薄給ぶりと相反して、放送業界本体の高給は知られた事であります。民間業者の待

遇に口を挟むつもりはありませんが、公器でありながら特定勢力の支配の影が及ぶ状態で国民をミスリードして

いる現状を正すためには、厳しい罰則ならびに高額な電波利用料は必然であると考えます。電波というものは

諸外国では安全保障の一部という扱いであり、外国人や特定勢力の影響を受けてはならないのです。 

我が国も知らず知らずのうちに電波によって国を蝕まれているように思われ、空恐ろしく感じている次第です。 

 

【同意見他 3 件】 

60 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料の大幅負担増を求めます。割合を逆にするか、国民負

担をなくしてください。 また、ついでに偏向報道のNHK民営化、受信料負担廃止。放送免許のオークション制希

望 

61 テレビ局の負担する電波使用料が安すぎると思います。反日番組しか制作さずに、その番組すらも下請けに作

らせ、自分達は大したこともせずに高い給料だけもらうテレビ局など要りません。電波オークションなどで自由に

参入できるようにするか、国益に反する番組制作をするならペナルティーとして電波使用料を上げるなど対策を

してほしいです。少なくとも国民の負担を減らすようにしてほしいです。 

62 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を日本国民が負担しており、TV 局は二割程度です。 

平気で偏向報道を繰り返す反日メディアが二割とは許せません。TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めま

す。メディア側がすべて負担し、国民負担をなくしてください。  

また、ついでに偏向報道の反日 NHK の解体、民営化、受信料負担廃止と、電波オークション制の導入、クロス

オーナーシップの廃止を求めます。 

反日メディアの淘汰のために、改善をお願いします。 

63 現在の電波使用料の是正 

携帯会社を通じて八割を利用者が負担。しかし TV 局は二割程度です 

そして放送局員の給与は平均よりもかなり上です。 

父が放送局に勤めていたのでわかります。以前はより良い報道に努めていたのに最近は国民から乖離された

偏向報道ばかりです。どこかに配慮した国民をだますことばかりです。視聴率も低下し国民からも見放された 

TV 局の電波使用料負担増を大幅に求めます。 

また、隣国より偏向報道のNHK民営化をも求めます。受信料負担廃止。国営だから時間を掛け丁寧な番組作り

をしていたのが、最近は手抜きが多いですし、国民が求める正しい報道を歪曲することが多いので、そんな放送

局に義務のように支払わなくてはいけないのは納得ができません。 

 

 放送免許のオークション制希望 

64 現在、TV やラジオの電波を利用している各放送局は、巨大な自社ビルを持ち、その社員たちの年収や、番組に

携わる者（コメンテーターや芸能人含む）のギャラも、一般サラリーマンや公務員とは比べものにならない程高額

になっているのが現状です。 

 

それだけでなく、公共の電波を利用して「放送法第 4 条」には違反する、「公正性」に欠ける番組作り、報道を行

っています。 

理解できないのは、なぜか「日本を蔑める」そしてなぜか中国と韓国という、限定された国を上げるような報道が

目に余ります。 

これは、NHK にしても同じです。 

 

このような状況で、電波利用料を上げる事は必然であり、本来であれば、電波利用を許可すべきではない ので

はないかと考えます。 

 

電波利用料に加え、放送法違反をした場合の罰則（罰金含む）もきちんと規定して頂きたいと思います。 

65 偏向報道を繰り返す NHK の民営化を希望します。 

国民に受信料負担をさせるならば NHK の職員は公務員待遇とすべし。 

放送免許のオークション制希望 

66 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV 局は二割程度です。激安電波で暴利を

むさぼる規制産業・テレビ業界は、自分たちに不利になる激安電波使用料のことは報道せずに既得権益を謳歌

しています。 

 

ＴＶ局に電波使用料大幅負担増を求めます。国民負担をなくしてください。  

また、偏向報道の NHK 改革で受信料負担を廃止してください。 

受信料制度は、テレビ普及を目指した放送法制定当時の遺物で、現在の社会情勢にそぐわなくなっています。 

NHK は受信料をもらいながら、好き勝手に偏向報道を繰り返し、反日国家の中国・北朝鮮の肩を持つ番組ばか

りを流して、日本の国益になる情報など流しません。 

良識ある国民からは、とっくに見はなされています。 

 

放送免許のオークション制も希望いたします！ 

67 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を私達日本人が負担しており、TV 局は二割程度です。こんな事は

すぐ是正すべきです。 

 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。 

割合を逆にするか、国民負担をなくして下さい。  

そして、偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止を切望します。 

放送免許のオークション制希望します。 



68 電波使用料金が諸外国と比べ異常に安いということを最近知りました。あんなに収入のある企業が、国民の財

産を使いながら優遇され低料金でいるのは納得いきません。 

収入に見合った使用料金を支払うべきです。 

最近の偏向報道、ステマ流し、偏ったコメンテーターの発言などを見たり聞いたりしていると、どこの国民の財産

を使わせてもらっていると思っているのかと不信感でいっぱいになります。 

テレビマスコミへの変な優遇はやめましょう。 

莫大な収入に見合った金額を請求しましょう。 

電波使用料はアメリカ、イギリスなど先進国並みに正当な料金を支払ってもらいたいです、国民としては。マスコ

ミの横暴を許さないで下さい。 

69 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。 偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民

負担をなくしてください。 また、偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止を希望します。 放送免許のオークシ

ョン制希望！ 

70 現在の利用料は安すぎる。公共の電波を悪用して、反日売国捏造報道が蔓延し、プロパガンダ放送が日常化、

また特定企業や商品の宣伝にも使用されている。悪質な誤報などへのペナルティも、「注意」レベルに留まって

おり、同じ事が何度も繰り返されている。現状を打破する為にも、まずは欧米並みの利用料にすべきであると考

える。 

71 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV 局は二割程度です。 

 

こんなことはすぐ是正すべきです。 

 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。 

 

割合を逆にするか、国民負担をなくしてください。 

  

また、ついでに偏向報道の NHK は受信料廃止してほしい。 

嘘ばっかりだから全然見てないのにお金払うなんて納得いかないです。 

72 ・現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV 局は二割程度です。 

こんなことはすぐ是正すべきです。 

 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。 

割合を逆にするか、国民負担をなくしてください。 

 

・ＮＨＫ解体ついて 

偏向報道のＮＨＫを完全民営化にしてください。 

反日ドキュメンタリーを海外に売り渡しているような公共放送は日本にいりません。 

子会社をたくさん抱えて収益もあるので受信料負担廃止。 

 

・日本国の尊厳をまもる国営放送を新しくつくってください。 

 

・放送免許のオークション制希望 

73 チャンネル数が増えた割に偏向された特定アジアよりの番組が多すぎる。特に何かにつけて韓国を絡めて放送

するやり方にはうんざりです、洗脳？、このような報道を続ける放送局に世界でもまれにみる割安の電波利用料

とかあり得ないではないでしょうか。ＴＶ業界こそ規制緩和が必要、とにかく普通の、当たり前の、収入に見合う

だけの、使用料にすべきです。 

74 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。 

 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。  

また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

放送免許のオークション制導入を希望します。 

 

現在の TV 報道にはうんざりしています。「災害時に役立つ」と主張すれば国民が納得すると思っているようです

が、普段の放送で害ばかりを垂れ流している TV が緊急時にだけきちんとした情報を報じるとは思えません。 

私はどの TV 局も全く信用していません。一番の電気の無駄遣いです。全局停波しても全く困りません。 

75 電波は我々国民の財産であるにも関わらず、TV 局に電波使用料が不当ともいえるぐらい安すぎる。 しかも

嘘、捏造、報道しない自由など、あまりにもひどい。 

放送免許もオークション制にするなどして、電波の公正な利用につながるようになることを希望します 

76 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。 

おかしな制度だらけです。早急に改善して下さい。 

77 ●現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ

是正すべきです。 

 

●偏向報道を繰り返す TV局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてく

ださい。  

また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

放送免許のオークション制希望 

78 ＮＨＫは韓国人に乗っ取られており、放送法違反です。 

 

反日の意図がはっきり分かる、日本を貶め日本人を洗脳している売国放送局です。 

 

公的な援助を廃止、解散させて下さい。 

79 電波オークション制導入でテレビ局の負担増をお願いします。日本国民にとって大変貴重な電波。今のテレビ局

は副業で大もうけし、貴重な電波を格安の金額で使用している。特にニコ動のようなネットテレビと大手テレビ局

の電波利用料が同じくらいというのは信じられない。国民負担を少なくし、欧米並みの電波オークション制導入

を希望します。テレビ局の外国資本のチェック体制も同時に見直すべき。 

80 現存するテレビ局は、既得権益として固定化されている恩恵に胡坐をかいて放送法を逸脱する内容を公共電波

に垂れ流し続けていると感じます。番組内容の低俗化や政治的偏向は言うに及ばず、特定の人や国にとって不

都合な事を「報道しない自由」の行使と、反社会的業種のスポンサーの氾濫は目に余るものがあります。下請け

孫請けの制作会社の過労薄給ぶりと相反して、放送業界本体の高給は知られた事であります。民間業者の待

遇に口を挟むつもりはありませんが、公器でありながら特定勢力の支配の影が及ぶ状態で国民をミスリードして

いる現状を正すためには、厳しい罰則ならびに高額な電波利用料は必然であると考えます。電波というものは

諸外国では安全保障の一部という扱いであり、外国人や特定勢力の影響を受けてはなりません。 

81 現在の電波利用料金は携帯電話が普及する以前の状態を想定しており、携帯電話利用者に費用負担の著し

い不利益が発生しています。またテレビ等の通信業者に対しては非常に厚遇されており、費用負担の不公平が

著しくなっております。またインターネットの爆発的な拡大に伴い、テレビ等の既存メディアの視聴が大幅に減少

しており、逆にインターネットの利用の急拡大により、携帯電話の回線が混雑する状況に至っております。  

現在の電波料金の負担割合、利用効率を考えた場合、テレビ等の利用者が減少している帯域に関しては、利

用料金をあげることにより、テレビ局等の再編成を促し、携帯電話各社には帯域を拡げ、利用者の利便性をあ

げることが必用と考えます。  

災害発生時の広報に関しては、既存メディアの広報性、速報性がすぐれますが、東日本大震災における携帯電

話の役割を考えてみても、安否確認に関しては携帯電話の方がすぐれており、また組織の連絡方式に関しても

SNS の存在が広く認識されました。  

上記を考えてみると、各地方も含めてテレビ等のデジタル化により複数局の存在も不要となり、帯域を有効利用

するためにも、電波のオークション制度の導入が望まれます。またテレビ局に関しては、地上局以外にも、

BS,CS 等の手段があり、地上波に固執する必要はないと考えます。但し利用者の便益を考慮すれば、現在の

NHK に該当する公共的（はなはだ疑問ではあるが）な放送局は必要である。  

今回はオークション制度の導入のための良い機会であり、是非導入の判断をしてほしいと考えます。 

 

【同意見他 3 件】 

82 本当はきちんと住所も名前もさらして意見をしたいのですが、昨今物騒な勢力の存在を知ったものですから匿名

で失礼します。 

 

ＮＨＫ・・・昔はきちんと機能していた記憶もありますが、現在はどうでしょう。海外で暮らしておられる方々のお話

では、まるで中韓の為の放送局のようであるそうです。 

必要以上に中韓を持ち上げ、日本はまるで駄目であるかのような印象操作をしているＮＨＫ・・・日本の国営放

送。 

そういうと、国営放送局ではないとのお返事が返ってきますが、外国の方にそんなややこしいお話が通じるわけ

ありません。ＮＨＫの戯言です。 

日本人からは強制的にお金を毟り取り、海外で垂れ流す中韓のプロパガンダ。 

 

どうかお願いです、日本人の手による日本の為の国営放送局を新たに作ってください。 

 

日本の為にならないＮＨＫなんて要りません。 

 

他の放送局にしてもそうです。ここはどこの国？と言いたくなるような放送内容・・・うんざりしています。 

ですがこちらに関しては、公共の放送をしなければならない組織であるにもかかわらず、タレントの使用権のよう

なものを持っていることに問題があると思われます。 

自分たちに利益のあるタレントたちを必要以上に押す行為、いわゆるごり押し、ステマの原因であるのは間違い

ありません。 

 

一部のタレントを押す行為を止めさせるように、ＴＶ局にはそういった行為ができないように規制をかけるべきで

す。 

 

マスコミ相手ですので、政治家の方などはあることないこと叩かれてしまうのでなかなか踏み込めない部分だと

は思います。 

ですが、今はネットもあります。 

真実はマスコミによってのみもたらされるものではなくなったのです。 

そして真実を知っている者の中で、反対するような輩はいないと言っても過言ではありません。 

 

是非、抜本的な改革をお願いします。 

83 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。私たちはTVをほと

んど必要としておりませんので、負担割合を逆転させるべきと思います。国民負担ゼロでもいいぐらいです。 

偏向報道まみれの民法は一つ二つつぶれてもいいです。中韓寄りの報道を繰り返す NHK についてはスクラン

ブル放送にして、望まない人から受信料を強奪するのをやめさせてください。放送免許のオークション制導入も

お願いします。 

毎日毎日くだらないことこの上ない放送を続ける TV 局の関係者が、懸命に働く者たちよりも高給待遇を受けて

いやがるのも許せません。 

TV なんか要らない。 

84 虚偽の報道をすれば、電波利用の権利を失うのは当然である。事実を知るのは国民の権利である。事実を報

道する TV のみが電波を使う権利がある。国民から強制的に金をとっている NHK は虚偽の報道や国民白痴化

のために金を使う権利はない。国民の名誉と命を奪った暴虐に対し、謝罪と賠償を済ましてから、NHK は解体し

なければならない。NHK は詳細な会計報告を国民の前にする義務がある。民放も間接的には国民の金で運営

されています。CM に使われる金はすべて商品に含まれています。国民を冒涜するような番組を国民に買わせ

た商品から得た利益で放送するのは、暴力団が庶民から巻き上げた金で武器を買って、その武器で庶民を脅し

て金を巻き上げるという循環とどこが違うのか。NHK も民放も一切必要ありません。国民が切実に必要としてい

る放送に電波を割り当てるべきです。チャンネル桜や channelAJER などは有料でも見たい情報を提供してくれ

ています。電波は国民共有の財産です。私物化は許されません。国民の願いに耳を傾けてください。 

85 日本のテレビ局の電波利用料は安すぎるので、世界と同じ GDP 比ほどの値段にしてもよいと思います。それ

と、各局とも関連企業も含めて自社広告が多すぎます。どの局がどのくらい自社広告をしているのか統計をと

り、広告税を導入するなり、電波利用料に上乗せして、自社広告を減らすべきです。 

86 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。 

放送免許のオークション制希望 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。 

  

ＮＨＫは国会中継、ニュース（偏向した解説は要らない）、天気予報のみで良い。我が国の立場を主張する国際

放送をＮＨＫにさせるべき。 

渋谷の放送センターの中にある中国のＣＣＴＶの日本支局は追い出せ、共産党独裁国家の国営放送の支社が

民主主義国である我が国の公営放送であるＮＨＫの中にあるのは大間違い。 娯楽番組は民営化。 

87 電波は公共の財産でありながら、他国と比較し非常に低価格で既存メディアに割り当てられており、電波を利用

することによる対価としては不当に廉価であると考えます。 

日本のＧＤＰ等の経済水準から考えて、現在の１０倍でもまだ安いのではないでしょうか。 

是非、オークションシステムを導入し、既存メディアに限らず広く利用を促進する施策を行うべきと考えます。 

そのほうが、電波利用が活性化され、既得権益に胡坐をかいたような既存メディアの姿勢も公共財を利用させ

てもらっているという考えに変わるのではないでしょうか。 

88 電波使用料について、現在の使用料は海外メディアと比較しても安すぎます。グローバル大好きなテレビメディ

アは海外メディア並の使用料を支払うべきです。反日・媚韓報道ばかりしているテレビは暴利を稼ぎ過ぎです。

適正な電波使金額に見直しをお願いします。 

89 日本の電波使用料は安すぎます。不公平感が無い様に、適正な使用料に改正をお願いします。 

90 今あるテレビ局は、既得権益として固定化されている恩恵に胡坐をかいて放送法を逸脱する内容を公共電波に

垂れ流し続けています。 

インターネットで TV の偏向や捏造が周知され、意見や抗議を受けようとも改める気は毛ほどもないようです。 

日々垂れ流される番組内容は低俗極まりなく、内輪の大騒ぎに終始しています。 

報道関係者は都合のいい時ばかり「報道の自由」を振りかざしてきますが、その実、常に行使しているのは「報

道しない自由」です。国民をなめるのも大概にしてもらいたいです。 

このようなくだらない組織が国民の財産である電波を悪用している毎日に嫌気がさしています。信頼を失った組

織を解体したうえで、電波オークション制によって真に報道理念を持った組織に電波が分配されることを望みま

す。 

91 電波使用料を値上げしてください。テレビだけ安い使用料で優遇されているのはおかしいと思います。海外並み

の適正な使用料に改正を希望します。 

92 電波の利用料について、料金を大幅に値上げする方向で考えていただきたいです。 

消費税をあげなければならないほどに、今の日本は余裕がありませんし、値上げできれば税金として国の収入

になりますよね。 

 

テレビ局が困ると言う事は、経営状態から見てもなさそうなので、第一段階として今の 10 倍くらいにしてもらえた

らと思います。 

 

外国と比べると、今は 100 倍も安いらしいですし、その結果がテレビ局員の一般と格差のある給料なのでした

ら、10 倍にすることくらいは問題ないと思います。 

 

ぜひ、見直して、値上げを。 

よろしくお願いいたします。 

93 偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。  

また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

放送免許のオークション制希望 

 

【同意見他 2 件】 

94 テレビ局は電波利用料をもっと払うべき。 

95 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。 

  

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。  

また、ついでに偏向報道の NHK 完全国有化、受信料負担廃止。 

 放送免許のオークション制希望 

96 電波利用料はもっと高くていいと思います。今は安すぎる。放送局を無駄に優遇するのは国民として納得がい

かないです。日本の国益を毀損するような放送内容が多すぎる。 



97 電波料八割を国民が負担とはおかしな話です。偏向報道が目にあまるテレビ局に負担させるべきです。テレビ

局を甘やかさないでください。 

あと NHK の民放化を強く希望します。 

98 日本のマスコミが酷い！真実を放送しないマスコミ不要！ 

罰金制度などもお願いしたいです。 

沖縄はもっと酷いみたいでなんとかして下さい。。。 

99 放送法を無視し偏向報道を繰り返し全国各地で抗議デモが行われているマスコミ各社の電波使用料は安すぎ

ます。放送法を改善し、ＮＨＫ・・・・・番組審議会・・・・の問題もありますのでこれ以上テレビ局の暴走を

許さないようにしてください。 

100 現在の電波使用料は、使用者が８割を負担し、放送局は２割程度。 

そのくせ、年間所得は１０００万以上。 

仕事内容は、反日、捏造、支那大好き、朝鮮大好き、 

どこの国の放送局かと思う内容です。 

しかも、公共放送のＮＨＫなぞまるっきり反日売国。 

我が国日本を愛する人間が見られる放送内容なぞ、どこにもない。 

自国を愛し憂う国民が見たい内容なぞ、どこにもない。 

捏造しても、知らん顔。 

反日しても、知らん顔。 

抗議しても、知らん顔。 

デモしても、知らん顔。 

そのくせ、受信料は強制徴収。 

引っ越ししたら、即、取り立てる。 

こんな放送局はいらない。 

ＮＨＫは解体せよ。 

せめて民営化するかスクランブル化せよ。 

だいたい公共放送に外国人、しかも反日バリバリの朝鮮人がいるなんて、日本国以外にそんな公共放送はな

い！！！ 

放送免許をオークションにしてもいい。 

捏造報道には一日放送停止にしてもいい。 

なんらかの厳罰化がない限り、我が国の報道はどんどんシナチョン化していく！！！ 

ＮＨＫなんぞに何千億も使うくらいなら、国防に使え！！！ 

税金がもったいないだろう！！！ 

あんな放送局、潰れてしまえ！！！ 

101 韓国への偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を求めたいです。 

在日犯罪者を通名で日本人のように報道する NHK の改善、または国営権廃止。放送免許のオークション制の

厳正化。 

震災慰霊祭より韓、国大統領の就任式の方を長く放映する NHK はおかしいと思います。 

102 私は年収１５０万未満の年金生活者ですが、ＮＨＫ受信料（衛星契約含）は必ず払っています。ですが天気予報

以外殆ど見ていません。 

あまりにお粗末で程度の低い番組ばかりだからです。なのに職員の平均給与は１７００万とか。到底許すことの

できない額です。こんなに高給を払えるのですから、今すぐ電波利用料を８割に上げるべきです。しれっと通名

で報道する姿勢も噴飯ものです。どこの国の放送局か？と言いたくなります。 

103 日本のテレビ局の電波料は、不当に安すぎると思います。 

どうしてこんなに安いのか知りませんが、諸外国の電波料も参考にして適正価格にすべきだと思います。 

104 偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。  

また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

放送免許のオークション制希望 

NHK 給料高すぎです。 

105 テレビ局の電波使用料の大幅な負担を望みます。またＮＨＫなどは、解体したほうが良い。偏向報道が酷すぎま

す。国益を著しく損なってる。民放テレビも偏向、捏造、公序良俗に反した番組が多すぎます。公共の電波を使

用している自覚をさせるため、政府の指導もしていくべき。 

106 現在の電波使用料は安すぎです。もっともっと高くするべきです。 

よろしくお願いします。 

107 NHK、民放キー局が国に納める電波利用料は、その売上に比べ少なすぎます。 

また、電波利用のオークション制を導入している先進国と比較しても非常に少ない額の利用料です。 

 

さらに公共財である電波を使いながら、国益を損なうような偏向した放送を行うことまであり、一体どこの国の放

送局なのか、と首を傾げるばかりです。 

 

他先進国と同様程度までの利用料の引き上げ、またオークション制も併せていち早く導入すべきかと考えます。 

108 現在の放送料は、視聴者が８割負担、放送局が２割負担、これで放送局員の年間所得は２０００万近い。 

ＮＨＫの平均所得は１７８０万円です。 

これが、普通ですか？ 当たり前ですか？ 

全職員の給与を合わせて、海上保安庁の予算より多いですよ？ 

しかも、内容が捏造と反日、ですよ？ 

日本という国の放送でありながら、日本が嫌い、日本が悪い、日本の為の内容じゃない、捏造しても日本を貶め

る、歪曲しても日本を悪者にする、正しいことは隠ぺいする、動画だって削除する、討論では都合の悪いことは

一切放送しない、どんなに説明しても、すべて削除、視聴者が抗議しても、何一つ対処しない、すべて支那のた

め、すべて朝鮮のため、そのためなら日本から税金を取り、タダでシナチョンに見せ、海外で反日放送を流しまく

り、捏造を事実にしようと全力を注ぐ。 

これが公共放送？ 

どうして税金をいれるの？ 

そんな必要がどこにあるの？ 

一日も早く潰してほしい。 

一日も早く解体してほしい。 

ＮＨＫなんてプロパガンダ組織だ。 

そんなものは我が国日本にはいらない。 

テレビなんて見たら馬鹿になる。 

我が国の放送局は、見る価値が一切ない。 

109 電波料金の見直しについてメールいたします。テレビは安い電波料で偏向放送をしており、最近では目に余るく

らいです。もっと高くしていただきたいです。よろしくお願いいたします 

110 ・平成 23年度の電波利用料の歳入総額 740.3億円のうち、携帯電話会社が 82％約 590億円）を支払っている。

テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか６％

（約 60 億円）しか支払っていない。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。 

・テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミス

リードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利

益をもたらしていると言える。 

・電波は有限な国民共有の資源。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は当

たり前の責務である。 

・公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などで

の利益が莫大。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきだが、放送局の傘下で消化さ

れてしまっている。  

 一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されない。  

・よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求める。 

 

【同意見他 1 件】 

111 各報道機関の電波使用料を諸外国と同等にしてください。日本の報道関係は不当に保護され過ぎていると思い

ます 

112 偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を求めます  

偏向報道の NHK 民営化、放送免許のオークション制など厳正化してください。 

113 テレビ局は、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、現在のテレビ局は NHK を含めて、放送内容

には問題が多く、世論のミスリードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。日本国民にデモで抗議され

る放送局もあり、国民に不利益をもたらしている。 

こんなテレビ局に不当に安い電波料で放送させるなど、日本国民の利益の侵害にしかならない。せめて英国な

みの電波料を課すべきである。 

114 そもそも一般の日本人が「電波使用料」をどれくらい知っていますか？でも国民的議論をふまえて、というのは

無理です。マスコミがこのことを取り上げる訳がありませんから。見直しするのが当たり前です。見直しかけるに

は何が必要なのですか？ 

115 安い電波料で優遇されているテレビ局が、国益にならない偏向報道が行っていることに目に余ります。 諸外国

の電波利用料を参考にし、電波利用料ををを引き上げるようにお願いします。 または、これ以上、先に申し上

げた通り、偏向報道を繰り返すようであれば免許停止にしていただければいかがでしょうか？ 

116 現在の電波利用料は安すぎます。 

テレビは広く国民に影響を与えます。テレビでの宣伝効果は絶大で、テレビの影響力と集金力を考えると現在の

電波利用料はあまりにも安過ぎ、不公平です。 

放送電波は民放であっても国民の大切なインフラです。 

一部の人間だけが、安い電波料で莫大な収益を上げている現状はおかしいと思います。 

117 平成 23年度の電波利用料の歳入総額 740.3億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590億円）を支払っている。

テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか６％

（約 60 億円）しか支払っていない。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。 

テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミスリ

ードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利

益をもたらしている。 

電波は有限な国民共有の資源。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は当た

り前の責務である。 

公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などでの

利益が莫大。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきだが、放送局の傘下で消化され

てしまっている。 

一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されない。 

よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求める。 

118 携帯電話会社が全体の 82%近い 552 億円を支払っているますが、日本中のテレビ・ラジオ局合わせてもその 10

分の１に過ぎない 54億円です。テレビ局の売上と比較すれば明らかに電波使用量は安すぎだと思います。少な

くとも現在の 10 倍は支払ってもよいのではないでしょうか？  

 

税収も増えて良いと思います。 

119 娯楽音楽番組なのに唐突に現政権批判の政治的発言は、番組に似合わないもの番組ディレクターからの差し

金発言と明らかに分かる。とても不愉快な思いをすることがある。電波は広く公開して、入札により高い税金を

納める会社に免許を与えるべきだ。この娯楽音楽番組の視聴者は、自分のように出演している音楽家が好きで

聞いているのに、彼の経歴からして現政権批判の政治的発言は異様だ。政治に詳しくない人は、彼の発言だか

らと簡単に洗脳されそうで怖い。その反体制の親玉が NHK だ、まるで韓国か支那の代弁者であり、日本に仇な

すもの。 

国有化して監視することを求める。さもなければ完全に民営化して欲しい。 

内情は知らないが、マスコミは総じて大陸と韓半島の支配下にあるかが分かりとても不愉快。何処の国のマスコ

ミかと首を傾げております。 

120 ・平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3 億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590 億円）を支払ってい

る。テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか

６％（約 60 億円）しか支払っていない。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。  

・テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミス

リードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利

益をもたらしていると言える。  

・電波は有限な国民共有の資源。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は当

たり前の責務である。  

・公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などで

の利益が莫大。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきだが、放送局の傘下で消化さ

れてしまっている。一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されない。  

・よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求める。 

 

【同意見他 6 件】 

121 絶対に見直しをすべきです。 

テレビ局に今の 100 倍～1000 倍程度の使用量を負担させて良いと思います。 

122 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV 局は二割程度です。 偏向報道を繰り

返す TV 局に電波使用料負担増を求めたいです。 また、偏向報道の NHK 民営化、放送免許のオークション制

など厳正化も求めます。 

123 テレビ局の電波利用料は安すぎると思います。 

是非、大幅な値上げをして頂くか、欧米のように、自由競争のオークションで選ぶようにして下さい。 

 

また、現在ＮＨＫをはじめ、ほとんどのテレビ局は、真実を捻じ曲げた偏向報道を平然としています。 

ＮＨＫ「ジャパンデビュー」のオープニングような、サブリミナル効果と疑われるような悪質なものが見つかった場

合、放送免許の停止も実施するようお願い致します。 

124 日本のテレビ局の電波使用料は、外国に比べて恐ろしいほど安いです。 

 

ほとんどが儲けであり、そのお金を使って国民を洗脳する偏向・反日報道を行っており、私たち視聴者ももう我

慢の限界です。 

 

せめてアメリカ並みくらいにしてください。 

お願いいたします。 

125 電波利用料云々よりも反日報道や捏造報道をどうにかしてほしい 

民放全て それと NHK がひどい 

電波利用料はガンガンあげて既得権益を壊してください 

また外国の工作機関に乗っ取られないように工夫してほしい 

いまだにテレビなんか見てる人が可哀そうでならない 

コミンテルンや CIA に利用されないようにして！！！ 

電波は国民の財産であるはずです 

126 テレビ局の電波使用料については、携帯電話会社等の他電波使用団体と収益や使用電波帯域に応じた料金

体系にし、公平性を担保することが重要と存じます。 

テレビ局に対する低廉な電波使用料を放置することは、テレビ局の既得権益を徒に保護することになり、結果と

して税制や社会保険料等に対する信頼性をも揺るがしかねない自体を招くと存じますので、速やかな是正を希

望いたします。 

127 テレビ、ラジオ放送局の電波使用料が諸外国に比べ異常に安いことを最近知りました。本来こうしたマスコミは

公共性の高い内容を放送する責務を負っているはずですが、現在の放送は見聞きするのも嫌になるほどの偏

向報道、偏向番組が多いです。公共性も薄く、更に広告で莫大な収入を得ている企業が、国民の財産である電

波を使用するのに必要以上の優遇を受けていることに国民は怒りを感じています。 

中には、偏向報道が頻繁にあり、国民から偏向報道をやめるようにというデモをおこされた放送局もあります。 

莫大な収入源のある企業であるならば、それに見合った使用料を支払うべきです。 

諸外国の例を参考に適正な使用料を定め、報道しない自由を掲げて自分達には都合の悪いことは報道しない

特権意識の高い放送局の態度を正してください。 

128 莫大な利益をあげている TV 局が２割程度しか負担していないのはおかしいと思います。電波利用料は、テレビ

局が負担するべきです。 

129 １）現状は放送局の負担が余りに少なすぎると思います。 

２）放送免許のオークション制を導入してください。 

３）偏向報道やサブリミナル効果を普通に行っている状態を改善してください。 

４）外国人の株保有割合の規定を厳密に調査し、違反は処罰してください。 

５）NHK は公共放送とはいえない状況なので民営化してください。 

６）外国人社員の番組制作を制限してください。 

７）番組制作者の氏名を公表するよう義務づけてください。 

８）苦情などについて、質問内容と返答を公開義務付けてください。 

９）CM の内容を倫理的にもっと厳格にしてください。 



130 電波は国民の財産です。 

安い電波料で広告費も膨大社員の給料も膨大のマスコミはおかしい。 

ラジオテレビは携帯会社に比べると驚くほど電波料を払ってないと聞きます。今のメディアは第 4 の権力と言わ

れるように力を持つ様になっています。責任のある立場のマスコミは今や政治家役人を叩き世間を簡単に誘導

しています。こんなぼろ儲け世論誘導の組織に気を使うことはありません。国民から電波を借りている以上、き

ちんとしたパーセンテージの電波料を払わせるようにしてください。 

 

しかも朝鮮半島有事になりつつある今、「韓国へ行こう」なんてコーナーを平気でやってるテレビラジオは日本人

を何だと思っているのか？どうして責任ある報道を出来ないのか？ 

国が甘やかしてるからではないでしょうか？ 

国に対しマスコミが異常なる叩きをやったとしても、国がもし電波料を上げると決めれば、国民は国を応援しま

す。 

こんなテレビ業界に気を使うことはありません。 

131 先進諸外国と比較しても、破格に安い電波利用料で、国益に適わない所か昨今のメディアには目に余る所業ば

かりです。 

情報の偏向・ねつ造を基本に、都合の悪いこと（特に中国・韓国・北朝鮮に関わるすべて）は報道しない自由を

貫いています。 

NHK をはじめ、日本の放送局とは思えません。これでは視聴者が離れるのも当然かと思います。NHK ですら品

質に信頼性がありません。 

かなり長い間積み上げてきた所業です。既に中国・韓国・北朝鮮関連の関係者に現場が占領されている現状か

らも自浄作用は見こめないと思います。 

電波利用料を適切に徴収し、国益に適う、日本国民に真摯に向き合う放送局の開拓を模索するべきです。 

今のままではやりたい放題です。 

ご検討下さい。 

132 偏向報道を繰り返すTV局に電波使用料負担増を大幅に求めます！ついでに偏向報道のNHK民営化、受信料

負担廃止。 

放送免許のオークション制希望。 

133 テレビ局などの払う電波使用料が安すぎる。 

外国なみにするか、広告税をとるかにしてほしい。 

これを政治家がやると、パッシングという手で封じる。 

総務省でやってほしい。 

134 海外の電波利用料を鑑みると、日本のテレビ局の利用料負担が余りにもは安すぎると思います。 

電波利用料とは直接関係ないかもしれませんが、最近のテレビの放送内容は偏向、捏造、歪曲、隠蔽、ヤラセ

が甚だしいと思います。 

そのようなテレビ局にはもっと利用料を負担させるべきではないでしょうか。放送法も早急に改正しなければなら

ない案件であると思います。 

135 電波利用料が海外の国々と比べて安いように思います。 

適正な価格に引き上げるようおねがいします。 

136 国民は払わないでいい。テレビ局が払うべき 

137 テレビ局とラジオ局の電波利用料は諸外国と比べても安すぎです。 

民法各局は広告費で莫大な利益をあげているはずです。 

公正な報道をしないのにテレビ・ラジオ局が優遇されてるのは納得できません。 

ぜひとも値上げをして頂きたいです。 

よろしくお願い致します。 

138 放送免許はオークション制とすることで、国の税収を増やし、国民への酷税を減らすべき。 

偏向報道の NHK は解体後国営とし、受信料負担は廃止。 

偏向報道を繰り返す TV 局には、電波使用料負担を大幅に増やして戴きたい。 

以上宜しくお願いします。 

139 テレビ局各社の電波使用料は異常なほど安いと思われます。偏向報道を繰り返し各地でデモをされ、ＮＨＫ広

報局ＮＨＫ＿ＰＲは政治的にも偏りすぎている報道に意見され、逆切れし「東北へのヘイトスピーチをするネット

弁慶」さらに番組審議会・・・・・・・・は中立的な態度を取らずにＮＨＫ全面支持表明。国会動画の著作権を主張し

動画削除に関わったといわれる・・・・・・・・と共に朝鮮関係とのつながりがばれ、ＮＨＫ予算（国民が納めた税金

と受信料）と復興予算が・・・・・・・・のＮＰＯを通じて日本赤軍や北朝鮮に流れているのではないかと言われてい

ます。その他スポンサーの電通や花王と共に反日的な行為を繰り返していますので優遇されすぎている電波使

用料を見直し、放送法を改正してください。ＮＨＫと電通の共同子会社のマネロン疑惑問題も調査してＮＨＫ解体

をお願いします。 

140 今現在 NHK を始め、民放各局が国民の財産である電波を使って、目茶苦茶な放送を垂れ流しています。 

諸外国と比べても、日本の電波使用料は安過ぎます。 

テレビ局員の給与が異様に高額なのも、安過ぎる電波使用料のせいではないですか。 

下らない番組ばかりを大切な電波を使って流す必要があるのでしょうか。 

テレビは百害あって一理なしです。 

テレビが売れなくなった原因は下らない番組ばかりを流しているテレビ局にあります。 

そんなテレビ局に安価で電波を使わせないで下さい。 

141 フジＴＶの偏向報道 

ふじＴＶ偏向報道抗議デモは 2011 年夏より 50 回も全国各地で行われた。また、ＮＨＫに対する抗議デモも何度

も行われているが、マスコミは一切報道しない。左翼の抗議デモ、例えば脱原発デモや反米デモは報道する

が、日の丸を持ったデモは報道されない。 

報道しない言論の自由をマスコミは使命とするのか？ 

また、日中記者交換協定のマスコミの対応も解せない。 

142 見直し賛成です。 

この件に関してはなぜかどこのマスコミもお得意の海外との比較をしません。 

でも調べればすぐにわかりますが日本は飛びぬけて安い。安すぎます。 

これをですね、オープンな入札制度にしたら今の電波使用料金の何倍も払ってでも買いたいところもあるのでは

ないでしょうか。 

入札制度が無理ならせめて安すぎる使用量を上げて国税に回して欲しいです。 

携帯電話会社と同等の使用料金にすればどのくらいになりそうでしょうか。テレビラジオあわせてせめて 600 億

を徴収したいところです。 

テレビというものにニュース性も健全性も娯楽性ももうありません。 

ただの宣伝動画の垂れ流しです。有益ではないので国が優遇する必要もないと思います。朝から晩まで宣伝や

ってるなら宣伝収益出せばいいのです。 

若い人はテレビもって無いですし、見る習慣もないんですよね。 

テレビは終わったコンテンツです。 

何も無理に安く電波使ってもらわなくてもいいわけです。 

143 偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。 

割合を逆にするか、国民負担をなくしてください。  

 

偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

 

放送免許のオークション制希望 

144 安い電波料で優遇されているテレビ局が、国益にならない偏向報道を繰り返しています。 諸外国の電波利用

料を参考に適正な価格に引き上げるよう法改正をお願い致します。 

145 電波を使って経済的な利益を得ているにもかかわらず、経済的な利益を得ていな視聴者より断然に安い使用料

しか払っていないのは憤りしか感じません。 

また、偏向報道・にせ情報（下調べもされていない不確かな情報）を流し、、、、 さらには、サブリミナル効果など

犯罪にもなる行為をしている会社もあります。 

そんな会社お使用料うんぬんの問題でなく、電波を使って情報を流す立場にいることすら許されることではあり

ません。 

TV 局などの使用料上げと、ともみ、使用権についても熟慮するべきです。 

146 現在、電波使用料は携帯会社を通じて八割を国民が負担し、TV 局の負担は二割程度です。こんなことはすぐ

に是正すべきだと思います。 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてください。  

また、同時に偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止も求めます。 

147 なんとしても改正をすべきであると思います。 

海外先進諸国と比べて異常に安いと聞きます。適正な水準になるような基準を設けるべきです。 

携帯電話ユーザーが電波利用料の大半を払っているとも聞きます。これも適正な割合に改善すべきです。 

テレビ局が少なくとも半分は払わなければおかしいのではないでしょうか。 

そしてもう一つの基準としては、テレビ局職員の給料ですね。 

今現在、日本でトップクラスの収入が彼らにはあります。これは異常ですね。NHKはもちろんですが、民放テレビ

放送もある程度公益性を持たなければならないはずです。お金にならなくても報道や政府のお知らせを放送す

る義務があるはずです。 

そして民放テレビ局はスポンサーである大企業を顧客としているわけですが、スポンサー企業の 2 倍も 3 倍もの

給料を貰っている状況は公正な取引といえるでしょうか。 

つまり、テレビ局が払うべき電波利用量は、彼らの給料が大企業の平均や公務員と同等程度になるような金額

が適正ではないでしょうか。 

そして NHK も当然これに倣うべきですね。 

本音を言えば NHK は解体し、民放各局は放送免許を剥奪して欲しいところですが。 

148 以前から NHK 始め民放各局の偏向捏造虚偽報道が目に余る。消費税をあげるよりも先に格安過ぎる電波使

用料を外国と同等にしてください。本当は放送権を剥奪してもらいたい位です。 

149 日本の電波利用料は諸外国に比べてタダ同然の安さなので、絶対に引き下げるべきだと思います。 

150 諸外国に対する電波の利用料ですが、適正価格に引き上げることを願います。 

安い電波料で優遇されているテレビ局が、国益にならない偏向報道を行っているのは見るに堪えません。 

151 電波利用料が高いか低いかについては私も詳しいわけではありませんが、何と比較するべきかといえば同規模

の他国のテレビ局、ラジオ局と比較するべきであると考えます。仄聞するところによれば日本の電波利用料は他

国と比べて非常に安いとのこと、更には公平、不偏不党であるのかということについても非常に疑問に感じま

す。政権党を批判することはマス、コミュニケーションの使命のような一面もあるでしょうが、批判の目的は国益

に資するかどうかです。国民の意志と乖離し、電波という限られた領域を独占的な立場で使用するということを

私的に利用し、私益を蓄えるならば電波使用料を安くする意義がありません。デフレはなんとか終わりに向かい

つつありますが、この 20 年の不況でメガバンクすら合併再建しているのに、都内キー局だけ同規模で、同程度

の給与で経営を続けられるのならそれはビジネスではありませんし、守る価値もありません。オリジナリティのな

い番組、別視点のないニュース、記者クラブからお下げ渡しされるニュースしか報道できないのなら民法には存

在する価値はありません。しっかり使用料を上げてせめて金銭的に国益に資するようにお金を取り立ててくださ

い。 

152 御世話様です 

利用料の見直しでなく停止の方向で検討お願いします。 

海外の利用料金に比べて安すぎです。 

低能すぎる放送局を廃止して欲しいくらいです。 

それと新規放送局にチャンネルを増やすという事も検討して頂けたらなと思います。 

153 ・平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3 億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590 億円）を支払ってい

る。テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか

６％（約 60 億円）しか支払っていない。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。 

・テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミス

リードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利

益をもたらしていると言える。 

・電波は有限な国民共有の資源。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は当

たり前の責務である。 

・公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などで

の利益が莫大。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきだが、放送局の傘下で消化さ

れてしまっている。 

一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されない。 

・よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求める。 

ＮＨＫは特に税金まで投入されているのに売国放送偏向放送をしているので諸外国並みに高くしたほうがよいと

思う 

154 平成 23年度の電波利用料の歳入総額 740.3億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590億円）を支払っている。

テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか６％

（約 60 億円）しか支払っていない。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。テレビ局は本来、公共

性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミスリードや特定国の擁護な

どの偏向報道が頻繁にある。日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利益をもたらしていると言え

る。 

 

公共の電波でありながら、私物化された公共財に対して国としてしっかり対応すべきと思います。 

 

どの局も、同じ内容、同じ切り口、同じ論点。 

これではどの番組をつけても同じことが流れており、国民をテレビ局の都合のいいように【洗脳】しているとしか

言えません。また、このような護衛船団のテレビ局が何局も必要でしょうか？ 

テレビ局の集約もあっていいと思います。 

 

電波料の引き上げとともに、テレビ局の体制自体の見直しが必須です。 

155 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々国民が負担しており、TV 局は二割程度です。こんなことは

すぐ是正すべきです。偏向報道を繰り返し、またその事について一向に改善の余地が見られない TV 局に電波

使用料負担大幅増を切に求めます。割合を逆にするか、国民負担をゼロにしてください。 また、放送免許の一

定期間ごとの審査と更新制を希望します。例外は一切認めない方向で。当然 NHK もです。 

156 昨今のメディアの偏向報道に対する国民の不満、危機感は大きく、ＴＶ局、スポンサー企業に対する苦情やデ

モ、訴訟等も数多く行われています。 

しかしそのような不満や危機感を訴えても、それ自体を報道せず、メディアに対する国民の抗議行動は黙殺され

ている現状です。 

 

先日の予算委員会において亀井議員が、「中山議員による慰安婦捏造証拠資料の国会質疑の動画がＮＨＫに

よって削除されたが、同日の辻元議員の慰安婦質疑は消されないのは何故か？」という質問により、ある種の

思想や政治活動により、メディアが偏向報道と世論誘導を行っている可能性について触れました。 

国会での中山議員の質疑内容は、永年慰安婦問題で苦しんできた日本にとって大変重大な内容であるにもか

かわらず、ニュースとして報道されることもなく今に至っています。 

それを更に削除したとなると、何か意図的なものを感じられずにはいられません。 

 

他国を占領する時、まず報道機関を狙うのが定説だそうで、日本が報道機関内部からじわじわ侵略されている

という実感を多くの国民が感じています。 

その一因に、電波利用料が適正価格ではない、というのが大きく関係していると思われます。 

日本は諸外国に比べ、電波利用料が格段に安値であり、また広告税が無税な事も、メディア及び広告代理店に

大きな力を与え、スポンサー企業に対する圧力や、外国人含む政治団体や政治家との癒着を産み、電波を使っ

たプロパガンダの温床に繋がっていると考えられます。 

 

電波利用料の大幅な値上げ及び、広告税導入によって、公平公正な報道機関を設立し、国民に偏りの無い情

報を届ける役目を担うべきです。 

157 日本の報道の自由度は世界 53 位（ジャーナリストのつけたランクなので、これも怪しいですが。）テレビも新聞も

雑誌もあふれる日本でこの順位なのは、マスコミ自体が偏向していて、報道しない自由を謳歌しているから。規

則や機材の問題ではなく、業界の人間、組織の問題と思います。くだらなく、間違った判断を国民にさせるテレビ

は必要とされなくなってきております。 

 放送業界への電波使用料負担大幅増と国民負担をなくすことを求めます。 

 また、NHK の廃止も求めます。 

以上です、よろしくお願いいたします。 

158 電波利用を入札にして価格競争させて適正価格にしてください。 

今は一部の会社のみが不当に安く公共の電波を占有しています。 

一般競争入札にしてください。 

宜しくお願いします。 

159 諸外国と比べて安価に過ぎる 

政府が自分らの都合のために安価に電波帯を利用させ、うまみのある商売をさせているように思える。 

電波帯は国民の財産でもあり、携帯電話会社と同じ率で、利用料を徴収すべき。 

財政の余裕がない中、インターネットの発達によって、国民の情報アクセス手段が増えている中、放送局だけ安

価な利用料を維持し続けることに正当な根拠はない。 

160 現在は電波使用料の大半を携帯電話会社が負担しており、テレビ局の負担は僅かであり、また諸外国と比べて

も大変格安な料金です。そのくせに、NHK は在日韓国人の犯罪者の本名を報道せずに通名のみの報道です。

またフジテレビは執拗な韓流のゴリ押し放送をしており日本の放送局とは思えません。テレビ局の電波使用料を

携帯電話会社と逆転させるべきです。NHK は解体するべきです。電波使用料のオークション化に賛成です。 



161 現在の電波使用料は携帯会社を通じて８割を国民が負担しており、TV 局は２割程度です。 

偏向報道を繰り返し、国民に正しい情報を伝えない TV 局が安価な電波使用料しか負担していないのは納得で

きません。 

こんなことはすぐに是正するべきです。 

TV 局の大幅な負担増を求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくして下さい。  

また、偏向報道が著しい NHK の民営化及び、受信料の負担廃止を希望します。 

更に、放送免許のオークション制も導入して下さい。 

162 VHF/UHF 商業放送事業者（受信料収入を上げる協会を含む）が特定の周波数帯域を長期永続的に占有して

いることと、商業的な収益に利用していることなどを考えると、この種の事業者には禁止的制裁的な電波使用料

金を賦課するのが妥当であると考えます。 

 

現状の負担額は、きわめて少なく名目的（トークン）であると考えます。 

事業者全体で、2 兆円くらいを負担してもらうのが妥当だと考えます。 

それでは商業放送が成り立たないという主張があった場合、周波数帯域を空けてもらう方向でお願いします 

163 テレビ局の電波利用料は安すぎる。売り上げに相当する税金を徴収すべき 

164 ・平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590 億円）を支払っていま

す。テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか

６％（約 60 億円）しか支払っていません。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。 

・テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミス

リードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にあります。 

日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利益をもたらしていると言えます。 

・電波は有限な国民共有の資源です。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事

は当たり前の責務です。 

・公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきなのですが、現在の民放は公共性が極めて低く、広告費

などでの利益が莫大です。 

テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきなのですが、放送局の傘下で消化されてしま

っています。  

一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されません。  

よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求めます。 

165 フジテレビの横領？問題で年収 2400万円というのが気になりました。大企業だし年収が多いのはいいとしても、

公共性の低い情報が昨今多く見られるのはしめつけが緩いからだと感じます。風の噂ですが、電波使用量が安

いから調子に乗っているという話も聞きます。是非とも適切な処置をお願いします。 

166 ８割を携帯が負担し、テレビは安すぎるという話をよく聞きます。テレビ局の職員は、一般会社員等に比べて驚く

ほどの高給取りだということもよく聞きます。そこまでテレビ局を優遇する必要があるのでしょうか？  

 番組の内容も公共性を疑うようなものも多く、私企業として経営努力をしているようにも見えず、嫌なら視るなと

いうような傲慢な発言も耳にします。 

 電波は国民の財産です。テレビ局だけを優遇する明確な理由など存在しない昨今、時代遅れの施策は早急に

改めてもらいたいと考えます。 

167 テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミスリ

ードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利

益をもたらしている。 

現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などでの利益が莫大。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料

として納められるべきだが、放送局の傘下で消化されてしまっている。一部の業界が納税を免れ、利益を上げて

いる事は、許されない。 

よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求めます。 

168 現状、公共の利益そっちのけで蓄財に励む各民放テレビ局や強制的に利用料を徴収しコスト意識の薄いＮＨＫ

の姿勢を考えると諸外国に比べ利用料が格段に低く、既得権益化が著しいテレビの電波使用料に関してはオ

ークション or 大幅な値上げが妥当と考えます。 

 

メディアの多様化によりテレビの社会的な存在意義は著しく低下しておりネット世代を中心にその傾向が戻るこ

とはないと考えるのが妥当です。 

この状態で商業活動に邁進するテレビ業界への格安な電波帯域の割り当ては国民共有財産としての電波の価

値及び、本来得られる国庫収益を損ねるものであり国民としては看過できません。早急かつ納得のいく使用料

値上げの検討を願います。 

169 値上げ希望。何故なら今の電波使用料は安すぎるから。 

 

例；国の放送事業歳出費は 2 百数十億円に及ぶのに、テレビ局が 38 億円（2007 年度）しか払わず 

 

これを見ても明らかに安い！ 

是正願います。 

170 テレビ局の電波使用量は安く提供されているにも関わらず、最近のテレビ番組は公共性が低いと感じます。 

東日本大震災時にも一番現地に必要な情報がテレビからはもたらされず、インターネットの SNS や ML、ツイッタ

ーによってもたらされていました。偏向報道もひどく、正規の報道でもいじめによる自殺などセンセーショナルな

ものを繰り返し報道し煽り、若年者の自殺をさらに増加させたり社会に対する悪影響も多いです。 

 

テレビの視聴率は年々下っており、その根本的な理由はテレビ番組の内容にあるにも関わらず一向に内容の

見直しも行わないまま予算の低下によってさらに質の低いどの局も似たような内容の番組ばかりになってきてい

ます。極めつけは自分達の金儲けの為にブームを捏造する始末です。 

このような公共性の低いテレビ局には電波使用量をもっと高く設定すべきだと思います。 

171 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。 

 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。  

また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

放送免許のオークション制希望。 

 

ですので、現在はテレビは全く見なくなりました。 

172 (1)平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3 億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590 億円）も支払ってお

り、携帯電話料金の高止まりの要因のひとつとなっている。 

(2)一方、放送（テレビ局）は携帯電話の 1.4倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わ

せてわずか６％（約 60 億円）しか支払っていない。 

(3)電波は公共財であり、公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 携帯電話会社も公共性の

高い事業であり、倒産の危機がある。その点ではテレビ局となんら変わりはない。なのに、テレビ局・ラジオ局合

わせてわずか６％というのは不当に低いと言える。 

(4)さらに、テレビ局は公平性の高い放送をする責務を負っているはずが、 視聴率を重視するにあまり、やらせ

や偏向報道がなど問題が多く、世論のミスリードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。日本国民にデ

モで抗議される放送局もあり、国民に決して利益をもたらしているとは言えない状態である。 

(5)よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛けるべきであ

る。 

(6)また放送内容を監査する公共機関の設立、あるいは特に報道内容については著作権のフェアユース化を認

めるべきである。 

173 電波利用料は諸外国の電波利用料を参考に適正な価格に引き上げるべきだと思います。現在の日本のテレビ

放送局は、国費で優遇するだけの公共性を持ち合わせておらず、国益に貢献をしていないのに、電波利用料金

が安過ぎると思います。根拠は以下のとおりです。 

 

平成 23 年度の電波利用料の歳入総額は 740.3億円。テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っている

にも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか６％（約 60 億円）しか支払っていない。携帯電話会社が 82％

（約 590 億円）を支払っている。これは明らかに公平性に欠けます。 

 

あと、企業に対する国費での優遇は、公共性の高さが大前提です。特に民放各局は広告費で莫大な利益をあ

げているにも関わらず、収入に対してしかるべき税率がかけられていないのはおかしいです。広告税等を導入

する検討もあったほうがいいと思いますが、まずは電波利用料を適性な価格に引き上げることから始めるべき

ではないでしょうか。 

 

あと、放送法第四条に罰則を設けて欲しいです。現状では、放送局が放送法に抵触する内容を放送した場合も

罰則がありません。これはおかしいです。報道する自由など、放送法を盾に好き放題できる状態では、健全なマ

スメディアが育ちません。一国民としてこれは大変不安に思っています。今の日本のテレビ局は国費で優遇する

だけの価値はないと思います。 

174 マスコミへの電波利用料は公共性のあるものに近いので安くしてあるとのことですが、本当ですか？本当である

なら、マスコミが本当に公共性のある放送をしているか精査をしてから電波を使用させてください。ＮＨＫですら、

偏った見解の放送や、誤解を生じさせる内容、民意を捏造し誘導するような内容が多くなったと年々日々感じて

います。一般人へ多大なる影響を与える大手メディアですので、利用条件として厳しい審査をしてください。 

175 偏向報道を繰り返すテレビ局に電波使用料負担増を求めます。  

また、特に偏向が甚だしい NHK には、国民からの受信料負担廃止を求めます 

176 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。 

 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。  

また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

放送免許のオークション制希望 

 

偏向放送を続けている NHK は、国民の為にも国営放送と名乗るべきではない！ 

177 現在の電波使用料は携帯会社を通じて国民が8割負担、それに対し、放送法違反を繰り返し偏向報道甚だしい

テレビ局は 2 割程度です。 

これは絶対に是正すべきです。 

 

連日のデモが示すとおり、日本国民のマスメディア不信は止まる所を知りません。 

印象操作と世論誘導、反日的な番組制作しかしないのですから、そのようなマスメディアが国民の信頼を得られ

る筈もなく、ゆえにテレビ局に大幅な電波使用料負担増を求め、国民負担を無くすべきだと考えるのは当然であ

り、日本国民の怒りもまた当然です。 

 

電波使用料のみならず、偏向報道を繰り返し、反日プロパガンダ番組を制作してそれを海外に垂れ流す悪行に

勤しむ NHK の民営化、受信料負担廃止、放送免許のオークション制希望します。 

178 偏向報道を繰り返す TV 局の電波使用料が携帯会社を通じて８割を国民が負担していることを知りました。 

是正を要求いたします。 

 

NHK にいたっては、国民から強制的に受信料を徴収しているにも関わらず、偏向報道や洗脳番組多すぎます。 

NHK 民営化、受信料負担の廃止及び放送免許のオークション制を希望いたします。 

179 ぜひ電波使用料の見直しをして頂きたいです。今の電波使用料の内訳では八割が携帯電話からということで放

送局が不当に安い電波使用料で利益を得ていると思います。広告費などで莫大な利益が出ているにも関わら

ずその使用料が安すぎます。公益性を考えて安くなっているとするならば今の放送局はその公益性をはたして

いるでしょうか。日本の放送局なら日本の国益にかなう放送をすべきなのに、国益を害する偏向報道を繰り返し

真実を報道しない、「報道しない権利」まで使うしだいです。この問題は根深いと思います。デモをかけられてい

る放送局もありそれも知らん顔です。広告の規制もズルズル甘くなって以前はあり得なかったパチンコの CM も

午前中から見せられ大変不愉快です。日本人を愚弄した某携帯電話会社の CM には我慢の限界です。電波は

国民の財産であると思います。その国民の財産を利用するからには国民の益になる放送をするのは義務であ

ると思います。それが出来ない放送局は免許剥奪すべきです。 

すみやかに電波使用料を見直し対価に見合う金額を要求してほしいものです。 

180 テレビ局側の電波利用料金は携帯電話利用料より相当安いですね。公共性でいえば、電話機の電波利用料金

のほうが安くなっていくのが妥当だと思います。テレビ局側は偏った放送しかしていなくて、ＮＨＫなんかは何処

の国の放送局だ！と思える内容しかだしていません。こんなのにお金を払うなんて嫌です。それも強制的に…。

もういらないです。こんなテレビ局。 

181 テレビ局の格安な公共電波使用料を是正するため使用慮金のオークション制を求めます。 

広告会社の電通の独占状態を是正するため、一種一業者制を求めます。 

マスコミ・メディアの偏向報道是正のため、クロスオーナーシップ制を制限・禁止するよう求めます。 

近年偏向報道がひどい NHK の解体を求めます。 

182 ・テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミス

リードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利

益をもたらしていると言える。  

・電波は有限な国民共有の資源。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は当

たり前の責務である。  

・公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の民放は公共性 

が極めて低く、広告費などでの利益が莫大。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべき

だが、放送局の傘下で消化されてしまっている。  

一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されない。  

・よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立、早期に「電波の自由化」を求めます。 

 

特に、職員の犯罪率が民間企業の５０倍なのに、給与は４倍という異常な厚遇が誰からも咎められることなく放

置されたまま、公正中立を装いつつ、民意からかけ離れた極左傾向の強い番組ばかりを垂れ流し、都合の悪い

動画は勝手に削除し、視聴者の意見にもろくに耳をかさずあげく審議員や広報までもがウェブ上で汚い言葉で

視聴者に反論するなどの、腐敗した組織である公共放送局ＮＨＫの国営権廃止、放送免許のオークション制な

どの厳正化を強く求めます。 

 

ＢＰＯなども、マスコミが日ごろ糾弾している原子力規制委員会などより、よほど形骸化しており、どこからも糾弾

される立場にもないので機能していないも同然です。 

マスコミには電力が独占だと糾弾する資格などない、格安電波の独占をすぐやめ各種の自らの既得特権を手

放し、早期に電波の自由化をし、自由な言論空間を解放するべきです。 

183 現在はメディアの電波使用料が安すぎます。 

そのくせ、自社の商品を電波を使って宣伝し放題、濡れ手に粟の金儲けし放題、あまりにもおかしくはありませ

んか？ 

自社の関連事業（メディアが主催する有料イベントなど）が番組内で頻繁に宣伝されることもありますが、ああい

った手法は合法なのでしょうか？ 

特に最近は情報を伝達すると言うより、自分たちの意見を押し付けるための偏向報道や洗脳番組、ステルスマ

ーケティングが多すぎると感じます。 

その割には、番組制作費は途中でどこかに消えてしまい、製作現場に届くのはほんのわずかだと聞いたことが

あります。（水戸黄門など） 

諸外国を参考に、事業の大きさに見合った電波使用料を設定（引き上げて）してください。 

できれば、金の流れもしっかりと調べて欲しい。 

よろしくお願いします。 



184 テレビ局が現在どういう状況になっているかは、総務省もすでにご存じと思います。 

 日本のテレビでありながら、日本人のための放送がまったくされていません。 

 必要な情報も時には「報道しない自由」を振りかざして情報を隠蔽しております。 

 最近では中山成彬議員の「従軍慰安婦」についての国会での動画が NHK によって削除されました。 

 昼間に国会中継を見られる人間は限られております。 

 仮にも公共放送という名のもとに国民から視聴料をとっている放送局としてはあるまじき行為です。 

 そして民放テレビ局も中韓にとって都合の悪いニュースは軽く流し、日本にとって不利なニュースのみピックア

ップして幾度も流したりしております。 

 現政権へのアンチぶりも見ていて気分が悪くなるばかりです。 

 フジテレビなど、外国人持ち株の割合も春の時期だけ、ごまかしておりますがとっくに違反の域に達しておりま

す。 

 

 このように、反日を繰り返すマスメディアに対しては資金源を断つに限ります。 

 現在の電波利用料はとにかく安すぎます。 

 ちなみに外国の電波利用料は以下の通りです。 

 

 フランス 380 億円（電波利用料の代わりに映画産業振興税を徴収）  

 イギリス 840 億円（うち放送事業免許料 538 億円）  

 アメリカ 4600 億円（放送局の免許等、電波オークションの収入）  

 韓国   350 億円（電波利用料の代わりに広告税を徴収）  

------------------------------------- 

 

 日本の各テレビ局の営業収益ランキングとテレビ局が国に支払っている電波利用料（平成１８年） ←新しい資

料はテレビ局が公表していません。 

http://www.taro.org/2008/02/post-363.php  

         営業収益        電波利用料   

ＮＨＫ       ６７５６億円      １２億円  

フジテレビ   ３７７９億円      ３億１８００万円  

日本テレビ   ２８８６億円      ３億１７００万円  

東京放送    ２７７４億円      ３億１８００万円  

テレビ朝日   ２２７７億円      ３億１８００万円  

テレビ東京   １１１２億円      ３億１７００万円          

朝日放送    ７４１億円       １０００万円  

関西テレビ   ７２４億円       １０００万円  

毎日放送    ６９５億円       １０００万円   

読売テレビ   ６６９億円       １０００万円 (以下、地方局省略)  

--------------------------------------------------- 

 

 このように収入が多いため、マスコミ関連の年収は日本ではありえないほど高給になっています。 

 ちゃんと日本の役にたち、きちんと仕事をしてくれているならどんなに高給でもいいのです。 

 ですが、日本の総理大臣より高い NHK の会長など、月に 2 回ほど会合に顔を出すだけで 3000 万円超えの年

収なのです。 

 

 電波利用料は現在の 100 倍でも海外より安いですし、収入からみたら 100 倍でも充分払える金額です。 

 マスコミの反日行為の資金源を断つ意味でもできるだけ高く設定して下さい。 

 気がついた国民は非常に怒っています。 

  

 最後にこれは要望ですが、政府公認のテレビ局を開設して下さい。 

 チャンネル桜のようにきちんと日本の現在と向き合っているテレビ局を作って下さい。 

 日本が今現在、どれほどの危機にあるのか、テレビ局が伝えないので一般の国民は相変わらずお花畑状態

です。 

 既存のテレビ局はすでに中韓のプロパガンダの道具でしかありません。 

 このままでは選挙で安倍政権が倒されるのではないかとほんとうに不安です。 

 安倍政権が長期政権になるためにもマスコミ改革は絶対に避けて通れない道だと思います。 

185 テレビ業界が負担する電波使用料が安すぎます。 

NHK の電波使用料は、事業収入に対して０．２９％しかありません。 

民放も同様です。 

偏向報道を繰り返すテレビに、良識ある国民はもう期待しておりません。悪徳テレビ業界の暴利は許せません。 

電波オークション制にしてください。 

日本人の多くは、テレビ業界の激安電波の現状を知りません。 

電波使用料のほとんどを携帯会社が払っている事実を知ったら、多くの人が改革を望むと思います。 

186 テレビ局の電波利用料についてネット情報を検索すれば、日本の場合には破格の安値であると思われます。 

テレビ全局合わせても２８億でありますが、アメリカやイギリス並に徴収したら１０００億円はくだらない、との話も

見付かりました。 

日本では公共のために利用してもらう目的で格安で分け与えているとの建前らしいですけども、ここ最近の TV

番組、特に NHK などの報道には疑問を感じざるを得ません。 

放送法第４条にある、政治的に公平で事実を曲げないとのルールが厳守されているように見えないからです。 

NHK の高額な給与も問題視されている昨今、あまりに安過ぎると思しきテレビ局の電波利用料を大々的に是正

すべきと考えます。 

187 偏向報道を止めてください。電波使用料負担増を大幅に求めます。国民負担をなくしてください。 また、ついで

に偏向報道の NHK 民営化を希望します。 

188 自分たちの利益誘導のための偏向報道が激しいテレビ局は電波利用料をもっと負担するべきだと思います。利

益を誘導してるのだから、その分は個人事業部分として支払うのは当然の原理だと思います。 

189 国益に反し嘘を、流しているマスコミテレビ局の、電波利用料は安すぎると思います もっと利用料を上げてほし

いです。 

190 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割、TV 局は二割程度です。 

TV 局はスポンサーからの莫大な広告料を得て異常なほどの利益率をあげています。 

それでいて、電通による韓国コンテンツがあたかも流行しているような偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料

負担増を求めるべきです。  

また、在日犯罪者を通名で日本人のように報道する NHK の国営権廃止すべきです。 

今後、放送免許に関して厳正なる放送内容を国でチェックした上でのオークション制など厳正化を検討して欲し

い。 

191 特にテレビ局の電波利用料を大幅値上げすべきです。安い利用料で独占状態であり、公平中立な報道もできて

いません。また、新規参入しにくい状態も改善すべきです。 

192 最近テレビの偏向報道が酷すぎます。 

テレビ局は、公共の電波を何だと思っているのでしょうか。 

電波利用料が安い為、好き勝手に出来るのかは分かりませんが、諸外国の電波利用料を参考に適正な価格に

引き上げるべきだと思います。 

193 平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3 億円のうち、携帯電話会社が 82％ 

（約 590億円）を支払っています。テレビ局は携帯電話の 1.4倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ

局・ラジオ局合わせてわずか６％（約 60 億円）しか支払っていません。しかも民放各局は広告費で莫大な利益を

あげています。 

・テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミス

リードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利

益をもたらしていると言えます。 

電波は有限な国民共有の資源。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は当た

り前の責務であります。 

・公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などで

の利益が莫大。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきだが、放送局の傘下で消化さ

れてしまっている。 

一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されない。 

よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求めます  

194 1.現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV 局は二割程度です。こんなことはすぐ

是正すべきです。 

 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。 

また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

放送免許のオークション制希望 

 

2.０時での国旗国歌放映に関して NHK が準国営の報道局と率先してやらねば、他にやる局も出て来ないと思

う。 

 

3.今の報道姿勢は例えば日本に関しては嘘であっても垂れ流すのに、アメリカ・ロシア・中国・韓国・北朝鮮の日

本人に知られると都合の悪い情報は流さないのは問題であると思う。 

195 電波利用料の TV 局負担をもっとあげるべき。超一流企業であるにしても、公共の電波を格安で利用している会

社であるのに、職員給与が高すぎる。また利用料の値上げによってますますスポンサー企業に阿る TV 局が出

てくるであろうから、視聴者から不適切な放送が続いていると指摘のある会社の免許をはく奪し、オークションに

かけられるようにすべき。免許制で新規参入が難しいことに胡坐をかいて偏向報道や自社の利益になるような

放送ばかりしている局が多すぎる。NHK も含め、放送局のあり方自体を見直す時が来ていると思う。 

196 ・平成 23年度の電波利用料の歳入総額 740.3億円のうち、携帯電話会社が 82％約 590億円）を支払っている。

テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか６％

（約 60 億円）しか支払っていない。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。 

 

・テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずだが、 放送内容には問題が多く、世論の誘

導や特定国の擁護などの偏向報道、ましてやわが国を貶めているとしか思えない放送等が頻繁に見受けられ

る。日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利益をもたらしていると言える。 

 

・電波は有限な国民共有の資源。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は当

たり前の責務である。 

 

・公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などで

の利益が莫大。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきだが、放送局の傘下で消化さ

れてしまっている。 

一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されない。 

 

・よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求める。 

197 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。 

 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。  

また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

放送免許のオークション制希望します。 

 

【同意見他 1 件】 

198 誰がどう見ても安すぎる。国民の財産を勝手に安売りしないでほしい。外国レベルまで上げてほしい。国民から

はテレビの偏向への不満が出ている。格安の使用料しか入らず国民からは不満。こんなバカなことはない。マス

コミは利権化している。職員の給与の高さが国に払う使用料の異常な安さで維持されているなんておかしい。 

199 安い電波使用料で優遇されているテレビが偏向捏造報道ばかりしているのはおかしいと思います。国民の財産

である電波で国益を著しく損ねて害悪にしかならないテレビ局は放送権を剥奪するべき。今後は電波使用料を

外国と同等にし偏向捏造報道に厳しいペナルティを課すべきです。 

200 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。  

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。  

放送免許のオークション制の導入の検討も合わせてお願い致します。 

201 日本の電波使用料は外国に比べて極端に安いとよく聞きます。日本の経済規模から考えて、公正とは思えませ

ん。経済効果に見合った使用料を払うべきです。使用料とは直接関係ありませんが、ＮＨＫの公共放送としての

ありかたに大きな疑問を感じます。国会を全て放送もしないのに、受信料の徴収にばかり熱心で不祥事の反省

も全く感じられません。ぜひそちらの改革もお願いします！ 

202 総務省の皆様、お疲れ様です。いつもありがとうございます。 

さて、現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を国民が負担しており、テレビ局側の負担は二割程度である

と聞きました。これは異常でありすぐに是正されるべきであると思います。昨今、テレビ局をはじめとするマスメ

ディアの偏向報道が酷いと話題になっております。先の衆議院選挙でも、安倍総理に対する”偏向”は、総理自

身のご病気まで揶揄して政権担当能力が無いかの如く喧伝するという、誹謗中傷、果ては犯罪にも等しいよう

な報道であったと思います。彼らのこのような報道姿勢は、”自分の都合のいいことしかは報道しない・都合の悪

いことは捏造してでも報道する”という、真に自分勝手な驕り高ぶった理屈によるものと思われます。このような

偏向報道を繰り返す TV 局には、”国民の財産である電波を使わせてもらっている”ということを強烈に自覚させ

る必要があると考えます。彼らＴＶ局に対し、欧米並みの大幅な電波使用料負担を望みます。さらに公共放送で

ある NHK は従業員の給与がかなり高額であることもわかっております。国民から受信料を受領しておきながら、

特定国（韓国等）に対する過度な配慮ばかり繰り返し放送する NHK は、国民から偏向報道をやめよとの声があ

っても一向に改善しません（・在日韓国人の犯罪者について、他局は本名を報道したのに NHK のみ通名で押し

通した・”竹島の日”に、竹島に関する放送は数分だが、韓国新大統領の就任式は二時間近く生放送 など）。こ

のような嘘・捏造を繰り返す放送局は公共放送とは言えませんし、ましてや”国民が受信料を支払って放送して

いただく”必要もありません。NHK に対しては解体して民営化するか、スクランブル放送化してください。国民の

怒りは相当たまっています。総務省の皆様、是非電波使用料の大幅値上げと NHK 解体を真っ先にお願いしま

す。 

203 電波利用料の見直しに関する検討会様 

以下のイケンに賛成し提出致します。 

・平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3 億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590 億円）を支払ってい

る。テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか

６％（約 60 億円）しか支払っていない。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。 

・テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミス

リードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利

益をもたらしていると言える。 

・電波は有限な国民共有の資源。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は当

たり前の責務である。 

・公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などで

の利益が莫大。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきだが、放送局の傘下で消化さ

れてしまっている。 一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されない。  

・よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求める 

204 ・平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3 億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590 億円）を支払ってい

る。 

テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか６％

（約 60 億円）しか支払っていない。 

しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。  

 

・テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミス

リードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。 

日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利益をもたらしていると言える。 

 

・電波は有限な国民共有の資源。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は当

たり前の責務である。  

 

・公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などで

の利益が莫大。 

テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきだが、放送局の傘下で消化されてしまってい

る。  

一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されない。  

 

・よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し（凡そ概算で現在の電波使用料の 10 倍前後）、収入

に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を監査する公共機関の設立を求める。 



205 電波使用料をもっとテレビ局に負担させるべきです。 

206 日本は、テレビ局の電波利用料が外国に比べて非常に低いと言われています。 

低い電波利用料にも関わらず、多大な広告料を収益源にテレビ局社員は高い年収をもらっています。くだらない

番組や偏向報道ばかり垂れ流し、まさにテレビは百害あって一利なしです。 

電波利用料を適正に徴収し、さらにはひどい番組を垂れ流すテレビ局には電波を利用させないなどの規制も求

めます。 

207 平成 23 年度の電波使用料の歳入総額約 740 億円のうち携帯電話会社が約 590 億円、つまり 82％を支払って

おり、テレビ局とラジオ局は合わせてもわずか 6％しか払っていないそうですね。NHK は国民から強制的に高い

受信料をとりながら国益に利する放送をするどころか特定の国を擁護するような異常な番組を放送しています。

民放各局は広告費や副業で莫大な利益を上げています。もっと電波料を値上げして税金も適正に徴収してくだ

さい。そもそも日本の放送局は外国に比べて寡占状態、独占状態です。独占禁止法になぜ引っかからないのか

不思議です。電波オークション制度を導入して、チャンネル数も増やして国民が見たい放送局を選べるように制

度を変えて下さい。 

208 テレビ局は電波使用料を国民に押し付けないで、テレビ局がもっと負担するのが当然だと思います。 

209 公共財における適切な移譲価格とは、やはり入札に依ってのみ決められる物だと思います。公共工事だって基

本は入札制度ですし、事業者の適正審査は必要ですが公開入札が適切だと思います。 

 

ましてＮＨＫは強制的に料金を徴収するのですから、入札価格と公開と同時にスクランブル化も実施すべきで

す。 

 

一方で昨今は番組と紛らわしいステルスマーケティングも目立ちます。入札価格の元を取らんが為にステマば

かり詰め込まれるのも面倒ですので、デジタル技術ならできる現在の放送内容の区分を明示すべきです。少な

くとも今放送されているのが本筋なのか、ＣＭなのか、通販番組なのか、報道なのか、は明示すべきだと思いま

す。 

特に報道番組は出来るだけデジタルデバイドを防止する為にも B-CAS を含めた全てのガードを外すべきと思

います。 

 

現在の制度では電波と言う公共財を根拠も無い単価で払い下げる形で流用しており、癒着の温床と見られても

致し方ないと思います。 

210 各テレビ局の政治報道では、「物価だけが上がっている」と安倍政権を一方的に批判しています。 

これは原発が停止していることに大きく起因していると私は思います。無関係ではないはずです。 

にもかかわらず、この点をからめた報道がなされているところを見たことがありません。 

「印象操作」「偏向報道」時には「捏造」までも平気でやってのけるテレビ業界が国民の大切な財産である電波を

悪用しているのをいつまで見過ごしているのでしょうか。 

電波利用料は大幅に引き上げられるべきです。そのうえで、悪意に満ちた報道を続けるテレビ局には免許剥奪

等の厳しい処分をしてください。 

電波オークション制の導入もご検討いただきたく思います。 

現在の在京地上波テレビ局はほとんどが存在することすら許せません。 

211 現在の電波利用料は諸外国に比べて安すぎます。 その結果利用するテレビ局が驕り、昨今問題になっている

ような放送内容の問題が起きていると考えます。 電波利用料を大幅に引き上げ、低俗な番組や偏向報道が出

来なくなるように考えてもらいたい 

212 電波利用料、高すぎです。 

視聴者が８割、放送局が２割、絶対におかしい。 

それに、ＮＨＫの職員の平均年間所得は、１７８０万円。 

これ、普通じゃないでしょう？ 

国家公務員だってこんなにもらっている人、 

そんなにいませんよ？ 

しかもＮＨＫトップの所得は総理大臣より高い３０００万円。 

こんな企業が、視聴者から強制的にお金を取って、しかも、国会からも税金を投入してもらう。 

変じゃないですか？ おかしいでしょう？ 

しかも、仕事内容は、反日と売国と捏造、です。 

ＪＡＰＡＮデビューで台湾から訴訟を起こされたのに「捏造なんてしていない」と突っぱねたんですよ？ 

フランスおよび世界各地で、「日本は悪い国だ～、戦争を起こした悪い国だ～、支那と朝鮮を侵略した悪い国だ

～」と、ほざいています。 

歴史の史実と真逆の宣伝をして、自国を貶めて、何一つ悪びれない、それがＮＨＫです。 

しかも、職員には外国人がいる。 

それが、反日国からだから、あきれてものがいえない。 

世界のどこの公共放送に、自国を敵とみなす国の人間を、雇用しますか？ 

異常な、異常な、我が国の放送局、ＮＨＫ。 

こんな放送局は、百害あって一利もありません。 

一日も早く潰れてほしい。 

一日も早く解体させてほしい。 

ＮＨＫなんて日本にはいらない。 

213 テレビ局の電波使用料は外国に比べても安すぎます。内容は反日だし、中にいる人間も在日朝鮮人ばかりだ

し、とても日本の放送局としての機能をはたしていません。子供にもよくないので見せていません。日本のため

の放送局を作ってください。宜しくお願い致します。 

214 現在の電波利用料金は携帯電話が普及する以前の状態を想定しており、携帯電話利用者に費用負担の著し

い不利益が発生しています。またテレビ等の通信業者に対しては非常に厚遇されており、費用負担の不公平が

著しくなっております。 

インターネットの爆発的な拡大に伴い、テレビ等の既存メディアの視聴が大幅に減少しており、逆にインターネッ

トの利用の急拡大により、携帯電話の回線が混雑する状況に至っております。  

現在の電波料金の負担割合、利用効率を考えた場合、テレビ等の利用者が減少している帯域に関しては、利

用料金をあげることにより、テレビ局等の再編成を促し、携帯電話各社には帯域を拡げ、利用者の利便性をあ

げることが必用と考えます。  

災害発生時の広報に関しては、既存メディアの広報性、速報性がすぐれますが、東日本大震災における携帯電

話の役割を考えてみても、安否確認に関しては携帯電話の方がすぐれており、また組織の連絡方式に関しても

SNS の存在が広く認識されました。  

上記を考えてみると、各地方も含めてテレビ等のデジタル化により複数局の存在も不要となり、帯域を有効利用

するためにも、電波のオークション制度の導入が望まれます。またテレビ局に関しては、地上局以外にも、

BS,CS等の手段があり、地上波に固執する必要はないと考えます。但し利用者の便益を考慮すれば、NHKに該

当する公共的な放送局は必要かとも思います。 

しかし、現在の NHK は偏向報道や日本を貶める番組作りが多く見られるため、改革が必要です。「気象情報」

「交通情報」「国会中継」「大相撲中継」を基本とし、ほかは排除していただきたく思います。  

今回はオークション制度の導入のための良い機会であり、是非導入の判断をしてほしいと考えます。 

215 ・平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3 億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590 億円）を支払ってい

る。テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか

６％（約 60 億円）しか支払っていない。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。 

・テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミス

リードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利

益をもたらしていると言える。 

・電波は有限な国民共有の資源。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は当

たり前の責務である。 

・公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などで

の利益が莫大。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきだが、放送局の傘下で消化さ

れてしまっている。一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されない。 

・よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求める。 

 

コピペ文で申し訳ないですが、まったくの同意見であり、おばかな自分の言葉で書くよりもちゃんと伝わると思い

使用しました。よろしくおねがいします。 

216 テレビ放送局の電波使用料を大幅に引き上げることを希望します 

 

現在のテレビ放送はひろく日本人を対象とせた放送ではなくなっており放送内容自体に嫌悪をもたされ視聴した

くない放送がされている 

このような放送に電波を安く使われるのは国民の利益に反します 

 

また放送局は CM で巨額の利益をあげており 電波使用料を安く設定する必要はありません 

 

以上の理由からテレビ局の大幅な電波利用料の値上げを希望します 

217 最近のマスコミの偏向には一言言わずにおれない。民放には電波使用料の適正化を望む、公共放送と称して

いるＮＨＫに対しては断固として民営化を望む、一挙に民営化が無理ならスクランブル化して視聴料を自由にし

てＮＨＫを国民が望んでいるかどうか試してみればよい。 

218 昨日テレビ朝日の報道番組では「安倍政権何も悩まず辺野古ありき。悩んでいるのは沖縄の人たちばかり。鳩

山元総理は悩み苦しんだ」と一方的に断じていました。 

テレビ朝日に限らず、日本のテレビ局は一事が万事このありさまです。いつもいつも一方的で、勝手な決めつけ

をし、自己完結でご満悦。 

最近はテレビがいかに嘘に満ちているかに気付いた人が多くなりましたが、まだまだ「テレビで言っているんだ

から、正しいだろう」と思いこむ人もいると思います。こういう人たちに向けて白々しい嘘を重ね続けているのが

現在のテレビ局です。 

総務省が『電波利用料の見直しに関する意見の募集』をするということは、テレビ局の在り方に疑問をお持ちの

方が増えているからだと思います。 

利用料の見直しと言わず、電波オークション制度を導入することを望みます。前向きなご検討をいただきますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

219 NHK は、受信料を強制しておきながら、日本企業に不利なことばかり報道しています。 

日本企業の商品を差し置いて、外国の商品を宣伝するなど。 

所々で、ステルスマーケティングも目立ちます。 

例えば、映り込んだパソコンなどのメーカーを隠さないなど。 

そしてそのメーカーですが、韓国企業が圧倒的に多いです。 

 

歴史問題もそうです。一方的に外国の意見ばかりを尊重し、日本人を差別します。 

このような放送局は解体してください。 

できないようなら、せめてステルスマーケティングは取り締まってください。 

 

NHK から民法まで、どの局も捏造や偏向が多すぎます。 

政治関係などは、政策側が都合がよいように誘導しようとする番組ばかりです。 

公平性がまったくありません。 

 

最後に最近気が付いたことなのですが、韓国籍の犯罪者が通り名で報道されていました。 

これはその犯罪を起こしたのは日本人だと思わせる操作だと思います。 

日本人差別です。 

このように、放送局は日本人差別ばかりしています。 

 

電波料が安く、絶対に使用許可を取り消されないという考えから、このような差別団体になってしまったのではな

いでしょうか。 

 

使用料をもっと高く設定するのはもちろんですが、 

使用許可ももっと厳しくするべきです。 

 

外国人が所有していい株の割合も、もっと下げるべきです。 

今はとても高いので日本人差別を繰り返すのではないでしょうか。" 

220 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を日本国民が負担しており、TV 局は二割程度です。 

平気で偏向報道を繰り返す反日メディアが二割とは許せません。TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めま

す。メディア側がすべて負担し、国民負担をなくしてください。  

また、ついでに偏向報道の反日 NHK の解体、民営化、受信料負担廃止と、電波オークション制の導入、クロス

オーナーシップの廃止を求めます。 

ここは日本なのに、完全に外国の放送局と化した反日 nhk やその他の局を放置しておくのはおかしいです。 

反日メディアの淘汰のために、改善をお願いします。 

221 １． 電波利用料について 

 最近のテレビ番組は、内容が乏しく、国民の文化教養の増進に資するとは言いがたい内容である。 

 しかも、そのような番組を放送している電波使用料が異常に低額であることが、安直な番組作りにつながりこ

のような放送内容の低下を助長しているものと考えられる。 

 しかし、電波使用料を入札などの方式にした場合、外国（特に中国）などの資本により買収され、正しい報道が

なされない状況が懸念される。 

 そのため、むしろ電波使用料は現状のままとし、放送内容に疑義が生じた場合は、速やかに検証を行い、責

任者・製作者を厳罰に処すことが出来るよう法案を修正又は作成すべきである。 

 マスコミ各社は口では「公正中立」をいいながら、現実には捏造放送に明け暮れている現状を速やかに是正す

るためにも、捏造報道を修正可能な法整備を速やかに取るべきである。 

 

２． ＮＨＫの解体について 

 民主党への政権交代以降、ＮＨＫの報道内容の偏向、捏造が著しい、「Ｊａｐａｎ デビューでの捏造」裁判など、

世の中に広く知られている状況である。 

 更に最近では、ＢＳ放送で韓国大統領の就任式を生中継するなど、特に韓国、中国の放送局かと錯覚するほ

どである。 

 ＮＨＫは民放と違い、国民の聴取料と税金で運営しているものであり、国民のための放送局であるべきなの

に、この状態は極めて異常である。 

 先の電波使用料の箇所でも述べたとおり、放送の「公正中立」を守るためには、現在のＮＨＫの体制では実現

不可能であり、公共放送という形態を廃止し、報道・教育を中心に「国営放送」とし、全て税金で賄う事とし、国会

の監視を強めるべきである。 

 報道以外の娯楽分門は、民営化し民放と切磋琢磨すべきである。 

 

 以上意見として提出いたします。 

222 本来であれば、広告費への交際費相当課税や、電波枠の使用権をオークションにして頂きたいところです。 

現在の各局に課せられている電波使用料は低過ぎますので、少なくとも、先進諸外国の電波使用料を参考にし

て、使用料の改訂を速やかに行って頂き、税収の不足に充当する一助にしていただきたく、謹んでお願い申し

上げます。 

223 各業界で平等になるように、また、諸外国とのかねあいで、常識的な料金になるようにお願いしたいと思いま

す。 

 

帯域については、テレビが真ん中の使いやすいところを占めていますが、将来的にインターネットなどがさらに

普及してテレビの役割が低くなれば、使いやすいところは他の重要なものに明け渡すことも必要だと思います。

防災での使用も重視してください。 

 

資料17ページ、歳入は携帯電話、歳出は地上デジタル放送が多くなっていますが、今や携帯電話はほとんどの

人が加入していて公共性が高いと思われます。一方、テレビのほうは局によりますが視聴率が 10%を割り込むな

ど、低くなっていっています。できれば将来的にでもこのアンバランスに感じる部分を是正してほしいと思いま

す。テレビにお金をかけすぎではないでしょうか。 

224 ＮＨＫ解体でお願いいたします！ 

国益にもならないテレビ局を野放しにしないで厳しく審査してください。 

 

よろしくお願いいたします。 

225 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。 

 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。  

また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

放送免許のオークション制希望します 



226 １．電波利用料共益事務の在り方 

現在の電波使用料は携帯電話会社を通じて７割以上を一般利用者が負担しており、テレビ局などの放送事業

者は１割未満です。国民が納得できる基準で、適正な配分比率に是正すべきです。携帯電話は一般国民が共

通して利用する重要な通信インフラですので携帯電話料金を引き下げる方向で検討してほしい。 

２. 主な検討課題以外の課題 

（課題１）NHK の受信料の問題 

（課題に対する意見）人件費などの職員一人当たりの金額が国家公務員の３倍以上です。すべて、国民から税

のように徴収した受信料でまかなっています。このことが世間で指摘されても給与を５年間で１０％の減額という

非常識な計画です。国家公務員と同等の給与額にする受信料になるように国は指導すべきです。 

受信料はむしろ税として徴収し、国営放送とすべきです。 

もしもそうしないなら、受信料を払いたくない人のためにスクランブルをかけるべきです。 

（課題２）NHK の放送内容の問題 

（課題に対する意見）ＪＡＰＡＮデピューなど反日的な偏向放送が目立ちます。また、民放のような芸能番組など

民放と同じような番組も目立ちます。 

国営放送として、総合テレビでは報道番組、国際情勢・社会問題などの解説（他国や他組織の意見を紹介する

のはよいが、日本の政府の立場に立った意見を中心とする）、国会中継（開催中はすべての委員会の模様を録

画し、無料でオンデマンド配信）などすべての日本国民が知るべき内容を放送すべき。 

芸能なら古典芸能、伝統芸能、スポーツなら相撲と国際大会や国内予選など、科学技術の解説などの教養番

組も教育テレビで放映すべきです。それ以外の芸能・スポーツは民業圧迫となるので止める必要があると思い

ます。 

227 平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3 億円のうち、携帯電話会社が 82％を支払っている。テレビ局は携

帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか６％しか支払って

いない。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。  

 テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミス

リードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利

益をもたらしていると言える。  

 現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などでの利益が莫大。テレビ局の収入は、本来税金や電波 使用

料として納められるべきだが、単なる利潤追求のために浪費されているに過ぎない。  

一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されない。  

 よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求める。 

228 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。 

 

最近の地上波キー局はおバカタレント・オカマ・韓国からの出稼ぎタレントなどが、B級の食品を大口開けて食べ

ながら大騒ぎしているだけで 

あらゆる面でモラルを崩壊させるような低俗な番組が多く 

これでテレビ局が優遇されるのはおかしいです。 

 

TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。 

割合を逆にするか、国民負担をなくしてください。 

229 中国韓国による日本の TV 干渉があまりにも酷いです 

●偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を求めます 

●在日犯罪者を通名で日本人のように報道する NHK の国営権廃止を求めます 

 

韓国中国に擦り寄る NHK はもはや日本国の TV を名乗るべきではありません 

その NHK が強制的に電波料金を日本国民から徴収して潤うのは許せません 

偏向報道の局ばかりで TV に何の価値もありません 

TV を見ない人が電波使用料を払う理由はありません 

NHK を簡単に解約できるよう法改正をお願いします 

230 ・平成 23年度の電波利用料の歳入総額 740.3億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590億円）を支払いがあり

ますが、テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわ

ずか６％（約 60 億円）しか支払っていないとの事です。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげておりま

す。 

・各テレビ局社員は、同世代の一般の社会人の給与よりもかなり高い給与を与えられており、不公平感が否め

ません。テレビ局の仕事と言うのは、そこまで優遇されなければならない職業でしょうか？今のテレビ番組は誠

にくだらない物が多く、国民のテレビ離れが顕著です。でもそれは、高給に胡坐をかいたテレビ関係者の努力不

足です。質の良い番組を作れば、皆見るはずです(ＴＢＳドラマ「ＪＩＮ」等)。 

・テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミス

リードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にあるように思います。例えば、フィギィアスケートの・・・・・・・・選

手と・・・・・・・・選手。なぜ、自国の・・・・・・・・の栄誉ある表彰式を放映せずに、日本とは関係の無い・・・・・・・・選

手の表彰式を放映するのか？テレビ局に言わせれば、「・・・・・・・・選手は日本で人気があるから」との事です

が、実際に人気があれば何らかのＣＭ等で使われてもよさそうなのに、・・・・・・・・選手が出るＣＭは一切ありま

せん。そのテレビ局は一昨年夏に日本国民にデモで抗議され、多少ではありますが特定国の扱いを縮小した模

様ですが、それまでに垂れ流した物は国民に不利益をもたらしていると言えるのではないでしょうか。 

・電波は有限な国民共有の資源です。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事

は当たり前の責務であると思います。 

231 電波使用料を増額、電波オークションも行い、そのお金で、ＮＨＫをスクランブルされた民営化部分と国営部分に

わける。 

国営部分で、国会中継（全委員会完全放送）、気象予報、地震速報、地域情報（行方不明者情報、迷子動物情

報）地域チャンネルを設ければよい。 

行方不明に関しては、拉致被害者情報、家族の取材、メッセージを毎日一人ずつ１年を通じて行う。拉致被害者

奪還を国民の共通意識として高めてゆき、ブルーリボンをつけない候補者は政治家になれない国にしていく。 

もちろんＮＨＫ職員の大幅な人件費の改善も行う。 

 

ようにお願いいたします。 

232 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、テレビ局は二割程度です。これは明らかに

不公平であり、是正すべきです。また、偏向報道を繰り返すテレビ局に対して電波使用料の負担増大及び偏向

報道に対するペナルティ（放送免許剥奪等）を可能にできるよう放送法の改正を強く要請します。特に、NHK は

公共放送とは思えないほど偏向報道が目立ちます。そのようなところに受信料を払いたくはありませんし、公共

放送を名乗る資格はないと思います。直ちに民営化するか、受信料の負担廃止を強く求めます。 

233 テレビ局の電波利用料 「安すぎる」という批判 

http://www.j-cast.com/2009/01/24033828.html 

の記事を拝見しました。偏向報道だからけなのに安すぎると思います。是非とも適正な値上げを。 

 

【同意見他 2 件】 

234 平成 23年度の電波利用料の歳入総額 740.3億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590億円）を支払っており、

テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局を合わせてわずか

６％（約 60 億円）しか支払っていない。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。 

日本の放送局は不当に安い電波利用料により、希少な電波を独占的に利用して、不当に高い利益を得ている

と言える。 

 

テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 昨今の放送内容には問題が多く、世論

のミスリードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にあるため、日本国民にデモで抗議される放送局も複数有

り、国民に不利益をもたらしていると言える。  

 

電波は有限な国民共有の資源であり、限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事

は当たり前の責務である。 

 

公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などでの

利益が莫大。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきだが、放送局の傘下で消化され

てしまっている。  

一部の業界だけが納税を免れ、利益を上げている事は許されない。  

 

よって、電波利用料を国際的に見て適正な水準まで増加させた上で、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放

送内容を監査する公共機関の設立を求める。 

235 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。 

 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。 

236 テレビ局には、適切な電波料金をとって下さい。今のままでは安過ぎます！日本に害ばかりもたらすメディアが

おかしいと多数の国民が気づき始めて怒りを心に溜めています！このままだと、国民はテレビを必要としなくな

るでしょう。 

せめてテレビ局には、電波料金を上げる事くらいは実行して頂きたいです！ 

237 現在、電波使用料の負担比率はは携帯会社が 8 割、テレビ局などの通信業者が 2 割程度とききます。 

つまり、携帯会社負担分の８割の一部は、携帯利用者である私たちが負担していることになります。 

 

巨額の利益をあげるテレビ局こそ、電波使用料の負担を大幅にアップする方向で早急にご検討いただきたいと

思います。 

 

テレビ局が諸外国に比べ極端に安価に電波を使用する一方で、下請け会社に番組制作を丸投げし低俗な番組

を垂れ流し、報道しない自由を行使して国民の知るべき重要な事実を隠蔽、または事実を歪曲、捏造報道を繰

り返して世論をミスリードし、国益を損じる事態に至っていることを大変危惧しています。 

 

このような事態は早急に是正すべきであり、放送法の規定に厳格な罰則規定設け、更に放送免許のオークショ

ン制度を早急に導入することを希望します。 

 

番組の偏向問題については NHK も例外ではなく（むしろ民法より悪質）、公共放送として多くの国民が情報の拠

り所としているだけに世論に与える悪影響も大きいため、問題はさらに深刻です。 

一度、ＮＨＫは解体し、再編するべき段階に至っていると考えます。 

税金と受信料で成り立つＮＨＫが国益に反する放送を繰り返すことに怒りを覚えます。 

 

テレビ局各社の電波使用料の大幅値上げ、オークション制度導入と放送法 

に罰則を設け厳格に運営されるよう指導していただきたく、よろしくお願いいたします。 

 

追記 

テレビコマーシャル（パチンコ・サラ金・創価学会などの宗教）の社会に及ぼす影響に鑑み、時間帯の制限など

の規制強化も合わせてお願い致します。 

238 低い電波料で、反日的な偏向報道のし放題。 

 

もう看過できません。 

 

欧米並みの電波料にしてください。 

お願いします。 

239 テレビ局、ラジオ局は不当に安い電波使用量で国民には納得いきません。 

これだけスマートフォン、インターネット、タブレットなど通信機器が発達し、これを日本の産業として発展させる

為にも通信費を下げなくてはいけません。 

何より、国民の財産である電波を一部の既得権で占拠するのは不公平です。 

 

個人が払ってる通信費に比してテレビ局、ラジオ局等も電波使用量を支払うべきです。 

国民の大切な財産を国民に等しく分けるべきです。 

240 ・平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3 億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590 億円）を支払ってい

る。テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか

６％（約 60 億円）しか支払っていない。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。 

・テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミス

リードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利

益をもたらしていると言える。  

・電波は有限な国民共有の資源。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は当

たり前の責務である。 

・公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などで

の利益が莫大。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきだが、放送局の傘下で消化さ

れてしまっている。  

一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されない。 

・よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求める 

241 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV 局は二割程度と聞きました。 

 

TV 局の社員は高い給与を得ているにも関わらず、モラルが低いのか各社犯罪行為で逮捕される者も多い上、

放送法を守らず、不公正な報道、時には捏造や印象操作をしています。その上、外国資本率が 20％を超えてい

る事をごまかしています。 

 

B.P.OのメンバーはTVによく出演する面々を集めており、チェック機能が働いているとは思えません。特定のTV

局だけが長年特権を享受している結果が今の現状なのですから、電波使用料は、即時に是正すべきです。負

担率を逆転させても良いくらいでしょう。 

 

海外のように、放送免許のオークション制度を導入しても良いかもしれません。とにかく、国益に損なう不平等な

報道をしている限り、国民負担が大きいことは納得できません。 

 

また、最近特に目に余る偏向報道の NHK は一刻も早く民営化し、受信料負担を廃止するべきです。 

 

善処いただけますようお願い申し上げます。 

242 本来テレビ局は、公共性の高い放送をする責務を負っている筈なのに、 放送内容には問題が多く見受けられ

ます。 

世論のミスリードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にあって見るに堪えません。日本国民にデモで抗議さ

れる放送局もあり、国民に不利益をもたらしていると言えるのではないでしょうか。 

 

また電波は有限な国民共有の資源です。 

限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は当たり前の責務だと思います。 

243 今や最後の既得権益の牙城である大手マスメディア。その最たるものが TV であると考えます。しかも他国に例

を見ないといわれる大手新聞社とのクロスオーナーシップで国民の知る権利は全く無視され、報道の自由や言

論の自由などを盾にやりたい放題。電波料の殆どは携帯電話料金を通じて国民が負担していると言うのは今や

常識です。政治家もマスコミが怖いのかは知りませんが、そのタブーには触れようとしません。NHK の受信料も

問題ですが、先ずは電波オークションなどで民放の再編が必要と考えます。東京キー局や NHK 職員の年収は

国民の年収を遥かに超えており、現実として大幅な料金値上げも十分可能であると思います。 

244 電波利用料の見直しを是非にお願いします。料金を高くしても良いと思います。近頃のテレビの報道内容は目

に余る特定国擁護の偏向報道です。毎日、毎日トップニュースで報道される特定国のニュースには辟易してい

ます。それだけでなく、国民が実際に声をあげたフジテレビ局前のデモ行進は報道されません。日本国民にとっ

て何が大事な報道でしょうか？国民にとって知りたい報道はされていません。 

テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずです。また、日本の放送局ならば、日本、日

本国民の立場にたっての報道内容であってほしいものです。日本を貶めている報道内容は日本にとって不利益

をもたらしてるのではないでしょうか。よって、テレビ局を優遇する料金は見直してほしいです。 



245 電波利用料、一般国民にはあまりなじみの無い言葉ですが今回パブコメを送るにあたって調べてみたところ、 

 

・電波料金の 70％は、携帯電話を持っている人々が毎月の携帯料金から支払っているというのが現実 

・対してＴＶは広告収入で２兆円もの利益を上げながら利用料金として支払っている金額は 35 億円のみ 

 

という事実を知りました。これでは到底、納得できません。 

 

憲法において電波は国民の財産であると記載されているそうですが、テレビ局が国民の為に公正な報道をして

くれているならまだしも、現在の報道番組において、公正といえる物は極僅かしかありません。 

 

また、wikipedia には 

 

2008 年 5 月に電波利用料が総務省総合通信局にて 

職員のレクリェーションのために電波使用料を流用していたことが国会での質問により明らかになり、 

「道路特定財源と同様に『特定財源』のブラックボックスの中で無駄遣いされている可能性がある」 

という批判をうけた。 

 

とあります。 

 

このような不透明な使い方、そして既存テレビ局の独占的な電波使用を、どうにかしていただきたいです。 

 

日本でも放送免許などを電波利用料による入札制に変更すれば、競争原理が働き、電波利用に対する適正な

市場価格が形成され、利用料は合計 2 兆円以上になる、とも言われていますね。 

2 兆円以上あれば、財政不足による消費税増税などは不要になるのでは？ 

（インフレ時の増税を否定するものではありません） 

 

放送内容についても、独占状態でリベラルな偏向報道を垂れ流されたのでは、国民にとって不利益でしかあり

ません。 

既存のテレビ局の放送内容の監査が必要だと思いますし、もっと保守的なテレビ局が存在してくれないと困りま

す。 

246 「電波オークション」制度についての関連法案の提出が見送られたと聞いています。 

 

平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3 億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590 億円）を支払っていま

すが、テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわず

か６％（約 60 億円）しか支払っていません。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげています。 

 

さらに、2009年度から4カ年で合計約1300億円、歳入45％が地上デジタル放送への対策に投じられています。

2011 年 7 月に地デジ移行は完了しているにもかかわらず、この対策事業は山間地の電波対策や負債返済など

に充てるということで継続するとのことです。そうした費用を携帯電話の利用者が負担すべきものでしょうか？ 

 

テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずですが、放送内容には問題が多く、世論のミ

スリードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にあります。日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民

に不利益をもたらしていると言えます。 

 

電波は有限な国民共有の資源です。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は

当たり前の責務です。 

 

公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきですが、現在の民放は公共性が極めて低く、広告費など

での利益が莫大です。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきですが、放送局の傘下

で消化されてしまっています。 

 

一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されません。 

 

よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求めます。" 

247 きちんと TV 局などからも電波利用料を徴収すべきです 

現状は国民が負担してるといっても過言ではありません 

248 見直しに賛成します。 

日本のテレビ局安すぎ儲けすぎです。 

安い電波使用料金で『捏造』『印象操作』『ステマ』を繰り返しています。 

日本サゲ 韓国アゲの売国放送局ばかりです。 

海外のようにオークション制にして欲しいです。 

249 電波料は大幅に値上げしてください。 

 

日本の電波料は、諸外国に比べ大変低額です。 

日本国民の有限の財産を特定の業者に不法に安く売却しているのは問題です。 

電波料を引き上げて、国の税収ｕｐにつなげてください。 

 

また、公共性の高い放送局には放送法を逸脱した場合の罰則規定を設けてほしいです。 

250 ・平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3 億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590 億円）を支払ってい

る。 

テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか６％

（約 60 億円）しか支払っていない。 

しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。 

 

・テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 放送内容には問題が多く、世論のミス

リードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。 

 

・日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利益をもたらしていると言える。 

 

・電波は有限な国民共有の資源。限られた国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は当

たり前の責務である。 

 

・公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などで

の利益が莫大。 

テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきだが、放送局の傘下で消化されてしまってい

る。一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されない。 

 

・よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求める。 

251 テレビ局の偏向報道がひどく信用ならないので見なくなった。見ないテレビの電波使用料を我々が８割負担はお

かしい。社会的責任を取って欲しい。なぜあんなに日本人を馬鹿にした内容を垂れ流すのか！番組によって

は、海外の人達に日本人の悪いところばかりを伝えることになっている。 

偏向報道を繰り返すテレビ局に電波使用料の大幅負担を求めます。 

国民の税金が上がっていくので国民の負担を減らして欲しい。 

半々か、逆転してテレビ局側８割でよい。 

 

ＮＨＫの偏向報道もひどい。国営でもないのに強制して高い料金を取るのはおかしい。ＮＨＫ受信料負担軽減

か、民営化しての受信料廃止を求めます！ 

また、放送免許のオークション制を希望します。 

よろしくお願いします。 

252 平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3 億円のうち、携帯電話事業者が支払うのは 82％（約 590 億円）を

占めるのに対し、テレビ局・ラジオ局は合計でもたった 6％（約 60 億円）にしかならないことに愕然としておりま

す。テレビ局は携帯電話の 1.4倍の周波数帯域を使っているのにあまりに不公平ではありませんか？ しかも民

放各局は、広告費で莫大な利益をあげているにもかかわらずです。 

 

電波使用は、許認可制となっており、放送事業者は、本来公共性を重んじる責務を負っているはずですが、そ

の放送内容には問題が多すぎます。世論のミスリードや、特定国の擁護に明け暮れ、日本国民にデモで抗議さ

れる放送事業者も決してめずらしくありません。 

 

電波は有限な国民共有の資源です。放送事業者は、所定の手続きでルールを守ることは当たり前の責務では

ないでしょうか。 

 

公共性が高い企業の負担は軽減されるべきことに異議はありません。しかし、現在の民放においいては、公共

性が著しくないがしろにされている反面、広告費などで莫大な利益を得ています。本来税収や電波使用料とし

て、納められる莫大な金額が、放送事業者で、浪費されてしまっていると言っても過言ではない状態にありま

す。税金は国民全員の負担です。放送事業者が納税を免れ、利益を上げていることは、国民の財布から一部の

業界の利益分を負担しているようなものです。ルールを守り納税している国民にとっては、不公平以外の何もの

でもありません。 

 

よって、電波使用料の算出方法は海外各国を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対しても、しかるべき

税率を掛け、放送内容を監査する公共機関の設立を求めます。 

 

【同意見他 1 件】 

253 電波利用料の８割を携帯電話会社が負担しているという事実を知って、驚きました。テレビ局がその大半を負担

しているものだとおもっていたので。 

 

最近、テレビの報道内容が反日的、そして媚韓、媚中的で、非常に違和感があります。明らかにステルスマーケ

ティングだと感じる報道も非常に増えてきています。またＮＨＫをはじめとするテレビ局の社員の高い給与も、世

間一般の常識からかけ離れていると感じます。 

（なんでもＮＨＫの理事長の報酬は、内閣総理大臣よりも高いとか・・・。絶句です。） 

 

そもそも電波は公共性の高い、非常に重要なインフラでもあるにかかわらず、テレビ局は、非常に偏った内容の

報道を行ってみたり、常識はずれの社員の厚遇ぶりで合ったり、と公共性の高い会社にそぐわないことをやって

居ます。 

 

どうかテレビ局への電波利用料の大幅引き上げのご検討をよろしくお願いします。 

 

そして、ＢＰＯのような同業者が自主的に作った機関ではなく、完全に業界外の独立した報道内容への監査組

織を早急に作って頂きたい。 

 

もうテレビ局、大手マスコミのやりたい放題には、日本人の堪忍袋の緒が切れかかっています。 

254 不当なほど安い電波料で、ジャップ 18 や・・・・・・・・を貶め・・・・・・・・なんていう韓国選手ばかりよいしょする、あ

んな偏向報道を垂れ流されてる国民の方がたまりません。できれば停波してほしいです。せめて電波料は諸外

国なみにしっかりととり、自分のかいつけたコテンツをところかまわずステマするテレビ局からは、税金もしっかり

とかけてください。 

255 最近のテレビはあまりに低俗でただ無意味な可笑しくもない笑いを垂れ流しています。テレビ業界は下請け孫請

けの製作会社の過労薄給と相反して業界本体の高給は知られるところです。そして公器でありながら、特定勢

力の支配の影が及ぶ状態で国民をミスリードしている。この現状を正す為には厳しい罰則並びに高額な電波使

用料は必然であると考える。電波というものは諸外国では安全保障の一部という扱いだそうですし、外国人や特

定勢力の影響を受けてはならないのです。我が国も知らず知らずのうちに電波によって国を蝕まれているように

思われ空恐ろしく感じている次第です。よって、テレビ局２割、一般国民８割という電波使用料の割合を逆にする

か国民負担をなくして下さい。また、中国韓国寄りの報道・偏向報道の多いＮＨＫの受信料負担廃止、そして民

営化も求めます。 

256 近年のテレビ局の報道の劣悪ぶりに違和感を覚える。そもそも電波は国民の共有財であり、一私企業に過ぎな

いテレビ局が、国際的な金額と比較して法外に安い金額で電波を使用し、自社制作の映画や自社の不動産等

を、電波を利用して宣伝して利益を得ることは如何なものか。電波の使用を入札制にする等しないと、不公平で

はないか。電波の在り方を再考していただきたく存じます。 

257 電波利用料の総額に対し、放送局の利用料が著しく低額になっており、日本の放送局、マスコミ、広告代理店は

不当に安い電波利用料により、希少な電波を独占的に利用して、不当に高い利益を得ていると言える。電波の

経済的価値と電波利用料負担のバランスがおかしいと感じています。 

偏向報道を繰り返すTV局に電波使用料負担増を大幅に求めます。また、それに付随する広告産業から徴収す

る電波利用料を国際的に見て適正な水準まで増加させてもらいたいものである。 

また、できれば偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

放送免許のオークション制希望 

258 偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。  

また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

放送免許のオークション制希望。 

259 テレビ局が得ている莫大な利益に対して、（諸外国と比べても）日本の電波使用料金は安すぎる。それに加えて

現在は公共の電波を使っての偏向報道が酷く、国民がメディアを信用できない状況にある。テレビ CM によって

広告代理店が力を持ってしまい、とても国民のための放送とはいえないことも原因のひとつではないか？日本

国内の財政を考えても、メディアにかかる税率は不公平だと思われる。電波使用料金を適正価格にし、しかるべ

き税率をかけることを強く要求する。 

260 公共の電波の私物化が目に余ります。調べるとタダ同然の電波料金。報道なのか、商品宣伝か、まったくわか

らないニュース番組。公正とはまったく思えない、偏った、まるでプロパガンダのような内容。ネットの発達でいか

に私たちは、騙されていたか。海外は電波料金がタダ同然ではありませんよ。方や企業から高い宣伝費をもら

う。先日フジテレビを退社した男性アナウンサーの年収は２４００万円と自らのブログに書いてます。また深夜番

組はとうてい子供に見せられる代物ではないのもあります。金儲けのためならなんでもあり。おかしいでしょ。い

まこのパブリックコメントの存在を知らない多くの国民がいます。ぜひ全国的にお聞きになってください。皆さんき

っと電波料金、放送法をお知らせすると、怒りますよ。電波料金値上げ。または剥奪に大賛成です・ 

261 テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが 

放送内容には問題が多く、世論のミスリードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にある。 

日本国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利益をもたらしています。 

「見直しに賛成します」 

262 テレビ局が、国益にならない目に余るほどの偏向報道を行っています。 

これは諸外国の電波利用料に比べ、かなりの安さからすき放題しているのではないでしょうか。 

適正な価格に引き上げるよう宜しくお願い致します。 

不快な報道は見たくないのです。 

263 諸外国に比べて日本は電波使用料が安すぎるのでせめて欧米並みまで引き上げるべきだと思います。 

安すぎる電波使用料で民間平均の 3 倍ものお給料を出しているので格差社会も助長していると思います。 

公務員が高い給与で…などマスコミはよく宣伝していますが、マスコミの方が 2～3 倍以上高いですよね？これ

はおかしいと思います。 

 

そこまで放送業界が収益を上げているのであれば、国が疲弊し民間の製造業などの大企業も次々潰れたり合

併している今、国にその給与の半分でも（それでもかなりの高給だと思いますが）還元すべきなのではないでし

ょうか？ 

 

マスコミ業界だけが特別な聖域であるのはおかしいと思います。 

264 日本国民のマスメディア不信のひとつに、放送法違反を繰り返す各局への電波使用料国民負担への疑問があ

ります。 

見たくもない偏向報道をされ続けながら、それが改善される事なく今日まできて、電波使用料は国民が 8 割も負

担しているとの事。 

これはテレビ局が負うべきものです。 

是正すべきです。 

また、電波使用料のみならず特に NHK などは民営化し、受信料負担も廃止、そしてマスコミ社員にも国籍条項

を設けるなどするべきです。 



265 柴山昌彦総務副大臣が公表されたと言う電波使用料を、河野太郎議員のサイトで拝見しました。 

http://www.taro.org/2013/03/post-1319.php 

 

平成２３年度電波利用料 

 

単位百万円 電波利用料   営業収益 

 ＮＨＫ   １８６７．２  ６９４，５７７ 

 日本テレビ  ４１９．１  ２６４，８２０ 

 ＴＢＳ    ４１６．１  ２０８，５８１ 

 フジテレビ  ３８８．１  ３２９，０１３ 

 テレビ朝日  ３９８．２  ２０５，２３５ 

 テレビ東京  ３８７．３   ９１，２４９ 

 

地方局も含めた値はこちらの PDF で拝見しました。 

http://www.taro.org/denpa2011.pdf 

 

利益に対する利用料が随分安くて驚きました。 

まさかスカイツリーは格安でメンテナンス出来るのでしょうか。 

 

少ない料金で、電波オークションも無いからその地位を脅かされることも無く、日々低質な番組をしても BPO は

機能しておらず責められる事も無い。 

テレビ局は、とんでもない利権の塊です。 

腐るべくして腐ったと言えます。 

 

今後は、利権に見合った使用料を、厳正に徴収して頂きたいと切に願います。 

 

現状のテレビは、国民の利益どころか嘘を流して損失を生み出しています。 

テレビを日本の国民に取り戻すために、様々な抑止策を講じて下さい。 

どうかよろしくお願い申し上げます。 

266 敗戦後漸進的な日本国家の弱体化を狙って、国家公務員を貶め官僚を蛇蝎の如く嫌う風潮を醸成しながら悪

質な偏向報道を続ける NHK と民放各 TV 局は、解体するという総務省の強さを日本国民は衷心より求めていま

す。電波利用料の見直しは、日本再起のための重要な一歩だと思います。 

 

１ TV 局各社の電波使用料の大幅値上げ 

２ 放送免許のオークション制度の導入 

３ 放送法に罰則を設けて厳格化と放送免許の更新停止の実現 

267 テレビ局の電波利用料は安すぎる。海外との比較がネットでは出回っているが違いすぎる。テレビ局に利権を渡

しているだけ。上げるとなると自分たちに都合のよいことばかり言って、政治家などに圧力をかける。これを上げ

て国が少しでも潤うことに国民は反対しない。だけど反対していると言うだろう。テレビは電波を私物化している

から。 

268 国民の財産である電波の利用料は安すぎます。37 歳の・・・・・・・・が「私は年収２４００万円、手取りで毎月１００

万円以上頂いてます」といったと報じられましたが、一民間企業が国民の財産である電波を安く独占的に借り、

こんな高収入を得ているのは、おかしい。もっと高くすべきです。 

269 電波使用料というと、テレビ局携帯電話などが支払っているのかなーと考えられます。 

どれも公共性のあるものですが、利益を上げているので企業と言えます。 

企業がなにかを使用する時には使用料が発生し、公共性が高ければ優遇される…ということはわかります。 

では、テレビ局と携帯電話と、同じように公共性のあるものにもかかわらず、使用料に差があるのはなぜでしょう

か？ 

今やテレビよりも携帯電話の方が必需品であるにも関わらず、電波使用料がテレビ局の方が安いということに

疑問を感じます。 

インターネットが普及するにつれテレビ離れが進み、地デジ化で局が増えても視聴率は減るばかり。 

また不況で広告料が減ったのか良質の番組を作るよりも安上がりなバラエティばかりが増え、これでも公共性

があるといえるのでしょうか。 

最低でも、携帯電話なみには電波料を支払うべきだと思います。 

いえ、局が増えたのですから、それ以上に負担することが適切かもしれません。 

また、諸外国と比べても格安だとも聞きました。 

日本は多少力が落ちても先進国です。有限である電波に対して、もっと有益に使えるようにしていくことも先進国

の務めだと思います。 

大切な電波に対して、不適切なことがあれば罰則を設けるなど厳しい対応も必要かと思います。 

素人考えではありますが、一個人の意見として読んでいただければ幸いです。 

270 諸外国に比べて、日本の国内テレビ局への電波利用料は安過ぎると思います。 

もっと負担増にして頂きたいと思います。 

捏造、歪曲、偏向報道が著しいので、NHK の民営化、電波オークションも考えるべきではないかと思います。 

271 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV局は二割程度です。こんなことはすぐ是

正すべきです。 

 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてくだ

さい。  

また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。 

放送免許のオークション制希望 

  

反日放送や中韓に偏りすぎた放送は止めるべきです。 

272 国民の共有財産である電波は、使用する帯域に応じた負担を求めるのが本来。 

現在、放送局の負担額は諸外国に比べて特別安く、特別な優遇と考えるのが妥当。 

昨今は経営が厳しいという話を聞くが、民放キー局社員の給与は民間企業でもトップクラスであり、他の国内企

業に比べたら羨むほどである。よって、例えば広告収入の 10%といった負担を求めてもいいのではないだろう

か。 

更に、NHK は民放を上回る給与であり、受信料で作られたコンテンツを子会社に権利を持たせ販売している。受

信料のみならず、連結決算の総収入に対して電波利用料を求めてもいいくらいだが、その前に子会社への天下

り構造を是正し、更に受信料制度そのものの見直し(娯楽番組等のスクランブル化)も検討すべきである。 

国民の共有財産の広帯域を独占的に借り受け、新規参入を長らく拒んでいる放送業界こそ、規制緩和が必要

であり、電波利用料のみならず、まことしやかに囁かれる下請けへの締め付けや、大手広告会社との癒着など

にもメスを入れていく必要があるだろう。 

放送法に定められた公正中立とは言えないような番組も散見される昨今、放送免許の交付が事実上無条件に

行われているとしか思えない状況を打破すべく、また新規参入の機会を与えるべく、電波利用料をオークション

で決めることも検討する価値はあるだろう。但し、単に高額な入札をすればいいのではなく、国民の利益に資す

る、放送免許を与えるに相応しい放送局か否かも公平かつシビアに審査すべきである。 

273 テレビ局に電波使用料の値上げを、お願い致します！今の状況ではただでさえ、反日局ばかりで、国民に害な

のに、電波料金を上げずにいると、更にやりたい放題で、国民は早かれ遅かれ、確実にテレビ離れを起こすと

思います。 

274 安い電波料で優遇されているテレビ局が、国益にならない偏向報道を行っている現状は絶対に是正されるべき

です。 

 諸外国の電波利用料を参考に適正な価格に引き上げるようにして下さい。 

 

 平成 23年度の電波利用料の歳入総額 740.3億円のうち、携帯電話会社が 82％（約 590億円）を支払っていま

す。 

 テレビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか

6％（約 60 億円）しか支払っていません。 

 しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげています。 

 

 テレビ局は本来の公共性の高い放送という責務を放棄し、罰則が無いのをいい事に放送法違反を犯し続けて

いるが為に放送内容に問題が多く、世論のミスリードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁にあります。日本

国民にデモで抗議される放送局もあり、国民に不利益をもたらしているのはもはや周知の事実です。 

 更には歴史を歪曲・捏造した番組を制作して海外に向けて発信までしており、確信的に反日行為をしていると

思わざるを得ません。日本自らが反日プロパガンダを世界に向けて発信してるも同然、日本のテレビ局は国益

を損なう機関と成り下がっています。 

 

 よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求めます。 

275 偏向報道等を繰り返す TV局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国民負担をなくしてく

ださい。また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、受信料負担廃止。放送免許のオークション制希望 

あまりにもマスコミ関係の実態がひどすぎます！ 

276 テレビの電波利用料は余りにも安すぎです。しかも容認できないほどの偏向報道が見られます。特に最近の

NHK の偏向報道はひどいし、その上給料は余りにも高額です。 この様な反日放送局は、廃止するか大幅な視

聴料の減額が必要です。 

これまで蓄えられた NHK の全ての番組はできる限り安価に国民が利用できるようにすべきです、日本人の視聴

料が原資なのですから。 

277 テレビ・ラジオは「災害放送」の公共性が勘案されて配分係数が 0.5 ですが、「災害放送」でない放送において公

共性（特に公序良俗において）が著しく低い現状から見て配分係数はもっともっと高くていい。公平な負担ではな

く、優遇されていると感じます。 

（個人的には免許取り上げよりもキツイ追徴課金でも良いと思われる。） 

「災害放送」をしたときだけ一時的に安くしてやる方向でご検討願います。 

（地デジ化により集計は簡単でしょう。データ放送でずっと「現在災害はありません」などと流しているといった、

抜け穴のようなものは除く。） 

もっとお金を集めて国民の利便性が一層高まる研究をさらに続けてください。我が国独自のシステムであっても

諸外国が欲しがればいつのまにかデファクトスタンダードになります。期待してます。 

278 テレビ局とラジオ局の電波利用料を値上げして下さい。 

電波利用料の歳入総額の内、携帯電話会社が 80％を支払っているのはおかしい。 

民放各局の広告費などでの利益は、本来税金や電波使用料として納められるべきです。 

 

特にテレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずなのに、放送内容は世論の誘導などの

偏向報道が頻繁にあり、閣僚や総理大臣が短期間で交代する事が相次いで起き、国民に不利益をもたらして

いる。 

民主党への政権交代は、NHK と民放各局でメディアスクラムを組み世論を煽った結果実現した事であり、 

国益を大きく損ね日本国の存亡をも危うくさせた。 

絶対に許せない。 

 

諸外国の例も参考に適正な電波使用料を決定してほしい。 

収入に対してもしかるべき税率を掛けて下さい。 

279 放送局とそれに付随する広告産業から徴収する電波利用料を国際的に見て適正な水準まで増加を要求致しま

す。 

日本のテレビ局はほとんど電波料がタダみたいなもんな上に、さらに自社イベントやら自社制作の映画やらを 

タダで宣伝しています。  

・米国 ５０００億円 ・英国 ２５００億円 ・日本  ６５０億円 日本の TV 局は電波使用料（電波使用料は税金）

を殆ど払っていません。  日本のテレビ局職員の平均給料は欧米先進国の 2 倍、東電の 4 倍、世界最高の支

給額です。 テレビ局などのマスコミ界の体質は建築業界をはるかに超え最悪最強です。 マスコミは既得権益

を独占し、私利私欲たけで動く最悪の企業集団です。 BPO（放送倫理審査会）は各テレビ局幹部の集まり、利

権を独占する談合組織となってしまっています。日本を武力侵略している中国や韓国を絶賛、支援しているので

す。電波利用料の総額が諸外国に比べて極めて小さい事が分かるのですが、放送局に対する電波利用料がわ

ずか 7 億円というのは破格です。TV 広告市場規模が日本（188 億ドル）の 1/3 の 62 億ドルしかない英国と比べ

ても 1/20 以下という激安特価です。仮に英国と同水準の負担を放送局に求めるとすると、現行の 60 倍強の

2,500 億円程度の電波利用料を徴収してもおかしくないのです。放送局は電波という有限の資源を独占的に利

用し、コンテンツ配信サービスを行っています。民放の主な収入源は広告によって賄われています、その市場規

模は英国の 3 倍。それにも関わらず、受益者負担が原則の電波利用料は英国の 20 分の 1 しか納めていない。

日本の放送局、マスコミ、広告代理店は不当に安い電波利用料により、希少な電波を独占的に利用して、不当

に高い利益を得ていると言えるのです。電波の経済的価値と電波利用料負担のバランスがおかしいのです。ぜ

ひこの機会に、放送局とそれに付随する広告産業から徴収する電波利用料を国際的に見て適正な水準まで増

加させてもらいたいのです。 

280 見たくもない偏向報道等を垂れ流しておいて、TV 局の負担が 7.9％(3，7，8 の項を足しても)というのは納得いき

ません。 

 

NHK にお金を払わなければならない状態や在日外国人の犯罪に対する通名報道にも納得いってない。本当に

国民が知らなければならないような国会の内容を放送しないなど、NHK は国民の為の放送を一切してません

よ。災害等の緊急放送もラジオの方がよっぽど役に立ちますので、もう、NHK の必要性はないのではないです

か？ 

 

フジテレビ等の民法の偏向報道に関して放送免許剥奪等の処置を総務省はなぜしないのですか？ 

あまりにもモラルのない放送ばかりですよ。 

この日本で、デモが起きるほどに。 

 

総務省が出来ないのなら、国民に放送免許剥奪出来る投票の場を設けてほしいです。ですが、まずは、TV 局

の電波利用料を 80％程度にすることから始めてください。 

 

それから、本物の公平な放送をする国営放送局を作ってもいいのでは？まともな放送してると判断したなら、ま

た、みんな TV 見るでしょうね。 

281 テレビ局の電波使用料があまりにも安すぎると思います。 

 

公共性みたいな事もあると思うのですが、やってる番組は自分達の宣伝みたいなものが多すぎて電波の私物

化が醜いです。 

 

それならば、もっと電波使用料を払って国民に還元すべきです。 

 

また放送事業に規制の緩和と新規参入も合わせてお願いしたいです。 

他の業界は規制緩和しろと番組内でやってるわりに自分達は守られて新規参入もない業界だなんておかしいで

す。 

番組の質ももっと上がるはずです。 

282 電波利用料の見直しに関する意見について。 

 

公共の限られた電波使用にも関わらず、現在の TV 局とラジオ局の電波使用料は全体の使用量の中、６％でし

かないと言うことを知りました。 

NHK はなおかつ国民から視聴料を個別に徴収し、民放は広告料で莫大に利益を上げています。 

これこそが、まさに「既得権益」ではないかと考えます。 

しかも、現在の TV,ラジオ等は放送法に定められている「公正性と公平性」を順守しているとは言い難い側面が

多々あり、日本と言う国の限られた貴重な電波資源を使っていると言う自覚に乏しく、とても信用に足り得る企

業とは言い難いと考えます。 

局によっては、外国人による株保有率が非常に高い局もあるようですし、NHK 職員が NHK子会社の広告を行っ

ていると言った疑惑もあるようです。 

電波が日本ではなく外国の為に使われていないか、それも非常に重要な問題だと考えます。 

電波が非常に貴重な財産であることを考慮し、もっと使用料金を増やし、なおかつ放送等がきちんと放送法に則

って行われているのかを監視する機関の必要性もあるのではないでしょうか。 

 

 

貴重な公共電波使用に対して、海外の例も参考にし適正な使用料を課し、また収入に関しても税金を掛けるよ

う望みます。 

特に NHK は視聴料や国民の税金から予算を得ているのですから、徹底的にしかるべき収支報告を行う義務を

課すべきではないでしょうか。 

283 現在の電波使用料は携帯会社を通じて八割を我々が負担しており、TV 局は二割程度で す。こんなことはすぐ

是正すべきです。 

 

偏向報道を繰り返す TV 局に電波使用料負担増を大幅に求めます。割合を逆にするか、国 民負担をなくしてく

ださい。 また、ついでに偏向報道の NHK 民営化、 

 

放送免許のオークション制希望 

284 民意を無視し、反日的な報道ばかりのテレビなど見たくもありません。中立公平性など全くないように思えます。

偏向報道の酷いテレビ局から電波利用料を高くしていくべきだと思います。 



285 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討してください。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、 

新規企業にも電波を使用するチャンスを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態の見直しをお願いします。 

 

【同意見他 32 件】 

286 反日、歪曲、ねつ造、偏向報道を繰り返す TV 局へ電波使用料負担を増やしてほしいです。 

特に NHK は国民から受信料を取っているのに偏向報道がひどいので悪質だと思います。 

国民の負担を減らしたりなくしたりしてほしいです。 

287 日本の電波利用は、健全な市場競争がなく、数社の放送局が独占している状況にあります。電波は国民の財

産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用しているのがおかしいと

思います。 

電波オークションを採用し、新規参入も可能なように規制緩和、マスコミの構造改革をすべきです。 

また、現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコ

ンテンツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、 

見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放送免許自体の見直しをお願いします。 

288 電波オークション制度を作ってほしい。他の先進国に比べて日本は安すぎます。 

オークション参加には、外国人の株保有が全体の 10％以下が条件。 

289 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価です。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討してください。 

 

 また、現在各放送局では貴重な電波を使用し、偏向した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコ

ンテンツの宣伝に使用したりと、電波を悪用しているケースが多々見受けられます。 

  

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立てると共に、新規企業にも電波を使用するチャンスを与

え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

  

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態の見直しをお願いします。 

290 電波利用料の見直しに関する意見 

テレビ局の利用料が安すぎます。 

オークション制度にして下さい。 

291 今の日本のテレビ、ラジオ、などの電波から流れる異常に不気味な情報操作は気味が悪くなります。 

 

もう日本国民は気付いています。 

 

もう今の日本に電波は無用なのです。 

 

電波料金が安すぎてやりたい放題で電気が無駄使いされ日本国民はその電波で不幸に見舞われている現実。 

不公平はダメです。 

電波は怖いです。国民は流されやすいのを利用されないようにしてほしい。 

値上げは当たり前なのです。反対する人はいません！！ 

292 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。電波は国民の財産であるにもかかわら

ず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用しているのがおかしいと思います。世界水準で

の値上げを検討してください。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、偏向した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思われるケースも多々あります。利用料だけでなく、放送の運

用についても法改正を検討してください。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。そして国民が望まない偏向報道などには免許

の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みます。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の、日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。受信

料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放送免

許事態の見直しをお願いします。 

293 各放送局では貴重な電波を使用し、偏向した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテンツの

宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

294 匿名で申し訳ございません。昨今のマスコミによる偏向報道に怒りを隠せません。NHK は当然として、その他の

主要TV局も国益にならない報道ばかり。そんな内容の放送をしているのにも関わらず、マスコミの高給ぶりにも

怒りがこみ上げます。諸外国に比べて電波料が安すぎると思います。よって、電波利用料の見直しには賛成で

す。見直しするべきだと思います。 

295 日本の電波利用料は世界各国に比べてかなりの安価と聞いています。 

国民の財産である電波が、不当に安い水準で決まった放送局が独占しているのはおかしいです。世界水準で

の値上げを推進してください。 

 

 現在各放送局では貴重な電波を使用し、偏向報道を繰り返し、その点について苦情を受けても改める様子は

見受けられません。 フジテレビに代表されるように、自社が版権を持つコンテンツの宣伝に使用するなど、電波

を悪用する例もあります。 

 

電波利用料の大幅値上げと同時に電波オークションの導入を検討していただきたく思います。 

既存放送局は長年電波を独占利用してきたことに慢心し、報道の理念を完全に失っています。まっとうな新規の

放送局に参入してもらいたいです。 

国民を小ばかにした偏向報道を繰り返す局に対して免許の剥奪や、厳しい罰則を課す仕組みを確立してくださ

い。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

 受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、 見たい人だけが見られるスクランブル化の検討

や放送免許事態の見直しをお願いします。 

個人的には、NHK は気象情報と交通情報、国会中継だけやってくれればいいです。日本と日本人を貶め、中韓

にへつらう現在の NHK は不愉快極まりない存在です。NHK に対して今年度の予算が認められてしまったこと

が、今でも許せません。 

296 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 電波は国民の財産であるにもかかわら

ず、既得権益のごとく、不当に安い水準で 現行の放送局が使用しているのがおかしいと思います。 世界水準

での値上げを検討してください。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、 自社が版権を持つコンテ

ンツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、 新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 そして国民が望まない偏向報道などには免許

の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みます。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 受信

料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、 見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放送

免許事態の見直しをお願いし 

297 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉 価であるそうです。 電波は国民の財産であるにもかかわら

ず、既得 権益のごとく、不当に安い水準で 現行の放送局が使用しているのがおかしいと思 います。 世界水

準での値上げを検討してください。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更し た内容の放送で世論を誘導したり、 自社が版権を持つコンテ

ンツの宣伝に使用した りと、電波を悪用していると思うケースも多々 あります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源とし て役立ててもらいたいのと、 新規企業にも電波を使用するチャ

ンスを与え、 良い意味での競争が産まれるようにして欲しい です。 そして国民が望まない偏向報道などには

免許の 取り消しやペナルティを課すことができるよう な仕組みを望みます。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ 局とは思えない姿勢に国民の批難が集まってお ります。 受

信料が既得権益となっている体制に一石を投 じる為にも、 見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や 

放送免許事態の見直しをお願いします 

298 テレビ局の電波料は、明らかに安すぎである。 

したがって値上げすべきである。 

299 なぜ民放各キー局の納める電波使用料は安いのでしょうか。TV 局が安い電波で高い収益を受けているのに対

し携帯電話会社は高い電波使用料を払って電波を利用しているというTV局会社と携帯電話会社の電波使用料

格差、TVの優遇が見られます。このようなTV局の利権を守るために総務省とTV局が「電波オークション反対」

を行いながら一方で TV 局は電波を「公共の電波」だとして行うことは偏向報道、報道しない自由と言う捻じ曲が

った情報を毎日四六時中タレ流ししながら大儲けをしているのです。その結果、TV 局に残るのは電波によって

産まれた大金です。電波は国民の財産です。その電波を負担するための TV 局が支払う電波使用料はとても安

く、電波に乗せた国民に見せる報道はひどい有様です。TV 局が高給取りなのは国民の財産である電波を借り

ており、その電波使用料がとても微々たるものだからです。だから TV離れと言われても TV 局は倒産、崩壊しま

せん。電波を非常に安い価格で仕入れるという TV の既得利権は国民に対して不愛想だと言えます。又、電波

使用料を安く、と言うその利権を守りたいという TV と総務省の癒着が見えているのも分かります。TV の電波使

用料をもっと上げ、電波利用料をオークションにしたほうが電波と言う財産の価値、それを扱う責任が大きくなり

ます。TV 局の甘えを取り払ってほしいものです。TV 局の報道にも TV の副業(映画参入、不動産事業など)が多

く見られ、電波で遊んでいるとしか言えません。TV 局の電波使用料見直し、よろしくお願いします。 

300 テレビ局に対する電波料金が安いと思う。 

テレビ局に甘い対応はおかしいと感じます。 

偏向放送、ミスリード許しません。 

301 テレビ局の電波使用料を諸外国水準へ引き揚げるべきです。不当に安い電波使用料で偏向捏造報道し国益を

著しく損ねて害悪にしかならないテレビ局は本来放送権剥奪されても良いくらいだと思っています 

302 電波利用料は増額すべきである。現在の放送局は報道内容に偏りがあるため、事実関係を知るにはインターネ

ットを活用せざるを得ない状況にある。公共の福祉をないがしろにしている現在の放送局に対し、電波利用料負

担の軽減処置はナンセンスである。 

303 安すぎる電波利用料。せめて諸外国並みにしてほしい。因みに安すぎる利用料で偏向報道とか、厳しく取り締ま

ってほしい。 

304 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価です。 

電波は国民の財産で有るにも関わらず、既得権益の如く、不当に安い水準で現行の放送局が使用して居る事

自体可笑しい。 

世界水準での値上げを検討して下さい。 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用する等、電波を悪用して居る事例が見受けられます。 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立てて頂きたい。 

新規企業にも電波を使用するチャンスを与え、良い意味での競争が産まれる様、現放送局での寡占状態を一

刻も早く打破すべきです。 

国民有権者・視聴者が望ま無い偏向報道を実施した放送局には放送免許の即時取り消しやペナルティを課す

事が出来る様な仕組みを望みます。現行の法制度を厳格に見直して頂きたい。 

尚、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思え無い姿勢に国民視聴者・有権者の批難が集まって居

ります。受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検

討や放送免許事態の見直しを御願いします。国民有権者は ISO26000 について詳細内容を把握して居る方々

がたくさん居らっしゃ居ます。大至急御検討頂きます様御願い申し上げます。 

305 テレビ局に対し、もっと電波使用料をあげてください。テレビはスポンサーから高額な広告料を取り、反日放送を

しています。 

スポンサーの意向もあるのか、反日放送をやりたい放題です。 

しかも、電波使用料が安い、とおかしな事がまかり通っておりテレビ局は、できれば一社くらいは放送免許停止

や、倒産させてほしい思いです。 

はっきり言って、テレビ局なんてこんなにいりませんよ。 

ほんとにテレビ離れは進んでいます。 

306 電波のオークション導入をお願いします。 

そして新しい企業にもどんどん入ってきてもらいたい。 

今のままの独占状態では、どのチャンネルも同じ報道、同じ内容の番組しか見れないのは国民にとって大きな

損失です。 

もっと公共の電波の有効活用をお願いします。 

今のテレビは本当に見る番組がない。 

307 電波オークション制度導入をお願いします。 

動画で見た事があるんですが、総務省に放送局で外国人の株主比率が３０％(数字は違うかもしれませんが)超

えたら違法だと、問い合わせにきた一般市民に議決権なければ違法ではないと言ってたと思いますが、これだ

け日本を貶めるおかしな番組と放送を見るにつけ、株主どころか、放送局内部に在日の外国人がいるのは、間

違いない事実だと確信してます。 

これだけ報道しない自由を謳歌されたら、国民の知る権利は侵害され、財産である公共の電波は、悪用されて

います。しかもＣＭには違法賭博であるパチンコなど、海外のテレビで馬鹿にされてるのがわからないのでしょう

か？荒川静香さんの金メダル授与式で天井を写すＮＨＫ、新藤大臣は去年安倍総裁選で、マスゴミコールの真

っ只中にいらした筈、何十万回も再生されてます。マスコミ各社にも偏向報道で、デモが仕掛けられてますが、

真実を伝える側が、自身が批判の対象になれば、なぜ国民が怒ってるかの検証どころかネトウヨと一括りにし

て、悪者低学歴低収入の負け組みと決め付け、自分達の悪事は全力で隠蔽しています。一日も早く放送法を改

正し、事実を歪曲報道したら罰則規定を設け、放送免許剥奪でお願いします。反対する議員や官僚がいるな

ら、背後には利権がある筈です。日本国日本人の為の放送を取り戻して下さい。これが突破出来るかで、すべ

てが変わる気がします。 

308 日本の電波の利用料は諸外国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のは納得行きません。世界水準での値上げを是非検討するべきです。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用しているにも関わらず、偏向した内容の放送で世論を誘導したり、自社が

版権を持つコンテンツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立てて頂きたいですし、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにするべきです。 

国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを強く望みま

す。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態の見直しをお願いします。 



309 現在の電波利用料の負担割合は明らかに不公平。加えてテレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負

っているはずが、放送される内容には問題も多く、世論のミスリードなどの偏向報道が頻繁にあり、国民は不利

益をこうむっていると日頃感じています。限られた国民の財産を利用する以上、責務を果たすことは当たり前。

公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきですが、現在のテレビ局は、前述したように公共性が極め

て低いと言わざるをえないような内容の放送が多いと思います。広告費などで莫大な利益を上げているテレビ

局の収入は、本来税金や電波使用料として、きちんと納められるべきです。一部の業界が不当に納税を免れ、

利益を上げている事に疑問を感じます。よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対し

てもしかるべき税率を掛け、放送内容を監査する公共機関の設立を求めます。 

310 お疲れ様です。 

 専門家ではないので詳細はわかりかねますが、いわゆる既存の地上波を運営しているＴＶ局の電波使用料

は、その局や関連会社の売り上げから考えても少なすぎると思います。もっと上げていいと思います。 

 また、ＢＳ放送で多チャンネルになりましたが、放映されている番組は、再放送のドラマおよびショッピング系そ

の他韓国ドラマという意味のわからない常態で、これはおそらくＢＳでまともに番組を放映すると地上波の視聴

率が落ちるからという既得権益の考えが働いているためでしょう。もっと国内の企業がＢＳ（出来れば地上も）を

使えるようにすべきです。しかし安いといっても年間億単位の電波使用料を求められている世界に簡単に手出

しできるわけでもないと思います。そこで、 

１ チャンネル数を二つ以上持っている会社に対して電波使用料を従来に比べて大幅に引き上げる。 

２ ＢＳ放送を他の（地上波で放送している局以外）局も参加しやすいように電波使用料を含めて対策を採る。 

 などが望ましいことかと思われます。 

 以上長々と失礼いたしました。 

311 電波の利用は入札制度にすべきです。また、電波利用料が安すぎます。 

312 私はテレビ局の支払う電波利用料は安すぎると思います。 

よく比較される韓国ですが、350 億円支払っています。日本は 38 億円とその 1/10 程度しか支払っていません。

以下に各国の電波利用料の金額を提示します。 

 

テレビ局の電波利用料 

日本 38 億円（平成 19 年度） 

韓国 350 億円（電波利用料の代わりに広告税を徴収） 

フランス 380 億円（電波利用料の代わりに映画産業振興税を徴収） 

イギリス 840 億円（うち放送事業免許料 538 億円） 

アメリカ 4600 億円（放送局の免許等、電波オークションの収入） 

 

このように日本のテレビ局は大変優遇されているわけですが、その優遇を受ける資格はないと思います。 

 

 昨年の 6 月にアメリカでは韓国産の牡蠣で変異型ノロウィルスに感染した人が 3 人死亡し、アメリカでは韓国

産の牡蠣は輸入禁止となりました。また、日本ではおととしより、韓国産のヒラメの寄生虫により食虫毒になり入

院患者が多数出ています。しかし、テレビがこれらのことをニューヘスで取り上げることはありませんでした。 

また、この原因となったのは菅直人が震災後に韓国食品を 3年間検疫なしにしている事が深くかかわっていると

思われますが、このような事も報道していません。 

 国会においても様々な疑惑や問題が追及されましたが報道されることはありませんでした。たとえば、IMFを通

さず韓国に 5兆円のスワップを行ったことも、西田議員が追及したJALに対する会社更生法の違法ともいえる適

用も、一切報道されません。 

 そういうことを抗議してもテレビ局は「報道しない自由」を盾に国民の知る権利は無視します。このように国民

の知る権利を侵害しているだけでなく、時に悪意に満ちた捏造をするテレビ朝日や NHK に同様に抗議しても無

視されます。 

 はたしてこのような態度の報道が国民のためになる報道機関と言えるのでしょうか。 

もはや害悪でしかないこのようなテレビ局を、金銭的に優遇する必要があるのでしょうか。 

 

もし、テレビ局の電波利用料を世界基準に引き上げれば、国民への増税も少なく済むかもしれませんし、より国

民も増税を納得するでしょう。 

偏向報道和行い、故意に公務員を叩き、善良な市民に捏造報道を垂れ流し、知るべきことを報道しないテレビ

局を優遇するのは止めてください。世界基準並みの電波利用料をテレビ局に支払わせてくださるよう、せつに願

います。 

313 日本の電波使用料は安すぎます。テレビメディアは適正な使用料を支払うべきだと思います。 

314 諸外国と比べて、日本の電波利用料は非常に安いと聞きます。 

広告費などでの利益が高いにも関わらず、テレビ局は公平性に欠けた放送をしています。 

特定の国ばかりもてはやし、日本をおとしめる。政治の話題についても恣意的で、対立する双方の意見を放送

しない、など、もはや日本の放送局とは言えない状態です。 

この状況に対して、何度かデモも行われましたが、改善する兆しは全くありません。一部の業界が利益をあげ、

国民の利益を損なうことは許せません。 

諸外国を参考に電波料を見直し、収入に対して、しかるべき税金をとってください。加えて、放送内容を精査する

仕組みを作ってほしいです。 

315 現在各放送局では貴重な電波を使用し、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

是非とも電波オークションを導入して頂きたい。そして、本当に必要としている人の為の財源にしてほしいと強く

希望します。 

国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みます。 

そして、NHK の現在の放送には本当に不満を感じることが多くあります。それなのに受信料を強制的に払うこと

に憤りを感じずにはいられません。偏向報道の為に受信料を支払わなくてはならない国民の気持ちを是非とも

汲んで頂きたいと思います。スクランブル化の検討や放送免許事態の見直しをお願いします。 

316 電波使用料についてですが、テレビ局の負担が、圧倒的に少ないと思います。私は、５年前に、インターネットで

電波利用料の歳入内訳を知って愕然とし、ノートに書いておきました。 

２００６年度歳入内訳→  携帯電話関連 ６３７億、 アマチュア無線 ２.６億、 テレビラジオ ６.７億でした。こ

の数字をみるとテレビラジオの電波使用料は、国民が支払っている携帯電話関連と比べると、異様に安いと驚

きます。テレビラジオは、公共の電波を使い、やりたい放題の偏向報道で、国民をバカにしてますし、テレビ局員

の給料も１千万円以上あるらしいですね。こんな事、多くの日本人は知らないと思います。インターネットが無か

ったら、私も知らないままで携帯代高いな～と思うだけだったことでしょう。もっと、テレビラジオの電波料は、絶

対に引き上げるべきです。テレビ局は、企業からの広告という大きな収入もあるわけですし、なんら問題はない

筈です。あとオークション性にするべきです。ちなみに、アメリカのテレビ局は、２４０億、イギリスのテレビ局は、

２１３億を電波使用料として支払っていました。そして、アメリカのオークション収入は、年平均４６００億。イギリス

のオークション収入は２２５０億と、ノートに書いてあります。 

既存のテレビ局も、もっと、競争にさらさないといけないと思います。マスコミは既得権益が強大すぎて、自分た

ちは、国民にニュース報道して、バカな国民に、真実を知らせてやっているんだと勘違いしているようですが、も

はやインターネットが普及して、テレビ視聴率は落ちていくばかりですし、電波は、公共のもので国民のものでも

ある以上、もうテレビラジオのみ特別扱いする時代は終わりにするべきです。テレビ局が、少ない電波利用料し

か支払わず、広告料で莫大な富を得ている構図は、どう考えても、おかしいです。オークション性にするだけで、

国もオークション収入が得られるわけですし、こんなに、素晴らしい事はないと思います。どうか、ご検討よろしく

お願い申し上げます。 

317 日本の電波利用料は安すぎると思います。電波利用料の見直しに賛成です。テレビメディアだけを優遇する不

法平感を解消するためにも、適正価格に改正をお願いします。 

318 平成 23 年度の電波利用料歳入総額 740.3 億円のうち、携帯電話事業会社が 82％（約 590 億円）を支払ってい

る。一方、テレビ局は携帯電話の1.4倍の周波数帯域を占有しているにも関わらず、テレビ・ラジオ局合わせても

僅か６％（約 60 億円）の支払に過ぎない。 

しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。 

 

テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、 現在の放送内容には問題が多く、世論

のミスリードや特定国の擁護などの明らかな偏向報道や、報道しない自由を頻繁に見受けられます。 

日本国民にデモ抗議をされた主キー放送局もあり、国益に適うどころか、国民に不利益をもたらしているのが現

状です。 

その手口はどんどん悪質になってきており、もはや自浄作用は望めません。 

 

電波は有限な国民共有の資源です。 

国民の財産を利用する以上、所定の手続きでルールを守る事は当たり前の責務と考えます。 

 

公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の民放は公共性が極めて低く、広告費などでの

利益が莫大。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきだが、放送局の傘下で消化され

ているのが現状です。 

一部の業界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されません。 

 

よって、先進諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内

容を監査する公共機関の設立を求めます。 

 

早急にご検討を御願いします。 

319 電波利用料見直しに大賛成です。 

現在の利用料は各テレビ局の規模等から勘案しても不当に安すぎると言わざるを得ません。 

そしてこの矛盾について報道するテレビ局は皆無です。 

こうして自らの業界を(報道しない自由)により”聖域化”し利益のみを追求する。 

国民の共有の財産である大切な電波を使用する事を”許可”されている者にとってあるまじき事態です。 

適正な価格設定を行って頂きます様、強く進言致します。 

320 電波使用料の値上げ・罰則・電波オークションの検討をお願いします。 

 

日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

 電波は国民の財産であります。 

既得権益のごとく、不当に安い水準で 現行の放送局が使用しているのがおかしいです。 

 世界水準並みの値上げを検討して下さい。 

  

 

各放送局は露骨すぎて気持ち悪いです。 

特定の国に肩入れしたり、偏向報道を行い世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテンツの宣伝に使用する

などたくさんありすぎて切りがありません。 

  

貴重な電波を悪用されないためには、是非電波オークションを導入し希望します。貴重な財源として、新規企業

にも電波を使用するチャンスを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

  

そして特定の国のために動く偏向報道する放送局に免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組

みを望みます。 

  

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局は中国・韓国・北朝鮮のために動くスパイに見えて仕方があ

りません。 

国民の批難が集まっております。 

 受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や

放送免許事態の見直しをお願いします。 

  

電波使用料の見直し・放送局への罰則・電波オークションの検討をお願いします。 

321 テレビ局の電波使用料が格安なのは、総務省とつながっているから？ 

外国との比較がなされいるが異常な額。 

国民の財産を格安で分け与えている。 

これを疑問に思わない人はいない。増税できないよ。これでは。 

322 日本の電波利用料は他の国に比べて安いと聞いています。その電波利用料を使ってビジネスをしているテレビ

局は、偏向報道をしており罰則すらない状況です。既得権益、政治工作、プロパガンダの温床になっています。

NHK なども、最近は裁判を起こされるような捏造番組を作るようになってしまいました。視聴料を強制的に徴収

する方法を変更してください。 

323 貴重な電波を使用し、世論を誘導したりするケースも見受けられます。偏向報道などには免許の取り消しやペ

ナルティを課すことができるような仕組みを希望します。公共放送を標榜するＮＨＫの日本のテレビ局とは思えな

い姿勢にも問題があると思います。受信料が既得権益になっている体制に一石を投じるためにも、見たい人だ

けが見れるスクランブル化の検討や放送免許の見直しをお願いします。 

324 日本のテレビ局は異常とも言える安さで電波を使用し、巨額の利益をあげています。 

しかも、東京のキー局などは日本を貶める内容の報道や反日国の宣伝工作等に躍起になっています。 

なぜこんなテレビ局に日本国民の財産である電波をタダ同然で使わせるのか、理解に苦しみます。 

反日テレビ局に免許を与えるのは許せません。テレビ局が死ぬラインぎりぎりまで電波料を上げて下さい。 

そして巨額の電波使用料を国民に還元してください。携帯電話などが安く使えるようになると思います。 

325 手短に書かせていただきます。 

あまりにもテレビ局の「電波使用料」は安い。安すぎる。と思います。 

そして番組作りが偏向しすぎている。異常だと感じています。 

「いろいろ」あるとは思いますが、一日も早くテレビはじめメディアを日本に取り戻してください。宜しくお願いしま

す。 

326 最近のテレビ番組は、ニュースもワイドショーもバラエティも 

どこの国の番組なのかというものが多いと感じます。 

昨年１２月の選挙の時は、偏向がすぎませんでしたか？国民をある方向に誘導しようとしているように感じまし

た。 

電波は私たち国民の財産です。 

広告収入で莫大な利益をだしているのにもかかわらず、格安の電波使用料で偏向報道を垂れ流すのは、テレビ

の公共性に反していないのでしょうか。 

他国と比較してみるなどして、適正な電波使用料を課すべきだと思います。 

327 テレビ局が支払っている電波利用料は、携帯電話の電波利用料と比較し大幅に安い。 

このことは、総務省がテレビ局に対して不当に便宜を図っていることを示しており、電波が日本国民の共有財産

であることを考えれば、これは問題である。 

テレビ局に対する電波利用料を携帯電話の電波利用料並に引き上げることを求める。 

また、電波利用料が総務省の特定財源となっていて、総務省職員が好き勝手にこれを使用しているのも、電波

が日本国民の共有財産であることを考えれば問題である。 

電波利用料を一般財源として、日本国民に広く還元することを強く求める。 

328 電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

値上げを検討してください。 

  

現在各放送局では貴重な電波を使用し、偏向した内容の放送で世論を誘導したり、プロパガンダに利用してい

ます。 

 国民が望まない偏向報道やプロパガンダには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを

望みます。 

  

特に受信料を取っている NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢は許し難いです。 

NHK はスクランブル化にし、放送免許自体の見直しもお願いします。 

329 ５５歳の男性です。 

最近のテレビ番組は、ＮＨＫ、民法とも反日へ誘導する番組が多いように感じます。 

まずは、韓流ブームですが、これは大手広告代理店により作られたものであることは明白でありますが、毎日の

ように放送されては、本当の様に勘違いする国民が出る事は間違いありません。 

さらに、ニュースにおいても、日本に不利益な情報を優先的に流しており、本当に知らされなければいけない事

は、深夜のニュースで少しだけ取り上げたりしています。 

従軍慰安婦や南京大虐殺の事例でも、これは新聞社の捏造報道である事がわかっているにも関わらず、事実

であったかの様に未だに放送されています。 

この様な、国民に有害な公共放送をする事業者は取り調べるべきであり、悪質な場合は放送免許を剥奪するべ

きと考えます。 

民法に至っては、パチンコ等の韓国、北朝鮮のコマーシャル収入によって成り立っており、これでは、日本国側

の主張も出来ない状態であります。 

そこで、電波利用料並びに公共放送としての倫理をもう一度再考するべきと考えます。 

宜しくお願い致します。 

330 日本のテレビ局の電波使用料は、営業収益に対して安すぎる。 

その安い電波料で優遇されているテレビ局が、国益にならない偏向報道を行っているという事実。 

テレビ局は新規参入が非常に制限されている既得権企業である。 

それにもかかわらず、放送法第四条に書かれている公正中立を守るテレビ局など皆無だ。 

受信料で成り立っている NHK でさえ反日偏向報道が絶えない。 

諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしか 

るべき税率を掛け、放送内容を監査する公共機関の設立を求める。 

331 電波使用料について意見現在の電波使用料、実際国民が 8割、TV局は 2割しか払っていません。正直、TV局

の負担額が安すぎます。もっと TV 局側を増やしてほしい。またその使用料自体もかなり安いと聞きました。実

質、枠は決まっていて新しい TV 局を作ることはできない。米国のように電波オークション制にしてほしい。TV 局

は公平な放送をすることを放送法で定められていますが、そんな TV 局は今現在１局もない。罰則規定も電波を

独占する権利も侵されないから、やりたい放題です。国もなめられています。特にNHKの酷さは国営ながら韓国

や中国の手先のような放送ばかりして、国民からお金を巻き上げ、平均 1700万円の高額給料を貰っているので

すから、あきれ果てるばかりです。この際、NHK は民営化するか、完全国営化してニュースと国会中継だけにし

てほしいと思っています。 



332 電波利用料に関してですが、物質的なものを提供している訳ではないのに、料金が高すぎるような気が致しま

す。 

 

携帯電話会社は、頻繁にコマーシャルを放映していますが、個人的にですが、消費者としては何を勧めている

のかわかりませんし、タレントを起用した莫大な宣伝費に使ってほしくありません。 

 

趣旨が合っているか正しくはわかりませんが、これを機に意見をさせて頂きました。 

電波利用料を、ぜひ軽減してください。よろしくお願い致します。 

333 日本の電波利用料を世界水準並みに引き上げて下さい。 

電波は国民の財産であるのに、既得権益のごとく不当に安い水準で現行の放送局が使用しているのはおかし

いと思います。 

 

現在各放送局では国民の共有財産ともいえる貴重な電波を使用し、偏向した内容で世論を誘導したり、自社が

権利を持つコンテンツの宣伝を勝手に行ったりと、電波を悪用していると思われるケースが多々あります。 

電波を悪用した放送局に対しては、免許の取り消しや罰金などのペナルティを課すことができるようなシステム

を作ってほしいです。 

 

それから電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチ

ャンスを与え、良い意味での競争が生まれるようにもしてほしいです。 

 

尚、公共放送であるＮＨＫの日本の放送局とは思えない姿勢に国民の非難が集まっています。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じるためにも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や

放送免許の見直しをお願いします。 

334 電波利用料につきまして、以前から安すぎると感じております。 

他国と比べても破格の安さです。 

民法各局は広告費で莫大な利益があります。 

さらにその国民の財産である電波を使って、放送法違反と受け取れる報道内容等をしていると、いち視聴者とし

て感じます。 

諸外国を倣って適正な電波利用料にして頂きたいです。 

335 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で、現行の放送局が使用してい

るのがおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討してください。 

  

それから、現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持

つコンテンツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

336 平成 23年度の電波利用料の歳入総額 740.3億円のうち、携帯電話会社が 82％約 590億円を支払っている。テ

レビ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか６％

（約 60 億円）しか支払っていない。不公平ではないでしょうか。 

国民の公共の電波であるはずなのに、テレビラジオ局だけの独占状態だと思います。 

337 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であると聞きました。電波は国民の財産であるにもかかわ

らず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用しているのがおかしいと思います。世界水準

での値上げを検討してください。 

その電波利用料を”日本国民”のために有効に使ってください。 

 現在各放送局では貴重な電波を使用し、偏向した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテ

ンツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。タレントが商品の PR を電波を使

い行ってもいます。 

 是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立てて頂きたいです。また、新規企業にも電波を使用する

チャンスを与え、良い意味での競争が産まれるようにして頂きたいです。 

 そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みをお願

いします。 

 公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない報道ぶりは目に余ります。受信料が既得権益となっ

ている体制に一石を投じる為、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放送免許自体の見直しをお願い

します。 

338 国が税金で管理している電波で、NHK や民法各局は日本を貶め、韓国を持ち上げ、日本のコンテンツを利用し

て大金を稼ぎながらも、大して電波利用料を払っていません。具体的には平成２３年度のデータでは７４０．３億

円の歳入総額のうち、テレビ・ラジオはわずか６％（６０億円）では電波のタダ乗りのようなものです。 

存分に値上げし、国益を阻害する報道、捏造・偏向報道には容赦ないペナルティを課すべきです。少なくとも、

CM のために企業から莫大な広告量を取りながら、自分たちが著作権を得たコンテンツはタダで宣伝し、売り上

げは製作者やクリエイターには回らず、では納得がいきません。諸外国の例を参考に電波利用料だけでなく、

収入に対してもしかるべき税率をかけ、「公共の電波」に流すにふさわしい内容の放送を求めます。 

339 日本は他国と比べて、電波使用料が破格に安すぎます。 

諸外国並みにするべきです。 

変更報道も酷く、本当に観るに耐えられません。放送内容を監査する公共機関の設立を強く求めます。 

340 電波利用料は、公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきですが、 現在の民放各社は、公共性が

極めて低く、広告費などでの利益が莫大です。 本来税収や電波使用料として、納められる莫大な金額は 放送

局の傘下で消化されてしまっています。 税金は国民全員で支払う物です。 一部の業界が納税を免れ、利益を

上げている事は、 国民の財布からその民放の利益分を負担しているようなものです。 ルールを守り納税して

いる国民にとっては、 不公平感を募る内容です。  

よって、電波使用料の算出方法は 海外各国を参考に適正な電波使用料を決定し、 収入に対しても、しかるべ

き税率を掛け、 放送内容を監査する公共機関の設立を求めます。 

341 電波料の見直し（値上げ）に賛成します。 

また私たちが受信料を払いかつ税金で運営されている国営放送である NHK において、朝鮮半島において無料

で視聴することができることに納得がいきません。そしてそれを意識してか、放送の中でも、やたらと中国と韓国

をもちあげているのも許せません。 

NHK がそのまま改善する見込みがないのなら、こちらが受信料を払うのをやめたいので、スクランブルなどにし

てもらって良いので、受信しないという選択肢を日本国民に与えていただきたいと思います。 

342 表題の件について私見を述べさせていただきます。 

 

現在我が国の電波利用料負担の割合は、携帯電話会社が８割、テレビ局会社が２割と非常に歪な状態にあり

ます。 

その為もあり、ＮＨＫを含む各テレビ局会社は何よりも大事な「公」の為から逸脱した電波の使い方をしておりま

す。 

電波利用負担の不均等の是正を図る(最低でも携帯電話会社とテレビ局会社の負担割合が同じ)と共に、テレビ

局会社にその存在は「特権階級」ではなくあくまでも「公」が最も大事であることを認識させるためにも電波利用

料負担の見直しは必須です。 

また、今日高度情報化社会となり世界で相対的に物質的な国民生活が最も豊かになった我が国においては時

代錯誤の受信料徴収と国税により成り立つＮＨＫはその役目を終えており、速やかに解体民営化、その放送設

備網は国営化し民営ＮＨＫ等に有償で貸し出しするとともに国家における情報の伝達手段のひとつとして用いる

ことが「日本が元気になる」ためには肝要と存じます。 

343 今のマスコミは何かおかしい。 

日本国民は正しい公正な情報を知る権利があります。 

でないと日本は本当に終わります。 

現在各放送局では「放送しない権利」を乱用し変更した内容の放送で世論を間違った都合のいいように誘導し

たり、自社が版権を持つ様々なコンテンツの宣伝に使用する等、一企業が電波を悪用していると思うケースが

一般レベルでも分かるぐらい目立ってきています。 

 

 電波オークションを導入すれば莫大な貴重な財源を確保できます。 

また新規企業にも電波を使用するチャンスを与え、今の既存の放送局に良い意味での競争が産まれ、既得権

のぬるま湯に浸かる放送局を正して欲しいのです。 

  

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを早急に

望みます。 

国民もバカではありませんよ。 

 なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。受信

料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、 見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放送

免許事態の見直しをお願いします。 

 

これが今の自民党政府に出来ないのならば、失望です。 

新藤さん、川口市民として切に望みます。 

344 近年のマスコミ（ＮＨＫ含む）は、嘘、捏造を平気で全国に垂れ流しており、不快極まりないです。また、自社のお

金儲けのために使用しており言語道断だと思います。しかも、国民共有の財産であるはずの電波を嘘、捏造を

行っているにも係わらず使用料は僅かです。この点を踏まえ電波料を見直して頂ければと思います。 

345 電波利用料は見直すべきであると考える。 

放送局は周波数帯域に応じて、国に納める利用料をもっと増やさなくてはならない。 

 

これまで、放送局は公共性を持っているが故に優遇されてきた。 

しかし、現在のテレビ放送が国民にとって有益であり、社会に良い影響をもたらしているとは感じられない。むし

ろ、そのあり様に国民は反感を感じてさえいる。 

自社の副業やイベントを無料で広告できるのであるから、年々営業利益が増えているのも当然のことであろう。 

ニュース番組などで盛んに既得権益を批判しているマスコミであるが、自らが真っ先に市場原理を導入し、競争

にさらされるべきである。 

346 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討してください。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

特に NHK とフジテレビとソフトバンクについては特にひどいものがあります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態の見直しをお願いします。 

347 テレビ局の電波利用料は安すぎます。国民の財産である電波を利用して金儲けをしているにもかかわらず、テ

レビ局が支払っている金額が少なすぎます。 

その変わり、携帯電話会社が電波利用料をたくさん払わされており、我々の携帯料金に上乗せされていること

は衆知の事実です。 

テレビ局はその電波を利用して自社の商売の宣伝をしております。広告費も商品に上乗せされており、消費者

が払っています。おまけに広告代理店にも広告費を払わされております。３重でテレビ局とその関係者に金を取

られていることになり絶対に許せません。テレビなんて情報のソースとしては価値が無く２、３局潰れてもかまわ

ないので、電波利用料を５０～１００倍にするべきです。 

電波を使って、馬鹿な内輪話だけしか放送しない無能なメディアは必要ありません、 

しかも、反日、中国、韓国擁護の左翼的な報道が目につきます。NHK などは中国韓国と同じ建物の中に放送局

があり、国会の情報を全て横流ししていることも知られています（国民には国会中継は全て流していない）。はっ

きり言って中国、韓国のスパイ組織です。NHK は給料も 1700 万円と公務員の２倍以上もらっており、無駄です。

国営化して番組を減らして、ドラマなどの無駄な番組は全てやめさせるべきです。 

 テレビの情報ソースとしての価値がほとんどないので電波オークションを行いまともな報道局に電波を与える

べきです。広告代理店は廃止して下さい。 

 明らかにレベルの低く間違った、経済ニュースや政治報道、教育番組ばかり流していて、笑えます、役に立ち

ません。国のためになりません。 

外国人の株の持ち株比率も下げるべきです。議決権のない株も含めて比率をカウントするべきです。外国企業

の宣伝も中止して下さい。 

BPO もテレビ局の傀儡組織なので、外部の監視機関としての役目を果たしていません。まったく信用出来ませ

ん。 

348 私は一般市民で電波利用料などとは、余り関わりのない所で生活しているのですが、今の放送各社の反日報

道の垂れ流し、反日国家の持ち上げ報道に違和感を感じております。 

 特にＮＨＫが日本の国家利益を損なうような報道をしていることに憤りを強く感じています。 

 

 民放でも自国内で激しい反日教育を繰り返している国をあたかも親日でいい国、のように放送しています。 

 こういう報道機関がなくなるように、電波利用料を考えていただきたい。 

 

そして日本の財産でもある電波利用料をもっと適正に上げていくべきだと思います。素人の意見ですが、国民の

大多数の意見だと信じています。 

349 日本の電波利用料は世界各国と比べるととてもとても廉価です。 

そして、日本のメディアは廉価な電波利用料を既得権益のように使用、少ない放送局で独占していると思いま

す。 

電波は国民の財産です。世界水準と同じくらい値上げを検討願います。 

消費税を上げるならば、既得権益からしっかりと徴収していただかないと納得できません。 

 

最近のメディアは貴重な電波を使用して、世論を誘導する内容を報道したり、自社が版権を持つコンテンツの宣

伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースが目立ちます。 

 

電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャンスを

与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態の見直しをお願いします。 

 

よろしくお願いします。 

350 日本の電波利用料は、世界と比べてすごい安い水準だと聞きました。 

この状態で国民のための放送を行っているのならば仕方ないと思えるのでしょうが、実情はそうではありませ

ん。 

自国を貶め、他国を称賛するような放送が多々見られます。 

そのため毎日のように、気分を悪くすることも多いです。 

それゆえ、このままぬくぬくとした状態で放っておくことには反対です。 

諸外国の電波利用料を参考にして、適正な価格に引き上げるようお願いしたいです。 

 

そのほか、電波オークションの導入も検討してほしいです。 

そうすると色々競争しようという意気込みも生まれるでしょうしもっといい番組を作ろうという気にもなると思いま

す。 

 

今のままでは偏向報道が多すぎて、 

国民をバカにしているんじゃないかとさえ、感じることもありますので 

どうにか改善してもらえるよう、つよく望んでいます。 

351 日本の電波利用料は世界各国に比べ安いと思います。国民の財産である電波を不当に安い水準で放送局が

使用しているのはおかしいと思います。世界水準での値上げを検討してください。現在各放送局は貴重な電波

を利用し自社の版権をもつコンテンツ(韓流など)の宣伝に使用したり偏向報道をし悪用するケースも多々ありま

す！電波オークションを導入し新規企業にも電波を利用するチャンスを与え競争が生まれるのが望ましいと思

います。偏向報道等には免許の取り消しやペナルティを課すことが出来る仕組みを作ってもらいたいと思いま

す。今の放送局は酷すぎます。特に NHK は日本の放送局とは言えない。是非スクランブル化の検討か放送免

許の取り消しをお願いします。 



352 電波利用料の見直しに関する意見の募集について 

 

 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

 電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のはおかしいと思います。 

 世界水準での値上げを検討してください。 

 

 現在各放送局では貴重な電波を使用し、捏造した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテ

ンツの宣伝に使用したりと電波を悪用しているケースも多々あります。 

 

 是非電波オークションを導入し、貴重な財源として役立ててもらいたいのと新規企業にも電波を使用するチャ

ンスを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

 そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望み

ます。 

 

 なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

 受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や

放送免許事態の見直しをお願いします。 

 また、悪質ならば解体することも視野に入れ徹底的にテコ入れをして真の公共放送をしていただきたいです。 

 

 何卒、宜しくお願いいたします。 

353 電波利用権は国民の財産です。 

しかし現在日本の電波使用料、特に放送権利の価格は信じられないほど安いです。 

まるで、放送局が持つ既得権益のようになってしまっています。 

これは国民のためになりません。 

アメリカではうろ覚えですが放送権が 1000 億以上したはずです。 

放送権自体はオークション制度して、入札させるべきです。 

価格的には人口比率からして日本でも放送権は 500 億程度徴収すべきでしょう。 

 

また、現在の放送局は嘘や虚偽の情報を流し国民の財産である電波を利用してプロパガンダなどを未だに平

気な顔をして流しています。 

第 2 次世界大戦前となんら変わることがない状態です。 

4 年前の民主党上げ自民党下げの放送などあまりの酷さに私の家族は地デジ TV の購入を止めています。 

このまま改善されないようであれば、我が家から TV はなくなることでしょう。 

  

 そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望み

ます。 

  

また、公共放送のはずの NHK の日本のテレビ局とは思えない捏造報道及び反日姿勢には個人的に怒りを覚え

ております。 

断じて許すつもりはありません 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、是非見たい人だけが見れるスクランブル化の検討

や放送免許事態の見直しをお願いします。 

放送局や新聞社のみがこのような既得権益を守ってもらっているなど信じがたいことです。 

速やかに対処願います。 

354 現状の電波料は安すぎます。 

国民の共有財産である電波を破格の利用料で独占しながら、国益に反する内容の番組や低俗な番組を垂れ流

す放送局の姿勢には怒りを覚えます。 

 

すぐさま欧米並の利用料を設定して下さい。 

 

そして定期的に各放送局に対する国民の信任の可否を問えるようなシステムの構築を望みます。 

例えば３年毎の参議院議員選挙に合わせて、最高裁裁判官の信任投票の様なシステムです。 

 

宜しくお願いします。 

355 先の震災の体験から、電波を利用する情報発信と受信の重要性を再認識しました。この機会にお願いいたした

いことがあります。 

公共の電波の公平性は、公共組織の利用が優先させるべきであることは明らかですが、民間の利用には直接・

間接の利用者があり、その費用負担の公平性を担保することは難しいところだと思います。 

 

民間のいち利用者の立場からしますと、日本国と他国の電波利用コスト負担を聞く限り、配分とコスト負担に大

きな疑問があります。 

テレビ放送と携帯電話会社の配分はあまりにも後者に偏りすぎています。８割が携帯電話の利用者が負担して

いると聞きます。他国と違い、ケーブル放送が貧弱な我が国では、テレビ放送局は有利な配分がなされており

自由競争の見地から不公平であり、放送局の電波使用料も他国と比較した場合に少なすぎます。これはすぐに

でも是正していただきたいものです。 

 

いち国民としては、ＮＨＫはどこまで国営なのか国民にはわかりにくく放送法の改正が望ましいのですが、テレビ

受像機を持つ者にとっては受信料の根拠に至っては、さっぱりわかりません。現状では利用料なのか、まるで税

金ではないかと感じるくらいです。 

電波の配分とその大元のコスト、配分されて消費者たる利用者個々の負担が、もっと公開され見える化される

べきです。 

放送業界はピラミッド化され固定化もされていますが、日本の産業界では、もっとも膠着して古い体質が護送船

団方式のように残っています。これを建設的に解体しろとまでは申しませんが、てこ入れするためにも、放送免

許のさらなる厳格化と自由化を導入し、第三者の監査が毎年行われるべきです。 

以上、情報公開による透明化と、自由競争の導入によるコスト負担の公平性をお願いする次第です。 

356 現在、国の財政はかなり厳しく消費増税も来年に控えている状態です。ところが国民の財産である電波使用料

は諸外国に比べかなり安いと聞きます。しかし、テレビ報道の内容は似たようなバラエティや偏向したニュースな

ど公共性という点や娯楽と考えても酷い内容のものが多いと個人的に感じます。電波使用料を安くしてまで国民

の役に立つものではありません。 

電波使用料を高くすることで国の収入となり国家財政の負担軽減につながると思います。どうか検討していただ

きたいです。 

357 電波は国民の共有の財産です。日本・日本人に冤罪をなすりつけるような報道をする放送局は、犯罪者です。

公平・公正な報道をわざと避け、祖国に犯罪者の汚名を刻印しようとするような放送局は、その実態を露わにし

たうえで、電波を取り上げるべきです。公平・公正な報道をするための電波を国民の手に取り戻してください。お

願いいたします。 

358 日本のテレビ局が支払っている電波利用料は、海外の先進国と比較して格段に低いと思います。 

限られた電波を使うことを許可されたからには公共性を意識し、公平な番組作りをする使命があるはずです。 

しかしながら各テレビ局の偏向報道、明らかな世論誘導体制は目に余るものがあります。報道の自由を行使し

て視聴者からの批判に耳を傾けない。あからさまに自社のコンテンツ宣伝を行ったり、莫大な広告料を得て利益

を貪っている、やりたい放題の営利追求企業です。 

電波利用料の大幅な引き上げを希望します。 

359 倒産する可能性の低い会社がより多く政府に金を還元すべき 

360 是非電波オークションを実施して、震災復興費にあてて下さい。 

また、雇用促進、適切な競争による質の向上、クールジャパンの実現のため、 

 TV チャンネルを 2 倍から 4 倍に増やして下さい。 

361 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に安価であることは周知の事実であり、国民の財産である「電波」

を既得権益のごとく不当に安い水準で使用していることには納得できません。 

世界各国と同程度になるよう値上げを検討すべきだと思います。 

 

しかも現在各放送局ではその「国民の財産である電波」を使用し、情報の捏造、偏向で世論を誘導したり、自社

が版権を持つコンテンツの宣伝に使用したりと、電波を悪用しているケースが多々見受けられます。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立てつつ、新規企業にも電波を使用するチャンスを与え、良

い意味での競争がなされるようにして欲しいと思います。 

そして情報の捏造や隠蔽、偏向報道などには免許の取り消しや重いペナルティを課すことができるような仕組

みを望みます。 

 

加えて現在 NHK による日本のテレビ局とは思えない、あまりにもでたらめな報道姿勢に国民の批難が集まって

います。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許自体の見直しをお願いします。 

362 電波使用料は無線局単位で課金されるため、多くの無線局を持つ携帯電話事業者の負担が極端に大きくなっ

ています。一方で、放送局が払う電波使用料はその売り上げに比べて極端に小さいです。 

例えば、2007 年の電波使用料の総額は 653 億 2000 万円でした。このうち、携帯電話事業者は約 560 億円

（85.7%）支払いました。放送局は 38 億円弱（5.8%）しか支払っていません。 

さらに、放送局による捏造報道、虚偽報道、偏向報道が絶えません。しかも、多くは発覚することがないか、ある

いは発覚しても放送局が謝罪することはありません。放送局は国民の財産である電波を使って放送しているの

で、事実に基づき、公平な報道をするべきです。 

放送局に対する電波使用料の値上げ、固定制から従量制（放送局の売上の 1 割の電波使用料を払う）への転

換など、電波使用料制度の見直しを求めます。 

また、海外では財源確保の一環として電波オークションが行われています。日本でも電波オークションを導入

し、新規参入を活発化させるべきです。 

そして、捏造報道、虚偽報道、偏向報道をした放送局に対して罰則を科すことができるようにするべきです。 

ちなみに、放送局の中では NHK が最も悪質であります。捏造報道、虚偽報道、偏向報道はもちろん、1780 万円

という高額な平均年収、NHK 本部にある中国中央電視台日本支局と韓国の KBS 日本支局、頻繁な NHK 職員

の不祥事、中山議員の国会質疑動画の削除など、様々な問題点があります。NHK は民放に比べ、公共性が高

いです。人件費の削減、受信料徴収の廃止、スクランブル化を含め、NHK の監視と改革をお願いします。場合

によっては NHK 解体も視野にいれるべきです。 

363 NHK は解体して下さい。NHK の給料は半分でも充分です。虚偽報道だけは許せません。民放も虚偽報道を垂

れ流しているところは、電波の利用権は剥奪すべきではないでしょうか。教師が嘘を教えたら、教師の裁量と言

えるでしょうか。報道機関が虚偽報道をしたら、The End です。 

364 日本のテレビ局の電波利用料は安すぎで、欧米のように自由競争のオークションで選ぶべきです。 

テレビ局免許を巡っては、経済学者の中からはもう一歩踏み込んで、入札のオークションで選ぶべきとの意見表

明も出ています。 

大阪学院大の鬼木甫教授は、その理由について、今は、携帯電話やインターネットの普及で、電波の価値が急

速に上がってきています。ニーズが増えているだけに、今後は市場原理を導入していくべきです。経済学的に

は、土地と同じでこれまでお金を納めていなくても、その価値が高くなれば、しかるべき代価を払わなければなら

ないからです。 

実際、民放キー局が国に納める電波利用料は、全体の１％ほどに留まっている。利用料の８割は、今や携帯電

話分です。 

放送のデジタル化で周波数の近いチャンネル同士の混信が少なくなり、空きチャンネルが増えているのなら、こ

うしたチャンネルをオークションにかけたり、開放したりするべきです。 

テレビの空き周波数などをオークションにかければ、消費税の１％ほどにもなる３兆円以上の収入が見込めの

ではないでしょうか。 

財政再建のほか、経済活性化にもなり、定額給付金をはるかに上回る数十兆円の波及効果があると見込まれ

ているのに、なぜオークションを導入しないのでしょうか。 

欧米の先進国ではオークション導入が進んでおり、莫大な利用料が国に入っています。 

 

また、放送局に対して免許剥奪がないのは、違法行為を野放しにしている事と同じです。 

各テレビ局が総務省から特別扱いされ、何のお咎めもなく再免許を受けているのもおかしな話です。 

スポンサーに都合が悪い事は報道せず、自らの利益の為、報道の自由の名のもとに偏った報道をして世論操

作をしても糺されもせず、免許が剥奪されない。 

 そろそろ国は、放送局を優遇し続けていること自体が、静かに国民の反感を買っている、報道そのものに不信

感があり、意図的に操作されている事に国民が気付いているという現実を、もっと知るべきです。 

 

以上、実現に向けてご検討ください。 

365 新聞等で、在京テレビ局が多額の利益をあげている、というニュースを見て、テレビの視聴率は全般に下がって

いるのになぜ？と疑問を抱きました。 

いろいろ調べていくうちに、その理由の一つが、日本の電波使用料が極端に安いせいだということを知りまし

た。 

 

現在の日本のテレビ局は、番組を冗長させて内容を薄め、低予算のくだらない番組を垂れ流し、大量のCMを垂

れ流して稼ぎを得ています。 

しかもその CM の多くは、消費者金融やパチンコ屋など、考慮良俗に反する企業のものです。 

この会社、最近 CM が多いなあ、と思っていたら、その会社が警察沙汰になった…などということも多く、テレビ

局は CM 出稿する企業の資質を全く問うていません。 

 

このように、公共の電波を自社の金儲けのためだけに利用しているテレビ局に、異常に安い電波使用料で放送

を認めていることは、激しく国益を損なうものです。 

適正な価格で、まっとうな局に電波を貸し出すことを強く望みます。 

366 "電波料は安すぎます。 

もっと徴収するべきです。 

 

電波は公共のものであるのに、最近ではテレビ局の私物と化している印象をぬぐえません。 

莫大な広告費を得、さらに自社製品の宣伝広告に公共の電波を使っています。 

 

さらに特定国家への配慮が透けて見え、それが為に日本を貶め、情報を自由に改変して偏向報道を行い、 

印象操作を行って世論を誘導しようとする姿勢が見えます。 

 

諸外国の状況を参考にし、適正な使用量を設定し、しっかり支払わせるべきです。 

また放送内容を監視する装置と権限も総務省内に必要ではないでしょか？ 

 

電波は国民の共有財産です。 

それを他国に奪われ、他国のプロパガンダとして悪用されることを防ぐためにも、電波に携わる人間は日本国籍

を持つ者に限定するべきです。 

そういう法改正も希望します。 

 

特に、最近のＮＨＫに憤りを感じます。 

総務省の管轄なのですから、もっとしっかり管理してください。 

国営放送なのに日本を誹謗し、国民をミスリードし、国益国防を損ねようとしているように感じます。 

総務省にも苦情が集まっているのでは？ 

ＮＨＫやフジテレビは国民にデモまでされる始末ですよ。 

そういう事態が起こる前に、総務省がしっかりテレビ局を指導しなくてはいけなかったのではないでしょうか。 

 

今後尖閣や朝鮮半島での有事の恐れがあります。 

そういう危機的状況に日本が襲われるかもしれない時、ますます電波が重要になってきます。 

もし世論を間違った方に誘導されて日本の進路を破滅に導かれては困ります。 

どうか総務省がしっかりと電波を管理してください。 

これからの仕事に期待しています。 

よろしくお願いします。 

367 NHK の受信料はいらないと思います。 

見たい人がお金を払って見るようにして下さい。 

 

外国で放送してて、受信料とってない。 

私はの家はそこまで余裕がありません。 

NHK 見ないので。 

他のテレビ番組も NHK と同じ、偏向報道、子供のイジメのように。 

とにかく、無駄なお金は払いたくありません 

368 日本の電波利用料は、世界各国に比べて格段に廉価だそうです。 

電波は国民の貴重な財産ですが、既得権益化し、不当に安い利用料で現行の放送局が使用し、偏向した放送

で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテンツの宣伝に利用したり、悪用していると思われるケースも数多く

あります。 

正確な情報を放送していない放送局が安価な利用料しか負担せず、国民が多額の負担をしているのは納得で

きません。 

放送局側に世界水準並の利用料と、電波オークションの導入を希望します。 

また、偏向報道などには免許の取り消しや、ペナルティを課すことができるような仕組みにして下さい。 

 

更に、NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢には疑問を感じています。 

受信料を徴収して国民に二重の負担をさせながら、偏向した内容の放送を繰り返すのは許されることではあり

ません。 

スクランブル化の検討や、放送免許自体の見直しを強く希望します。 



369 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であると見聞きしました。電波は国民の財産であるにもか

かわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用しているのがおかしいと思います。世界

水準での値上げを検討してください。 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態の見直しをお願いします。 

370 平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3 億円のうち、携帯電話会社が 82％を支払っている。テレビ局は携

帯電話の 1.4 倍の周波数帯域を使っているにも関わらず、テレビ局・ラジオ局合わせてわずか６％しか支払って

いない。しかも民放各局は広告費で莫大な利益をあげている。 

しかも今のテレビ局は公共性の高い放送をする責務を負っているはずなのに、偏向捏造報道を平気で行ってい

る。 

電波は国民共有の財産。嘘を垂れ流しすルール破りをするテレビ局は国民を馬鹿にしている。 

おまけに広告費で利益が莫大なのに、テレビ局は不当な安い電波料でさらに利益をあげているのは異常だ。テ

レビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべき。こんなことを許しているのは。は脱税させてい

るも同然。 

諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしっかりと税率を掛け、放送内容を監査する

完全に公正な公共機関の設立すべき。 

また、放送内容を監査すべき者は、今の骨抜きのBPOやNHKの委員会のように自分に都合のよい左翼系の人

間ばかりで構成させてはいけない。完全に中立なものを望む。 

今回の募集意見に関係ないが、公共放送のくせに偏向報道し、あまつさえ有為的に都合の悪い動画ばかり削

除する NHK は、解体してほしい。 

371 日本の電波利用料は世界標準と比べても格段に廉価だそうじゃないですか？ 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で放送局が使用して、しかも自

社の商売に放送を利用したり、日本をおとしめる変更報道を垂れ流して反省することもないテレビ局には憤りを

感じます。また公共放送であるにもかかわらずNHKの日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっ

ております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、 

見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放送免許事態の見直しをお願いします。 

372 私は受信料を払わされているので、朝 NHK のおはよう日本など NHK をよく見る。おはよう日本では世界のニュ

ースと題して特定の国のニュースのみを流すがなぜかアジアでは中国と韓国、中国は良くもわるくも仕方ないと

して、韓国は意味が無い。ほかの NHK の番組でもするすマーケッティングとして問題視されている韓流、韓国の

ゴリ押しが目立つ。ニュース９は日本の家電メーカーが決算で赤字のニュースのあとに長々とハイアールの宣

伝をやっていた。NHKが中立な立場を取れない以上受信料を徴収する権利はない。電波を独占して自分たちの

利益になることのみ放送しているこの状態を改めて欲しい。NHK はチャネル数を削除してチャンネル桜などの日

本人のための放送、あるいは思い切って yutube に開放したらどうか。偏向した放送ばかりならいっそ 

インターネットをまともにテレビに取り入れてはどうだろうか？ 

373 日本の電波利用料は世界各国に比べ安いと聞きます。 

世界水準への値上げを検討しても良いのではないでしょうか。 

 

また、現在各放送局においては、貴重な電波を使用し、偏向した内容の放送で世論を誘導するといった実例を

よく目にします。 

 

そのような国民が望まない偏向報道を行う放送局には免許の取り消しや、ペナルティを課すことができるような

仕組みを強く望みます。 

 

また、ここ最近では、公共放送を標榜するＮＨＫの日本のテレビ局とは思えない偏向報道姿勢が明るみになり、

国民の間と裁判沙汰にもなっています。 

受信料が既得権益となっているＮＨＫの体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検

討などの見直しもお願いします。 

374 日本の電波使用料は、他の先進国に比べて安すぎます。 

安い使用料を使ってテレビ局の制作番組の商品をＣМで流し利益を上げるなど酷すぎます。民放キー局が国に

納める電波利用料は、全体の 1％なのにテレビ局の利益は莫大なものになっています。先進国並みの電波使

用料にして他の電波使用している企業にたいして公平に使用料を払うのが筋だと思います。偏向・捏造報道し

ているテレビ局に使用料を安くする理由が私には解りません。是正をお願いいたします。 

375 他国に比べ、日本は電波の使用料が圧倒的に安いと聞きました。 

電波は、公共の利益に用いられるべき、国民の財産であると言えるにもかかわらず、既得権益が発生し、現行

の放送局が独占している状態はおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討してください。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、偏向した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用しているとしか思えません。 

 

電波利用料に関してはオークションを導入し、新規企業にも電波を使用するチャンスを与え、良い意味での競争

が産まれるようにして欲しいです。 

そして、国民が望まない偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望

みます。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK についてですが、到底、日本のテレビ局とは思えないことを次々とやっておりま

す。ツイッター担当者によるヘイトスピーチ騒動、韓国企業のステルスマーケティングとしか思えない韓流推進報

道、在日韓国人犯罪者への通名報道による、恣意的な犯罪隠し等です。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許はく奪の検討をお願いします。 

376 ＴＶ局が安い料金で手軽に偏向報道し、私物化できる環境は直ちに改正する必要があると思います。 

最近では、フジテレビが 4/2のハモネプ 17：10～17：15頃に「ちょっぱり」という日本人に対する蔑視、差別用語

を流していました。 

フジに限らずＮＨＫ等全ての放送局が、この様な状況で維持できる環境は可笑しいと思います。 

電波をオークションにして税収にあて、チャンネルを増やし景気回復や雇用対策に充てた方が、偏向報道や捏

造等を流した場合国民の選択の余地も広がり、報道の質も上がる上に国民に雇用という恩恵もあり国民参加で

の番組造りにもなるのじゃないかと思います。 

377 国民の財産の電波を不当に安い使用料で使い、偏向報道と嘘、ステマを垂れ流し、日本を貶めることばかりし

ているテレビ局の電波料は、今の料金の千倍くらいにしてほしい。 

しっかりと税金も課してほしい。 

それと偏向報道や嘘報道をしたら罰金、重大な偏向なら停波するという罰則を作ってほしい。 

偏向報道かどうかを判断するのには完全中立の監査委員会を作ってほしい。その中に、同じく偏向報道してい

る新聞などのマスコミや、税金を無駄遣いしている NPO などの人間を入れず、在日朝鮮人や帰化人なども委員

として選ばないでほしい。NHK の委員会のメンバーは、完全に、NHK 擁護の人間ばかり。あれではまともになる

わけがない。 

378 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討してください。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態の見直しをお願いします。 

 

そして民主党政権下でＮＨＫ含め民間の放送局や各種ＮＰＯ団体を隠れ蓑にしてマネーロンダリングの場と化し

お金が中朝韓に流れているという情報を目にしました。 

これでは特ア３国に阿った報道しかしていないのも当然ですね。おまけにそれらの他国の放送局が日本の放送

局内にあるというのは如何なものでしょうか？ 

一度きちんと精査して頂きたいと思います。 

 

このままでは国民が左翼思考に洗脳されてしまいます。 

しかし一方で多くの日本国民はマスコミの嘘、欺瞞、情報操作に気づきつつあり、もうこれ以上我慢できないし

許せないという限界まできています。 

 

電波利用料だけではなく放送法改正も是非お願い致します。 

 

【同意見他 3 件】 

379 ○テレビ局・ラジオ局は携帯電話の 1.4 倍の周波数帯を使用しているのに、電波使用料が安すぎる。 

平成 23 年度の電波利用料の歳入総額 740.3 億円の内訳 

  携帯電話会社が 82％（約 590 億円） 

  テレビ局・ラジオ局合わせて６％（約 60 億円） 

 しかも民放各局は莫大な広告収入、NHK は放送した番組を DVD 録画したものを NHK エンタープライズのよう

な別会社を作って高額で販売。また、語学番組、料理番組のテキストを大量に販売し、テキストには広告も掲載

し、広告料を得ている。 

 

○テレビ局は本来、公共性の高い放送をする責務を負っているはずが、偏向報道等問題が多く、世論のミスリ

ードや特定国の擁護などの偏向報道が頻繁に見られる。日本国民にデモで偏向報道を抗議される放送局もあ

り、国民に不利益をもたらしていると言わざるを得ない。 

 

○・電波は有限な国民共有の資源であるという自覚が乏しく、限られた国民の財産を利用する以上、所定の手

続きでルールを守る事は当たり前の責務である。 

 

○ 公共性が高いほど、企業への負担は軽減されるべきだが 現在の NHK、民放は公共性が極めて低く、広告

費などでの利益が莫大である。テレビ局の収入は、本来税金や電波使用料として納められるべきだが、放送局

の傘下で消化されてしまっている。特に、税金や国民から視聴料を徴取している NHK は問題である。一部の業

界が納税を免れ、利益を上げている事は、許されない。 

  

よって、諸外国の例を参考に適正な電波使用料を決定し、収入に対してもしかるべき税率を掛け、放送内容を

監査する公共機関の設立を求める。特に NHK は放送センターに中国の CCTV を同居させるなど、組織の根本

から見直す必要があると考える。 

380 昨今、テレビの報道に露骨なステルスマーケティングや世論誘導の傾向など、国民の利益と繋がらぬ内容が目

立ち、たいへん不快で不安に感じております。 

ことに特定の国や特定の政党などの扱いに過度の配慮が見られ、いったいどこの国の放送・報道を見ているの

かと怒りを覚えます。 

先日の日揮プラントテロ事件の犠牲者の名はご遺族の意に反してまで晒し上げられ、反面、近隣諸国や在日の

近隣諸国人の犯罪の報道の折は、偽名で報道されたり国籍や顔写真が隠されたりと、不公平でひどいもので

す。 

報道者が特定の国や身分の犯罪者の顔や名を隠し、国民が彼らから身を護る権利を妨げているわけであり、

許せる状態でありません。 

政治の報道でも編集権と報道しない自由を振りかざし、切り貼り操作が目に余ります、社会人とも思えぬ罵詈雑

言で特定の政治家・政策をこきおろしたり、論説やコメントで発言の意味のミスリードを誘ったりも。 

あのような報道各社に、国民の財産である電波を安価に菓子与え続けることに強く反対いたします。 

外国人や帰化一世が日本国の報道に関わることも、危険で許せません。 

なお政府の広報チャンネルを地上波にひとつ設け、官邸や省庁からの政策や速報・防災放送・メッセージなど

を、テレビで直接皆が試聴できるようにし、暴走する報道各社を牽制しつつ、国民が情報を選択し吟味できる環

境をぜひいただきたく、ご一考願います。 

381 日本の電波利用料は各国に比べて随分と安いようです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

国際的レベルへの値上げを検討してください。 

地デジ各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテ

ンツの宣伝に使用したりと、電波を不当に私益のために利用しているとしか思えないケースがあります。 

 

財政が厳しい折りということもありぜひ電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新

規企業にも電波を使用するチャンスを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを強く希

望します。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、 

見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放送免許事態の見直しをお願いします。 

382 電波利用料が不当に安すぎる。 

しかも、ＮＨＫを見ていない、ケータイ利用者の支払いまでもが大量にＮＨＫに充てられている。 

電波利用料は欧米並みに大幅に引き上げるべきた。 

383 日本の電波利用料は、諸外国に比較して優遇されすぎています。 

にも関わらず、極端に偏った方向への世論誘導や、ステルスマーケティングが目立ち、一般視聴者としては違

和感を覚えざるを得ません。 

それにより不愉快な思いをする事もしばしばあります。 

電波利用料を引き上げ、適正な価格に是正される事を望みます。 

384 日本の放送局は世界水準からみて非常に安い使用料で電波を使用し、莫大な利益を上げていると聞きます。 

是非、世界水準に沿った値上げをご検討ください。 

 

放送各局は、格安で電波を使用する一方で、偏向報道とも言える内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権

を持つコンテンツのステルスマーケティングを行うなど、電波の悪用と思われるケースがあまりに多いと感じてい

ます。 

安い電波使用料で得た利益が、放送の質の向上にあてられていません。 

そうであるならば、国が放送の公益性を確保するための活動の財源として利用できるよう、放送各局の過剰な

利益を使用料値上げというかたちで徴収すべきです。 

 

また、公共放送を標榜し国民から強制的に視聴料を徴収していながら、偏向著しいＮＨＫに関しては特に解体も

含むご検討をお願い致します。 

ＮＨＫこそ、特権的に守られた環境の中で一般企業よりも高い年収を得、競争にさらされることなく放送内容の

質・スタッフの質を年々劣化させ、あげく毎年のように性犯罪者などを出している、公益にならない団体であると

考えます。 

385 どう考えても諸外国に比べて電波使用量が安すぎると思います。 

ましてや、どこの国の放送局なのかと思うほどに公正な放送はしていないようですし。 

 

電波使用量の見直しに賛成です。 

386 特にテレビ局の電波利用料は、営業収益に対して安すぎると思います。 

公共の電波を使って、自局作成の映画等の宣伝… 

もっとテレビ局の電波利用料を高くして(電波オークションも一考)、国の財政改善に役立てて欲しいです。 



387 現在のテレビ局は国民に利益のある放送をしているか、甚だ疑問です。それなのに電波利用料に対する利益

が大きすぎるのはいかがなものでしょうか。利益に応じた利用料金を設定するべきだと思います。 

もし、低料金の理由に公共性をうたうのであれば、国がしかるべき公共機関を設け放送内容を監査し、違反企

業には厳しい罰則を適用すべきだと思う。 

388 安い電波料で優遇されているテレビ局が、国益にならない偏向報道を行っています。これは大変な問題で、本

来許されるべきものではありません。 

是非諸外国の電波利用料を参考に適正な価格に引き上げていただきたい。 

389 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に安いそうです。電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得

権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用しています。これはおかしいと思います。世界水準での

値上げを検討してください。 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、偏向した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に利用したりと、電波を悪用していると思うケースが多々あります。 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業に電波を使用するチャンス

を与え、良い意味での競争が産まれるようにしてください。そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り

消しやペナルティーを課すことができるような仕組みを望みます。 

なお、公共放送標傍するＮＨＫの日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批判が集まっております。受信料

が既得権益となっている体制に一石を投じる意味でも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放送免

許じたいの見直しをお願いいたします。 

390 新規参入事業者の軽減措置は既存事業者への逆差別ではないのか。何を持って新規とするのかわからない

し、同様の形態の無線局なら電波利用料は同額となることが当然である。 

 

放送事業者からもっと多額の利用料をとるべき。逆に携帯電話は下げ、携帯電話の料金を下げるための材料と

するべき。 

特性係数の資料で、国民への電波利用の普及に係る責務等とある部分については、TV ショッピングなどの中

身の無い放送番組を垂れ流していることも多く、意味のある内容も放送は著作権や B-CAS を盾に自由に再利

用もできない状況であり、電波利用を進めているとは思えない。 

国民の生命、財産の保護に著しく寄与するもの、というのも、テレビが入っているのに、災害時に一番重要な携

帯電話が入っていないのは作為的だと思う。 

改善が必要である。 

391  今の各テレビ局の暴走とも思える偏向報道には、さすがに危機感を持たざるを得ません。 

政治ニュース、スポーツ、ドラマ、ドキュメンタリー、バラエティー全てにおいて、明らかに確信犯でミスリードし続

けています。 

その姿はまるで断末魔のようで、異様極まりないです。 

安い電波料で、特に NHK は国民の税金使って国民の利益に反することを垂れ流す…もううんざりです！ 

電波料を上げることももちろんですが、偏向報道などはペナルティをしっかりと国民にも分かりやすい形で示して

もらいたい。 

それと電通についてですが、これもどうにかならんのでしょうか？ 

テレビ番組にしろ、CM にしろ、各テレビ局、各番組、事務所に至るまで、内容趣旨はここがすべてを決め、指示

してますよね？ 

じゃあ博報堂はどうかというとここも数年前は・・・・・・・・の名がありました。BPO にも数年前までその名前があり

ました。 

マスコミが自浄作用など、全く持ち合わせてないことは明明白白です 

この堂々巡りの仕組みはなんとかできないものなのでしょうか？ 

これではいつまでたっても国民はマスコミを検閲し続けなくてはならないのでしょうか？ 

ただ電波料を上げるだけでは、また小金欲しさに各テレビ局に韓国の各テレビ局を間借りさせて金も口も挟む今

の状況を助長させるだけにならないかと思うのです。 

やはり、マスコミに携わる人はニュースだけでも帰化人を除いて日本人だけにするとか、電通や外国勢力が口を

挟めない機構を新たに定めるとか、ほかの番組も芸能人・製作者に至るまで本名で明記するとか、前述の何ら

かのペナルティであるとかを受け入れることを前提に免許を再交付するとか、違反を繰り返した場合ははく奪と

かできないものなのでしょうか？ 

或いは破格の罰金とか取り立てて税収にできませんかね？ 

いつまでもやまない罰ゲームのような韓流ゾンビウェーブ、見るもおぞましい禍々しい八百長韓国人選手といつ

までたっても抱き合わせにされる・・・・・・・・選手…彼女見たさにたまにテレビをつけては、その大会に出てもい

ない韓国人選手を押し売りされて瞬時にテレビのチャンネルを消す、あるいはチャンネルを変える…正直、苦痛

以外の何者でもありません。 

それと長年疑問なのですが、・・・・・・・・は何故まだテレビに出られるのでしょう？ 

昔から国会中継をたまに見ていますが、新党さきがけ（民主党の前身）細川総理との関係を国会でばらされてま

したよね？ 

この時港区のマンションと・・・・・・・・の本名（日本人ではない）が暴かれましたが、あれは明らかにハニートラッ

プですよね？ 

同じ中継をほかにもたまたま見ていた人がいたので、聞き間違いではないはずです。 

一国の総理大臣がハニートラップにまざまざと引っかかってしまうなどということを認めたくないことは理解できま

すが、明らかに仕掛けた側を無罪放免にして今も堂々とテレビに出る…それを国は何ら手を打たない…私には

このことのほうが恐怖です  

392 電波利用料を低額にして、民放を優遇する必要はありません。 

 

１．電波利用料は、他の先進国と同額になるまで引き上げるべき 

２．携帯電話会社の負担を減らすべき（事実上、国民が負担している） 

 

電波利用料は国際比較において、あまりにも低額過ぎではないでしょうか？ 

他の先進国に比べ、低額な電波利用料にするのであれば国民へ説明して下さい。 

携帯電話会社が電波料を負担している形になっているのも納得が行きません。全国民が携帯を持っている時代

であり、事実上、国民が電波料を負担して、民放の経営を助けている形になっています。 

393 （１）経済的価値の適正な反映の在り方 

○経済的価値を勘案して算定する範囲を見直すことの是非 

放送局：広告収入に対する比率を諸外国と比較して設定 

携帯電話事業者：通話料収入に対する比率を諸外国と比較して設定 

など、諸外国と比較して抜本的な見直しを希望する。 

 

 

○受益者への公正な負担配分 

２２年度の電波利用料予算歳出の内訳を見ると 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000076646.pdf 

・地上デジタル放送総合対策（39.4%)は放送事業者が負担するべき費用 

・携帯電話エリア(10.6%)は携帯電話事業者等が負担するべき費用 

と考えるが、歳入の内訳を見ると、歳入のほとんど(73.8%)を携帯電話事業者等が負担しており、受益者負担が

されていない。 

 

上に挙げた以外の支出についても、受益度合いに応じた公正な負担配分を望みます。 

 

 

○放送免許について 

アメリカ、イギリスなどと同様にオークション制にすることで、 

誰の目にも分かる適正な反映を望みます。 

394 今のテレビの報道を見ていると偏向していても嘘の情報を流していても規制されることなくやりたい放題にやっ

ているように見えます。 

それに他の業界の企業に不祥事が起こるとその企業が潰れそうになるまで連日叩きます。 

一方でマスメディア自体の不祥事はお互い隠しあってほとんど報道しなかったりします。 

このような状態で報道機関が国民のためになっているとはとうてい思えません。 

 

また日本の電波料は各国に比べてものすごく安いとも聞きます。 

そしてそのしわ寄せが国民の携帯電話料金にいっているとも聞きます。 

この状態はマスメディアに随分甘い現状であると思います。 

電波料をもっと高く適正に設定し、電波オークションも検討するなどし、またあまりにひどい偏向報道などのとき

は停波もありうるようにしていただきたいです。 

 

言論の自由や報道の自由というものは守られなくてはいけないものですが、今はそれを盾に嘘を報道しようが

わざと誤報を流そうがお咎めなしでやりたい放題の状態になっていると思います。 

言論の自由や報道の自由と言っても、何もかもが許されるわけではなくどこかで歯止めがかけられるべきだと思

います。 

他の業界の企業が潰れるほど叩くメディアですがメディア自体は潰れる心配はなく他企業を叩いていられる現

状というのは既にメディア自身が既得権益集団になっている証拠であると思いますので適正な電波料の値上げ

と事によっては停波もありうるという姿勢でお願いします。 

395 日本のテレビの電波利用料は他の国と比べても非常に安いと聞きます。嘘捏造偏向報道が多いテレビ局、特に

NHK は公共放送としての価値は全くないと思います。そのようなテレビ局に異常に安い電波利用料のままと言う

のはとても納得いきません。オークション方式が良いのかどうか問題があると思いますが、今の利用料は改正し

て、他国と同水準にするべきではないでしょうか？それともっとテレビ局の放送法を厳しくしていただきたいと思

います。民放も NHK も本当に価値はないと思っています。真実事実を報道しないテレビ局に放送権を与えてい

ることに疑問を感じています。 

396 前略。放送法の見直しを希望している者です。電波は国民全員の財産と言いながら、一部のＴＶ局が自社の利

益のみを追求している様に見受けられます。 電波使用料の値上げよりも、他者が入りやすい状態を希望しま

す。 

 

現状は「独占禁止法」に抵触してるのでは無いか？と考えます。 

使用料を安くする。オークションも良いですね。先進国でこれだけチャンネル（選択枝）が少ない国は日本だけで

は無いでしょうか？ 

 

ＣＳ、ＢＳは有料ですし、年金暮らしの両親は「見る物が無い」と嘆いています（ネットをやらないので） オークシ

ョンで競争力を高め、多チャンネルにして、独占状態を解消するべきです。 

 

また、ＮＨＫは強制徴収を止め、「国営放送」にするべきだと思います。 

国会中継や災害情報、政府から国民への連絡などに特化が必要です。 

 

自由に編集権を与えすぎであり、「普遍、不倒」を守らないのに、私達からは強制徴収。その上、年収は総理より

上の３千万越え！ 

 

無理なら、スクランブルをかけて、「見たい人のみが見る」にするべきです。受信料を取りながら、子会社化して、

ＤＶＤ販売で利益を上げる事にどうしても納得出来ません。視聴者に還元するか、受信料の減額を！ 

397 見直して、引き上げする事を希望します。 

 

電波は公共のものとされているはずですが、今のテレビは特定の思想にはまりこんでいる番組内容となってい

ますし、公正性にも欠けています。 

 

特に韓国を擁護し、正当化する傾向にあるようです。 

 

たとえばノロの報道に関して、韓国では流行していないような報道をしたりしていましたが、実際には日本に入っ

てきたノロの原因は韓国の漬物である可能性が非常に高かったと思います。 

厚労省も通達していた事ですし、個人的には可能性どころか発端だろうとさえ思っています。 

結果、亡くなる方もいました。 

もしもテレビなどの報道機関がきちんと「可能性」についてのみであっても触れていれば、被害者は減ったかもし

れません。 

 

本当のところはわかりませんが、少なくともそうして韓国を擁護し、事実を隠匿するようになっていると疑うほど

に、今のテレビは信用できないものです。 

 

そんな風に歪んでしまった原因には、安い電波利用料と広告収入による多大な利益が絡んでいると思われま

す。 

 

公共の電波の本来のあり方というものを忘れているのは、簡単には大金を手にしてお金に目が眩んだ結果だと

思うので、まずは電波料金の引き上げをしていただきたく思います。 

 

国民のため、公益性のある報道ができない事も訴えたいところですが、一度にすべてを糾す事は難しいのでしょ

うし、今は取り敢えず、電波料金の引き上げをぜひ、ご検討ください。 

398 いつも国益を守っていただいてありがとうございます。 

 

日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討してください。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、かなり偏向した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコ

ンテンツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースが多くあります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源としていただきたいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みをつくっ

てください。 

 

なお、公共放送を標榜するNHKの日本のテレビ局とは思えない売国の姿勢に国民の批判が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許自体の見直しをお願いします。 

399 １．日本の電波利用料は世界各国に比べて不当に廉価のため、世界水準での値上げを検討頂きたい。 

２．現在各放送局では国民の財産である電波を使用し、特定のイデオロギー に基づく放送で世論誘導したり、

自社が版権を持つコンテンツの宣伝に使 用したりと、電波を私的に悪用していると思われるケースも多々あ

る。 是非電波オークションを導入し新規企業にも電波を使用するチャンスを 与え、国民に視聴の選択肢を与

えてほしい。 

３．自国を不当に貶める偏向報道や学術的な根拠の無い自虐史観放送など には免許の取り消しやペナルティ

を課す仕組の構築を求めたい。 

４．受像機購入で一律受信料徴収の不公平な悪法を改め、本当の意味での 公平な放送法にするため、見た

い人だけが見れるスクランブル化の検討や 報道、ドラマ、教育、ドキュメンタリー、など細かくカテゴリ別に細分

化 し、それぞれに受信料を設定し、好きなカテゴリを選択できるようにする など、国民に選択権を与えられる

ものにして頂きたい。 

400 日本の電波使用料は 先進国に比較して格段に安いとのこと 更に長年寡占状態が続いており 各局横並びの

放送で 競争力独自の取材力がなく 昨今の偏向報道も著しく（都合の悪い報道はしない 勝手な言論の自由） 

視聴者の事実を知る権利が著しく侵害されています  視聴率低下に現れています 

電波使用料の値上げ（世界基準に合わせる） 電波オークションの導入で新規参入を可能にする 放送法第４

条の法令順守 罰則規定を設ける 以上強く要望します 

今のままでは 日本のメディアは自滅します 

401 現在電波利用料は非常に安く、世界を見ても異常と思える安さであり、利用料の値上げ及び免許制度の見直し

を希望します。 

放送内容からして、現行の１００倍の利用料でも安いくらいです。 

 

公共の電波であるにも関わらず、偏向報道は目に余るものがあり、国益を考えず私欲を貪り、恣意的であり、教

育上好ましくない信じられない番組が、長年垂れ流しされています。 

放送業に携わる人達は特権階級と勘違いし、異常な高給を得ており、一般人との差があまりにも異常です。 

 

今電波は、多くの日本人とは思えないような人達に独占されており、国益を考えた放送は期待できません。そこ

で新たな参入や免許の見直しを検討され、日本国民に正しい情報を発信していただきたいと思います。 

このままの状態では多くの国民は真実を知らず「座して死を待つ」状態のまま、国が崩壊してしまいます。 

 

国営放送はできませんか、利用料の見直しと並行して、国民に真実を伝える方法を是非ご検討くださいませ。 

402 電波使用料について、ＴＶが余りにも安すぎると思います。国民共通の財産である電波を利用するおかげで、莫

大な利益を得ていることは、テレビ局社員や出演者の所得の高さに明白に現れています。 

 また、独占状態なので放送に関して自由な競争が阻害されています。 

 電波オークションを導入して競争を自由にさせ、また、最低入札価格を高く設定して国民に還元させるべきだと

考えます。 



403 電波は国民の財産であるにもかかわらず、不当に安い水準で現行の放送局が使用していることはおかしいと思

います。 

日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価だそうですが、それに見合う価値が提供されているならとも

あれ現在各放送局では貴重な電波を使用し、偏向した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコン

テンツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると感じられるケースが多々あります。 

 

電波オークションを導入するなど、新規企業にも電波を使用するチャンスを与え、良い意味での競争が産まれる

ようにして欲しいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望んで

おります。 

 

また、公共放送を標榜するNHKを始めとする各局による「日本のテレビ局」とは思えない偏った報道姿勢が最近

多々見られます。 

（某海外企業を名指しで持ち上げる番組があった、国会中継や東日本大震災関連式典の詳細を放送しない、各

地日本国旗掲揚場面の複数回に渡る除外など） 

NHK は国営放送ではないにも関わらず国会で予算をつけてもらい、その一方で受信料を国民から『契約』という

名の強制でせしめる体制、関連子会社の乱立と会計記録の不鮮明化・隠蔽、その上で重ねての特定外国より

の偏向報道。諸局の中でも一番問題である部分が大きいように感じられます。 

電波利用料に加えて、NHK 自体の体制にも見直しいただければと思います。 

 

どうぞよろしくお願いします。 

404 特定企業による超低額での電波利用がまるで当然の権利のように既成事実化している現状は、極めて公平性

を欠くものです。実質的に新規参入を拒む現行制度は、公平な競争を阻害していると言わざるを得ません。 

 

公平性を欠くと言えば、プラチナバンドがソフトバンクに割り当てられたのは極めて不公平ではないでしょうか。 

大阪大学の鬼木甫名誉教授によると、このプラチナバンドの価値は 5000 億円以上との事ですが、同様の意見

は多くの有識者から出されておりました。 

それにも拘わらず総務省はオークションを開催せず、虎の子のプラチナバンドをソフトバンクに差し上げてしまっ

た。 

得られるはずの正当な対価を放棄し、特定企業に便宜を図ったも同然の「事件」は多くの国民の怒りを買いまし

たが、我々の声は総務省へ届いてはいないのでしょうか。 

電波が国民の共有財産であるならば、総務省はオークション放棄の理由を説明するのが筋であり、例え法に反

してはいない等々の根拠があろうとも、説明責任を果たさないならば国民に対しての背信と言わざるを得ませ

ん。 

5000 億円あれば、どれだけのことが出来たでしょうか。 

過ぎてしまったことは取り返しが付きませんが、公共電波の安売りは金輪際止めて頂きたいのです。 

 

その上で、電波の利用状況ですが、携帯電話事業者が約 8 割、テレビ局が約 2 割と聞き及びます。 

携帯電話事業者が支払っている電波利用料は、実質的には我々国民が携帯電話会社に支払っている使用料

で賄われており、国民負担となっております。 

テレビ局はそれをスポンサー料で賄っており、両者とも己の懐を痛めず巨万の富を得られる仕組みは極めて不

公平と言わざるを得ません。 

テレビ局に至っては朝から晩まで低俗な番組を垂れ流し続け、反日的な番組を多数制作しているばかりかステ

マで反日的内容を忍ばせている事も少なくありません。 

インターネットではその証拠が動画や映像キャプチャーで無数に上がっており、もはや言い逃れ出来ない状況

にありますが、テレビ局へ苦情の電話をしてもまともに取り合ってはくれませんし、総務省に意見したところで何

ら改善の兆しは見えて来ませんでした。 

BPO もテレビ局の傀儡のようであり、こうなって来ると、一般国民はテレビから離れるしかなくなるのが道理で

す。 

 

現在のテレビ局が堕落したのは、残念ながら放送内容の指導・監督を含め総務省が本来の役割を果たしてこな

かった証左でしょう。 

堕落の理由には、得られる巨万の利益に対して支払う電波利用料があまりに少ないことが含まれているのは言

うまでもありません。 

大メディアが傲慢になり偏向して行くのはある意味当然でしょう。 

 

 

メディアを健全化するためにも適正な電波利用料の徴収は急務です。 

国民の共有財産である電波利用料は、オークション制を導入してアメリカやイギリスのようにきっちり徴収するの

が筋です。 

放送免許の審査も極めて厳しくし、場合によってはこれもオークション制を検討しても良いのではないでしょう

か。 

 

テレビの反日的な報道内容を精査し、偏向報道にはペナルティを課してください。 

 

最後に NHK について。 

凶悪犯罪が増えた昨今、日本のモラルは低下したかのように考えられておりますが、これは偏向報道によるとこ

ろが大きいのではないでしょうか。 

NHK では犯罪者の名前を通名で報じることが大変多いですが、このように日本人の犯罪と思わされている事例

を挙げれば枚挙に暇がありません。 

公共放送だからこそ事実誤認を避けるために実名報道するべきなのに、この点を長年指摘されている筈にも関

わらずそれを止めようとしないばかりか、他局で取り上げている外国人の凶悪犯罪字体を報じないことすらあり

ます。 

対立のある問題については両論併記するとの原則も NHK では蔑にさて続けております。 

ジャパンデビューの一万人訴訟問題のように、偏向が過ぎて訴訟問題に発展している事例も見られる始末で

す。 

 

訴えられるのはその行いから当然ですが、驚くべきことに昨今では未払い・不払いに対して次々に訴訟を始め

ております。 

こんなことが許されて良いのでしょうか。 

偏向著しい NHK に対し、総務省は国民の見ない権利を保障し、NHK のスクランブル化を行うべきです。 

（デジタルに移行した今、即時スクランブルを実行できる事実を多くの国民が知り始めています） 

国民の知る権利を害し続けている NHK は、もはや公共放送の体を成しておらず、即刻解体するべきです。 

 

 

最後に改めて、総務省におかれましては、反日的な放送内容については極めて厳しく指導・監督を行い、放送

免許の審査を厳格なものとして下さい。 

その上で、電波利用料はオークション制を導入し、正当な対価を得られるようにして下さい。 

正当な対価を得られない理由の多くは、総務省にあると自覚していただきたいです。 

405 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で 現行の放送局が使用してい

るのがおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討してください。 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、 自社が版権を持つコンテ

ンツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、 新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態の見直しをお願いします。 

＊反日放送局のＮＨＫは構造改革の一環として、完全民営化し、 新しく国営放送局を作ってもらいたいです。 

406 偏向報道を繰り返し、反日行為を繰り返しているテレビ局各社の電波利用料を高くしてください。 

407 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討してください。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、偏向した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態の見直しをお願いします。 

408 こういう事をやっている放送局は、電波利用料を見直すべきです！ 
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409 テレビ局は公共性の高い放送をする責務があるにもかかわらず偏った放送が多い。 

近年益々激しくなって見ていて気分が悪くなるレベル。 

広告費で莫大な利益を上げているなら税金として納めるべきだと思う。 

 

テレビ局が電波使用料を納めれば、携帯電話料金ももう少し安くなって庶民に還元されると思う。 

410 「放送外収入」を増やすという私利私欲行為の宣伝に電波が安価に利用されています。 

日本最悪・最後の護送船団＝マスコミテレビ局電波利権ではないでしょうか？ 

政府の手厚い規制と放送免許などの許認可に守られ、長年新規参入も全くないテレビ局。  

政官および業界一団となって、仲間内で利権を独占。  

海外では常識の経済価値に見合った公共の電波の利用料をほとんど払わず、社会への還元は一切なし。  

GDP が日本の半分のイギリスで計 850 億円以上なのに対し、日本では、たった 42 億円という巨大な格差。  

暴利が得られているのに、放送免許などで新規参入ができない仕組みになっています。 

新規参入拒んで情報独占すれば、広告収入も独占できるしくみです。  

（結果、高止まりした広告料は商品価格に上乗せされ、全国の消費者から搾取されることになります）  

これだけの経済大国の広告市場を大手５社で独占しています。 

それで全産業中、最高の収入。  

これほどぼろもうけの楽な商売はないでしょう。  

その贅沢のためには、報道の自由も喜んで捨てる強欲すぎる日本のマスコミ。  

（テレビ局は許認可、新聞社には再販制度で、マスコミは絶対に新規参入されない） 

日本でも放送免許などを電波利用料による入札制に変更すれば、競争原理が働き、 電波利用に対する適正な

市場価格が形成され、利用料は合計 2 兆円以上になるといわれています。  

国にとってこれは消費税増税など全く不要となるはずです。 

411 各テレビ局の売上から考えて、あまりにも安いので引き上げるべきです。 

各業界が不景気で苦しんでいる中、放送関係だけが不景気なぞどこ吹く風よという状態も異常であると思いま

す。 

近年の偏向報道で国民に正しい情報が届かない事態の改善も行ってください。 

412 テレビ各社の総売り上げは、数兆円あるのに約３４億円しか電波利用経費を計上していないことに納得できま

せん。  

 

総務省は、テレビ各社から電波利用管理費だけでなく、電波使用料も徴収するべきではないでしょうか。 

413 基幹放送局が超定額で特定の電波帯を独占している。 

下らない或いは局に都合の悪い事実は報道しない自由と勝手な言い分で反日洗脳を繰り返す。 

局員たちは国民とはかけ離れた収入を得ている。 

局はサイドビジネスで暴利を得、局員は天下りで更なる暴利を得ている。 

ＮＨＫにいたっては犯罪者扱いで受信料なるものを巻き上げる。 

現状のまま基幹放送局に公共の電波を利用させるさせるべきではない。 

基幹放送局に唯同然の料金で独占使用させることは大問題である。 

即刻改善するべきである。 

414 テレビ局に電波使用料金を、上げて下さい！反日局ばかりが、低額の電波料金でやりたい放題の現状には、と

ても納得出来ません！ 

そもそも、テレビ局はこんなにたくさんいらないと、思います。節電にも貢献できますし。放送免許停止しても、い

んじゃないですか？ 

415 電波利用料を少なくても世界水準以上に引き上げて下さい。 

現在の状況では既存の放送局が中韓の手に落ち、おそらく改善は見込めそうにありません。 

利用料を引き上げることで経営を悪化させ、偏向報道を続ける放送局を潰してほしいです。 

そして国民のための放送局を作るために、新規参入を望む放送局に対し電波利用料を、期限付きで無料、にし

てほしいです。 

 

日本を侮辱し偏向報道を行う放送局と、民放の場合ならスポンサーに対して、罰金および電波利用の権利はく

奪などペナルティを課す事が出来るような仕組みを望みます。 

416 テレビ局が電波使用料の大半を負担すべきです。 

417 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうですがどうなのでしょうか？電波は国民に益す

るための共有財産であると思われますが、不当に安い水準で現行の放送局が使用しているのが本当であれば

おかしいと思います。放送局の利益にはなっても視聴料などの支払のない国民にとっては高くなっても不利益

の無いものです。 

公共の財産という意味では、世界趨勢に併せてもかまわないのであれば検討すべきではないでしょうか？ 

そうすれば、消費税増税などという国民負担を少しでも減らせるのではないのですか？ 

 

放送局が自社が版権を持つコンテンツの宣伝に使用したりと、電波を悪用して利益を出していると思われる場

合もあります。これは公共の財産を私的に利用している問題ある行為ではないでしょうか？ 

一般企業は広告を打つ際には多大な費用をかけざるを得ません。 

それを自分の会社の放送に混ぜたりすることで利益を計上するのは許しがたいものです。その分、きちんと国

家に利益で収めているならともかく、放送局員の無駄に高い給与などになっているのは不公正です。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

 

また、公共放送を標榜する NHK の放送内容については疑義を持っています。公共放送であるにもかかわらず、

破格の給与体系で社員が働いていたり、放送内容が思想的に偏り、日本の国益を害する内容であったり、日本

のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。受信料が既得権益となっている体制に一石を

投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放送免許事態の見直しをお願いします。 



418 意見申し上げます。 

 

公共性のある電波は、適正価格で、公正中立に使用されねばならないと思う。その由に反する偏向報道等は、

免許の取り消しなどの措置も必要かと思う。  

日本の電波使用料は他国と比べても破格の安さと聞いておりますので、適正価格に値上げし、国の歳入として

有効に遣っていただきたい。 

 

また、電波が独占状態であることも問題だと思う。  

昨今のＮＨＫは、複数チャンネルでの番組の使いまわし、再放送が多く、放送内容も料金を支払ってまで視聴す

るレベルではないと思う。集められた多額の視聴料は、適性に製作費に遣われているのでしょうか？ そう云っ

た意味での疑問のあるＮＨＫは、スクランブル化されるべきと思う。 

419 テレビ局の電波利用料は異常に安過ぎます。高利貸しも真っ青のボロ儲け状態です。諸外国と比較すると、テ

レビ局の電波利用料は数千億円から数兆円のレベルに大幅に引き上げる必要があります。 

また、諸外国にならって電波オークションを導入すべきです。 

自由競争を声高に叫ぶマスコミこそ、率先して新規参入を促すべく門戸開放すべきです。最後かつ最悪の護送

船団業界のマスコミには、競争原理に基づき大いに競争し、業界を浄化するべきです。 

420 世界基準に合わせて調整が必要 電波オークション導入で新規参入を可能に 

偏向歪曲報道に厳罰処置 電波使用禁止 

421 電波オークションの導入に賛成。 

 新規企業にも電波を使用するチャンスを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

422 日本の電波利用料は安過ぎです。国民の資産である電波を不当な値段で独占的に使用している放送局に厳し

い制限を課して下さい。電波利用料を値上げし、値上げしたお金を使って偏向報道、虚偽報道、重要情報の隠

蔽をした放送局への苦情受付や調査をする政府機関を創設して下さい。そして審査の結果、問題ありと見られ

る放送内容について深夜帯等を使って苦情内容の告知放送を義務付けて下さい。 

税金と受信料を使う NHK をスクランブル化して下さい。受信料が高い為にテレビを捨てた人たちが多くいます。

NHK のせいで国民の知る権利が侵害されています。 

423 日本の電波利用料は、不当に安い金額と考えています。 

故に放送局の既得権益になっていないでしょうか？ 

その放送局は不当に安い金額で電波を独占し、好き勝手なコンテンツを垂れ流し、世論を誘導しようとしていま

す。 

また、自社コンテンツを宣伝に使用するなど、電波を悪用しています。 

 

日本の放送業界は最後の護送船団方式ともいえ、競争が産まれず日に日に腐って言っているのが目に見えて

います。 

電波オークションを導入し、新規企業にも参入できるようにしていただきたいと思います。 

 

また、放送法も改正し、誤報や偏向報道に対しては罰則を設けるようにしていただきたいと思います。 

NHK について、日本の公共放送とは思えない姿勢は断じて許せません。 

NHK は解体・再編し、ニュース、国会中継、教育コンテンツなどに特化した税金で運営される国営放送とその他

に分けていただきたいと思います。 

424 電波利用料の見直しについて。 

日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であると聞きます。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討してください。 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態 

425 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるようです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、偏向した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたい。 

新規企業にも電波を使用するチャンスを与え、各局がそれぞれ切磋琢磨し企業努力できる様な環境づくりを構

築して欲しいです。 

 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

 

一方的に発信する内容が事実と異なっていたり、歪曲されているなどインターネットでの情報とマスコミの情報

に誤差があり過ぎます。 

インターネットを使わない方にも、事実を伝えるべきです。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない 

特定国に媚びた報道姿勢と他局となんら変わりない公共放送局なのに NHK だけに受信料を徴収されるのは憤

りを覚えます。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態の見直しを是非ともお願いします。 

426 現在各放送局では貴重な電波を使用し、国民が望まない偏向した内容の放送で世論を誘導していると思われ

るケースが多々あります。 

特にNHKの偏向放送、日本国の放送局とは思えない姿勢は目にあまるものがあり、放送免許の取り消し、解体

を強く望みます。 

427 公共の電波を利用して放送をしているテレビ局はＮＨＫも含めて反日である。日本を貶める番組ばかり作り、フィ

ギュアスケーターの日本の宝である・・・・・・・・さんを侮辱し、八百長で、転んでも高い点を取る・・・・・・を褒める

ゲストばかり呼ぶ番組をよく作る。日本選手が優勝しても国旗を見せなかったり１秒だけだったり国歌の部分を

切ってしまったりする。一体どこの国の放送局だと思う局ばかり。捏造もしょっちゅうする。そして外国人が持って

はいけない率の株をなぜか取得している。そして社員は高給を食んでいる。そんなテレビ局の電波料金はもっと

ずっと高くすべき。 

428 国民に対して有益でもない番組を垂れ流しているメディアに国民の大切な電波を特別に安く貸し出す必要はな

いと思います。海外の料金体系も研究して使用料の増額を希望します。 

429 他の先進国と比較しても、ほぼ１０分の１では、日本の電波使用料はあまりに低すぎると思います。 

公共放送の在り方と共に見直しを強く求めます。 

430 民放の電波使用料は、欧米と比べ割安と聞いている。また、携帯電話等と比較しても低く設定されている。スポ

ンサーの広告収入で成立している民放の電波使用料は上げて国民が直接的に負担している携帯電話等に関

わる使用料を下げるのが妥当と思われる。 

431 先だってフジテレビを退社した、３０代半ばのアナウンサーの年収が２４００万であったと、自身のブログで述べ

ています。 

また、ＮＨＫ社員の平均年収が約１２００万で、福利厚生費を加えると１８００万近いとも言われています。 

他の放送局も同様の給料を支払っているものと思います。 

 

このように多額の給料を支払うことのできる財務内容であるにも関わらず、格安の放送権料しか払っていないの

は、不当に優遇されている言わざるを得ません。 

また同時に、総務省は公共の電波を不当に安く使用させているという批判を受けざるを得ません。 

是非電波オークションを導入して頂きたいと思います。 

 

日本のテレビの馬鹿らしさについては、海外から来た人たちも異口同音に語っています。 

公共の電波を利用しながら、日本人を馬鹿にするために、マインドコントロールをしているのではないかと疑うほ

どです。 

また、日本の国益を損なう偏向した内容の報道も目に余ります。 

 

テレビの報道を無条件で信じる国民も多数いる中で、このような偏向報道や国益を損なう報道を放置すること

は、今後の日本の進路を誤らすことになります。 

特に現在のＮＨＫの報道姿勢を放置することは、重大な国益の損失に繋がりものだと懸念しています。 

 

上記のように、電波を媒体とする日本の報道姿勢には数々の問題があり、放送権料の値上げを機会に、各放

送局が自らの姿勢を省みる機会にしてほしいと願います。 

 

ご担当者様には、よろしくお取り計らいいただきたくお願い申し上げます。 

432 テレビ電波利用料は安すぎる。マスコミは「構造改革、利権反対、談合反対」というが実際に自分たちの特権に

対しては「報道しない自由」を行使する。ニュース映像に音楽をつけて報道側の意図へ導いたり、伝えたくないも

のはなかったものとする。実名報道が大事というわりには犯人の国籍によって名前や国籍を隠したりする。尼崎

の角田被告の写真取り違えなど大問題なのにサラッと訂正しただけだった。通りすがりの一般人を写す時も、台

風などでは透けたブラウスなどをわざと選んだり盗撮と紙一重だと思う。倫理観が薄れている。これは新規参入

ができない（させない）からの驕りだ。 

外国人が株を多数保有しているのもおかしい。法律違反ではないか？ 

マスコミの体質を改善してほしい。 

最初の一歩として、電波利用料値上げ。ぜひ値上げしてほしいです。 

433 世界基準に合わせて是正 電波オークションを導入 新規参入を可能に 

放送法の遵守 悪質なメディアは放送権剥奪  

昨今の偏向歪曲報道で 国民のメディア不信が加速 ネット普及でテレビ離れも 

最早国民の信頼を失いつつあるメディアは消え去る 

434 電波利用料は携帯電話を使用している一般国民が８割負担してテレビ局が２割負担と聞きますが、この割合を

逆に、テレビ局が８割負担するべきです。テレビ局の業務本体は高給が支払われ、下請け孫請けが過労薄給と

のことです。そして現在テレビ局は偏向報道を行っているところが多いと感じる。日本に関係ない韓国内のニュ

ースや中国のニュースに時間を費やしている。また、ＮＨＫもその内容が中立でなかったり報道が偏っていたり

するので、これは公共放送の名に値しない。民営化するべき。 

435 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討して下さい。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない中国韓国贔屓で反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すことが

出来る様な仕組みをお願いします。 

 

国民が望まない中国韓国贔屓で反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すことが出来る

様な仕組みをお願いします。 

国民が望まない中国韓国贔屓で反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すことが出来る

様な仕組みをお願いします。 

国民が望まない中国韓国贔屓で反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すことが出来る

様な仕組みをお願いします。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

反日メディアである、中国中央電視台と韓国 KBS が本社内部にある NHK の偏向報道と嘘報道のせいで、日本

国民は危機に晒されています。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許をはく奪等の見直しをお願いします。 

436 テレビ局の既得権は誰が守っているのですか？偏向報道をして国民の不満をかい、格安の電波料金でポロ儲

けで視聴率は下がっているのに高級取り。電波使用料を諸外国並みにすることを要求します。これで国民に増

税なんて誰かがテレビ局の利権を守っているからです。こういうことは許されません。 

437 電波利用料金の歳出と歳入のグラフから、わかるように携帯利用者からの徴収が圧倒的で、テレビ局などの放

送局から歳入が少なすぎます。 

民報などが、国の共有財産である電波を安く使って、数千億円もの売り上げを得ているのは絶対におかしいで

す。フジテレビは、K-POP ブームに乗っかり、自分の子会社であるフジパシフィック音楽出版の宣伝までしてい

る始末。電波の私的利用が酷すぎます。 

地上波デジタルによって、米国のように放送局が増えて選択肢が広がる当初の期待が裏切られているのは、既

存の放送局が安く電波を利用して沢山儲けて、そのお金でチャネルを買い、新規参入を拒んでいるからではな

いでしょうか？ 

また、NHK は、韓国大統領の演説を１時間にもわたって放送しました。しかも、中国中央電子台という外国のプ

ロパガンダ機関を渋谷の放送局に隠しています。どこの国の放送局かわかりません。日本の国のみんなのもの

である電波を借りている放送局にあるまじき状況です。 

1000 万円を超える NHK の給料も高すぎます。どんどん電波利用料金として徴収してください。公共放送なので

すから、本来はボランティア・無償が基本なのです。 

日本を売り、暴利を貪る放送局から、もっともっと料金を徴収して、あるべき電波の利用に役立ててください 

438 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討して下さい。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない中国韓国贔屓で反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すことが

出来る様な仕組みをお願いします。 

 

国民が望まない、反日国家中国韓国贔屓の反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すこ

とが出来る様な仕組みをお願いします。 

国民が望まない、反日国家中国韓国贔屓の反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すこ

とが出来る様な仕組みをお願いします。 

国民が望まない、反日国家中国韓国贔屓の反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すこ

とが出来る様な仕組みをお願いします。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

反日メディアである、中国中央電視台と韓国 KBS が本社内部にある NHK の偏向報道と嘘報道のせいで、日本

国民は危機に晒されています。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許をはく奪等の見直しをお願いします。" 



439 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討してください。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態の見直しをお願いします。 

公共という意味では緊急放送とニュース、告知、教育等ができればよいばずなのでそれらを切り分けて国税で

賄えば良いかと思われます。 

 

以上、ご査証くださいますようお願いいたします。 

440 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のはおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討して下さい。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースが多々あります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれる様にして欲しいです。 

そして国民が望まない中国韓国贔屓で反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課す事が出

来る様な仕組みをお願いします。 

 

国民が望まない、反日国家中国韓国贔屓の反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すこ

とが出来る様な仕組みをお願いします。 

国民が望まない、反日国家中国韓国贔屓の反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すこ

とが出来る様な仕組みをお願いします。 

国民が望まない、反日国家中国韓国贔屓の反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すこ

とが出来る様な仕組みをお願いします。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

反日メディアである、中国中央電視台と韓国 KBS が本社内部にある NHK の偏向報道と嘘報道のせいで、日本

国民は危機に晒されています。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許をはく奪等の見直しをお願いします。 

 

【同意見他 5 件】 

441 電波利用料金の歳出と歳入のグラフから、わかるように携帯利用者からの徴収が圧倒的で、テレビ局などの放

送局から歳入が少なすぎます。 

 

民報などが、国の共有財産である電波を安く使って、数千億円もの売り上げを得ているのは絶対におかしいで

す。フジテレビは、K-POP ブームに乗っかり、自分の子会社であるフジパシフィック音楽出版の宣伝までしてい

る始末。電波の私的利用が酷すぎます。 

 

地上波デジタルによって、米国のように放送局が増えて選択肢が広がる当初の期待が裏切られているのは、既

存の放送局が安く電波を利用して沢山儲けて、そのお金でチャネルを買い、新規参入を拒んでいるからではな

いでしょうか？ 

 

また、NHK は、韓国大統領の演説を１時間にもわたって放送しました。しかも、中国中央電子台という外国のプ

ロパガンダ機関を渋谷の放送局に隠しています。どこの国の放送局かわかりません。日本の国のみんなのもの

である電波を借りている放送局にあるまじき状況です。 

 

1000 万円を超える NHK の給料も高すぎます。どんどん電波利用料金として徴収してください。公共放送なので

すから、本来はボランティア・無償が基本なのです。 

 

日本を売り、暴利を貪る放送局から、もっともっと料金を徴収して、あるべき電波の利用に役立ててください。そ

うすれば、携帯の利用料金も下がり、広く国民の利益になります。 

442 日本の電波利用料は、世界各国に比べ非常に安いそうです。 

電波は国民の財産であるのに、既得権益のごとく不当に安い水準で現行の放送局が使用していることに疑問を

感じます。 

世界水準での値上げを検討してください。 

443 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討してください。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、偏向した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして日本国民が望まない偏向報道や放送法を守らない放送局などには免許の取り消しやペナルティを課すこ

とができるような仕組みを望みます。 

 

なお、公共放送を標榜する日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態の見直しをお願いします。 

 

普段天下りを批判している放送局が版権を持つ子会社等に天下りをしていることや、日本国籍を持っていない

人物が日本の放送局に採用されていて日本を貶める放送をしていること、NHK が原発容認で出演中止「意見変

えて」と要請したことにも驚きです。 

444 現在、各放送局では偏向した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテンツの宣伝に利用した

りと、電波を悪用していると思うケースが多々あります。 

電波オークションを導入してください。 

新規企業にも電波を使用するチャンスを与え、良い意味での競争ができるようにしてください。 

445 電波利用料の見直しに大賛成です。 

見直しするべきだと思います。 

446 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のは異常だと思います。 

世界水準での値上げを検討して下さい。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用しているケースが多々有ります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれる様にして欲しいです。 

そして国民が望まない中国韓国贔屓で反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課す事が出

来る様な仕組みをお願いします。 

 

国民が望まない、反日国家中国韓国贔屓の反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すこ

とが出来る様な仕組みをお願いします。 

国民が望まない、反日国家中国韓国贔屓の反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すこ

とが出来る様な仕組みをお願いします。 

国民が望まない、反日国家中国韓国贔屓の反日的な偏向報道などには、免許の取り消しやペナルティを課すこ

とが出来る様な仕組みをお願いします。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

反日メディアである、中国中央電視台と韓国 KBS が本社内部にある NHK の偏向報道と嘘報道のせいで、日本

国民は危機に晒されています。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許をはく奪等の見直しをお願いします。 

 

【同意見他 20 件】 

447 現在、各放送局では、国民が望まない偏向報道を行っています。そういう放送局には免許の取り消しやペナル

ティを課すことができるようにしてください。 

448 競争入札方式で周波数帯の事業者を決める「電波料オークション」の制度を実施して、 

日本国民の財産である電波を有効活用していただけないでしょうか。 

 

近年のテレビ放送局（特に NHK、テレビ朝日、TBS、フジテレビ。最近は日本テレビも同様）はシナや韓国におも

ねっており、 

反日的な内容の番組や報道が顕著で、日本国民の財産である電波を有効活用しているとは全く感じられませ

ん。 

 

このような状況を打開するためにはテレビ放送局にも競争原理を導入して、電通とテレビ局との癒着関係を改

善することがひとつの方法として考えられます。 

 

また NHK は半官半民の中途半端な現状から、以下のいずれかに変更する必要があると考えます。 

１．１００％官営の日本国民のための放送局とし、税金のみで運営する。 

２．１００％民営の民間放送局とする。 

 

以上です。よろしくお願いいたします。 

449 日本の電波利用料は世界に比べて格安に優遇されていることに驚きました。 

優遇されているのに、日本のテレビ局は国益にならない偏向報道を日々行っています。 

欧米諸国のように電波オークションを導入するのが一番良いと思いますが、先ずは諸外国の電波利用料を参

考に適正な価格に引き上げて頂きたいと思います。 

過度な偏向報道などに対しては免許の取り消しやペナルティを課すことができるような放送免許事態の見直し

をお願いします。 

また公共放送である NHK の偏向報道にも目に余るものがあり、見ていないのに受信料を払わされることに腹立

たしさを感じます。見たい人だけが見られるようにスクランブル化の検討もお願いします。 

また既存テレビ局以外の新規企業にも電波を使用するチャンスを与えて頂きたいです。 

450 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価だと聞きました。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、不当に安い水準で既存の放送局が使用しているのはおかしいと思

います。 

他国と比較して検討していただきたいと思います。 

また、現在各放送局では貴重な電波を使用し、自社の宣伝に使用したり、都合の悪いことは報じなかったりと、

電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいですし、新規企業にも電波を使用するチャ

ンスを与え、良い意味での競争が生まれるようにして欲しいと思います。 

また、国民の受信料で経営しているＮＨＫの放送内容も偏っていると思われるものも多く、スクランブル化の検討

もお願いしたいと思います。 

451 日本の電波利用料は世界各国に比べて格段に廉価であるそうです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権益のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用している

のがおかしいと思います。 

世界水準での値上げを検討してください。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用していると思うケースも多々あります。 

 

是非電波オークションを導入し貴重な財源として役立ててもらいたいのと、新規企業にも電波を使用するチャン

スを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

 

なお、公共放送を標榜する NHK の日本のテレビ局とは思えない姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態の見直し、民営化をお願いします。 

反日メディア淘汰のために電波オークション制の導入、クロスオーナーシップ廃止もお願いします。 

452 NHK の、日本のテレビ局とは思えない姿勢に怒りを感じます。 

国民から強制的に受信料を徴収し、偏向報道を続ける NHK の存在自体も考え直す時期だと思います。 

NHK に税金をつぎ込むことは、やめてください。 

NHK は、見たい人だけが見られるスクランブル化にしてください。 

453 諸外国に比べ電波利用料が格段に安いと聞きますが、 

諸外国並みに上げるべきではないでしょうか。 

放送の質も維持されておらず、低俗な見たくもない番組、公正、公平を欠く偏向番組、宣伝ばかり垂れ流す放送

局に利用料を低く設定する値打ちがあるのでしょうか。 

増税が将来的に実施される中、利用料を上げて、税収に充てるべきです。 

また、NHK が公共放送の名に恥ずる偏向、国益軽視番組を放送していますが、存在価値なしとみなします。 

スクランブル化するなり、民営化なりすべきです。 

454 日本のテレビ局・ラジオ局の電波料は、とても優遇されていると聞きました。 

ネットのメディアニュースでも、チラホラ記事を見かけます。 

それによりますと、諸外国に比べて、ものすごく安いとのこと。 

 

このように優遇されている状態で、日本の国益にならない偏向報道ばかり続けています。 

テレビ側はネットは悪だと言ってることもありますがそれは、真実が報道されているのがネットのみなので国民に

知られたくないという思惑が見えてしまいます。 

 

それでいて、広告費の収入は莫大であり普通の会社員と比べものにならないくらいの年収をもらっていると 

聞きます。 

 

そんなにお金があるのなら、もっと電波料を上げても構わないと思います。 



455 柴山昌彦総務副大臣の英断により、各テレビ局の支払っている電波利用料の金額が再び、公表されました。こ

の問題については河野太郎議員らのブログを読んだり自分でネットの記事を読んで多少勉強しましたが、あまり

にも不公平で憤りを感じます。 

 

他の業界は熾烈なまでの競争を強いられ、中国のような突如わいてきた 15 億人もいる低賃金労働者と真っ向

から勝負させられているというのに放送局はたった数社で市場独占。それも端金のような金額で。 

 

喩えるならば、銀座の一等地を月 1万円で国から安く貸してもらって商売をしているようなものです。市役所や省

庁内のスペースをタダ同然で借りて独占的に商売しているのようなもの。 

 

諸外国と比べても比較が馬鹿らしいほど安いと思います。過去に遡って計算して多めに電波利用料を増額して

下さい。 

 

また、単に富の公平性だけの視点だけではありません。下劣な番組や手法も多々見られます。品性を疑うしか

ないような存在になっています。かなり幼稚だしバカ殿様的な勘違いもあり、つける薬はないと思われるので平

均年収 800 万円ぐらいに落ち着くような匙加減をしてもらって浮世離れした身分を剥奪すべきです。そうすれば

目が覚めるかもしれません。低レベルな仕事をしていてもたくさんお金を稼げてしまうというのは堕落を招くだけ

ではないでしょうか。プロとしての甘さ、殿様商売ゆえの横暴さも苛立ちを誘います。 

 

榊博文氏の調査にもありましたが、日本は山場CMが多すぎです。そもそも昔と比べてCMが多くなったと感じる

のですが山場がきたら高い確率で CM に入り家族みんな怒っています。イギリスやフランスなどでは CM に対す

る規制も厳しくほとんどこういうのはないそうです。視聴者としてはバカにされている、ふざけていると感じるやり

方です。あまりにも視聴者を蔑ろにしていると思われないでしょうか。番宣や通販も含め、強い立場を利用してや

りたい放題です。本当は淘汰されるべき存在だと思いますが、それは非現実的なのでカイゼン策を講じていた

だければ少しは社会も良くなることでしょう。 

456 偏向報道ばかりのテレビ局、国益を著しく損ねて害悪にしかならないのに何故異常に安い電波使用料で国民の

財産である電波を使わせているのか？   現在までのペナルティとして向こう 10 年間外国水準の 3 倍にし尚且

つ放送法の基準を明確且つ厳罰化し、その後諸外国水準へ引き下げ位してほしいです 

457 日本の電波利用料は世界各国と比べて格段に廉価のようです。 

電波は国民の財産であるにもかかわらず、既得権のごとく、不当に安い水準で現行の放送局が使用しているの

がおかしいのではないのでしょうか。 

世界水準での値上げを検討してください。 

 

現在各放送局では貴重な電波を使用し、変更した内容の放送で世論を誘導したり、自社が版権を持つコンテン

ツの宣伝に使用したりと、電波を悪用しているケースも多々あります。 

是非電波オークションを導入して貴重な財源として役立ててもらいたいです。また新規企業にも電波を使用する

チャンスを与え、良い意味での競争が産まれるようにして欲しいです。 

そして国民が望まない偏向報道などには免許の取り消しやペナルティを課すことができるような仕組みを望みま

す。 

 

なお、公共放送を標榜するNHKには日本のテレビ局とは思えない報道姿勢に国民の批難が集まっております。 

受信料が既得権益となっている体制に一石を投じる為にも、見たい人だけが見れるスクランブル化の検討や放

送免許事態の見直しをお願いします。 

458 日本の電波利用料金は外国に比べ安いそうですが、テレビ局がその電波を使って特定の国に偏重した報道を

しているのはおかしいです。 

459 テレビ局の電波利用料の安さは異常だと思います。他国と比べてみると一目瞭然です。政府の手厚い規制と放

送免許などの許認可に守られ、長年新規参入も全くないテレビ局。ほぼ数社の独占状態で、巨額の暴利をむさ

ぼっています。 

そしてやっていることと言えば、日本国内外勢力の反日プロパガンダへの加担。そして韓国、中国、北朝鮮のイ

メージアップ操作。あからさまなステルスマーケティング。 

日本国民は、みんな、気が付き始めています。 

まず、テレビ局の電波利用料の大幅な引き上げを望みます。 

460 電波利用料、高すぎです。 

現在、８割を視聴者が、２割を放送局が、担っています。 

それで、職員の平均所得が１７８０万円？ 

その数字は、低いと言えますか？！ 

年間２０００万円近い収入、ですよ？！ 

視聴者は何のために徴収されているの？！ 

さらに、放送内容は、反日と捏造のプロパガンダ。 

自国を愛する内容なんて、どこにもない。 

支那にこびり、朝鮮に尻尾をふり、 

言われるがままに反日捏造報道を流しまくる。 

苦情電話も、関係ない。 

どうせ、アルバイトが嫌な思いをするだけ。 

中の人間は毎日贅沢三昧。 

社宅は豪華。別荘も福利厚生施設も、豪華絢爛。 

世の中の不況なんて、知ったことじゃない。 

自分たちには、なーんにも関係ない。 

何をやっても、金はある。 

徴収すればいい、国会がいつでも承認してくれる、 

やりたい放題、反日し放題、捏造し放題、 

これが我が国が世界に誇る「ＮＨＫ」です。 

インドでは「自国の国益に沿わない」という理由で、ビザ延長を却下された。 

世界で唯一外国人を雇う、ＮＨＫ。 

自国の仮想敵国の人間を雇う、ＮＨＫ。 

ＮＨＫは、「反日、捏造、プロパガンダ」である。" 

461 電波利用料金の大幅値上げを！ 

現在キー局は以下のように主に特ア 3 国に乗っ取られている状態です。 

この状態の早期改善をお願いします。 

 

NHK 中国共産党（主に北京派閥だが、最近は習近平体制に合わせて NHK 内部も上海派閥が優勢） 

読売 アメリカ（財務省） 

毎日 北朝鮮（朝鮮総連） 

朝日 中国共産党（主に上海派閥） 

産経 フジテレビは韓国が大株主 産経はアメリカ 

 

各局のニュース番組の制作部は、ほとんど特ア 3 国に占拠されている状態。 

日本を利する報道はせず、特アに利益を誘導するような恣意的な情報操作が、内部の在日朝鮮人社員や左翼

社員によって行われています。 

彼らは長年かけ様々な工作を行い、人事や報道部を掌握してきました。 

今は日本の危機です。官僚の方々の覚醒を求めます。 

462 現在 電波料は異常な廉価と聞いています。しかもそれを独占し あろうことか 公共の電波を 時局の通販の

宣伝に使い 偏向報道に至っては 放送法違反の疑い濃厚です。野放しにしている法務省も問題。この既得権

益を排除するためにも 電波オークションに移行する事（国によっては４０００～５０００億の歳入）を望みます。 

463 公共の電波を独占しながら、自分のところで作った映画の宣伝を公共の電波を使ってやるという・・・ 

今のテレビに公共性なんてあるの？ 

もっと電波使用料を取るべき。 

 

TV 局が支払っている電波利用料は安過ぎる。 

営業収益のわずか 0.2％前後という破格の安さだ。 

国の財政が悪化している折、この安さは尋常ではない。 

 

日本の電波使用料の８割は、携帯電話会社が支払っていると言われる。 

TV と携帯電話、どちらが生活必需品かと考えると、今は携帯の方が必要だろうに。 

 

国の財政を改善するためにも、TV 局の電波使用料は 5～10 倍程度に値上げすべきだ。 

もちろん急に 10 倍は難しいだろうから、段階的に値上げし、10 年後には 10 倍が望ましい。 

勿論、電波料金をオークション形式にしてもいい。 

いずれにしても、この安さは異常過ぎて、不公平感が強過ぎる。 

464 最近のテレビ番組の内容がひどすぎる。 

きちんとしたニュースも報道せず、「報道しない自由」なぞとのたまわっている。 

不愉快だから見ない自由を行使しているが、それでは電波が無駄使いされているような気がする。 

きちんとした報道をするテレビ局が欲しい。 

ＮＨＫは報道もしないうえ、中韓びいきでサムソンのロゴだけは隠しもしないインチキ公共放送のくせに、視聴者

から金をとろうとするヤクザだ。 

 

こうしたテレビ局の横暴を少しでも減らすために、電波の公正なオークションをしてほしいと思う。 

テレビ局の人の年収は普通の人の何倍ももらっているのに、電波利用料が安いのは納得がいかない。 

465 テレビ局の電波利用料 「安すぎる」という批判 

http://www.j-cast.com/2009/01/24033828.html 

ここを見ました。安すぎます。早急に値上げを是非。 

 

"【同意見他 2 件】 

466 電波オークションを導入してください 

新規参入できるよにしてください 

外資は入らないようにしてください 

ついでに、広告税も導入してください 

467 以前から、日本のテレビ・ラジオ放送局の電波利用料は、諸外国に比べて極端に低いことが指摘されていま

す。日本の大手放送局の電波利用料を、適正な水準にまで引き上げていただきたいと思います。 

 

そもそも大手放送局の利用料が低く抑えられているのは、その公共性や公平性を信頼し担保するためだと思わ

れますが、現状を見るに放送局の放送内容は「番組編集」という名の偏向報道や「国民の知る権利」を侵害する

「報道しない権利」の乱用など、目に余るものがあります。また、娯楽番組の質の低下も著しく、「一億総白痴化」

や国民の洗脳を目指しているのではないかと思われるほどです。国益を害する行為も少なくありません。 

 

さらに、良質な番組を提供する新しい局が新規参入しようとしても、許可を受けることができず、結果インターネ

ット等での発信を余儀なくされています。その一方で、マスコミ関係者（正社員）の給与水準は、信じられないほ

ど高く、しかも利権や天下り、下請けイジメのオンパレード。彼らを守る理由は見あたりません。 

これらの主要放送局のために、一般人が多額の携帯電話料やインターネット通信料を払わされ続けるのは大き

な苦痛ですし、不公正だと思われます。 

 

どうぞ放送局の電波利用料を海外同様の適正水準まで上げて頂きたく、お願い申し上げます。 

468 電波利用料の見直しに賛成です。 

諸外国に比べて日本の電波使用料は安すぎると思います。 

 

公正かつ淡々と事実を伝える報道が見たいです。 

ゴリ押しなどのない、楽しかった昔のテレビに戻りますように。 

 

このように意見を言える機会を与えてくださったことに感謝いたします。匿名で申し訳ございませんでした。 

469 電波利用料の適切な見直しをお願いします。 

数十年前の基準で決められたもののままのように思います。 

470 現在、放送各局はほとんど電波使用料を支払っていないと聞いております。 

これは不公平かつ独占という問題も内在しております。 

オークション制にして電波使用料の適正価格徴収と放送の新規参入をはかるべきと考えます。 

471 電波オークションを採用してほしい。 

電波利用料が安すぎます。 

その分、良質の番組を作っているのならいいけれど、お笑い芸人ばかり出る、低級な番組とか外国におもねっ

た企画のバラエティー、不公正、不公平な内容の情報番組やニュース。電波オークションを採用すれば、少しは

競争が起こって良質な番組が放送されるのでは。 

472 あきらかに、現時点のテレビ局の電波利用料は安すぎます。改善をお願いします。 

473 今のテレビ局は電波を独占しながら自分達が好きなように偏向したり、正しい内容を伝えようとしていません。日

本国民が直接意見を伝え改善できるようなしくみをBPO以外に設置していただくとともに、電波の利用料金が諸

外国に対して安いのなら改定して値上げをしていただくようお願いします。 

 


